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39-1 重大事故等対処設備の設備分類



重大事故等対処設備の設備分類 

設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

１．原子炉本体 

原子炉圧力容器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

重大事故時に対処する

ための流路又は注水先，

注入先，排出元等 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

２．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

大量送水車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）

による燃料プールへの

注水及びスプレイ 

可搬型ストレーナ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

常設スプレイヘッダ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

ホース・接続口[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

燃料プールスプレイ系配

管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

大量送水車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

燃料プールスプレイ系 

（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへ

の注水及びスプレイ 

可搬型ストレーナ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

可搬型スプレイノズル 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

ホース・弁[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

燃料プール水位（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

燃料プールの監視 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス

・常設重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

燃料プール監視カメラ（Ｓ
Ａ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。） 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

燃料プール冷却ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｂクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

燃料プール冷却系に 

よる燃料プールの除熱 

燃料プール冷却系熱交換器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｂクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

大型送水ポンプ車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

移動式代替熱交換設備 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

移動式代替熱交換設備 

ストレーナ

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

原子炉補機代替冷却系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

原子炉補機冷却系 配管・弁

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

原子炉補機冷却系 サージ

タンク [流路]

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

燃料プール冷却系 配管・弁

［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｂクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

燃料プール冷却系 スキマ・ 

サージ・タンク ［流路］

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｂクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

燃料プール冷却系  

ディフューザ［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｂクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

ホース・接続口［流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

構内監視カメラ（ガスタービ

ン発電機建物屋上）

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス

・常設重大事故等対処設備（防止で

も緩和でもない設備）

重大事故等収束のた

めの水源※水源とし

ては海も使用可能 

大量送水車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備
水の供給 

ホース[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

燃料プール 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

重大事故時に対処する 

ための流路又は注水先， 

注入先，排出元等 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

３．原子炉冷却系統施設 

高圧原子炉代替注水ポンプ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧原子炉代替注水

系による原子炉の冷

却 

高圧原子炉代替注水系（蒸気

系） 配管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

主蒸気系 配管［流路］ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系） 配管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧原子炉代替注水系（注水

系） 配管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉隔離時冷却系（注水

系） 配管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉浄化系 配管［流路］ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

給水系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉隔離時冷却ポンプ 重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉隔離時冷却系

による原子炉の冷却 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系） 配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

主蒸気系 配管[流路] 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉隔離時冷却系（注水

系） 配管・弁・ストレーナ 

[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉浄化系 配管 [流路] 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

給水系  

配管・弁・スパージャ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 高圧炉心スプレイ系

による原子炉の冷却 高圧炉心スプレイ系  

配管・弁・ストレーナ・スパ

ージャ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

逃がし安全弁[操作対象弁] 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

逃がし安全弁 

逃がし安全弁逃がし弁機能

用アキュムレータ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

主蒸気系 配管・クエンチャ

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓ，Ｂクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

39-1-4



設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

逃がし安全弁用窒素ガスボ

ンベ

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

逃がし安全弁窒素ガ

ス供給系逃がし安全弁逃がし弁機能

用アキュムレータ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

残留熱除去系注水弁 

（MV222-5A,5B,5C） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張） インターフェイスシ

ステム LOCA 隔離弁低圧炉心スプレイ系注水弁

（MV223-2） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）

原子炉建物燃料取替階 

ブローアウトパネル 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネ

ル 

低圧原子炉代替注水ポンプ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

低圧原子炉代替注水

系（常設）による原

子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

残留熱除去系 

配管・弁[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓ，Ｂクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

大量送水車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による

原子炉の冷却 

ホース・接続口[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備

・可搬型重大事故緩和設備

低圧原子炉代替注水系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

残留熱除去系 

配管・弁[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓ，Ｂクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

低圧炉心スプレイ・ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張） 低圧炉心スプレイ系

による低圧注水 低圧炉心スプレイ系  

配管・弁・ストレーナ・スパ

ージャ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）

残留熱除去ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）
残留熱除去系（低圧

注水モード）による

低圧注水 
残留熱除去系  

配管・弁・ストレーナ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）

残留熱除去ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停

止時冷却 

残留熱除去系  

配管・弁・ストレーナ・ジェ

ットポンプ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）

残留熱除去系熱交換器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）

原子炉再循環系 配管・弁 

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

移動式代替熱交換設備 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

原子炉補機代替冷却

系による除熱 

※水源は海を使用 

移動式代替熱交換設備 

ストレーナ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

大型送水ポンプ車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

ホース・接続口[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

原子炉補機代替冷却系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系  

配管・弁[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系 

サージタンク [流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

残留熱除去系熱交換器 

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

原子炉補機冷却水ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉補機冷却系（原
子炉補機海水系を含

む。）※水源は海を使
用 

原子炉補機海水ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉補機冷却系熱交換器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉補機冷却系 配管・

弁・海水ストレーナ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉補機冷却系 サージ

タンク[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ補機冷却

水ポンプ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ補

機冷却系（高圧炉心

スプレイ補機海水系

を含む。）※水源は海

を使用 

高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ補機冷却

系 配管・弁・海水ストレー

ナ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ補機冷却

系サージタンク[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ補機冷却

系熱交換器 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

サプレッション・チェンバ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

重大事故等収束のた
めの水源 

※水源としては海も 

使用可能 低圧原子炉代替注水槽 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

可搬型ストレーナ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 
水の供給 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

４．計測制御系統施設 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒

挿入機能） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

代替制御棒挿入機能に

よる制御棒緊急挿入 

制御棒 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

制御棒駆動機構 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

制御棒駆動水圧系水圧制御

ユニット 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

制御棒駆動水圧系 配管・弁

［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉

再循環ポンプトリップ機能） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 原子炉再循環 

ポンプ停止による 

原子炉出力抑制 

ほう酸水注入ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ほう酸水注入 

ほう酸水貯蔵タンク 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ほう酸水注入系 配管・弁

［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

差圧検出・ほう酸水注入系配

管（原子炉圧力容器内部）［流

路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

逃がし安全弁逃がし弁機能

用アキュムレータ 
重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
逃がし安全弁 

自動減圧起動阻止スイッチ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

原子炉減圧の 

自動化 

代替自動減圧起動阻止スイ

ッチ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

逃がし安全弁窒素ガス供給

系 配管・弁[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

逃がし安全弁窒素ガス

供給系 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

水素濃度及び酸素濃

度の監視 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

静的触媒式水素処理装置入

口温度 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
静的触媒式水素処理

装置による水素濃度

抑制 
静的触媒式水素処理装置出

口温度 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

原子炉建物水素濃度 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 原子炉建物内の水素

濃度監視 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉圧力容器内の

温度 

原子炉圧力 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉圧力容器内の

圧力 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

原子炉圧力（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
原子炉圧力容器内の

水位 
原子炉水位（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉隔離時冷却ポンプ出

口流量 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉圧力容器への

注水量 

代替注水流量（常設） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭

帯域用） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧炉心スプレイポンプ出

口流量 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

低圧炉心スプレイポンプ出

口流量 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

残留熱除去ポンプ出口流量 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧原子炉代替注水流量 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱代替除去系原子炉注

水流量 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

代替注水流量（常設） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉格納容器への

注水量 

格納容器代替スプレイ流量 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭

帯域用） 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

残留熱代替除去系格納容器

スプレイ流量 

重大事故等対処施設 

 

・常設重大事故緩和設備 

ドライウェル温度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

原子炉格納容器内の

温度 

サプレッション・チェンバ温

度（ＳＡ） 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

サプレッション・プール水温

度（ＳＡ） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ペデスタル温度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 原子炉格納容器内の

圧力 サプレッション・チェンバ圧

力（ＳＡ） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ドライウェル水位 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

原子炉格納容器内の

水位 

サプレッション・プール水位

（ＳＡ） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ペデスタル水位 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉格納容器内の

水素濃度 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉格納容器内の

水素濃度 

平均出力領域計装 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

未臨界の維持又は監

視 

中間領域計装 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

中性子源領域計装 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

サプレッション・プール水温

度（ＳＡ） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

最終ヒートシンクの

確保（残留熱代替除

去系） 

残留熱除去系熱交換器出口

温度 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱代替除去系原子炉注

水流量 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

残留熱代替除去系格納容器

スプレイ流量 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

スクラバ容器圧力 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

最終ヒートシンクの

確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

スクラバ容器水位 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

スクラバ容器温度 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

第１ベントフィルタ出口水

素濃度 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

残留熱除去ポンプ出口流量 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

最終ヒートシンクの

確保（残留熱除去系） 

残留熱除去系熱交換器入口

温度 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

残留熱除去系熱交換器出口

温度 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

原子炉圧力 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器バイパスの

監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

原子炉圧力（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉水位（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ドライウェル温度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
格納容器バイパスの

監視（原子炉格納容

器内の状態） 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱除去ポンプ出口圧力 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
格納容器バイパスの

監視（原子炉建物内

の状態） 
低圧炉心スプレイポンプ 

出口圧力 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

低圧原子炉代替注水槽水位 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
水源の確保 

サプレッション・プール水位 

（ＳＡ） 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉建物水素濃度 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 原子炉建物内の水素

濃度 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 
原子炉格納容器内の

酸素濃度 
格納容器酸素濃度（ＳＡ） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。） 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 燃料プールの監視 

可搬型計測器 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

温度，圧力，水位，

注水量の計測・監視 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二

次側圧力 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

その他 

Ｎ２ガスボンベ圧力 重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

原子炉補機冷却水ポンプ出

口圧力 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

ＲＣＷサージタンク水位 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

Ｃ－メタクラ母線電圧 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ｄ－メタクラ母線電圧 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電

圧 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

緊急用メタクラ電圧 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＳＡロードセンタ母線電圧 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ｂ１－115Ｖ系蓄電池（ＳＡ）

電圧 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ａ－115Ｖ系直流盤母線電圧 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

Ｂ－115Ｖ系直流盤母線電圧 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

その他 230Ｖ系直流盤（常用）母線

電圧 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電

池電圧 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

プラントパラメータ監視装

置（中央制御室待避室） 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備（防止

でも緩和でもない設備） 

居住性の確保 

中央制御室差圧計 重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備（防止で

も緩和でもない設備） 

待避室差圧計 重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備（防止で

も緩和でもない設備） 

酸素濃度計 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備（防止

でも緩和でもない設備） 

二酸化炭素濃度計 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備（防止

でも緩和でもない設備） 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備（防止

でも緩和でもない設備） 
照明の確保 

安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ） 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

発電所内の通信連絡 

有線式通信設備 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

無線通信設備（固定型） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

無線通信設備（携帯型） 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

衛星電話設備（固定型） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

衛星電話設備（携帯型） 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

無線通信設備（屋外アンテ

ナ）[伝送路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

衛星通信設備（屋外アンテ

ナ）[伝送路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

無線通信装置[伝送路] 重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

有線（建物内）（有線式通信

設備，無線通信設備（固定

型），衛星電話設備（固定型）

に係るもの）［伝送路］ 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

有線（建物内）（安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）に係るもの）［伝送路］ 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

衛星電話設備（固定型） 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備

発電所外の通信連絡 

衛星電話設備（携帯型） 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備

データ伝送設備 重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備（防止で

も緩和でもない設備）

衛星電話設備（屋外アンテ

ナ）[伝送路]

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備

衛星通信装置[伝送路] 重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備（防止で

も緩和でもない設備）

有線（建物内）（衛星電話設

備（固定型）に係るもの）［伝

送路］ 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備

有線（建物内）（統合原子力

防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備，データ伝送

設備に係るもの）［伝送路］ 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備（防止で

も緩和でもない設備）
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

５．放射線管理施設 

燃料プールエリア放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備 燃料プールの監視 

格納容器雰囲気放射線モニ

タ（ドライウェル）

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備 原子炉格納容器内の

放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニ

タ（サプレッション・チェン

バ） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

第１ベントフィルタ出口放

射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

最終ヒートシンクの

確保（格納容器フィ

ルタベント系）

中央制御室遮蔽 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

居住性の確保 

中央制御室待避室遮蔽 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備

再循環用ファン 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

チャコール・フィルタ・ブー

スタ・ファン

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

非常用チャコール・フィル

タ・ユニット

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

中央制御室換気系 弁 

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

中央制御室換気系 ダクト

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス

・常設耐震重要重大事故防止設備

・常設重大事故緩和設備

中央制御室待避室正圧化装

置（空気ボンベ） 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備

中央制御室待避室正圧化装

置（配管・弁）［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備

可搬式モニタリング・ポスト 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備

（防止でも緩和でもない設備）
放射線量の代替測定 

データ表示装置（伝送路） 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備

（防止でも緩和でもない設備）

ＧＭ汚染サーベイ・メータ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備

（防止でも緩和でもない設備）

放射性物質の濃度の代

替測定 

ＮａＩシンチレーション・サ

ーベイ・メータ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備

(防止でも緩和でもない設備)

可搬式ダスト・よう素サンプ

ラ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備

（防止でも緩和でもない設備）

可搬式気象観測装置 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備

（防止でも緩和でもない設備） 気象観測項目の代替測

定 データ表示装置（伝送路） 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備

（防止でも緩和でもない設備）
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

可搬式モニタリング・ポスト 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

放射線量の測定 

電離箱サーベイ・メータ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

小型船舶 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

データ表示装置（伝送路） 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

ＧＭ汚染サーベイ・メータ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

放射性物質の 

濃度の測定 

（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

ＮａＩシンチレーション・サ

ーベイ・メータ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

可搬式ダスト・よう素サンプ

ラ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

α・β線サーベイ・メータ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

小型船舶 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 

緊急時対策所遮蔽 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

居住性の確保 

緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

緊急時対策所空気浄化送風

機 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

緊急時対策所正圧化装置 

（空気ボンベ） 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

緊急時対策所空気浄化装置

用可搬型ダクト[流路] 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

緊急時対策所空気浄化装置

（配管・弁） [流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

緊急時対策所正圧化装置 

可搬型配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

緊急時対策所正圧化装置 

（配管・弁） [流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

６．原子炉格納施設 

低圧原子炉代替注水ポンプ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器代替スプレイ

系（常設）による原子炉

格納容器内の冷却 

低圧原子炉代替注水系 

配管・弁 [流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱除去系  

配管・弁 [流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器スプレイ・ヘッダ

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

大量送水車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型）による原子

炉格納容器内の冷却 

可搬型ストレーナ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

ホース・接続口[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

残留熱除去系  

配管・弁 [流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器代替スプレイ系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器スプレイ・ヘッダ

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱除去ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

残留熱除去系（格納容器

冷却モード）による原子

炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系熱交換器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

残留熱除去系 

配管・弁・ストレーナ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

格納容器スプレイ・ヘッダ

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

残留熱除去ポンプ 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

(設計基準拡張) 残留熱除去系（サプ

レッション・プール

水冷却モード）によ

る原子炉格納容器内

の冷却 

残留熱除去系熱交換器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

(設計基準拡張) 

残留熱除去系  

配管・弁・ストレーナ[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

(設計基準拡張) 

第１ベントフィルタスクラ

バ容器 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器フィルタベン

ト系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱 

第１ベントフィルタ銀ゼオ

ライト容器 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

圧力開放板 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器フィルタベント系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

窒素ガス制御系  

配管・弁[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器フィルタベン

ト系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱 

非常用ガス処理系  

配管・弁[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

遠隔手動弁操作機構 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

第１ベントフィルタ格納槽

遮蔽 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

配管遮蔽 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱代替除去ポンプ 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

残留熱代替除去系によ

る原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

 

残留熱除去系熱交換器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

移動式代替熱交換設備 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

移動式代替熱交換設備スト

レーナ 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

大型送水ポンプ車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

原子炉補機代替冷却系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

原子炉補機冷却系 

配管・弁［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉補機冷却系 

サージタンク［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱除去系 

配管・弁・ストレーナ［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

残留熱代替除去系  

配管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

低圧原子炉代替注水系  

配管・弁［流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

格納容器スプレイ・ヘッダ

［流路］ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

ホース・接続口［流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

低圧原子炉代替注水ポンプ 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

ペデスタル代替注水系

（常設）による原子炉格

納容器下部への注水 

コリウムシールド 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

低圧原子炉代替注水系  

配管・弁 [流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

残留熱除去系  

配管・弁 [流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器スプレイ・ヘッダ

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

大量送水車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への 

注水 

コリウムシールド 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

可搬型ストレーナ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

残留熱除去系  

配管・弁[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

格納容器代替スプレイ系 

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

格納容器スプレイ・ヘッダ

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

ホース・接続口[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

大量送水車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

ペデスタル代替注水系

（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水 

コリウムシールド 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

ホース・接続口[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

ペデスタル代替注水系  

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

可搬式窒素供給装置 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
窒素ガス代替注入系に

よる原子炉格納容器内

の不活性化 

窒素ガス代替注入系  

配管・弁[流路] 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

ホース・接続口[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

可搬式窒素供給装置 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 格納容器フィルタベ

ント系による原子炉

格納容器内の水素ガ

ス及び酸素ガスの排

出 

ホース・接続口〔流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

静的触媒式水素処理装置 重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 静的触媒式水素処理 

装置による水素濃度 

抑制 

大型送水ポンプ車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 大気への放射性物質

の拡散抑制 

※水源は海を使用 

ホース[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

放水砲 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

放射性物質吸着材 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
海洋への放射性物質

の拡散抑制 
シルトフェンス 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

小型船舶 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

大型送水ポンプ車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 
航空機燃料火災への

泡消火 

※水源は海を使用 

ホース[流路] 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

放水砲 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

泡消火薬剤容器 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備 

非常用ガス処理系排気ファ

ン 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

被ばく線量の低減 

前置ガス処理装置[流路] 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

後置ガス処理装置[流路] 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

非常用ガス処理系配管・弁

[流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

非常用ガス処理系排気管[流

路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 

原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル閉止装置 

重大事故等対処施設 ・常設重大事故緩和設備 

原子炉格納容器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

重大事故等に対処す

るための流路又は注

水先，注入先，排出

元等 
原子炉建物原子炉棟 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

７．非常用電源設備 

ＳＲＶ用電源切替盤 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

可搬型直流電流によ

る減圧 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電

池（補助盤室） 

重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 主蒸気逃がし安全弁

用蓄電池による減圧 

ガスタービン発電機 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

常設代替交流電源設備

による給電 

ガスタービン発電機用 

サービスタンク 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ガスタービン発電機用燃料

移送ポンプ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ガスタービン発電機用燃料

移送系配管・弁[燃料流路] 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧発電機車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

可搬型代替交流電源設

備による給電 

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

非常用ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

タンクローリ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

ガスタービン発電機用軽油

タンクドレン弁［燃料流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ホース［燃料流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

Ｂ－115Ｖ系蓄電池 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

所内常設蓄電式直流

電源設備による給電 

Ｂ１－115Ｖ系蓄電池 

（ＳＡ） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

230Ｖ系蓄電池 

（ＲＣＩＣ） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ｂ－115V系充電器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ｂ１－115Ｖ系充電器 

（ＳＡ） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

230Ｖ系充電器 

（ＲＣＩＣ） 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

ＳＡ用 115V系充電器 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

ＳＡ用 115V系蓄電池 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 常設代替直流電源設

備による給電 ＳＡ用 115V系充電器 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧発電機車 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

可搬型直流電源設備に

よる給電 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＳＡ用 115V系充電器 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

230V系充電器（常用） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

非常用ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

タンクローリ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

ガスタービン発電機用軽油

タンクドレン弁［燃料流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ホース［燃料流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

緊急用メタクラ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

代替所内電気設備によ

る給電 

メタクラ切替盤 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧発電機車接続プラグ収

納箱 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＳＡロードセンタ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＳＡ１コントロールセンタ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＳＡ２コントロールセンタ 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

充電器電源切替盤 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ＳＡ電源切替盤 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

重大事故操作盤 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

緊急用メタクラ接続プラグ

盤 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

非常用高圧母線Ｃ系 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

非常用高圧母線Ｄ系 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

代替所内電気設備によ

る給電 

非常用ディーゼル発電機 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

非常用ディーゼル発電機 

燃料デイタンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料デイタンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送系 配管・弁 

[燃料流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送系  

配管・弁[燃料流路] 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

Ａ－115V系蓄電池 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

非常用直流電源設備 

Ｂ－115V系蓄電池 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

Ｂ1－115V系蓄電池（ＳＡ） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄

電池 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄

電池 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

Ａ－115V系充電器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

Ｂ－115V系充電器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

非常用直流電源設備 

Ｂ1－115V系充電器（ＳＡ） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

230V系充電器（ＲＣＩＣ） 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

高圧炉心スプレイ系充電器 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 

Ａ－原子炉中性子計装用充

電器 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

Ｂ－原子炉中性子計装用充

電器 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

ガスタービン発電機用軽油

タンク 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

燃料補給設備 

非常用ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク 

設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｓクラス 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

タンクローリ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

ガスタービン発電機用軽油

タンクドレン弁［燃料流路］ 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

ホース［燃料流路］ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

緊急時対策所用発電機 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

 

電源の確保 

可搬ケーブル 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

緊急時対策所 

発電機接続プラグ盤 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

緊急時対策所 低圧母線盤 重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

緊急時対策所用燃料 

地下タンク 

重大事故等対処施設 ・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

タンクローリ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 

ホース 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故防止設備 

・可搬型重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

８．非常用取水設備 

取水口 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 

・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

非常用取水設備 

取水管 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 

・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

取水槽 設計基準対象施設 

重大事故等対処施設 

・Ｃクラス 

・常設重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 
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設備名称 施設区分 
耐震重要度分類 

設備分類 
備考 

９．緊急時対策所 

差圧計 重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備
(防止でも緩和でもない設備)

居住性の確保 

二酸化炭素濃度計 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備
(防止でも緩和でもない設備)

酸素濃度計 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備
(防止でも緩和でもない設備)

可搬式エリア放射線モニタ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故緩和設備

統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備

重大事故等対処施設 ・常設重大事故等対処設備

(防止でも緩和でもない設備)
発電所外の通信連絡 

10．その他 

ホイールローダ 重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処設備（防止

でも緩和でもない設備）
アクセスルート確保
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39－2 設計用地震力 



 

 

設計用地震力 

 

重大事故等対処施設に適用する設計用地震力（動的地震力，静的地震力）に

ついて，施設区分に応じて以下のとおり示す。 

 

1. 静的地震力 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

及び当該設備が設置される重大事故等対処施設に適用するものとし，以下の地

震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

種別 
(注１) 

施設区分 

(注２) 

耐震クラス 

(注３) 

地震層せん断力係数

及び水平震度 

鉛直震度 

建物・ 

構築物 

② Ｂ 1.5Ｃi － 

② Ｃ 1.0Ｃi － 

機器・ 

配管系 

① Ｂ 1.8Ｃi － 

① Ｃ 1.2Ｃi － 

土木構造物 ① Ｃ 1.0Ｃi － 

（注１）重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

（注２）常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設

備が属する耐震重要度分類のクラス 

（注３）Ｃi：標準せん断力係数を 0.2とし，建物・構築物の振動特性及び地

盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃi＝Ｒt・Ａi・Ｃ0 

Ｒt：振動特性係数 

Ａi：Ｃiの分布係数 

Ｃ0：標準せん断力係数 0.2 

（備考）常設重大事故防止設備（設計基準拡張）については，設計基準事故

対処設備として設定されている耐震重要度分類のクラスに従って地

震力を分類する。 
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2. 動的地震力 

動的地震力は，重大事故等対処施設の施設区分に応じて，以下の入力地震動

に基づき算定する。 

種別 
(注１) 

施設区分 
 

(注２) 

耐震 
クラス 

入力地震動 

水平地震動 鉛直地震動 

建物・ 

構築物 

(注３) 

③，④， 

⑤，⑥，⑦ 

Ｓ 
基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

② Ｂ 

(注４) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×１／２ 

(注４) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×１／２ 

機器・ 

配管系 

(注３) 

③，⑤ 
Ｓ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

① Ｂ 

(注４) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×１／２ 

(注４) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×１／２ 

土木 

構造物 

③，⑤ Ｓ 基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

①,④,⑥ Ｃ 
（注５） 

基準地震動Ｓｓ 

（注５） 

基準地震動Ｓｓ 

（注１）重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

⑦：緊急時対策所 

（注２）常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属

する耐震重要度分類のクラス。また，常設重大事故緩和設備については，

当該クラスをＳと表記する。 

（注３）事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，

適切な地震力と組み合わせる。 

（注４）水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 

（注５）屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用する。 

（備考）常設重大事故防止設備（設計基準拡張）については，設計基準事故対処設

備として設定されている耐震重要度分類のクラスに従って地震力を分類

する。 
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3. 設計用地震力 

  設計用地震力は，重大事故等対処施設の施設区分に応じて，1.及び 2.に基づ

き以下の通り設定する。 

種別 

(注１) 

施設区分 

 

(注２) 

耐震 

クラス 

設計用地震力 
備 考 

水 平 鉛 直 

建物・ 

構築物 

(注３) 

③，④， 

⑤，⑥，

⑦ 

Ｓ 

基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 

基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 (注４，９)  

荷重の組合せは，組

合せ係数法による。 弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

に基づく地震力 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

に基づく地震力 

② 

Ｂ 

地震層せん断力 

係数 1.5Ｃi 

に基づく地震力 

－ 静的地震力とする。 

(注５) 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

×１／２ 

に基づく地震力 

(注５) 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

×１／２ 

に基づく地震力 

(注４) 

荷重の組合せは，組

合せ係数法による。 

Ｃ 

地震層せん断力 

係数 1.0Ｃi 

に基づく地震力 

－ 静的地震力とする。 
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種別 

(注１) 

施設区分 

(注２) 

耐震 

クラス

設計用地震力 
備 考 

水 平 鉛 直 

機器・ 

配管系 

(注３) 

③，⑤ Ｓ 

基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 

基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 (注６) 

荷重の組合せは，二

乗和平方根(ＳＲＳ

Ｓ)法による。 
弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

に基づく地震力 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

に基づく地震力 

① 

Ｂ 

静的震度 

1.8Ｃi 

に基づく地震力 

－ (注６，７) 

荷重の組合せは，水

平方向及び鉛直方

向が動的地震力の

場合は二乗和平方

根(ＳＲＳＳ)法に

よる。 

(注５) 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

×１／２ 

に基づく地震力 

(注５) 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

×１／２ 

に基づく地震力 

Ｃ 

静的震度 

1.2Ｃi 

に基づく地震力

－ 静的地震力とする。 

土木 

構造物 

③，⑤ Ｓ 
基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 

基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 
動的地震力とする。 

①,④,⑥ Ｃ 

（注８） 

基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 

（注８） 

基準地震動Ｓｓ 

に基づく地震力 

動的地震力とする。 

① Ｃ 

静的震度 

1.0Ｃi 

に基づく地震力 

－ 静的地震力とする。 
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（注１）重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

②：①が設置される重大事故等対処施設

③：常設耐震重要重大事故防止設備

④：③が設置される重大事故等対処施設

⑤：常設重大事故緩和設備

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設

⑦：緊急時対策所

（注２）常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事故対処設備が

属する耐震重要度分類のクラス。また，常設重大事故緩和設備について

は，当該クラスをＳと表記する。 

（注３）事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，

適切な地震力と組み合わせる。 

（注４）水平地震動と鉛直地震動を同時に考慮した解析結果を用いてもよいもの

とする。 

（注５）水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 

（注６）絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

（注７）水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直における動的地震

力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

（注８）屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設に適用する。 

（注９）建物・構築物のうち原子炉格納容器については，水平方向及び鉛直方向

が動的地震力の場合は二乗和平方根（ＳＲＳＳ）法又は絶対値和法を適

用する。 

（備考）常設重大事故防止設備（設計基準拡張）については，設計基準事故対処

設備として設定されている耐震重要度分類のクラスに従って地震力を

分類する。 

39-2-5



39-3 重大事故等対処施設の基本構造等に基づく既往の耐震評価手法の適用性と

評価方針について 



重大事故等対処施設の基本構造等に基づく 

既往の耐震評価手法の適用性と評価方針について 

重大事故等対処施設の耐震評価方針を定めるにあたり，重大事故等対処施設に

ついて，設計基準対象施設において実績のある従前の評価方法・手法が適用可能

であるかを確認する。 

重大事故等対処施設のうち，新設施設については，機種区分，型式，設置場所，

設置方式及び設計基準対象施設との基本構造の差異を整理し，設計基準対象施設

と基本構造が同等のものは，設計基準対象施設に適用する従前の評価方針・手法

を適用する。基本構造が異なる設備については，適用する地震力に対して，要求

される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，適切にモデル化し

たうえでの地震応答解析，加振試験等を実施する。 

重大事故等対処施設の既設施設のうち，Ｓクラス施設については，基準地震動

Ｓｓによる評価実績がある。Ｂクラス及びＣクラス施設を常設耐震重要重大事故

防止設備又は常設重大事故緩和設備として使用する場合には，基準地震動Ｓｓに

よる評価を行うことになるが，従前の評価手法による実績があることから，従前

の評価方針・手法を適用可能である。 

新設施設に対する上記検討結果を表(1)～(3)に示す。 
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（以下の表は基本検討段階のものであり，詳細検討の進捗状況により変更となる

可能性がある。） 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備（新設） 

機種区分 設備名称 設置場所 
① 

型式 

② 

設置方式 

基本構造 

の差異 備考 

① ② 

SAクラス 2 

ポンプ 

高圧原子炉代替注水

ポンプ 
原子炉建物 

横形多段 

遠心式ポンプ 
ボルト固定 有 無 

新設ポンプであ

り原子炉隔離時

冷却系ポンプと

構造が相違 

SAクラス 2 

管 

高圧原子炉代替注水

系（蒸気系）  

配管［流路］ 

原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無 

 

SAクラス 2 

弁 

高圧原子炉代替注水

系（蒸気系）  

弁［流路］ 

原子炉建物 － サポート固定 － 無 

 

SAクラス 2 

管 

高圧原子炉代替注水

系（注水系）  

配管［流路］ 

原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無 

 

SAクラス 2 

弁 

高圧原子炉代替注水

系（注水系）  

弁［流路］ 

原子炉建物 － サポート固定 － 無 

 

計測制御設備 
自動減圧起動阻止ス

イッチ 
制御室建物 盤 ボルト固定 無 無 

 

計測制御設備 
代替自動減圧起動阻

止スイッチ 
制御室建物 盤 ボルト固定 無 無 

 

SAクラス 2 

ポンプ 

低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽 

横形多段 

遠心式ポンプ 
ボルト固定 無 無 

 

SAクラス 2 

管 

低圧原子炉代替注水

系 配管［流路］ 

低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽 

原子炉建物 

鋼管 サポート固定 無 無 

 

SAクラス 2 

弁 

低圧原子炉代替注水

系 弁［流路］ 

低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽 

原子炉建物 

－ サポート固定 － 無 

 

建物・構築物 
低圧原子炉代替注水

槽 

低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽 
貯蔵槽 － 無 － 

 

SAクラス 2 

容器 

第１ベントフィルタ

スクラバ容器 

第１ベントフィル

タ格納槽 

たて置円筒形

容器 

サポート・ボ

ルト固定 
無 無 

 

SAクラス 2 

容器 

第１ベントフィルタ

銀ゼオライト容器 

第１ベントフィル

タ格納槽 

たて置円筒形

容器 
ボルト固定 無 無 

 

－ 圧力開放板 屋外 － サポート固定 － 無 
 

SAクラス 2 

管 

格納容器フィルタベ

ント系 配管［流路］ 

原子炉建物 

第１ベントフィル

タ格納槽 

屋外 

鋼管 サポート固定 無 無 

 

SAクラス 2 

弁 

格納容器フィルタベ

ント系 弁［流路］ 

原子炉建物 

第１ベントフィル

タ格納槽 

屋外 

－ サポート固定 － 無 

 

－ 遠隔手動弁操作機構 原子炉建物 － サポート固定 － 無 

新 設 設備 であ

り，既工認実績

なし 
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機種区分 設備名称 設置場所 
① 

型式 

② 

設置方式 

基本構造 

の差異 備考 

① ② 

建物・構築物 
第１ベントフィルタ

格納槽遮蔽 

第１ベントフィル

タ格納槽 
コンクリート 岩盤支持 無 無 

 

建物・構築物 配管遮蔽 屋外 コンクリート 岩盤支持 無 無 
 

SAクラス 2 

管 
常設スプレイヘッダ 原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無 

 

SAクラス 2 

管 

燃料プールスプレイ

系 配管［流路］ 
原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無 

 

SAクラス 2 

弁 

燃料プールスプレイ

系 弁［流路］ 
原子炉建物 － サポート固定 － 無 

 

計測器・検出器 代替注水流量（常設） 
低圧原子炉代替注

水ポンプ格納槽 

超音波式 

流量検出器 
配管に固定 無 有 

加振試験によっ 

て，要求される

機能が維持され

ることを確認予

定。 

計測器・検出器 
高圧原子炉代替注水

流量 
原子炉建物 

差圧式 

流量検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
サプレッション・プ

ール水温度(ＳＡ) 
原子炉格納容器 測温抵抗体 サポート固定 無 無 

 

計測器・検出器 
サプレッション・チ

ェンバ圧力(ＳＡ) 
原子炉建物 

弾性圧力 

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
サプレッション・プ

ール水位(ＳＡ) 
原子炉建物 

差圧式 

水位検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 スクラバ容器圧力 
第 1ベントフィル

タ格納槽 

弾性圧力 

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 

第１ベントフィルタ

出口放射線モニタ

（高レンジ・低レン

ジ） 

第１ベントフィル

タ格納槽 
電離箱 ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 スクラバ容器水位 
第 1ベントフィル

タ格納槽 

差圧式 

水位検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
低圧原子炉代替注水

槽水位 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 

差圧式 

水位検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
原子炉格納容器 熱電対 

原子炉圧力容

器に固定 
無 無 

 

計測器・検出器 原子炉圧力（ＳＡ） 原子炉建物 
弾性圧力 

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 原子炉水位（ＳＡ） 原子炉建物 
差圧式水位 

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
格納容器水素濃度

（ＳＡ） 
原子炉建物 

熱伝導式 

水素検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
Ｂ１－115V系蓄電池

（ＳＡ）電圧 
廃棄物処理建物 装置 ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
230V系直流盤（常用）

母線電圧 
廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 

 

火力技術基準 ガスタービン発電機 
ガスタービン発電

機建物 
－ ボルト固定 － 無 

新 設 設備 であ

り，既工認実績

なし 

火力技術基準 
ガスタービン発電機

用サービスタンク 

ガスタービン発電

機建物 

横置円筒形 

容器 
ボルト固定 無 無 
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機種区分 設備名称 設置場所 
① 

型式 

② 

設置方式 

基本構造 

の差異 備考 

① ② 

火力技術基準 
ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電

機建物 
スクリュー型 ボルト固定 無 無 

 

火力技術基準 
ガスタービン発電機

用軽油タンク 
屋外 

たて置円筒形

容器 
ボルト固定 無 無 

 

火力技術基準 

ガスタービン発電機

用軽油タンクドレン

弁［燃料流路］ 

屋外 － サポート固定 － 無 

 

火力技術基準 

ガスタービン発電機

用燃料移送系 

配管［燃料流路］ 

ガスタービン発電

機建物 

屋外 

鋼管 サポート固定 無 無 

 

火力技術基準 

ガスタービン発電機

用燃料移送系 

弁［燃料流路］ 

ガスタービン発電

機建物 

屋外 

－ サポート固定 － 無 

 

電気・電源設備 Ｂ－115V系蓄電池 廃棄物処理建物 装置 ボルト固定 無 無  

電気・電源設備 
Ｂ１－115V系蓄電池

（ＳＡ） 
廃棄物処理建物 装置 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 Ｂ－115V系充電器 廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無  

電気・電源設備 
Ｂ１－115V系充電器

（ＳＡ） 
廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 
230V系蓄電池 

（ＲＣＩＣ） 
廃棄物処理建物 装置 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 
230V系充電器 

（ＲＣＩＣ） 
廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 
ＳＡ用 115V 系蓄電

池 
廃棄物処理建物 装置 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 
ＳＡ用 115V 系充電

器 
廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 230V系充電器（常用） 廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 
 

電気・電源設備 緊急用メタクラ 
ガスタービン発電

機建物 
盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 メタクラ切替盤 原子炉建物 盤 ボルト固定 無 無 
 

電気・電源設備 
緊急用メタクラ接続

プラグ盤 
屋外 盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 
高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱 
屋外 盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 ＳＡロードセンタ 
低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 
ＳＡ１コントロール

センタ 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 
ＳＡ２コントロール

センタ 
原子炉建物 盤 ボルト固定 無 無 

 

電気・電源設備 充電器電源切替盤 廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無  

電気・電源設備 ＳＡ電源切替盤 原子炉建物 盤 ボルト固定 無 無 
 

電気・電源設備 重大事故操作盤 廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 
 

電気・電源設備 SRV用電源切替盤 廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 
 

SAクラス 2 

管 

原子炉補機代替冷却

系 配管 [流路] 
原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無 
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機種区分 設備名称 設置場所 
① 

型式 

② 

設置方式 

基本構造 

の差異 備考 

① ② 

SAクラス 2 

弁 

原子炉補機代替冷却

系 弁[流路] 
原子炉建物 － サポート固定 － 無 

SAクラス 2 

管 

格納容器代替スプレ

イ系 配管[流路]
原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無 

SAクラス 2 

弁 

格納容器代替スプレ

イ系 弁 [流路]
原子炉建物 － サポート固定 － 無 

計測器・検出器 スクラバ容器温度
第 1ベントフィル

タ格納槽
熱電対 サポート固定 無 無 

計測器・検出器 

燃料プールエリア放

射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（ＳＡ） 

原子炉建物 電離箱 サポート固定 無 無 

計測器・検出器 

低圧原子炉代替注水

流量 

低圧原子炉代替注水

流量（狭帯域用） 

原子炉建物 

差圧式 

流量検出器 

差圧式 

流量検出器 

設計中 無 

設

計

中 

計測器・検出器 
格納容器代替スプレ

イ流量
原子炉建物 

差圧式 

流量検出器 
設計中 無 

設

計

中 

計測器・検出器 
ＳＡ用 115V 系充電

器盤蓄電池電圧 
廃棄物処理建物 盤 ボルト固定 無 無 

電気・電源設備 
緊急時対策所 

発電機接続プラグ盤 
屋外 盤 ボルト固定 無 無 

電気・電源設備 
緊急時対策所 

低圧母線盤 
緊急時対策所 盤 ボルト固定 無 無 

建物・構築物 
緊急時対策所用燃料

地下タンク 
屋外 貯蔵槽 岩盤支持 無 無 
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(2) 常設重大事故防止設備（新設，(1)を除く） 

機種区分 設備名称 設置場所 
① 

型式 

② 

設置方式 

基本構造 

の差異 備考 

① ② 

計測器・検出器 
燃料プール水位・温

度（ＳＡ） 
原子炉建物 熱電対 設計中 無 

設

計

中 

 

計測器・検出器 
燃料プール水位 

（ＳＡ） 
原子炉建物 

ガイドパルス

式水位検出器 
ボルト固定 有 無 

 

計測器・検出器 

燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）（燃料プー

ル監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

原子炉建物 
赤外線 

カメラ 
設計中 無 

設

計

中 

 

計測器・検出器 
ＡＤＳ用Ｎ２ガス 

減圧弁二次側圧力 
原子炉建物 

弾性圧力 

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

通信連絡設備 
無線通信設備 

（固定型） 

制御室建物 

緊急時対策所 
― 固縛 ― 有 

加振試験によっ 

て，要求される

機能が維持され

ることを確認予

定。 

通信連絡設備 
衛星電話設備 

（固定型） 

制御室建物 

緊急時対策所 
― 固縛 ― 有 

加振試験によっ 

て，要求される

機能が維持され

ることを確認予

定。 

通信連絡設備 
無線通信設備（屋外

アンテナ）［伝送路］ 
屋外 アンテナ ボルト固定 無 無 

 

通信連絡設備 
衛星電話設備（屋外

アンテナ）［伝送路］ 
屋外 アンテナ ボルト固定 無 無 

 

通信連絡設備 
無線通信装置 

［伝送路］ 

原子炉建物 

緊急時対策所 
盤 ボルト固定 無 無 

 

通信連絡設備 

有線（建物内）（有線

式通信設備，無線通

信設備（固定型），衛

星電話設備（固定型）

に係るもの） 

［伝送路］ 

原子炉建物 

緊急時対策所 
盤 ボルト固定 無 無 
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(3) 常設重大事故緩和設備（新設，(1)，(2)を兼ねるものを除く） 

機種区分 設備名称 設置場所 
① 

型式 

② 

設置方式 

基本構造 

の差異 備考 

① ② 

SAクラス 2 

ポンプ 

残留熱代替除去ポン

プ 
原子炉建物 うず巻形 ボルト固定 無 無  

SAクラス 2 

管 

残留熱代替除去系 

配管［流路］ 
原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無  

SAクラス 2 

弁 

残留熱代替除去系 

弁［流路］ 
原子炉建物 － サポート固定 － 無  

－ コリウムシールド 原子炉格納容器 － 圧着固定 － 有 許認可実績なし 

SAクラス 2 

管 

ペデスタル代替注水

系 配管［流路］ 
原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無  

SAクラス 2 

弁 

ペデスタル代替注水

系 弁［流路］ 
原子炉建物 － サポート固定 － 無  

SAクラス 2 

管 

窒素ガス代替注入系

配管［流路］ 
原子炉建物 鋼管 サポート固定 無 無  

SAクラス 2 

弁 

窒素ガス代替注入系

弁[流路] 
原子炉建物 － サポート固定 － 無  

－ 
静的触媒式水素処理

装置 
原子炉建物 － ボルト固定 － 無 

 

－ 
中央制御室待避室遮

蔽 
制御室建物 設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

SAクラス 2 

管・弁 

中央制御室待避室正

圧化装置（配管・弁）

[流路] 

廃棄物処理建物 

制御室建物 
鋼管 サポート固定 無 無 

 

－ 

原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネ

ル閉止装置 

原子炉建物 設計中 設計中 

設

計

中 

設

計

中 

 

建物・構築物 緊急時対策所遮蔽 緊急時対策所 コンクリート 岩盤支持 無 無  

SAクラス 2 

管・弁 

緊急時対策所空気浄

化装置（配管・弁）

［流路］ 

緊急時対策所 鋼管 サポート固定 無 無 

 

SAクラス 2 

管・弁 

緊急時対策所正圧化

装置(配管・弁) 

［流路］ 

緊急時対策所 鋼管 サポート固定 無 無 

 

計測器・検出器 
ドライウェル温度

（ＳＡ） 
原子炉格納容器 熱電対 サポート固定 無 無 

 

計測器・検出器 
サプレッション・チ

ェンバ温度（ＳＡ） 
原子炉格納容器 熱電対 サポート固定 無 無 

 

計測器・検出器 ペデスタル水位 原子炉格納容器 
電極式 

水位検出器 
サポート固定 無 無 

 

計測器・検出器 
残留熱代替除去系原

子炉注水流量 
原子炉建物 

差圧式流量 

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
残留熱代替除去系格

納容器スプレイ流量 
原子炉建物 

差圧式流量 

検出器 
ボルト固定 無 無 

 

計測器・検出器 
格納容器酸素濃度

（ＳＡ） 
原子炉建物 

磁気力式 

酸素検出器 
ボルト固定 無 無 
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機種区分 設備名称 設置場所 
① 

型式 

② 

設置方式 

基本構造 

の差異 備考 

① ② 

計測器・検出器 原子炉建物水素濃度 原子炉建物 

触媒式 

水素検出器 

熱伝導式 

水素検出器 

サポート固定 有 無 

計測器・検出器 
静的触媒式水素処理

装置入口温度 
原子炉建物 熱電対 サポート固定 無 無 

計測器・検出器 
静的触媒式水素処理

装置出口温度 
原子炉建物 熱電対 サポート固定 無 無 

通信連絡設備 
安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ） 

廃棄物処理建物 

緊急時対策所 
盤 ボルト固定 無 無 

計測器・検出器 

ペデスタル代替注水

流量 

ペデスタル代替注水

流量（狭帯域用） 

原子炉建物 

差圧式 

流量検出器 

差圧式 

流量検出器 

設計中 無 

設

計

中 

計測器・検出器 
ペデスタル温度 

（ＳＡ） 
原子炉格納容器 熱電対 サポート固定 無 無 

計測器・検出器 
ペデスタル水温度

（ＳＡ） 
原子炉格納容器 熱電対 サポート固定 無 無 

計測器・検出器 ドライウェル水位 原子炉格納容器 
電極式 

水位検出器 
サポート固定 無 無 

通信連絡設備 

有線（建物内）（安全

パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ）に

係るもの）［伝送路］ 

屋外 アンテナ ボルト固定 無 無 
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1. はじめに

重大事故等※1(以下「ＳＡ」という。)の状態で必要となる常設の重大事故等

対処施設※2(以下「ＳＡ施設」という。)については，待機状態において地震に

より必要な機能が損なわれず，さらにＳＡが長期にわたり継続することを念頭

に，ＳＡにおける運転状態と地震との組合せに対して必要な機能が損なわれな

い設計とする必要がある。以下にＳＡ施設の耐震設計に対する考え方を示す。 

※1：「重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故を除く)又は重大事故」を総称して重大事故等という。 

※2：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備については，

代替する設備の耐震クラスに適用される地震力を適用する。 

【ＳＡ施設の耐震設計の位置づけ】 

設計基準事故対処設備(以下「ＤＢ施設」という。)が十分に機能せず設計基

準事故(以下「ＤＢＡ」という。)を超える事象が発生した場合に備え，ＳＡ施

設は，ＳＡ時においても，必要な機能が損なわれるおそれがないように耐震設

計を行うとともに，常設の施設，可搬型の設備又はその組合せによる設備対策

だけでなく，マネジメントによる対策等の多様性を活かしてＳＡに対処する。

具体的には，以下の方針とする。 

① ＳＡ施設は，ＳＡ時を含む各運転状態と地震の組合せに対して，必要

な機能が損なわれるおそれがないよう設計する。

② 可搬設備等を活用することにより，事故の緩和・収束手段に多様性を

持たせ，頑健性を高める。

以上の内容を踏まえ，①に記載の施設の具体的な設計条件を決めるにあたり，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則(平成 25年 6月 28日原子力規制委員会規則第 5号)」(以下「設置許可基準規

則」という。)及び「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984」，「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６

０１－1987」，「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１－1991追補版」

(社)日本電気協会(以下総称して「ＪＥＡＧ４６０１」という。)等の規格・基

準に基づき，検討を実施した。 

39-4-1



 

2. 基準の規定内容 

ＳＡ施設，ＤＢ施設の耐震性の要求は，それぞれ設置許可基準規則第 39 条，

第４条に規定されている。そこで，ＳＡ施設及びＤＢ施設について，耐震設計

に関する基準の規定内容を以下のとおり整理した。 

 

2.1 設置許可基準規則第 39条(ＳＡ施設)の規定内容 

(1) ＳＡ施設の耐震性については，設置許可基準規則の第 39 条に規定されて

いる。〔参考１〕 

(2) ＳＡ施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備が設置されるＳＡ施設に

ついては，設置許可基準規則の第 39 条第１項第１号において，「基準地震動

による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。」が求められている。

〔参考１〕 

(3) ＳＡ施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置されるＳＡ施設については，設置許可基準規則の第 39 条第１項

第２号において，「第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐え

ることができるものであること。」が求められている。〔参考１〕これは，Ｄ

Ｂ施設のＢ，Ｃクラスと同等の設計とすることが要求されているものである

が，Ｂ，Ｃクラスは事故時荷重との組合せを実施しないため，本資料では検

討を省略する。なお，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）については，

設計基準事故対処設備として設定されている耐震重要度分類のクラスに従

って地震力を分類する。 

(4) ＳＡ施設のうち，常設重大事故緩和設備が設置されるＳＡ施設については，

設置許可基準規則第 39条第１項第３号において，「基準地震動による地震力

に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ものであること。」が求められている。〔参考１〕 

(5) 設置許可基準規則の第 39 条の解釈において，「第 39 条の適用に当たって

は、本規程別記２に準ずるものとする。」とされている。〔参考１〕 

 

2.2 設置許可基準規則第４条(ＤＢ施設)の規定内容 

(1) ＤＢ施設の耐震性については，設置許可基準規則の第４条に規定されてい

る。〔参考２〕 

(2) Ｓクラス施設については，設置許可基準規則の第４条第３項において，「耐

震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による

地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。」とされている。〔参考２〕 

(3) 設置許可基準規則の第４条の解釈において，「別記２のとおりとする。」と

されている。〔参考２〕 
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(4) 建物・構築物が基準地震動Ｓｓによる地震力に対して安全機能が損なわれ

るおそれがないことを満たす要件は，設置許可基準規則解釈第４条の別記２

(以下「別記２」という。)において，「建物・構築物については、常時作用

している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力との組

合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力

時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当

な安全余裕を有していること。」が求められている。〔参考３〕 

(5) 機器・配管系が基準地震動Ｓｓによる地震力に対して安全機能が損なわれ

るおそれがないことを満たす要件は，別記２において，「機器・配管系につ

いては、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞ

れの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、その

施設に要求される機能を保持すること。なお、上記により求められる荷重に

より塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼ

さないこと。」が求められている。〔参考３〕 

(6) 別記２において，「「運転時の異常な過渡変化及び事故時に生じるそれぞれ

の荷重」については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によっ

て作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事象であっ

ても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、そ

の事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、

適切な地震力と組み合わせて考慮すること。」が求められている。〔参考３〕 

2.3 ＪＥＡＧ４６０１の規定内容 

「耐震設計に係る工認審査ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会

決定）」の「4.2 荷重及び荷重の組合せ」において，「規制基準の要求事項に留

意して，ＪＥＡＧ４６０１の規定を参考に」組み合わせることとされている。

〔参考４〕 

これを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１における記載内容を以下のとおり整理し

た。 

(1) 荷重の組合せ

ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 重要度分類・許容応力編における，荷重の組

合せに関する記載は，以下のとおり。 

・「その発生確率が 10－7回/炉・年を下回ると判断される事象は，運転状態

Ⅰ～Ⅳに含めない。」とされている。 

・地震の従属事象については，「地震時の状態と，それによって引き起こさ

れるおそれのあるプラントの状態とは，組合せなければならない。」とさ

れている。

・地震の独立事象については，「地震と，地震の独立事象の組合せは，これ

を確率的に考慮することが妥当であろう。地震の発生確率が低く，継続
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時間が短いことを考えれば，これと組合せるべき状態は，その原因とな

る事象の発生頻度及びその状態の継続時間との関連で決まることにな

る。」とされている。 

以上の記載内容に基づき，ＪＥＡＧ４６０１において組み合わせるべき荷

重を整理したものを第 2.3－1表に示す。第 2.3－1表では，事象の発生確率，

継続時間，地震動の発生確率を踏まえ，その確率が 10－7/炉年以下となるもの

は組合せが不要となっている。 

第 2.3－1表 運転状態と地震動との組合せの確率的評価 

（ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 抜粋） 
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(2) 運転状態と許容応力状態 

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 重要度分類・許容応力編における運転状態と

許容応力状態に関する記載は以下のとおりであり，プラントの運転状態Ⅰ～

Ⅳに対応する許容応力状態ⅠA～ⅣA 及び，地震により生ずる応力に対する特

別な応力の制限を加えた許容応力状態ⅢAS，ⅣASを定義している。 

【運転状態】 

運転状態Ⅰ     ：告示の運転状態Ⅰの状態 

運転状態Ⅱ      ：告示の運転状態Ⅱの状態 

運転状態Ⅲ     ：告示の運転状態Ⅲの状態 

運転状態(長期)Ⅳ(L) ：告示の運転状態Ⅳの状態のうち，長期間のも

のが作用している状態 

運転状態(短期)Ⅳ(S) ：告示の運転状態Ⅳの状態のうち，短期間のも

の(例:ＪＥＴ，ＪＥＴ反力，冷水注入による

過渡現象等)が作用している状態 

【許容応力状態】 

許容応力状態ⅠA   ：通産省告示 501号の運転状態Ⅰ相当の応力評

価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅠA＊   ：ＥＣＣＳ等のように運転状態Ⅳ(L)が設計条

件となっているものに対する許容応力状態

で許容応力状態ⅠA に準ずる。 

許容応力状態ⅡA   ：通産省告示 501号の運転状態Ⅱ相当の応力評

価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅢA    ：通産省告示 501号の運転状態Ⅲ相当の応力評

価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅣA   ：通産省告示 501号の運転状態Ⅳ相当の応力評

価を行う許容応力状態 

許容応力状態ⅢAS   ：許容応力状態ⅢA を基本として，それに地震

により生ずる応力に対する特別な応力の制

限を加えた許容応力状態 

許容応力状態ⅣAS   ：許容応力状態ⅣA を基本として，それに地震

により生ずる応力に対する特別な応力の制

限を加えた許容応力状態 
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3. ＳＡ施設の荷重の組合せと許容応力状態の設定に関する基本方針 

(1) 対象施設 

設置許可基準規則第39条において，基準地震動による地震力に対しての機

能維持が求められている「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大

事故緩和設備」を対象とする。主な施設を重大事故シーケンスに基づき整理

したリストを添付資料１に示す。また，当該リストに整理した主要施設を原

子炉格納容器内外で整理したものを第3－1表 に示す。なお，全ＳＡ施設の分

類を「39-1 重大事故等対処設備の設備分類」に示す。 

 

(2) ＳＡ施設の運転状態 

ＳＡ施設は，ＤＢＡを超え，ＳＡが発生した場合に必要な措置を講じるた

めの施設であることから，運転状態として従来のⅠ～Ⅳに加え，ＳＡの発生

している状態として運転状態Ⅴを新たに定義する。 

さらに運転状態Ⅴについては，重大事故等の状態が設計基準事故を超える

更に厳しい状態であることを踏まえ，事象発生直後の短期的に荷重が作用し

ている状態を運転状態Ⅴ(S)とし，一連の過渡状態を除き，ある程度落ち着

いた状態を長期的に荷重が作用している状態として運転状態Ⅴ(L)，Ⅴ(L)よ

り更に長期的に荷重が作用している状態を運転状態Ⅴ(LL)とする。 

 

【運転状態の説明】 

Ⅰ～Ⅳ：ＪＥＡＧ４６０１で設定している運転状態 

Ⅴ(S) ：ＳＡの状態のうち事象発生直後の短期的に荷重が作用している

状態 

Ⅴ(L) ：ＳＡの状態のうち長期的（過渡状態を除く一連の期間）に荷重

が作用している状態 

Ⅴ(LL)：ＳＡの状態のうちⅤ(L)より更に長期的に荷重が作用している

状態 

 

(3) 組合せの基本方針 

別記２及びＪＥＡＧ４６０１に基づき耐震評価を行うＤＢ施設の考え方

を踏まえた，ＳＡ施設における荷重の組合せの基本方針は以下のとおり。 

 

a. ＤＢ施設の組合せの考え方 

・基準地震動Ｓｓ（以下「Ｓｓ」という。），弾性設計用地震動Ｓｄ（以下

「Ｓｄ」という。）による地震力と運転状態の組合せを考慮する。 

・運転状態Ⅰ～Ⅳを想定する。 

・地震の従属事象については，地震による地震力との組合せを実施する。 

・地震の独立事象については，事象の発生確率，継続時間，Ｓｓ若しくは

Ｓｄの年超過確率を踏まえ，発生確率が 10-7/炉年超の事象は組み合わせ
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る。 

・原子炉格納容器は，原子炉冷却材喪失事故（以下「ＬＯＣＡ」という。）

後の最終障壁となることから，構造体全体としての安全裕度を確認する

意味でＬＯＣＡ後の最大内圧とＳｄによる地震力との組合せを考慮する。 

 

b. ＳＡ施設の組合せ方針 

・Ｓｓ，Ｓｄによる地震力と運転状態の組合せを考慮する。 

・運転状態Ⅰ～Ⅳを想定するとともに，それを超えるＳＡの状態として，

運転状態Ⅴを想定する。 

・地震の従属事象については，地震による地震力との組合せを実施する。 

・地震の独立事象については，事象の発生確率，継続時間及びＳｓ若しく

はＳｄの年超過確率の積等も考慮し，工学的，総合的に組み合わせるか

否かを判断する。 

組み合わせるか否かの判断は，国内外の基準等でスクリーニング基準

として参照されている値，炉心損傷頻度及び格納容器機能喪失頻度の性

能目標値に保守性をもたせた値を目安とする。島根２号炉では，ＤＢ施

設の設計の際のスクリーニング基準である 10－7/炉年に保守性を見込ん

だ 10－8/炉年とし，事象の発生確率，継続時間及びＳｓ若しくはＳｄの年

超過確率の積との比較等により判断する。（補足 1） 

・ＳＡが地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについて

は，ＤＢ施設の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率論的な考察も

考慮したうえで判断する。 

・原子炉格納容器について，ＤＢ施設ではＬＯＣＡ後の最終障壁として，

ＳＡに至らないよう強度的な余裕をさらに高めるべく，ＬＯＣＡ後の最

大内圧とＳｄによる地震力との組合せを考慮することとしているが，Ｓ

Ａ施設においては，強度的に更なる余裕を確保するのではなく，以下の

設計配慮を行うことにより，余裕を付加し信頼性を高めることとする。 

ＳＡ施設としての原子炉格納容器については，ＤＢ施設のＳｓに対す

る機能維持の考え方に準じた耐震設計を行う。さらに，最終障壁として

の構造体全体の安全裕度の確認として，重大事故時の格納容器の最高温

度，最高内圧を大きく超える 200℃，２Ｐｄ（最高使用圧力の２倍の圧力）

の条件で，原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能が損なわれること

がないことの確認を行う。 

 

(4) 許容限界の基本方針 

ＳＡ施設の耐震設計として，設置許可基準規則第 39条では，「基準地震動

による地震力に対して、重大事故に（至るおそれがある事故に）対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものであること」とされており，

許容限界の設定に際しては，ＤＢ施設の機能維持設計の解釈である第４条第
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３項に係る別記２の規定に準ずる。具体的な許容限界の設定は，ＪＥＡＧ４

６０１のＤＢ施設に対する記載内容を踏まえ，ＳＡ施設における荷重の組合

せと許容限界の設定方針を，以下のとおり定めた。(補足 2) 

 

a. ＤＢ施設における方針 

・弾性設計の許容限界として，運転状態Ⅲに対する許容応力状態に地震力

に対する制限を加えた許容応力状態ⅢASを用いる。 

・機能維持設計の許容限界として，運転状態Ⅳに対する許容応力状態に地

震力に対する制限を加えた許容応力状態ⅣASを用いる。 

 

b. ＳＡ施設における方針 

・ＳＡ施設の耐震設計は，ＤＢ施設に準拠することとしていることから，

運転状態Ⅰ～Ⅳと地震による地震力の組合せに対しては，ＤＢ施設と同

様の許容応力状態を適用する。 

・ＤＢ施設の設計条件を超える運転状態Ⅴの許容応力状態としてⅤAを定義

し，さらに地震との組合せにおいては，許容応力状態ⅤASを定義する。 

別記２によれば，機能維持設計の要求として，「荷重により塑性ひずみが

生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界

に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこ

と。」とされており，ＤＢ施設では，許容応力状態ⅣAS の許容限界を適用

している。新たに定義する許容応力状態ⅤAS は，ＳＡに対処するために

必要な機能が損なわれない許容限界であり，島根２号炉では，機能維持

設計の許容限界として適用実績のある許容応力状態ⅣAS と同じ許容限界

を適用する。 

 

【許容応力状態の説明】 

ⅠA～ⅣA：ＪＥＡＧ４６０１で設定している許容応力状態 

ⅢAS～ⅣAS：ＪＥＡＧ４６０１で設定している許容応力状態 

ⅤA：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態 

(ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態) 

ⅤAS：許容応力状態ⅤA を基本として，それに地震により生ずる応力に

対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

(ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態) 
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第 3－1表 原子炉格納容器及び原子炉圧力容器を防護対象とする主要な重大事故

等対処施設 

防護対象 
重大事故等対処施設 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉格納容器 ・逃がし安全弁 

・コリウムシールド 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・残留熱代替除去ポンプ 

・第 1ベントフィルタスクラバ容

器 

・第 1ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器 

・圧力開放板 

・遠隔手動弁操作機構 

・残留熱除去系熱交換器 

原子炉圧力容器 ・逃がし安全弁 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

・第 1ベントフィルタスクラバ容

器 

・第 1ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器 

・圧力開放板 

・遠隔手動弁操作機構 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能 

・自動減圧起動阻止スイッチ 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ 

39-4-9



 

4. 荷重の組合せの検討手順 

(1) 地震の従属事象・独立事象の判断 

組合せの基本方針において，地震従属事象はＳｓと組み合わせ，独立事象 

はその事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，

Ｓｓ，Ｓｄいずれか適切な地震力と組み合わせることとしていることから，

まず，荷重の組合せの検討にあたって，運転状態Ⅴが，地震の従属事象，独

立事象のいずれに該当するか判断する。従属事象と判断された場合は，Ｓｓ

と組み合わせ，独立事象と判断された場合は，以下の(2)(3)項の手順に従う。 

 

(2) 施設分類 

対象施設は設置許可基準規則，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技 

術基準に関する規則 （平成25 年6 月28 日原子力規制委員会規則第6 号）」

（以下「技術基準規則」という。），ＪＥＡＧ４６０１の分類等を踏まえた

分類を行い，その分類ごとに組合せ方針を検討することとする。対象施設は

以下のとおり分類する。 

ＳＡ施設は，設置許可基準規則の解釈別記２から「機器・配管系」と「建

物・構築物」に分類される。ここで，建物・構築物についても，機器・配管

系と同様の考え方で組合せを考慮することとする。(添付資料４参照) 

また，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備(以下「ＰＣＶバウンダリ」

という。)と原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備(以下「ＲＰＶバウ

ンダリ」という。)については，「重大事故等対策の有効性評価」により得ら

れたＳＡ時の圧力・温度の推移を用いて検討を行うことから他の施設とは別

にＳＡ荷重と地震力の組合せを検討する。 

以上のことから，以降の検討では施設を第4－1図のとおり分類し，建物・

構築物を含む全般施設は，ＰＣＶバウンダリ及びＲＰＶバウンダリ以外の機

器・配管系の組合せ方針を適用する。なお，ＰＣＶバウンダリの圧力・温度

等の条件を用いて評価を行う施設については，ＰＣＶバウンダリの荷重の組

合せに従い，支持構造物については，支持される施設の荷重の組合せに従う

ものとする。 

第 4－1図 施設分類の考え方 

 

設置許可基準細則 

第３９条 

施設の扱い ＤＢ施設における 

設置許可基準規則 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＤＢ施設における 

技術基準規則 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

設置許可基準規則 

別記２における分類 
JEAG4601 における 

機器・配管系の設備分類 
 

今回の検討 

における分類 
 

全般設備 

クラスＭＣ容器 

(ＰＣＶバウンダリ) 

 

クラス１設備 
(ＲＰＶバウンダリ) 

クラス１設備 

クラスＭＣ容器 

クラス２,３,４設備 機器・配管系 

建物・構築物 

機器・配管系 

建物・構築物 

技術基準 
規則第５条 

設置許可基準 
規則第４条 

上記以外の 
ＳＡ施設 

ＤＢ施設では 
ないＳＡ施設 

 

常設重大事故 

緩和設備 

常設耐震重要 
重大事故 
防止設備 
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(3) 独立事象に対する荷重の組合せの選定手順

独立事象に対して，ＳＡ施設に適用する荷重の組合せの選定手順を示す。

考え方としては，事象の発生確率，継続時間，地震動の年超過確率の積等を考

慮し，工学的，総合的に判断することとする。選定手順を以下に，組合せのイ

メージを第4－2図に，選定フローを第4－3図に示す。

【選定手順】 

① ＳＡ事象の発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10－4/炉

年を適用する。

② 地震ハザード解析から得られる年超過確率を参照し，ＪＥＡＧ４６０１・

補－1984で記載されているＳ２，Ｓ１の発生確率をＳｓ，Ｓｄの年超過確率

に読み替えて適用する。(添付資料２参照)

③ 荷重の組合せの判断は，①と②及びＳＡの継続時間との積で行い，そのス

クリーニングの判断基準を設定する。具体的には，国内外の基準等でスク

リーニング基準として参照されている値，炉心損傷頻度及び格納容器機能

喪失頻度の性能目標値に保守性をもたせた値として，島根２号炉では， 

ＤＢ施設の設計の際のスクリーニング基準である10－7/炉年に保守性を見込

んだ10－8/炉年とする。 

④ ①②の積と③を踏まえてＳｄ又は，Ｓｓと組み合わせるべきＳＡの継続時

間を設定する。事故発生時を基点として，10－２年までの期間を地震荷重と

の組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），Ｓｄとの組合せが必要な 10－2～2

×10－１年を長期（L）（運転状態Ⅴ(L)），Ｓｓとの組合せが必要な 2×10－１

年以降を長期（LL）（運転状態Ⅴ(LL)）とする。

⑤ ④を踏まえて，施設分類ごとに荷重の組合せを検討する。

第 4－1表 組合せの目安となる継続時間 

荷重の組合せを考

慮する判断目安 

重大事故等

の発生確率 
地震動の発生確率 

組合せの目安と

なる継続時間 

10－8/炉年以上 10-4/炉年※１

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 
10-2/年以下※２ 10-2年以上

基準地震動

Ｓｓ 
5×10-4/年以下※２ 2×10-1年以上 

※１：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記載

されている炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確率と

して 10－４/炉年とした。 

※２：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984に記載されている地震動の発生確率Ｓ２，Ｓ１

をＳｓ，Ｓｄに読み替えた。 
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第 4－2図 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4－3図 独立事象に対する荷重の組合せの選定手順 

荷
重 

組合せ不要 Ｓｓとの組合せ Ｓｄとの組合せ 

運転状態Ⅴ(L) 
（長期(L)） 

2×10－１年 

運転状態Ⅴ(LL) 
（長期(LL)） 

運転状態Ⅴ(Ｓ) 
（短期） 

時間 

ＳＡ発生 10－２年 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 

② Ｓｓ，Ｓｄの年超過確率を設定する。 

① ＳＡ事象の発生確率を設定する。 

③ 荷重の組合せの判断は，①と②とSA の継続時間との積で行い， 

スクリーニングの判断基準を設定する。 

④ ①②の積と③を踏まえて，弾性設計用地震動Ｓｄ，基準地震動 

Ｓｓと組み合わせるべきＳＡの継続時間を設定する。 

⑤ ④を踏まえて，施設分類ごとに荷重の組合せを検討する。 
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5. 荷重の組合せの検討結果 

４項の検討手順に基づき，まず，5.1 項ではＳＡが地震の従属事象か独立事象

であるかを判断し，5.2項では，全般施設，ＰＣＶバウンダリ，ＲＰＶバウンダ

リに分けて，ＳＡ荷重と地震力の組合せ条件を検討する。なお，ＳＡ施設の支持

構造物については，支持する施設の荷重の組合せに従うものとする。 

 

5.1 地震の従属事象・独立事象の判断 

運転状態Ⅴが地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかにつ

いては，ＤＢ施設の耐震設計の考え方に基づく。なお，確率論的な考察も考

慮する。ここで，ＤＢ施設に対して従前より適用してきた考え方に基づき，

地震の従属事象とは，ある地震力を想定して，その地震力未満で設計された

設備が，その地震力を上回る地震が発生した際に確定論的に設備が損傷する

と仮定した場合に発生する事象，すなわち「地震によって引き起こされる事

象」と定義し，地震の独立事象とは，確定論的に考慮して「地震によって引

き起こされるおそれのない事象」と定義する。 

Ｓクラス施設はＳｓによる地震力に対して，その安全機能が損なわれるお

それのないよう設計されている。この安全機能に係る設計は，Ｓクラス施設

自体が，Ｓｓによる地震力に対して，損傷しないよう設計するだけでなく，

下位クラスに属するものの波及的影響等に対しても，その安全機能が損なわ

れないよう設計することも含まれる。Ｓクラス施設が健全であれば，炉心損

傷防止に係る重大事故等対策の有効性評価において想定した全ての事故シー

ケンスに対し，Ｓｓ相当の地震により，起因事象が発生したとしても緩和設

備が機能し，ＤＢ設計の範囲で事象を収束させることができることを確認し

た。 

したがって，ＳＡ施設に対する耐震設計における荷重の組合せの検討とし

ては，Ｓｓ相当の地震に対して，運転状態Ⅴは地震によって引き起こされる

おそれのない「地震の独立事象」として扱い，運転状態Ⅴの運転状態と地震

力とを適切に組み合わせる。なお，地震ＰＲＡの結果を参照し，確率論的な

考察を実施した。ＳＡ施設に期待した場合の地震ＰＲＡにおいて，Ｓｓ相当

までの地震力により炉心損傷に至る事故シーケンスについて，緩和設備のラ

ンダム故障を除いた炉心損傷頻度（以下「ＣＤＦ」という。）であって，Ｓ

Ａ施設による対策の有効性の評価がＤＢ条件を超えるものの累積値は，1.0

×10-7／炉年である。性能目標のＣＤＦ（10-4/炉年）に対する相対割合として

１％を下回る頻度の事象は，目標に対して影響がないといえるくらい小さい

値と見なすことができ，1.0×10-7／炉年は，これを大きく下回ることから，

Ｓｓ相当までの地震力によりＤＢ条件を超える運転状態Ⅴの発生確率は極め

て低いと考えられる。したがって，ＳＡ施設に対する耐震設計における荷重

の組合せの検討において，運転状態Ⅴが地震によって引き起こされるおそれ

がないとして扱うことは妥当と考える。（「（補足３）「地震の従属事象」
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と「地震の独立事象」について」参照） 

 

5.2 荷重の組合せの検討結果 

5.1 項で運転状態Ⅴは地震の独立事象と判断したことから，以下では施設

分類ごとに４項(3)の手順に従って，荷重の組合せを検討する。 

 

5.2.1 全般施設 

(1) ＳＡの発生確率 

ＳＡの発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10-4/炉年を

適用する。なお，全般施設については事故シーケンスグループを特定せず

全てのＳＡを考慮する。 

 

(2) 地震動の年超過確率 

地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し， 

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984で記載されているＳ２，Ｓ１の発生確率をＳｓ，

Ｓｄの年超過確率に読み替えて適用する。（添付資料２参照） 

 

(3) 荷重の組合せの継続時間の決定 

保守性を見込んだ 10-8/炉年と，(1)，(2)で得られた値の積との比較によ

り，工学的，総合的に組合せの目安となる継続時間を判断する。事故発生

時を基点として，10-2年までの期間を地震荷重との組合せが不要な短期（運

転状態Ⅴ（S）），弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せが必要な 10-2～2×10-1

年を長期（L）（運転状態Ⅴ（L）），基準地震動Ｓｓとの組合せが必要な 2

×10-1年以降を長期（LL）（運転状態Ⅴ（LL））とする。 

 

第 5.2.1－1表 組合せの目安となる継続時間 

事故 

シーケンス 

重大事故等

の発生確率 
地震動の発生確率 

荷重の組合せを 

考慮する判断目安 

組合せの目安と

なる継続時間 

全てのＳＡ 10-4/炉年※１ 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 
10-2/年以下※２ 

10-8炉年以上 

10-2年以上 

基準地震動

Ｓｓ 
5×10-4/年以下※２ 2×10-1年以上 

※１：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記

載されている炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確

率として 10-4/炉年とした。 

※２：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 に記載されている地震動の発生確率Ｓ２，

Ｓ１の発生確率をＳｓ，Ｓｄに読み替えた。 
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第 5.2.1－1図 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 

 

(4) 荷重組合せの検討 

(1)～(3)から，ＳＡの発生確率，地震動の年超過確率と掛け合わせた発

生確率は第 5.2.1－2 表，組合せのイメージは第 5.2.1－1 図のとおりとな

る。この検討に際し，ＳＡ施設としての重要性を鑑み安全裕度を確保する

ために，頻度が保守的に算出されるように各パラメータの設定にあたり，

以下の事項を考慮している。 

【全般施設のＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率に関する考慮】 

・ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度を用いず，炉心損傷頻度

の性能目標値である 10-4/炉年を適用している。 

・地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超過

確率はＪＥＡＧ４６０１・補－1984 に記載の発生確率を用いている。 

 

第 5.2.1－2 表のＳＡの発生確率，地震動の年超過確率，組合せの目安と

なるＳＡの継続時間との積を考慮し，ＳＡ発生後 10-2年以上 2×10-1年未満

の期間のうち最大となる荷重とＳｄを組み合わせる。また，ＳＡ発生後 2×

10-1年以上の期間における最大値とＳｓによる地震力を組み合わせることと

する。 

ここで，全般施設については必ずしもＳＡによる荷重の時間履歴を詳細に

評価しないことから，上記の考え方を包絡するようにＳＡ発生後の最大荷重

とＳｓによる地震力を組み合わせる。 

 

荷
重 

組合せ不要 Ｓｓとの組合せ Ｓｄとの組合せ 

運転状態Ⅴ(L) 
（長期(L)） 

2×10－１年 

運転状態Ⅴ(LL) 
（長期(LL)） 

運転状態Ⅴ(Ｓ) 
（短期） 

時間 

ＳＡ発生 10－２年 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 
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第 5.2.1－2表 ＳＡの発生確率・継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象発生

確率 

事故シーケンス 
運転 

状態 

①  

ＳＡの 

発生確率 

②  

地震の 

発生確率 

③  

ＳＡの 

継続時間 

①×②×③ 

合計 

全てのＳＡ 

Ｖ(S) 

10－4/炉年 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
10－2 年未

満 

10－ 8/炉年未

満 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

5× 10－ 10/炉

年未満 

Ｖ(L) 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
10－2 年以

上， 

2× 10 － 1

年未満 

2×10－7/炉年

未満 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

10－ 8/炉年未

満 

Ｖ(LL) 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
2× 10 － 1

年以上 

2×10－7/炉年

以上 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

10－ 8/炉年以

上 

 

(5) まとめ 

以上より，全般施設としては，ＳＡ発生後の最大荷重とＳｓによる地震

力を組み合わせることとする。 

 

第 5.2.1－2図 全般施設の荷重の組合せの検討結果（イメージ） 

荷
重 

組合せ不要 Ｓｓとの組合せ Ｓｄとの組合せ 

運転状態Ⅴ(L) 
（長期(L)） 

2×10－１年 

運転状態Ⅴ(LL) 
（長期(LL)） 

運転状態Ⅴ(Ｓ) 
（短期） 

時間 

ＳＡ発生 10－２年 

ＳＡ発生後の最大荷重（Ss との組合せ） 
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5.2.2 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備 

(1) ＳＡの発生確率 

ＳＡの発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10-4/炉年を

適用する。 

 

(2) 地震動の年超過確率 

地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，ＪＥＡＧ４６

０１・補－1984 で記載されているＳ２，Ｓ１の発生確率をＳｓ，Ｓｄの年超

過確率に読み替えて適用する。（添付資料２参照） 

 

(3) 荷重の組合せの継続時間の決定 

保守性を見込んだ 10-8/炉年と，(1)，(2)で得られた値の積との比較によ

り，工学的，総合的に組合せの目安となる継続時間を判断する。事故発生

時を基点として，10-2年までの期間を地震荷重との組合せが不要な短期（運

転状態Ⅴ（S）），弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せが必要な 10-2～2×10-1

年を長期（L）（運転状態Ⅴ（L）），基準地震動Ｓｓとの組合せが必要な 2

×10-1年以降を長期（LL）（運転状態Ⅴ（LL））とする。組合せの目安とな

る継続時間を第 5.2.2－1表，組合せのイメージを第 5.2.2－1図に示す。 

 

第 5.2.2－1表 組合せの目安となる継続時間 

事故 

シーケンス 

重大事故等

の発生確率 
地震動の発生確率 

荷重の組合せ

を考慮する判

断目安 

組合せの目安と

なる継続時間 

全てのＳＡ 10-4/炉年※１ 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 
10-2/年以下※２ 

10-8/炉年以上 

10-2年以上 

基準地震動

Ｓｓ 
5×10-4/年以下※２ 2×10-1年以上 

※１：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記

載されている炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確

率として 10-4/炉年とした。 

※２：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 に記載されている地震動Ｓ２，Ｓ１の発生

確率をＳｓ，Ｓｄに読み替えた。 
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第 5.2.2－1図 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 

(4) 荷重の組合せの検討

a. ＳＡの選定

本発電用原子炉施設を対象としたＰＲＡの結果を踏まえた，重大事故等対

策の有効性を評価する事故シーケンスグループのうち，圧力・温度条件が最

も厳しい事故シーケンスグループを選定する。参考として原子炉格納容器の

ＤＢ条件（最高使用圧力・温度）を超える事故シーケンスグループ等を選定

した結果を下表に示す。 

荷
重

組合せ不要 Ｓｓとの組合せ Ｓｄとの組合せ 

運転状態Ⅴ(L) 
（長期(L)） 

2×10－１年 

運転状態Ⅴ(LL) 
（長期(LL)） 

運転状態Ⅴ(Ｓ) 
（短期） 

時間 

ＳＡ発生 10－２年 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 
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事故シーケンスグループ等 
ＤＢ条件を

超えるもの 

「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シー

ケンスグループ 

高圧・低圧注水機能喪失 〇 

高圧注水・減圧機能喪失 × 

全交流動力電源喪失 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失

敗 

○ 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷

却失敗 

○ 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪

失 

○ 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉

失敗＋ＨＰＣＳ失敗 

○ 

崩壊熱除去機能喪失 

 取水機能が喪失した場合 〇 

 残留熱除去系が故障した場合 〇 

原子炉停止機能喪失 〇 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 〇 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） × ※１ 

「運転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モード 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 残留熱代替除去系を使用する場合 ○ 

 残留熱代替除去系を使用しない場合 ○ 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 〇 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 〇 

水素燃焼 × ※２ 

溶融炉心・コンクリート相互作用 〇 

「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故

シーケンスグループ 

崩壊熱除去機能喪失 × ※３ 

全交流動力電源喪失 × ※３ 

原子炉冷却材の流出 × ※３ 

反応度の誤投入 × ※３ 
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※１：有効性評価では，インターフェイスシステムＬＯＣＡにより格納容器外へ

原子炉冷却材が流出する事象を評価しており，原子炉格納容器圧力・温度

の評価を実施していないが，破断を想定した系（ＬＰＣＩ）以外の非常用

炉心冷却を使用できることから，原子炉格納容器圧力・温度が最高使用圧

力・温度を超えることはない。 

※２：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代

替除去系を使用する場合）の事故シーケンスにて水素燃焼に対する有効性

評価を行っているため対象外とする。 

※３：運転停止中は，炉心の冠水維持までを評価の対象としており原子炉格納容

器に対する静的な過圧・過温に対する評価は実施していない。しかしなが

ら，静的な過圧・過温の熱源となる炉心崩壊熱は，運転中と比較して十分

に小さく，事象の進展も運転中に比べて遅くなることから，運転中に包絡

されるものとして参照すべき事故シーケンスの対象とはしない。 

 

これらの事故シーケンスグループ等のうち，原子炉格納容器の圧力・温度条

件が最も厳しくなるという点で，最高使用圧力・温度を超え，さらに継続時間

の長い事故シーケンスグループ等を抽出することを目的に，事象発生後 10-2

年（約 3.5日後）未満及び事象発生後 10-2年（約 3.5日後）以降の圧力・温度

が最も高い事故シーケンスグループ等を抽出した結果，以下の事故シーケンス

が挙げられる。 

 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替

除去系を使用する場合） 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替

除去系を使用しない場合） 

なお，有効性評価においては，いずれの事故シーケンスグループ等において

も，事象発生後 10-2年（約 3.5日後）前までに格納容器フィルタベント系又は

原子炉補機代替冷却系を用いた残留熱代替除去系による除熱機能が確保され，

格納容器の圧力・温度条件は最高使用圧力・温度以下に維持される。10-2年（約

3.5日後）以降の格納容器圧力については，格納容器内の水素燃焼を防止する

観点から原子炉格納容器内への窒素注入を実施する運用としていることから，

一時的に格納容器圧力が最高使用圧力以下の範囲で圧力上昇する期間が生じ

るが，上記の除熱機能により，最高使用圧力以下に抑えられる。 

したがって，最高使用圧力及び 10-2年（約 3.5 日後）以内の温度に基づき，

事故シーケンスグループ等を選定することは妥当である。 

なお，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外

の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」は同

じ事故シーケンスにより各格納容器破損モードの評価を行っている。これら格

納容器破損モードを評価する際には，原子炉圧力容器破損に至るまで炉心損傷
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を進展させ，その後に生じうる格納容器破損モードに対する有効性を確認する

必要があるため，解析の前提として，重大事故等対処設備として整備した原子

炉への注水機能は使用しないとの前提で評価することで，各々の格納容器破損

モードに対して厳しい条件となるよう保守的な条件設定を行っており，他の事

故シーケンス等と比較して前提条件が異なる（本来は，高圧原子炉代替注水系

等により炉心損傷回避が可能な事故シーケンスである）。一方，原子炉格納容

器に対する静的な過圧・過温に対する長期の頑健性を確認するうえでは，原子

炉格納容器圧力及び温度は原子炉停止後の崩壊熱と除熱能力の関係が支配的

な要素であることから，「運転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器

破損モードとして参照する事故シナリオとして，雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損）を代表シナリオとすることは，原子炉圧力容

器破損後のシナリオも考慮していることと等しくなる。 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）（残留熱代替除去系を使用する場合）」及び「雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」

は，大破断ＬＯＣＡが発生し，流出した原子炉冷却材及び溶融炉心の崩壊熱等

の熱によって発生した水蒸気，炉心損傷に伴うジルコニウム－水反応によって

発生した非凝縮性ガスなどの蓄積により，原子炉格納容器の雰囲気圧力・温度

が上昇することになる。 

上記の２つの事故シーケンスグループ等について，事故発生後の原子炉格納

容器の最高圧力及び最高温度，10-2年（約 3.5日後）の圧力及び温度を第 5.2.2

－2表に示す。 

なお，その他の「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」

に係る事故シーケンスグループについては，格納容器冷却及び除熱に係る手順

として，原子炉格納容器圧力を最高使用圧力以下に抑える手順としているため

抽出されない。 

第 5.2.2－2表 原子炉格納容器のＳＡ時の圧力・温度（有効性評価結果） 

格納容器過圧・過温破損 

（残留熱代替除去系を

使用する場合） 

格納容器過圧・過温破損 

（残留熱代替除去系を

使用しない場合） 

最高圧力 約 427kPa 約 659kPa 

最高温度 約 181℃※１ 約 181℃※１ 

圧力（10-2年後） 約 317kPa 約 109kPa 

温度（10-2年後） 約 131℃ 約 144℃ 

※１：原子炉格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度）
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第 5.2.2－2表に示す各事故シーケンスグループ等の有効性評価における解析

条件設定は，解析条件及び解析コードの不確かさを考慮して，現実的な条件を基

本としつつ，原則，評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような

設定とすることとしている。また，不確かさの影響評価を行っており，その結果

として，解析コード及び解析条件の不確かさについて操作への影響を含めて確認

した結果，評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認している。

したがって，耐震評価に用いる原子炉格納容器の圧力・温度条件として，有効性

評価結果の圧力・温度を用いることは妥当と判断した。 

 

b．ＳＡで考慮する荷重と継続時間 

【短期荷重の継続時間】 

上記の２つの事故シーケンスグループ等について，格納容器圧力・温度の解

析結果を第 5.2.2－2図～第 5.2.2－5図に示す。 

第 5.2.2－2 図～第 5.2.2－5図より，ＳＡ発生後 10-2年（約 3.5日後）前ま

でに，残留熱代替除去系又は格納容器フィルタベント系による格納容器除熱機

能が確保され，格納容器の圧力・温度条件は最高使用圧力・温度以下に維持さ

れる。残留熱代替除去系を使用する場合における 10-2年（約 3.5日後）以降の

格納容器圧力については，原子炉格納容器内の水素燃焼の防止のため原子炉格

納容器内への窒素封入を実施する運用としていることから，一時的に上昇する

期間があるが，上記の除熱機能により最高使用圧力以下に抑えられる。 

よって，ＳＡ発生後 10-2年前をⅤ（S）（ＳＡの状態のうち事象発生直後の

短期的に荷重が作用している状態）として設定することは適切である。 

 

 
第 5.2.2－2図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合） 

における格納容器圧力の推移 
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第 5.2.2－3図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系使用する場合） 

における格納容器温度（気相部）の推移 

 

 

 

第 5.2.2－4図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）

における格納容器圧力の推移 
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第 5.2.2－5図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）

における格納容器温度（気相部）の推移 

 

【長期（L）及び長期（LL）における荷重の継続時間】 

ＳＡ発生後の原子炉格納容器の圧力・温度の推移は，除熱機能として残留熱

代替除去系を使用する場合と残留熱代替除去系を使用しない場合では大幅に

挙動が異なる。ＳＡ発生後 10-2 年（約 3.5 日後）という断面においては，第

5.2.2－2 表に示したとおり，圧力は格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除

去系を使用する場合）の方が高く，温度は格納容器過圧・過温破損（残留熱代

替除去系を使用しない場合）の方が高い。除熱機能の確保はＳＡ設備である残

留熱代替除去系の確保を優先に行うことから，荷重条件の設定では，格納容器

過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合）を基本とする。 

長期間解析における格納容器圧力・温度の推移を第 5.2.2－6 図～第 5.2.2

－7図に示す。 
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第 5.2.2－6 図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場

合）における格納容器圧力の推移（長期間解析） 

 

 
第 5.2.2－7 図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場

合）における格納容器温度（気相部）の推移（長期間解析） 

 

ここで，２×10-1年（約 70日後）の格納容器圧力及び温度を第 5.2.2－3表

に示す。格納容器圧力・温度は低下傾向を維持し，最高使用圧力及び最高使用

温度以下に低下するものの，通常運転条件の格納容器圧力・温度は上回ること

となる。 
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第 5.2.2－3表 原子炉格納容器のＳＡ時の圧力・温度 

 格納容器過圧・過温破損 

（残留熱代替除去系を使用する場合） 

格納容器圧力 約 372kPa[gage] 

格納容器温度 約 62℃※１ 

※１：サプレッション・チェンバの温度 

 

(1)～(3)から，ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率（添付資料２参

照）を踏まえた事象発生確率は第 5.2.2－4 表のとおりとなる。この検討に際

し，ＳＡ施設としての重要性に鑑み安全裕度を確保するために，頻度が保守的

に算出されるように各パラメータの設定にあたり，以下の事項を考慮している。 

 

【ＰＣＶバウンダリにおけるＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率

に関する考慮】 

・ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度を用いず，炉心損傷頻度

の性能目標値である 10-4/炉年を適用している。 

・地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超過

確率はＪＥＡＧ４６０１・補－1984 に記載の発生確率を用いている。 

 

以上より，第 5.2.2－2表及び第 5.2.2－3表を考慮し，格納容器過圧・過温

破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）において，格納容器圧力の上昇の

速度が遅く格納容器スプレイ流量が抑制できるなど，格納容器フィルタベント

系の使用タイミングが遅くなる可能性があることから，ＳＡ発生後 10-2年以上

２×10-1年未満の期間として組み合わせる荷重は，事象発生後以降の最大とな

る荷重（有効性評価結果の最高圧力・最高温度）をＳｄと組み合わせる。また，

ＳＡ発生後２×10-1 年以上の期間において最大となる荷重とＳｓによる地震

力を組み合わせることとする。 
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第 5.2.2－4表 ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象発生

確率 

事故シーケンス 
運転 

状態 

① 

ＳＡの 

発生確率 

② 

地震の 

発生確率 

③ 

ＳＡの 

継続時間 

①×②×③ 

合計 

雰囲気圧力・温度

による静的負荷 

（格納容器過圧・

過温破損） 

Ｖ(S) 

10－4/炉年 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
10－2 年未

満 

10－ 8/炉年未

満 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

5× 10－ 10/炉

年未満 

Ｖ(L) 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
10－2 年以

上， 

2× 10 － 1

年未満 

2×10－7/炉年

未満 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

10－ 8/炉年未

満 

Ｖ(LL) 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
2× 10 － 1

年以上 

2×10－7/炉年

以上 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

10－ 8/炉年以

上 

 

(5) まとめ 

以上より，ＰＣＶバウンダリとしては，ＳＡ後長期（LL）に生じる荷重とＳｓ

による地震力，ＳＡ発生後の最大となる荷重とＳｄによる地震力を組み合わせる

こととする。 

 

第 5.2.2－8図 ＰＣＶバウンダリの荷重の組合せの検討（イメージ） 

 

荷
重 

組合せ不要 Ｓｓとの組合せ Ｓｄとの組合せ 

運転状態Ⅴ(L) 
（長期(L)） 

2×10－１年 

運転状態Ⅴ(LL) 
（長期(LL)） 

運転状態Ⅴ(Ｓ) 
（短期） 

時間 

ＳＡ発生 10－２年 

評価点①ＳＡ発生後の最大荷重（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 
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5.2.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 

(1) SAの発生確率 

SA の発生確率としては，炉心損傷頻度の性能目標値である 10-4/炉年を適用

する。 

 

(2) 地震動の年超過確率 

地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，ＪＥＡＧ４６０

１・補－1984 で記載されているＳ２，Ｓ１の発生確率をＳｓ，Ｓｄの年超過確

率に読み替えて適用する。（添付資料２参照） 

 

(3) 荷重の組合せの継続時間の決定 

保守性を見込んだ 10-8/炉年と，(1)，(2)で得られた値の積との比較により，

工学的，総合的に組合せの目安となる継続時間を判断する。事故発生時を基点

として，10-2年までの期間を地震荷重との組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），

弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せが必要な 10-2～2×10-1年を長期(L)（運転状態

Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの組合せが必要な 2×10-1 年以降を長期(LL)（運転

状態Ⅴ(LL)）とする。組合せの目安となる継続時間を第 5.2.3－1表，組合せの

イメージを第 5.2.3－1図に示す。 

 

 

 

第 5.2.3－1表 組合せの目安となる継続時間 

事故 

シーケンス 

重大事故等

の発生確率 
地震動の発生確率 

荷重の組合せ

を考慮する判

断目安 

組合せの目安と

なる継続時間 

全てのＳＡ 10-4/炉年※１ 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 
10-2/年以下※２ 

10-8/炉年以上 

10-2年以上 

基準地震動

Ｓｓ 
5×10-4/年以下※２ 2×10-1年以上 

※１：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記

載されている炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確

率として 10-4/炉年とした。 

※２：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 に記載されている地震動Ｓ２，Ｓ１の発生

確率をＳｓ，Ｓｄに読み替えた。 
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第 5.2.3－1図 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ） 

 

(4) 荷重の組合せの検討 

a．ＳＡの選定 

原子炉圧力容器の圧力及び温度上昇の観点で厳しい事故シーケンスグルー

プ等は以下の理由から，「原子炉停止機能喪失」である。「原子炉停止機能喪

失」は，過渡事象として主蒸気隔離弁の誤閉止の発生を仮定するとともに，原

子炉自動停止機能が喪失する事象であり，緩和措置がとられない場合には，原

子炉出力が維持されるため，原子炉圧力容器が高温・高圧状態となる。 

 

事故シーケンスグループ等 
ＤＢ条件を超

えるもの※１ 

「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケン

スグループ 

高圧・低圧注水機能喪失 × 

高圧注水・減圧機能喪失 × 

全交流動力電源喪失 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失

敗 
× 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷

却失敗 
× 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪

失 
× 

荷
重 

組合せ不要 Ｓｓとの組合せ Ｓｄとの組合せ 

運転状態Ⅴ(L) 
（長期(L)） 

2×10－１年 

運転状態Ⅴ(LL) 
（長期(LL)） 

運転状態Ⅴ(Ｓ) 
（短期） 

時間 

ＳＡ発生 10－２年 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 
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事故シーケンスグループ等 
ＤＢ条件を超

えるもの※１ 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉

失敗＋ＨＰＣＳ失敗 
× 

崩壊熱除去機能喪失 

 取水機能が喪失した場合 × 

 残留熱除去系が故障した場合 × 

原子炉停止機能喪失 〇 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 × 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） × 

「運転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モード 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 残留熱代替除去系を使用する場合 ―※２ 

 残留熱代替除去系を使用しない場合 ―※２ 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ―※２ 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ―※２ 

水素燃焼 ―※２ 

溶融炉心・コンクリート相互作用 ―※２ 

「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シー

ケンスグループ 

崩壊熱除去機能喪失 ―※３ 

全交流動力電源喪失 ―※３ 

原子炉冷却材の流出 ―※３ 

反応度の誤投入 ―※３ 

 

 

※１：有効性評価における原子炉圧力とＤＢ条件における原子炉圧力との比較 

※２：非常用炉心冷却系が喪失し，炉心が損傷に至るシナリオである。よって，

原子炉冷却材圧力バウンダリの頑健性を評価することを目的とした事故

シーケンスとしては参照しない。なお，雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）及び水素燃焼は大破断ＬＯＣＡを起因とし，

事故後，急速に減圧するシナリオであり，また，他のシナリオは，原子炉

が高圧の状態で維持（その間逃がし安全弁による原子炉圧力制御）するが，

原子炉水位がＢＡＦ＋20％の位置で減圧するシナリオであるため，原子炉

圧力という点では，「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがあ

る事故」に係る事故シーケンスグループに包絡される。 

※３：運転停止中は，炉心の冠水維持までを評価の対象としており原子炉圧力・

温度に対する評価は実施していない。しかしながら，運転停止中であり，
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初期圧力は十分に低く，また，過圧・過温として影響の大きい条件である

炉心崩壊熱は，運転中と比較して十分に小さく，事象の進展も遅くなるこ

とから，「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に

係る事故シーケンスグループに包絡されるものとして参照すべき事故シ

ーケンスの対象とはしない。 

 

これ以外の事故シーケンスグループ等では，原子炉圧力容器は健全であり，

また，スクラム後，急速減圧による低圧注水系による冠水維持開始までの間，

逃がし安全弁の作動により，原子炉圧力は制御されることから，ＤＢの荷重条

件を超えることはない。 

また，「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗

＋ＨＰＣＳ失敗」，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」及び「格納容器バイパス（イ

ンターフェイスシステムＬＯＣＡ）」は，ＬＯＣＡ又は逃がし安全弁の再閉失

敗が発生していることを前提にしており，ＤＢ条件を超えることはない。 

「原子炉停止機能喪失」の炉心損傷防止対策は，主として当該事故の発生防

止のために代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）を備えており，プラント過渡事象が

発生し，通常のスクラム機能が，電気的な故障により喪失した場合に，後備の

手段としてＡＲＩを作動させることにより原子炉停止機能を確保することと

なる。有効性評価では，このＡＲＩの機能に期待せず，最も厳しい過渡事象と

して主蒸気隔離弁の閉止を条件とし，これによる原子炉圧力上昇による反応度

投入，また，主蒸気隔離弁の閉止に伴う給水加熱喪失による反応度投入を評価

している。これに対し，原子炉出力を抑制するための代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能，運転員による原子炉水位維持操作（自動減圧系の自動起動阻止

含む）及びほう酸水注入系による原子炉未臨界操作により原子炉を未臨界へ移

行させることとなる。 

以上のとおり，スクラムを前提とした他の事故シーケンスグループ等と比較

し，最も早く原子炉冷却材圧力が上昇する事象である。 

したがって，以下のＳＡとして考慮すべき事故シーケンスは以下の事故シナ

リオを選定した。 

・原子炉停止機能喪失 

この事故シーケンスにおけるＳＡ発生後の原子炉圧力の最高値，原子炉冷却

材温度の最高値を第 5.2.3－2表に示す。 

 

第 5.2.3－2 表 原子炉冷却材圧力バウンダリのＳＡ時の圧力・温度 

（有効性評価結果） 

 原子炉停止機能喪失 

最高圧力 約 8.98MPa[gage] 

最高温度 約 304℃ 
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第 5.2.3－2 表に示す原子炉停止機能喪失の有効性評価における解析条件設

定は，解析条件及び解析コードの不確かさを考慮して，現実的な条件を基本と

しつつ，原則，評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設

定とすることとしている。また，不確かさの影響評価を行っており，その場合

の圧力・温度は，第 5.2.3－2表に示す評価結果より高くなる。しかしながら，

後述する短期荷重の継続時間として考慮する時間設定においては，事象発生後

に低温停止状態に至る時間を包絡するものとしているため，結果として不確か

さの重畳の影響はない。 

 

b．ＳＡで考慮する荷重と継続時間 

a．項で選定した事故シーケンスの過渡応答図を第 5.2.3－2図～第 5.2.3－

3図に示す。原子炉圧力は主蒸気隔離弁の閉止に伴う圧力上昇以降，速やかに

耐震設計上の設計圧力である 8.28MPa[gage]を下回る。また，事象開始から 50

分以内にほう酸水注水系による未臨界が確立され，事象は収束する。 

 

 

 

第 5.2.3－2図 原子炉停止機能喪失における中性子束の時間変化 

（事象発生から 50分後まで） 
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第 5.2.3－3図 原子炉停止機能喪失における原子炉圧力，原子炉水位（シュラウ

ド外水位）の時間変化（事象発生から 50分後まで） 

 

(1)～(3)から，ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象

発生確率は第 5.2.3－3 表のとおりとなる。この検討に際し，ＳＡ施設として

の重要性を鑑み安全裕度を確保するために，頻度が保守的に算出されるように

各パラメータの設定にあたり，以下の事項を考慮している。 

【ＲＰＶバウンダリのＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率に関する

考慮】 

・ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度を用いず，炉心損傷頻度の性

能目標値である 10-4/炉年を適用している。 

・地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超過確率

はＪＥＡＧ４６０１・補－1984に記載の発生確率を用いている。 

第 5.2.3－3表より，ＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過確率の積等

も考慮し，工学的，総合的な判断としてＳｄによる地震力とＳＡ後長期(L)荷重，

Ｓｓによる地震力とＳＡ後長期(LL)荷重を組み合わせる。 
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第 5.2.3－3表 ＳＡの発生確率，継続時間，地震の発生確率を踏まえた事象発生

確率 

事故シーケンス 
運転 

状態 

① 

ＳＡの 

発生確率 

② 

地震の 

発生確率 

③ 

ＳＡの 

継続時間 

①×②×③ 

合計 

原子炉停止機能

喪失 

Ｖ(S) 

10－4/炉年 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
10－2 年未

満 

10－ 8/炉年未

満 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

5× 10－ 10/炉

年未満 

Ｖ(L) 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
10－2 年以

上， 

2× 10 － 1

年未満 

2×10－7/炉年

未満 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

10－ 8/炉年未

満 

Ｖ(LL) 

Ｓｄ: 10－2/年以下 
2× 10 － 1

年以上 

2×10－7/炉年

以上 

Ｓｓ:5×10－ 4/年

以下 

10－ 8/炉年以

上 

 

(5) まとめ 

以上より，ＲＰＶバウンダリとしては，ＳＡ後長期（LL）に生じる荷重と

Ｓｓによる地震力，ＳＡ後長期（L）に生じる荷重とＳｄによる地震力を組

み合わせることとする。 

 

 

第 5.2.3－4図 ＲＰＶバウンダリの荷重の組合せの検討結果（イメージ） 

荷
重 

組合せ不要 Ｓｓとの組合せ Ｓｄとの組合せ 

運転状態Ⅴ(L) 
（長期(L)） 

2×10－１年 

運転状態Ⅴ(LL) 
（長期(LL)） 

運転状態Ⅴ(Ｓ) 
（短期） 

時間 

ＳＡ発生 10－２年 

評価点①（Sd との組合せ） 

評価点②（Ss との組合せ） 
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 5.2.4 ＳＡ施設の支持構造物 

ＳＡ施設の支持構造物については，ＳＡ後長期の雰囲気温度と5.2.1～5.2.3

項それぞれの地震を組み合わせる。ただし，ＳＡ施設本体からの熱伝導等を考

慮するものとする。具体的な組合せ内容は，5.2.1～5.2.3 項による。 
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6. 許容応力状態の検討結果 

5 項の組合せ方針に基づき，各施設のＳＡと地震の組合せに対する許容応力

状態の考え方を以下に示す。許容応力状態の考え方は，全般施設，ＰＣＶバウ

ンダリ，ＲＰＶバウンダリ及びＳＡ施設の支持構造物に分けて検討することと

した。 

【運転状態の説明】 

Ⅰ～Ⅳ：ＪＥＡＧ４６０１で設定している運転状態と同じ 

Ⅴ(S) ：ＳＡの状態のうち事象発生直後の短期的に荷重が作用している状態 

Ⅴ(L) ：ＳＡの状態のうち長期的（過渡状態を除く一連の期間）に荷重が作用

している状態 

Ⅴ(LL) ：ＳＡの状態のうちＶ(L)より更に長期的に荷重が作用している状態 

【許容応力状態】 

ⅠA～ⅣA ：ＪＥＡＧ４６０１で設定している許容応力状態と同じ 

ⅢAS～ⅣAS：ＪＥＡＧ４６０１で設定している許容応力状態と同じ 

ⅤA    ：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態 

(ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態) 

ⅤAS   ：許容応力状態ⅤA を基本として，それに地震により生ずる応力に

対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

(ＳＡ時に要求される機能が満足できる許容応力状態) 

 

6.1 全般施設 

5.2.1項の荷重の組合せ方針から，各組合せ条件に対する許容応力状態を第

6.1－1表に示す。 

 

第 6.1－1表 全般施設の荷重の組合せと許容応力状態 

運転 

状態 

許容応力 

状態 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 
備考 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(L) 

ⅣA 

ＥＣＣＳ

等:ⅠA
＊ 

ⅢAS※1 － ⅢAS※1 － ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(S) ⅣA － － － － － 

Ⅴ(LL) 

ⅤA   － ⅤAS※2 
ⅤASの許容限界は，島根２号炉で

はⅣAS と同じものを適用する。 
Ⅴ(L) 

Ⅴ(S) 

※１：ＥＣＣＳに係るもののみ 

※２：ＳＡ後短期的なものと，長期的なものを区別せず，それらを包絡する条

39-4-36



 

件をＳＡ条件として設定する。(原子炉格納容器雰囲気温度の影響を受け

る全般施設については，6.2項の検討結果も考慮する) 

 

6.2 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備 

5.2.2項の荷重の組合せ方針から，各組合せ条件に対する許容応力状態を第

6.2－1 表に示す。ＤＢ条件における評価では，Ｓｄと事故後長期荷重の組合

せではⅢAS を許容応力状態としているが，これは，ＥＣＣＳ等と同様，原子

炉格納容器が事故を緩和・収束させるために必要な施設に挙げられているこ

とによるものである。また，ＤＢ施設として原子炉格納容器については，Ｌ

ＯＣＡ後(ＤＢＡ)の最終障壁としての安全裕度を確認する意味で，ＬＯＣＡ

後の最大内圧とＳｄの組合せを実施している。ＳＡ施設としての原子炉格納

容器については，最終障壁としての安全裕度の確認として，重大事故時の原

子炉格納容器の最高温度，最高内圧を大きく超える 200℃，２Ｐｄの条件で，

原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能が損なわれることがないことの確

認を行う。 

 

第 6.2－1 表 ＰＣＶバウンダリの荷重の組合せと許容応力状態 

運転 

状態 

許容応力 

状態 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 
備考 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(L) ⅠA
* ⅢAS － ⅢAS － ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(S) ⅣA ⅣAS※1 － － － － 

Ⅴ(LL) ⅤA   － ⅤAS※2 ⅤASの許容限界は，島根２号炉で

は，ⅣAS と同じものを適用する。 
Ⅴ(L) ⅤA   

ⅤAS 
※2，３ 

－ 

Ⅴ(S) ⅤA   － － － 

※１：構造体全体としての安全裕度を確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内圧と

Ｓｄによる地震力との組合せを考慮する。 

※２：原子炉格納容器雰囲気温度の影響を受ける全般施設については，6.1項

の検討結果も考慮する。 

※３：重大事故等後の最高圧力，最高温度との組合せを考慮する。 
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6.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 

5.2.3項の荷重の組合せ方針から，各組合せ条件に対する許容応力状態を第

6.3－1 表に示す。ＤＢ条件における評価では，Ｓｄと事故後長期荷重の組合

せでは，ＥＣＣＳ等はⅢAS を許容応力状態としているが，これは，ＥＣＣＳ

等が事故時に運転を必要とする施設に挙げられていることによるものである。 

 

第 6.3－1 表 ＲＰＶバウンダリの荷重の組合せと許容応力状態 

運転 

状態 

許容応力 

状態 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 
備考 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(L) 

ⅣA 

ＥＣＣＳ

等:ⅠA
* 

ⅣAS※1 － ⅣAS※1 － ＤＢと同じ許容応力状態とする。 

Ⅳ(S) ⅣA － － － － － 

Ⅴ(LL) ⅤA   － ⅤAS ⅤASの許容限界は，島根２号炉で

は，ⅣAS と同じものを適用する。 Ⅴ(L) ⅤA   ⅤAS － 

Ⅴ(S) ⅤA   － － － 

※１：ＥＣＣＳに係るものはⅢAS 

 

6.4 ＳＡ施設の支持構造物 

ＳＡ施設の支持構造物についての具体的な許容応力状態は，6.1～6.3 項に

よる。 
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7. まとめ 

ＳＡ施設の耐震設計にあたっては，ＳＡは地震の独立事象として位置づけた

うえで，ＳＡの発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係や様々な対

策，事故シーケンスを踏まえ，ＳＡ荷重とＳｓ，Ｓｄいずれか適切な地震力を

組み合わせて評価することとし，その組合せ検討結果としては，以下のとおり

となる。 

 

第 7-1表 重大事故と地震の荷重組合せの検討結果 
【凡例】 
○：組合せ要 
－：組合せ不要 

【全般施設】 

 

①  

ＳＡの 

発生確率 

②  

地震の 

発生確率 

③  

ＳＡの 

継続時間 

①×②×③ 
組合せ 

要否 

考慮する 

組合せ 

 

全 て の

ＳＡ※1 

10 － 4/ 炉

年 

Ｓｄ: 10－ 2/年

以下 ＳＡ発生

後全期間 

10－8/炉年以上 ○ 
 

ＳＡ荷重 

＋Ｓｓ Ｓｓ:5×10－4 

/年以下 
10－8/炉年以上 ○ 

※１：短期荷重，長期(L)荷重，長期(LL)荷重を区別せず，それらを包絡する条件

とＳｓを組み合わせる。 

 

【ＰＣＶバウンダリ】 

 

① 

ＳＡの 

発生確率 

② 

地震の 

発生確率 

③ 

ＳＡの 

継続時間 

①×②×③ 
組合せ 

要否 

考慮する

組合せ 

ＳＡ 

荷重 

Ｖ(S) 

10－4/炉年 

Ｓｄ: 10－ 2/年

以下 10－2年 

未満 

10－8/炉年未

満 
－  

 

ＳＡ発生

後の最大

荷重 

＋Ｓｄ 

 

 

ＳＡ荷重

Ｖ(LL) 

＋Ｓｓ 

Ｓｓ:5×10－4 

/年以下 

5×10－10/炉

年未満 
－ 

ＳＡ 

荷重 

Ｖ(L) 

Ｓｄ: 10－ 2/年

以下 

10－2 年以

上， 

2× 10 － 1

年未満 

2× 10－ 7/炉

年未満 
○ 

Ｓｓ:5×10－4 

/年以下 

10－8/炉年未

満 
－ 

ＳＡ 

荷重 

Ｖ(LL) 

Ｓｄ: 10－ 2/年

以下 2×10－1 

年以上 

2× 10－ 7/炉

年以上 
 －※１ 

Ｓｓ:5×10－4 

/年以下 

10－8/炉年以

上 
○ 

※１：Ｓｓによる評価に包含されるため“－”としている。
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【ＲＰＶバウンダリ】 

 

①  

ＳＡの 

発生確率 

②  

地震の 

発生確率 

③  

ＳＡの 

継続時間 

①×②×③ 
組合せ 

要否 

考慮する

組合せ 

ＳＡ 

荷重 

Ｖ(S) 

10-4/炉年 

Ｓｄ: 10－2 

/年以下 10－2年 

未満 

10－ 8/炉年

未満 
－ 

 

 

 

ＳＡ荷重

Ｖ(L) 

＋Ｓｄ 

 

ＳＡ荷重

Ｖ(LL) 

＋Ｓｓ 

Ｓｓ:5×10－4 

/年以下 

5×10－10 

/炉年未満 
－ 

ＳＡ 

荷重 

Ｖ(L) 

Ｓｄ: 10－2/年以

下 

10－2 年以

上， 

2× 10 － 1

年未満 

2×10－7/炉

年未満 
○ 

Ｓｓ:5×10－4 

/年以下 

10－ 8/炉年

未満 
－ 

ＳＡ 

荷重 

Ｖ(LL) 

 

Ｓｄ: 10－2/年以

下 2×10－1 

年以上 

2×10－7/炉

年以上 
  －※1 

Ｓｓ:5×10－4 

/年以下 

10－ 8/炉年

以上 
○ 

※１：Ｓｓによる評価に包含されるため“－”としている。 
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事象発生確率の考え方 

 

 日本及び米国では性能目標として，炉心損傷頻度（ＣＤＦ）であれば 10-4／炉年，

格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ）であれば 10-5／炉年程度とされている。 

 ＤＢ施設の耐震設計の際のスクリーニング基準である 10-7／炉年という値は，Ｃ

ＤＦやＣＦＦの性能目標と比較すると，事象の発生確率として一般的に十分に低

いと見なされている値である。（補足 1－1表 参照） 

 米国標準審査指針においても，重大な核分裂生成物の放出に至る事故を生じさ

せる可能性のある事象に関する十分低い確率として許容しうる基準として，10-7

／炉年という値が用いられている。 

本補足では，ＤＢ施設の耐震設計の際のスクリーニング基準である 10-7／炉年を

踏まえ，ＳＡ施設の耐震設計に用いるスクリーニングの目安を検討する。 

補足１ 
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補足 1－1表 日本，米国の安全目標と地震との組合せ条件 

 

 米国（ＮＲＣ） 日本 

安全目標 10-6／炉年 

【性能目標】 

10-4／炉年（ＣＤＦ） 

10-5／炉年（ＬＥＲＦ） 

（Regulatory Guide 1.174 Rev.1, 

2002） 

【参考】IAEA の安全目標 

○既存の原子力発電所について 

重大な炉心損傷＜ 約 10-4／炉年 

大規模放出頻度＜ 約 10-5／炉年 

○将来の原子力発電所について 

重大な炉心損傷＜ 約 10-5／炉年 

大規模放出頻度＜ 約 10-6／炉年 

（75-INS AG-3 Rev.1 INS AG-12） 

10-6／炉年 

【性能目標】 

10-4／炉年（ＣＤＦ） 

10-5／炉年（ＣＦＦ－１） 

10-6／炉年（ＣＦＦ－２）（100TBq の管理目標（環

境への影響の視点）） 

（第２回 原子力規制委員会（平成 25年 4 月 10

日）資料５） 

 

（第２回 原子力規制委員会での議論） 

○平成 18 年までに旧原子力安全委員会安全目標

専門部会において詳細な検討が行われており，こ

の検討結果は原子力規制委員会が安全目標を議

論する上で十分に議論の基礎となるものと考え

られる。 

（安全目標に関する調査審議状況の中間とりま

とめ 平成 15年 12 月） 

（発電用軽水型原子炉施設の性能目標について 

平成 18年 3 月） 

○東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ，

放射性物質による環境への汚染の視点も安全目

標の中に取り込み，万一の事故の場合でも環境へ

の影響をできるだけ小さくとどめる必要がある。 

具体的には，世界各国の例も参考に，発電用原子

炉については，事故時の Cs137の放出量が 100TBq

を超えるような事故の発生頻度は，100万年に１

回程度を超えないように抑制されるべきである

（テロ等によるものを除く）ことを，追加すべき

である。 

地震との

組合せ 

「適切な組合せ」を考慮する。 

具体的な記載はなし。 

（10CFR50 付則 A「一般設計指針

（GDC）」） 

（設置許可基準規則の解釈別記２（＝ＤＢ施設に

対する規定）） 

発生確率，継続時間，地震動の年超過確率を踏ま

えて，適切な地震力と組合せる。 

 

（ＪＥＡＧ４６０１（＝ＤＢ施設に対する規定）） 

10-7／炉年以下の発生確率は考慮しない。 

（参考）

航空機落

下の判断

基準 

10-7／炉年 

（SRP3.5.1.6 AIRCRAFT HAZARDS） 

【参考】 

10CFR100（立地基準）におけるオフ

サイト・ハザード（重大なＦＰの放

出に至る事故を生じさせる可能性

のある事象）に関する十分低い確率

として容認しうる基準として，正確

に確率を推定するのが難しい場合

は，10-7／炉年としている。 

（ SRP 2.2.3 EVALUATION OF 

POTENTIAL ACCIDENTS） 

10-7／炉年 

（「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の

評価基準について」（平成 21・06・25原院第１号。

平成 21年 6 月 30日原子力安全・保安院制定）） 

39-4-42



1. 確率論的リスク評価における「影響」について 

・原子力施設の安全性を議論する際の「リスク」とは，施設周辺の人々の健康や

社会，環境に影響を及ぼす潜在的危険性，例えば，炉心が損傷し，放射性物質が

放出され，人々等に被害をもたらす場合の発生確率と被害の大きさの積のことを

いう。 

・リスクの定量的評価の技術である確率論的リスク評価（ＰＲＡ）における「影

響」とは，健康や社会，環境への被害である。その被害には，プラント安全の脅

威となる炉心損傷や格納容器機能喪失を含んでいる。

 
 ・炉心損傷頻度（ＣＤＦ） 

 ・格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ） 

  炉心損傷，格納容器機能喪失という「影響」について，そのシナリオ群の頻

度の合計 

 

 ・したがって，性能目標には「影響」が考慮されている。 

 

 原子力安全委員会の安全目標専門部会 

 安全目標案として，「原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによる，施

設の敷地境界付近の公衆の個人の平均急性死亡リスクは，年あたり百万分の

１程度を超えないように抑制されるべきである。また，原子力施設の事故に

起因する放射線被ばくによって生じ得るがんによる，施設からある範囲の距

離にある公衆の個人の平均死亡リスクは，年あたり百万分の１程度を超えな

いように抑制されるべきである。」（平成 15年 12月の中間とりまとめ） 

 発電用軽水型原子力炉施設を対象として，施設の有するリスクが安全目標

案に適合していることの判断の目安となる性能目標として，「１基あたりの

炉心損傷頻度は年あたり１万分の１程度以下，１基あたりの格納容器機能

喪失頻度は年あたり１０万分の１程度以下とし，両方が同時に満足される

こと」（平成 18年３月報告書） 

・施設の有するリスクが安全目標に適合していることの判断の目安となる性能目標 
 炉心損傷頻度（ＣＤＦ）を 10-4／炉年 以下 
 格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ）を 10-5／炉年以下 
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2. スクリーニング基準の設定の考え方 

 

項目 目標値※１ 
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

基準（／炉年） 

スクリーニング基準を定めている 

事例※２ 

炉 心 損 傷

頻度 

（ＣＤＦ） 

 

10-4 

（/炉年) 

10-6 

（/炉年） 

・原子力学会標準「外部ハザードに対

するリスク評価方法の選定に関する

実施基準」 

・米国 ASME/ANS RA-Sa-2009(EXT-C1) 

格 納 容 器

機 能 喪 失

頻度 

（ＣＦＦ） 

10-5 

（/炉年) 

10-7 

（/炉年） 

・米国 SRP3.5.1.6（航空機落下） 

・航空機落下確率評価基準（平成 21年

6月 30日 原子力安全・保安院） 

※１：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」より 

※２：【参考１】を参照 

 
ＣＤＦ目標値 10-4／炉年に対しては２桁を見越した 10-6／炉年が，ＣＦＦ目標

値 10-5／炉年に対しても２桁を見越した 10-7／炉年がスクリーニング基準として

用いられている例があるが，これは，目標に対する相対割合として１％を下回る

頻度の事象であるので，これを考慮しない場合であっても目標に対して影響がな

いとみなしている。 

 

（注）スクリーニング基準とは，頻度への影響度を勘案し，考慮する必要がない

と判断できるしきい値 

 

2桁 

2桁 

39-4-44



3. スクリーニング基準設定の体系的整理 

 

 

① 炉心を守る設備の設計に際して，スクリーニング基準として 10-6／炉年（性

能目標 10-4×10-2）を適用することは妥当であり，また，格納容器を守る設備

の設計に際して，スクリーニング基準として 10-7／炉年（性能目標 10-5×10-2）

を適用することは妥当と考える。 

② 『炉心を守る』という観点からは設備による違いがあるものではなく，いず

れもスクリーニング基準として 10-6／炉年を適用することが妥当と考える。

また，同様に『格納容器を守る』という観点からも設備による違いではなく，

目的に応じたスクリーニング基準として 10-7／炉年を用いることは妥当と考

える。 

 ＤＢ施設 
ＳＡ施設 

炉心を守る
施設 

 ＤＢ施設 
ＳＡ施設 
ＰＣＶ 

格納容器を
守る施設 

炉心損傷を発生させう

るものとして設計上考

慮すべき事象や状態の 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

格納容器破損を発生さ

せうるものとして設計

上考慮すべき事象や状

態のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

ＣＤＦ性能目標に対して２桁差 

ＣＦＦ性能目標に対して２桁差 

性能目標 

10－4 

10－5 

スクリーニング 
基準値 

10－6 

10－7 

性能目標とスクリーニング基準の単位は， 

（／炉年）である。 

ＣＦＦ 

ＣＤＦ 

① 

② 

② 
① 
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4. スクリーニング基準設定の体系的整理とＪＥＡＧ４６０１との関係性 

 

③ ＤＢ施設に対する基準であるＪＥＡＧ４６０１で炉心を守る設備と格納容

器を守る設備の両方に対してスクリーニング基準として 10-7／炉年が採用さ

れていることは，前述のスクリーニング基準設定の体系的整理から言えば，

10-7／炉年は格納容器を守る設備の基準に相当し，炉心を守る設備に対して

１桁保守性を有している。 

 

 

島根２号炉のこの度の荷重の組合せの検討においては，ＳＡ施設としての重要

性に鑑み，ＪＥＡＧ４６０１に規定されているＤＢ施設の設計の際のスクリーニ

ング基準である 10－7／炉年に保守性を見込んだ 10－8／炉年をＳＡ施設共通のス

クリーニングの目安とする。 

 

  ＤＢ施設 
ＳＡ施設 

炉心を守る
施設 

  ＤＢ施設 
ＳＡ施設 
ＰＣＶ 

格納容器を
守る施設 

炉心損傷を発生させうるものと

して設計上考慮すべき事象や状

態のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

格納容器破損を発生させうるも

のとして設計上考慮すべき事象

や状態のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

ＣＤＦ性能目標に対して２桁差 

ＣＦＦ性能目標に対して２桁差 

性能目標 

10－4 

10
－5
 

 

スクリーニング 
基準値 

10
－6
 

10
－7
 

性能目標とスクリーニング基準の単位は， 
（／炉年）である。 

ＣＦＦ 

ＣＤＦ  

JEAG4601 
（ＤＢ設備
規定） 
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 
基準 

１桁の保守性 

  

③ 
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【参考１】スクリーニング基準を定めている事例内容について 

・日本原子力学会 

AESJ-SC-RK008:2014「外部ハ

ザードに対するリスク評価方

法の選定に関する実施基準」 

・ 米 国 ASME/ANS RA-Sa-2009

「Standard for Level 1/LERF 

PRA for NPPs」 

（EXT-C1） 

・AESJ の外部ハザード選定標準では，外部ハ

ザードが炉心損傷リスクを有するか否かの

判断基準値として，“ハザード発生頻度分

析”，“決定論的なＣＤＦ評価”のいずれの評

価で判断基準値も発生頻度で 10-6／年と置

くことが考えられる。 

・ASME/ANS RA-Sa-2009 ＰＲＡスタンダード

において，外部ハザードにより炉心損傷にな

らないこと，あるいはＣＤＦが受容可能な程

度に小さいことを判断するためのスクリー

ニング基準に 10-6／炉年を用いている。 

・米国 SRP3.5.1.6（航空機落下） ・放射線影響が公衆の被ばく線量に関するガイ

ドラインの判断基準値を超える発電用原子

炉施設への航空機落下事故の発生確率が

10-7／炉年以下となること。 

・航空機落下確率評価基準 

（平成 21 年 6 月 30 日 原子力

安全・保安院） 

・標準的な評価手法に基づき，発電用原子炉施

設へ航空機が落下する確率を評価し，それら

の評価結果の総和が 10-7／炉年を超えない

こと。 

・立地点における状況を現実的に考慮した評価

を行い，その妥当性を確認したうえで，航空

機落下の発生確率の総和が 10-7／炉年を超

えないこと。 
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ＳＡ施設に対する許容応力状態の考え方 

 

1. はじめに 

ＳＡ施設の耐震設計として，設置許可基準規則では，「基準地震動による地震

力に対して、重大事故に(至るおそれがある事故に)対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないものであること」(第 39条第１項第１号，第３号)とさ

れており，許容限界の設定に際しては，ＤＢ施設の機能維持設計の解釈である第

４条第３項に係る別記２の規定に準ずる。具体的な許容限界の設定は，ＪＥＡＧ

４６０１のＤＢ施設に対する記載内容を踏まえ，ＳＡ施設における荷重の組合せ

と許容限界の設定方針を定めた。 

本資料では，ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設である原子炉格納容器を代表に，許容

応力状態の考え方を示す。 

 

2. ＤＢ施設としての原子炉格納容器の考え方 

ＤＢ施設の耐震設計として，設置許可基準規則では，弾性設計(第４条第１項)

と機能維持設計(第４条第３項)が求められている。それらの基本的な考え方は，

別記２によると，以下のとおりである。 

【地震力】 

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせて考慮すること 

【許容限界】 

弾性設計  ：局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体と

しておおむね弾性範囲に留まり得ること 

機能維持設計：塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設

に要求される機能に影響を及ぼさないこと 

これらの弾性設計と機能維持設計の考え方の比較を補足 2－1図に示す。 

ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態の基本的な考え方を参考に，ＤＢ施設の各運

転状態と地震力との組合せに対する許容応力状態を，補足 2－1表に整理した。

運転状態Ⅰ～Ⅲと弾性設計用地震動Ｓｄの組合せに対しては，許容応力状態ⅢAS

の許容限界が，又，運転状態Ⅰ～Ⅲと基準地震動Ｓｓの組合せ及び運転状態Ⅳと

弾性設計用地震動Ｓｄの組合せに対しては，許容応力状態ⅣAS の許容限界が適

用される。 

ここで，ＪＥＡＧ４６０１において，ＥＣＣＳ等及び原子炉格納容器に属する

機器は，本来運転状態Ⅳ(L)を設計条件としていることから，運転状態Ⅳ(L)と弾

性設計用地震動Ｓｄの組合せに対して，許容応力状態ⅢAS の許容限界を適用し

ている。この考え方を反映し，ＤＢ施設の原子炉格納容器についての各運転状態

と地震力との組合せに対する許容応力状態を補足 2－2表のとおり定めた。 

補足２ 
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補足 2－1図 弾性設計と機能維持設計の考え方 

    弾性設計の要求事項 

     機能維持設計の要求事項 

基準等の要求事項 

第４条第１項 

設計基準対象施設は，地震力に十分に耐

えることができるものでなければならな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許容限界 

【別記２】 

局部的に弾性変形を超える場合を容認

しつつも施設全体としておおむね弾性

範囲に留まり得ること 
 

【JEAG4601】 

  運転状態Ⅲに対する許容応力状態ⅢAを

基本としてさらに地震荷重に対する特

別の制限を加えた許容応力状態ⅢAS を

限度とする 

第４条第３項 

 耐震重要施設は，基準地震動による地震

力に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない 
 

第 39 条第１項第１号，第３号 

基準地震動による地震力に対して重大事

故に(至るおそれがある事故に)対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれが

ないものであること 

 

 

 

 

 

 

許容限界 

【別記２】 

 塑性ひずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼさないこと 

【JEAG4601】 

  運転状態Ⅳに対する許容応力状態ⅣAを

基本としてさらに地震荷重に対する特

別の制限を加えた許容応力状態ⅣAS を

限度とする 

弾性設計 機能維持設計 

SA 施設の耐震設計において，DB 施設の耐震設計の考え方を準用する範囲 

地震力（別記２）              地震力（別記２） 

Ｓｄ又は静的地震力             Ｓｓ 

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ， 

適切な地震力と組み合わせて考慮すること 

運転状態の定義(JEAG4601) 

運転状態(長期)Ⅳ(L)：告示の運転状態Ⅳの状態のうち，長期間のものが作用している状態 

運転状態(短期)Ⅳ(S)：告示の運転状態Ⅳの状態のうち，短期間のもの（例：JET，JET

反力，冷水注入による過渡現象等）が作用している状態 
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補足 2－1表 許容応力区分(ＥＣＣＳ等以外) 

地震動 

運転状態 
－※ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS 

Ⅳ(L) ⅣA ⅣAS － 

Ⅳ(S) ⅣA － － 

※ 本列には，強度評価で使用する許容応力状態を記載しているが， 

ＪＥＡＧ４６０１に倣い，－と記載する。(以降の表も同様) 

 

補足 2－2表 許容応力区分(ＥＣＣＳ等) 

地震動 

運転状態 
 －※ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA ⅢAS ⅣAS 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS 

Ⅳ(L) ⅠA
＊ ⅢAS － 

Ⅳ(S) ⅣA －※ － 

 

【ＪＥＡＧ４６０１】 

ＥＣＣＳ等に属する機器は，本来運転状態Ⅳ(L)を設計条件として

いる。すなわち当該設備においては，この状態が運転状態 I に相

当するので，許容応力状態ⅠA
＊とした。 

 

※ 原子炉格納容器は，ＬＯＣＡ後の最終障壁となることから，構造全体としての

安全裕度を確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内圧とＳｄ地震動(又は静的地震

力)との組合せを考慮する。この場合の評価は，許容応力状態ⅣASの許容限界

を用いて行う。 
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3. ＳＡ施設としての原子炉格納容器の考え方 

ＳＡ施設の耐震設計として，設置許可基準規則では，「基準地震動による地震

力に対して重大事故に(至るおそれがある事故に)対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないものであること」(第 39条第１項第１号，第３号)とさ

れており，以下のとおり，機能維持設計の解釈である第４条第３項に係る別記

２の規定に準ずる。 

【地震力】 

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせて考慮すること 

【許容限界】 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない

こと 

 

ＤＢ施設の考え方のうち，ＳＡ施設の機能維持設計で準ずる範囲を補足 2－1

図の破線で示す。これらを基に，以下のとおり，ＳＡ施設としての原子炉格納容

器の地震力及び許容限界を検討した。 

【地震力】 

事故発生時を基点として，10－2年までの期間を短期（運転状態Ⅴ(S)），10－2

～２×10－1年を長期(L)(運転状態Ⅴ(L))，２×10－1年以降を長期(LL)(運転状

態Ⅴ(LL))と定義し，頻度概念を適用して各運転状態と組み合わせる適切な地

震力を検討した。この検討に際し，ＳＡ施設としての重要性を鑑み安全裕度を

確保するために，頻度が保守的に算出されるよう各パラメータの設定にあたり，

以下の事項を考慮した。 

① ＳＡの発生確率は，個別プラントの炉心損傷頻度(ＣＤＦ)を用いず，Ｃ

ＤＦの性能目標値である 10－4/炉年を適用している。 

② 地震ハザード解析結果から得られる年超過確率を参照し，地震動の年超

過確率はＪＥＡＧ４６０１・補-1984に記載の発生確率を用いた。 

 

その結果，運転状態Ⅴ(L)と組み合わせる地震力として，弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力，運転状態Ⅴ(LL)と組み合わせる地震力として，基準地震動

Ｓｓによる地震力を選定した。(補足 2－3表 参照) 
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補足 2－3 表 原子炉格納容器のＳＡと地震の組合せの検討結果 

運転 

状態 

①  

ＳＡの発生確率 

②  

事象の継続時間 

③  

地震動の年超過確率 

④  

①～③の積 

Ⅴ(S) 

1.0×10－4/炉年 

10－2年未満 
Ｓｓ：5×10－4/年以下 5×10－10/炉年未満 

Ｓｄ：  10－2/年以下 10－8/炉年未満 

Ⅴ(L) 
10－2年以上， 

2×10－1年未満 

Ｓｓ：5×10－4/年以下 10－8/炉年未満 

Ｓｄ：  10－2/年以下 2×10－7/炉年未満 

Ⅴ(LL) 2×10-1年以上 
Ｓｓ：5×10－4/年以下 10－8/炉年以上 

Ｓｄ：  10－2/年以下 2×10－7/炉年以上 

 

【許容限界】 

設計条件を超える運転状態Ⅴの許容応力状態としてⅤA を定義し，さらに地

震との組合せにおいては，許容応力状態ⅤASを定義した。 

新たに定義する許容応力状態ⅤASは，ＳＡに対処するために必要な機能が損

なわれない許容限界であり，前述の保守的な考慮により設定された運転状態Ⅴ

(L)とＳｄによる地震力との組み合わせに対して，島根２号炉では，機能維持

設計の許容限界として適用実績のある許容応力状態ⅣAS と同じ許容限界を設

定する。 

上記の基本的な考え方に基づき検討すると，補足 2－4表に整理される。 

加えて，島根２号炉では，ＤＢＡの状態である運転状態Ⅰ～Ⅳは，ＤＢ施設

と同様の許容応力状態とし，各運転状態と地震力の組合せに対する許容応力状

態を補足 2－5 表のとおり設定した。 
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補足 2－4表 機能維持設計の考え方を適用した場合の原子炉格納容器の許容応力区分 

 

地震動 

運転状態 
－ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA － ⅣAS 

Ⅱ ⅡA － ⅣAS 

Ⅲ ⅢA － ⅣAS 

Ⅳ(L) ⅠA
* ⅣAS － 

Ⅳ(S) ⅣA － － 

Ⅴ(LL) ⅤA － 
ⅤAS 

(ⅣAS) 

Ⅴ(L) ⅤA 
ⅤAS 

(ⅣAS) 
－ 

Ⅴ(S) ⅤA 
－ 

－ 

 

 

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設

に要求される機能に影響を及ぼさないこと。 
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補足 2－5表 ＤＢ施設の許容応力状態に配慮した場合の 

 原子炉格納容器の許容応力区分 

 

地震動 

運転状態 
－ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA － ⅣAS 

Ⅱ ⅡA － ⅣAS 

Ⅲ ⅢA － 
ⅣAS 

Ⅳ(L) ⅠA
＊ ⅢAS － 

Ⅳ(S) ⅣA － － 

Ⅴ(LL) ⅤA － 
ⅤAS 

(ⅣAS) 

Ⅴ(L) ⅤA 
ⅤA S 

(ⅣA S) 
－ 

Ⅴ(S) ⅤA － － 

 

【島根２号炉の方針】 

ＤＢＡの状態である運転状態Ⅰ～Ⅳは，ＤＢ施設と同様の

許容応力状態とする。 
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4. ＳＡ施設とＤＢ施設の荷重条件に対する許容応力状態の比較 

補足 2－6表に今回のＳＡ施設とＤＢ施設の荷重条件に対する許容応力状態を

比較する。 

今回のＳＡ施設の荷重条件は，ＤＢ施設として規格基準上求められる設計条件

を上回るものとなっている。 

 

補足 2－6表 ＳＡ施設とＤＢ施設の荷重条件に対する原子炉格納容器の許容応力

状態の比較 

運転状

態 

許容応

力状態 

圧力条件 

[kPa(gage)] 

ＤＢ施設 ＳＡ施設 

Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅠA 

通常運転 

圧力 

ⅢAS ⅣAS － ⅣAS 

Ⅱ ⅡA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS 

Ⅲ ⅢA ⅢAS ⅣAS － ⅣAS 

Ⅳ(L) ⅠA
＊ 

ＬＯＣＡ後 

10－1年後 
ⅢAS － ⅢAS 

 

－ 

Ⅳ(S) ⅣA 327※１ ⅣAS※４ － － － 

Ⅴ(LL) ⅤA 372※２   － ⅤAS※５ 

Ⅴ(L) ⅤA 659※３   ⅤAS※５ － 

Ⅴ(S) ⅤA 853   － － 

※１：運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故のうち，原子炉格納容器圧力

が最も高くなる「原子炉冷却材喪失」の評価結果 

※２：重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故のうち，「雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用す

る場合）」における事故発生から２×10－1年後の圧力 

※３：格納容器過圧・過温破損（代替循環冷却系を使用しない場合）において，

格納容器圧力の上昇の速度が遅く，格納容器スプレイ流量が抑制できる

など，格納容器圧力逃がし装置の使用タイミングが遅くなる可能性があ

ることから，事象発生後以降の最大となる圧力（有効性評価結果の最高

圧力） 

※４：構造体全体としての安全裕度を確認する意味でＬＯＣＡ後の最大内圧と

Ｓｄ(又は静的地震力)との組合せを考慮する。 

※５：ⅤASの許容限界は，島根２号炉では，ⅣASと同じものを適用する。 
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「地震の従属事象」と「地震の独立事象」について 

 

運転状態Ⅴが地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかに

ついては，ＤＢ施設の耐震設計の考え方に基づく。なお，確率論的な考察も

考慮する。 

 

1. 「地震の従属事象」と「地震の独立事象」についての当社の定義 

判断にあたり，ＳＡ施設の評価における「地震の従属事象」，「地震の独立事象」

について当社の定義を示す。この定義はＤＢ施設に対して従前より適用してきた

考え方に基づくものであり，ＪＥＡＧ４６０１の規定とも整合したものとなって

いる。 

(1) 地震の従属事象 

設置許可基準規則の解釈別記２における「地震によって引き起こされる事

象(地震の従属事象)」の当社の定義は以下のとおり。 

・ある地震力を想定して，その地震力未満で設計された設備が，その地震

力を上回る地震が発生した際に確定論的に設備が損傷すると仮定した場

合に発生する事象 

(2) 地震の独立事象 

設置許可基準規則の解釈別記２における「地震によって引き起こされるお

それのない事象(地震の独立事象)」の当社の定義は以下のとおり。 

・上記のような確定論的な評価では引き起こされるおそれのない事象 

なお，ＪＥＡＧ４６０１においては，地震の従属事象は地震との組合せを

実施し，地震の独立事象については，事象の発生頻度，継続時間，地震の発

生確率を踏まえ，10－7回/炉年を超える事象は組合せを実施している。 

 

2. ＤＢ施設の耐震設計の考え方等に基づく判断 

Ｓクラス施設はＳｓによる地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれ

のないよう設計されている。この安全機能に係る設計は，Ｓクラス施設自体が，

Ｓｓによる地震力に対して，損傷しないよう設計するだけでなく，下位クラスに

属するものの波及的影響等に対しても，その安全機能を損なわないよう設計する

ことも含まれる。(補足 3－1表) 

Ｓクラス施設が健全であれば，炉心損傷防止に係る重大事故等対策の有効性評

価において想定した全ての事故シーケンスに対し，Ｓｓ相当の地震により，起因

事象が発生したとしても緩和設備が機能し，ＤＢ設計の範囲で事象を収束させる

ことができることを確認した。(補足 3－2表) 

したがって，ＳＡ施設に対する耐震設計における荷重の組合せの検討としては，

Ｓｓ相当の地震に対して，運転状態Ⅴは地震によって引き起こされるおそれのな

い「地震の独立事象」として扱い，運転状態Ⅴの運転状態と地震力とを適切に組

み合わせる。 

補足３ 
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補足 3－1表 Ｓクラスの設計 

地震の影響が考えられる事象 耐震性の担保 

耐震重要施設自体の損傷 
基準地震動による地震力に対して安全機能が

損なわれるおそれがないよう設計する。(４条) 

下位クラスの損傷の影響による

耐震重要施設の損傷 

耐震重要施設が，下位クラスに属するものの波

及的影響によって，その安全機能を損なわない

ように設計する。(４条) 

地震随伴 

事象 

溢水による 

耐震重要施設の損傷 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水

が発生した場合においても安全機能を損なわ

ないよう設計する。(９条) 

津波による 

耐震重要施設の損傷 

設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機

能が損なわれるおそれがないように設計する。

(５条) 

火災による 

耐震重要施設の損傷 

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉

施設の安全性が損なわれないよう設計する。 

(８条) 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

1 高圧・低圧 

注水機能喪失 

過渡事象 

＋高圧炉心冷

却失敗 

＋低圧炉心冷

却失敗 

外部電源 

喪失※１ 
セラミックインシュレータ × △ 

運転状態 

Ⅱ 

高圧炉心 

冷却失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

×  

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（２／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

1 高圧・低圧 

注水機能喪失 

過渡事象 

＋高圧炉心冷

却失敗 

＋低圧炉心冷

却失敗 

高圧炉心

冷却失敗 

原子炉隔離時冷却系逆止弁 ○ 

× 

 

原子炉隔離時冷却系電動弁（ゲート） ○ 

原子炉隔離時冷却系電動弁（グローブ） ○ 

原子炉隔離時冷却系配管 ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン ○ 

230V直流母線盤 ○ 

230V蓄電池 ○ 

230V充電器盤 ○ 

原子炉隔離時冷却系直流コントロールセンタ ○ 

低圧炉心

冷却失敗 

残留熱除去ポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

残留熱除去系逆止弁 ○ 

残留熱除去系熱交換器 ○ 

残留熱除去系ポンプ ○ 

残留熱除去系電動弁（ゲート） ○ 

残留熱除去系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

過渡事象 

＋圧力バウン

ダリ健全性（Ｓ

ＲＶ再閉）失敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ)

失敗 

＋低圧炉心冷

却失敗 

外部電源 

喪失※１ 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

ＳＲＶ 

再閉失敗 

逃がし安全弁 
○ × 

 

高圧炉心

冷却（ＨＰ

ＣＳ）失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

 

39-4-59



 

補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（３／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

1 高圧・低圧 

注水機能喪失 

過渡事象 

＋圧力バウン

ダリ健全性（Ｓ

ＲＶ再閉）失敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ)

失敗 

＋低圧炉心冷

却失敗 

高圧炉心

冷却（ＨＰ

ＣＳ）失敗 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 

低圧炉心 

冷却失敗 

残留熱除去ポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

残留熱除去系逆止弁 ○ 

残留熱除去系熱交換器 ○ 

残留熱除去系ポンプ ○ 

残留熱除去系電動弁（ゲート） ○ 

残留熱除去系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（４／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

2 

 

高圧注水・ 

減圧機能喪失 

過渡事象 

＋高圧炉心冷

却失敗 

＋原子炉減圧

失敗 

外部電源 

喪失※１ 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

高圧炉心 

冷却失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（５／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

2 高圧注水・ 

減圧機能喪失 

過渡事象 

＋高圧炉心冷

却失敗 

＋原子炉減圧

失敗 

高圧炉心 

冷却失敗 

原子炉隔離時冷却系逆止弁 ○ 

× 

 

原子炉隔離時冷却系電動弁（ゲート） ○ 

原子炉隔離時冷却系電動弁（グローブ） ○ 

原子炉隔離時冷却系配管 ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン ○ 

230V直流母線盤 ○ 

230V蓄電池 ○ 

230V充電器盤 ○ 

原子炉隔離時冷却系直流コントロールセンタ ○ 

原子炉 

減圧失敗 

逃がし安全弁 ○ 

×  

逃がし安全弁窒素ガス供給系空気作動弁 

（グローブ） 
○ 

逃がし安全弁窒素ガス供給系配管 ○ 

逃がし安全弁アキュムレータ ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（６／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全交流動力 

電源喪失 

外部電源喪失

＋交流電源（Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ）失

敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ)

失敗 

外部電源 

喪失 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

交流電源

（ＤＧ－

Ａ，Ｂ）失

敗 

燃料移送系逆止弁 ○ 

× 

 

非常用ディーゼル発電設備非常用ディーゼル室 

送風機 
○ 

非常用ディーゼル発電設備 ○ 

非常用母線メタクラ ○ 

非常用コントロールセンタ ○ 

燃料移送系配管 ○ 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ ○ 

非常用ロードセンタ ○ 

非常用ディーゼル発電設備空気だめ ○ 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料 

デイタンク 
○ 

非常用ディーゼル発電燃料貯蔵タンク ○ 

非常用母線変圧器 ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

原子炉補機冷却系逆止弁 ○ 

原子炉補機海水系逆止弁 ○ 

原子炉補機冷却系熱交換器 ○ 

原子炉補機冷却水ポンプ ○ 

原子炉補機海水ポンプ ○ 

原子炉補機冷却系電動弁（ゲート） ○ 

原子炉補機冷却系電動弁（グローブ） ○ 

原子炉補機冷却系空気作動弁（バタフライ） ○ 

原子炉補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

原子炉補機冷却系配管 ○ 

原子炉補機海水系配管 ○ 

原子炉補機海水ストレーナ ○ 

原子炉補機冷却系サージタンク ○ 

原子炉補機冷却水ポンプ熱交換器室冷却機 ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（７／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全交流動力 

電源喪失 

外部電源喪失

＋交流電源（Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ）失

敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ)

失敗 

高圧炉心

冷却（ＨＰ

ＣＳ)失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（８／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全交流動力 

電源喪失 

外部電源喪失

＋交流電源（Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ）失

敗 

＋高圧炉心冷

却失敗 

外部電源

喪失 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

交流電源

（ＤＧ－

Ａ，Ｂ）失

敗 

燃料移送系逆止弁 ○ 

× 

 

非常用ディーゼル発電設備非常用ディーゼル室 

送風機 
○ 

非常用ディーゼル発電設備 ○ 

非常用母線メタクラ ○ 

非常用コントロールセンタ ○ 

燃料移送系配管 ○ 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ ○ 

非常用ロードセンタ ○ 

非常用ディーゼル発電設備空気だめ ○ 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料 

デイタンク 
○ 

非常用ディーゼル発電燃料貯蔵タンク ○ 

非常用母線変圧器 ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

原子炉補機冷却系逆止弁 ○ 

原子炉補機海水系逆止弁 ○ 

原子炉補機冷却系熱交換器 ○ 

原子炉補機冷却水ポンプ ○ 

原子炉補機海水ポンプ ○ 

原子炉補機冷却系電動弁（ゲート） ○ 

原子炉補機冷却系電動弁（グローブ） ○ 

原子炉補機冷却系空気作動弁（バタフライ） ○ 

原子炉補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

原子炉補機冷却系配管 ○ 

原子炉補機海水系配管 ○ 

原子炉補機海水ストレーナ ○ 

原子炉補機冷却系サージタンク ○ 

原子炉補機冷却水ポンプ熱交換器室冷却機 ○ 

高圧炉心 

冷却失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（９／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全交流動力 

電源喪失 

外部電源喪失

＋交流電源（Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ）失

敗 

＋高圧炉心冷

却失敗 

高圧炉心 

冷却失敗 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 

原子炉隔離時冷却系逆止弁 ○ 

原子炉隔離時冷却系電動弁（ゲート） ○ 

原子炉隔離時冷却系電動弁（グローブ） ○ 

原子炉隔離時冷却系配管 ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン ○ 

230V直流母線盤 ○ 

230V蓄電池 ○ 

230V充電器盤 ○ 

原子炉隔離時冷却系直流コントロールセンタ ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１０／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全交流動力 

電源喪失 

外部電源喪失 

＋ 直 流 電 源 

（区分１，２）

失敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ)

失敗 

外部電源 

喪失 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

直流電源 

（区分１，

２）失敗 

直流母線盤 ○ 

× 

 

蓄電池 ○ 

充電器盤 ○ 

高圧炉心

冷却（ＨＰ

ＣＳ)失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１１／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全交流動力 

電源喪失 

外部電源喪失

＋交流電源（Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ）失

敗 

＋圧力バウン

ダリ健全性（Ｓ

ＲＶ再閉）失敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ)

失敗 

外部電源 

喪失 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

交流電源

（ＤＧ－

Ａ，Ｂ）失

敗 

燃料移送系逆止弁 ○ 

× 

 

非常用ディーゼル発電設備非常用ディーゼル室 

送風機 
○ 

非常用ディーゼル発電設備 ○ 

非常用母線メタクラ ○ 

非常用コントロールセンタ ○ 

燃料移送系配管 ○ 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ ○ 

非常用ロードセンタ ○ 

非常用ディーゼル発電設備空気だめ ○ 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料 

デイタンク 
○ 

非常用ディーゼル発電燃料貯蔵タンク ○ 

非常用母線変圧器 ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

原子炉補機冷却系逆止弁 ○ 

原子炉補機海水系逆止弁 ○ 

原子炉補機冷却系熱交換器 ○ 

原子炉補機冷却水ポンプ ○ 

原子炉補機海水ポンプ ○ 

原子炉補機冷却系電動弁（ゲート） ○ 

原子炉補機冷却系電動弁（グローブ） ○ 

原子炉補機冷却系空気作動弁（バタフライ） ○ 

原子炉補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

原子炉補機冷却系配管 ○ 

原子炉補機海水系配管 ○ 

原子炉補機海水ストレーナ ○ 

原子炉補機冷却系サージタンク ○ 

原子炉補機冷却水ポンプ熱交換器室冷却機 ○ 

ＳＲＶ 

再閉失敗 

逃がし安全弁 
○ × 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１２／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

3 全交流動力 

電源喪失 

外部電源喪失

＋交流電源（Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ）失

敗 

＋圧力バウン

ダリ健全性（Ｓ

ＲＶ再閉）失敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ)

失敗 

高圧炉心

冷却（ＨＰ

ＣＳ)失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１３／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

 

4 崩壊熱除去 

機能喪失 

過渡事象 

＋崩壊熱除去

失敗 

外部電源 

喪失※１ 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

 

崩壊熱 

除去失敗 

残留熱除去系ポンプ室冷却機 ○ 

× 

  

残留熱除去系逆止弁 ○  

残留熱除去系熱交換器 ○  

残留熱除去ポンプ ○  

残留熱除去系電動弁（ゲート） ○  

残留熱除去系配管 ○  

残留熱除去系電動弁（グローブ） ○  

サプレッション・チェンバ ○  

過渡事象 

＋高圧炉心冷

却失敗 

＋崩壊熱除去

失敗 

外部電源 

喪失※１ 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

 

高圧炉心 

冷却失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

  

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○  

高圧炉心スプレイポンプ ○  

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○  

高圧炉心スプレイ系配管 ○  

サプレッション・チェンバ ○  

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○  

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○  

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○  

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○  

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○  

取水槽 ○  

タービン建物 ○  

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○  

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○  

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○  

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○  

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○  

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○  
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１４／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

4 崩壊熱除去 

機能喪失 

過渡事象 

＋高圧炉心冷

却失敗 

＋崩壊熱除去

失敗 

高圧炉心 

冷却失敗 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 

原子炉隔離時冷却系逆止弁 ○ 

原子炉隔離時冷却系電動弁（ゲート） ○ 

原子炉隔離時冷却系電動弁（グローブ） ○ 

原子炉隔離時冷却系配管 ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン ○ 

230V直流母線盤 ○ 

230V蓄電池 ○ 

230V充電器盤 ○ 

原子炉隔離時冷却系直流コントロールセンタ ○ 

崩壊熱 

除去失敗 

残留熱除去系ポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

残留熱除去系逆止弁 ○ 

残留熱除去系熱交換器 ○ 

残留熱除去系ポンプ ○ 

残留熱除去系電動弁（ゲート） ○ 

残留熱除去系配管 ○ 

残留熱除去系電動弁（グローブ） ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

過渡事象 

＋圧力バウン

ダリ健全性（Ｓ

ＲＶ再閉）失敗 

＋崩壊熱除去

失敗 

外部電源 

喪失※１ 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

ＳＲＶ 

再閉失敗 

逃がし安全弁 
○ × 

 

崩壊熱 

除去失敗 

残留熱除去系ポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

残留熱除去系逆止弁 ○ 

残留熱除去系熱交換器 ○ 

残留熱除去系ポンプ ○ 

残留熱除去系電動弁（ゲート） ○ 

残留熱除去系配管 ○ 

残留熱除去系電動弁（グローブ） ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１５／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

4 崩壊熱除去 

機能喪失 

過渡事象 

＋圧力バウン

ダリ健全性（Ｓ

ＲＶ再閉）失敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ）

失敗 

＋崩壊熱除去

失敗 

外部電源 

喪失※１ 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

ＳＲＶ 

再開失敗 

逃がし安全弁 
○ × 

 

高圧炉心

冷却（ＨＰ

ＣＳ）失敗 

高圧炉心スプレイポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

高圧炉心スプレイ系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ系電動弁（ゲート） ○ 

高圧炉心スプレイ系配管 ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備非常用 

ディーゼル室送風機 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

空気だめ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

ディーゼル燃料デイタンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料貯蔵タンク 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系配管 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送系逆止弁 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線メタクラ ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用母線変圧器 ○ 

高圧炉心スプレイ系非常用コントロールセンタ ○ 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） ○ 

取水槽 ○ 

タービン建物 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系逆止弁 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系電動弁（バタフライ） ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水系配管 ○ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ ○ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク ○ 

高圧炉心スプレイ系直流母線盤 ○ 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ○ 

高圧炉心スプレイ系充電器盤 ○ 
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補足 3－2表 地震の従属事象としての適用性について（１６／１６） 

類型化グループ 
事故 

シーケンス 
事象 対象機器 

ＤＢ上

のＳｓ 

耐震性 

地震の従属 

事象としての 

適用の有無 

備考 

4 崩壊熱除去 

機能喪失 

過渡事象 

＋圧力バウン

ダリ健全性（Ｓ

ＲＶ再閉）失敗 

＋高圧炉心冷

却（ＨＰＣＳ）

失敗 

＋崩壊熱除去

失敗 

崩壊熱 

除去失敗 

残留熱除去系ポンプ室冷却機 ○ 

× 

 

残留熱除去系逆止弁 ○ 

残留熱除去系熱交換器 ○ 

残留熱除去系ポンプ ○ 

残留熱除去系電動弁（ゲート） ○ 

残留熱除去系配管 ○ 

残留熱除去系電動弁（グローブ） ○ 

サプレッション・チェンバ ○ 

5 原子炉停止 

機能喪失 

過渡事象 

＋原子炉停止

失敗 

外部電源 

喪失※１ 

セラミックインシュレータ 
× △ 

運転状態

Ⅱ 

原子炉 

停止失敗 

炉心支持板 ○ 

× 

 

燃料集合体 ○ 

制御棒案内管 ○ 

水圧制御ユニット ○ 

制御棒駆動機構ハウジング ○ 

制御棒駆動系配管 ○ 

炉心シュラウド ○ 

シュラウドサポート ○ 

上部格子板 ○ 

制御棒駆動機構ハウジングレストレントビーム ○ 

6 ＬＯＣＡ時 

注水機能喪失 
－ － － － － 

 

7 格納容器バイ

パス（インタ

ーフェイスシ

ステムＬＯＣ

Ａ） 

－ － － － － 

 

 
※１：過渡事象を代表する起因事象として外部電源喪失を設定。 
【凡例】 

 ＤＢ上のＳｓ耐震性 
   ○：有 ×：無 
 地震の従属事象としての適用の有無 
   ○：地震の従属事象であり，地震と組合せ評価が必要なもの。 
   △：地震の従属事象であるが，他の事象で代表され地震と組合せ評価が不要なもの。 
   ×：地震の従属事象でないもの。 
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3. 確率論的な考察 

2.のとおり，ＳＡ施設の耐震設計の荷重の組合せにおいて，確定論の観点から

運転状態Ｖは地震の独立事象として取り扱うこととしている。 

このことについて参考のため，確率論的な観点から考察すると，Ｓｓ相当

（820gal）までの地震力により炉心損傷に至る事故シーケンスについて，緩和設

備のランダム故障を除いた※１炉心損傷頻度（ＣＤＦ）であって，ＳＡ施設によ

る対策の有効性の評価がＤＢ条件を超えるものの累積値は，一部のＳＡ施設を考

慮した場合のＰＲＡ評価を実施した結果，約 1.0×10-7／炉年となった。 

 

※１：地震損傷とランダム故障の組合せによる炉心損傷シナリオについては，保

守的に除かないものとした。 

 

補足 3－3 表 ＤＢ条件を超える事故シーケンスに対するＣＤＦ 

事故シーケンス 

グループ 
ＤＢ条件を超える事故シーケンス 

ＣＤＦ 

(／炉年) 

合計 

(／炉年) 

高圧・低圧注水 
機能喪失 

過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗 3.3E-09 

1.0E-07 

過渡事象＋圧力バウンダリ健全性（ＳＲＶ再閉）失敗 
＋高圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗＋低圧炉心冷却失敗 

3.1E-11 

全交流動力 
電源喪失 

外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ，Ｂ）失敗 
＋高圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗 

3.1E-08 

外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ，Ｂ）失敗 
＋高圧炉心冷却失敗 

2.3E-09 

外部電源喪失＋直流電源（区分１，２）失敗＋高圧炉心
冷却（ＨＰＣＳ）失敗 

2.8E-11 

外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ，Ｂ）失敗 
＋圧力バウンダリ健全性（ＳＲＶ再閉）失敗 
＋高圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗 

1.5E-10 

崩壊熱除去 
機能喪失 

過渡事象＋崩壊熱除去機能失敗 6.2E-08 

過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋崩壊熱除去失敗 8.5E-10 

過渡事象＋圧力バウンダリ健全性（ＳＲＶ再閉）失敗 
＋崩壊熱除去失敗 

1.6E-10 

過渡事象＋圧力バウンダリ健全性（ＳＲＶ再閉）失敗 
＋高圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗＋崩壊熱除去失敗 

2.6E-11 

原子炉停止 
機能喪失 

過渡事象＋原子炉停止失敗 1.3E-10 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋交流電源・補機冷
却系喪失）＋原子炉停止失敗 

1.2E-11 

 

 性能目標のＣＤＦ（10-4／炉年）に対して１％を下回る頻度の事象は，目標に対

して影響がないといえるくらい小さい値と見なすことができ，1.0×10-7／炉年は

これを大きく下回り，Ｓｓ相当までの地震力によりＤＢ条件を超える運転状態Ｖ

の発生確率は極めて低いと考えられる。したがって，ＳＡ施設に対する耐震設計

における荷重の組合せの検討において，運転状態Ｖが地震によって引き起こされ

るおそれがないとして扱うことは妥当と考える。 
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（参考）余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出 

1. 余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出方法 

1.1 本震前に前震を考慮した場合の影響評価 

地震ＰＲＡにおいては，前震，本震全体を考慮した評価方法はないことから，

１回の地震による評価を２回使用することで前震，本震を考慮することとする。

評価方法の概念図を参考 1.1－1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 1.1－1図 本震前に前震を考慮した場合の評価方法 

 

次に考慮すべきケースの網羅性についての検討結果を示す。 

＜１回目の地震による評価＞ 
「①地震発生頻度」「②地震により発生する起因事象」「③ランダム故障または④緩和設備の地震による機器損傷確率」を考慮して全炉心
損傷頻度を評価。炉心損傷しない場合は，「⑤炉心冷却成功」となる。 

前震 起因事象発生 緩和設備のランダム故障   

緩和設備の地震による損傷  

緩和設備の継続運転成功 

 

年
超
過
確
率
（
／
炉
年
）
 

 

820gal 
最大加速度（gal） 

① 

●前震は本震より小さいが，ここでは保守的に 
0～820gal の全てを考慮 

② 

 ＜２回目の地震による評価＞ 

緩和設備の継続運転中   本震 起因事象発生 緩和設備の地震による損傷   

緩和設備の継続運転成功  

⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ 

（⇒炉心冷却成功） 

0～820gal の地震による累積：Ｂ／炉年 

新たな起因事象は想定しない。 

●緩和設備が継続運転し炉心冷却に成功しているケースであ
り，ＤＢＡで想定される運転状態に他ならない。なお，フラ
ジリティの策定にあたっては，ＤＢＡで想定される最も厳し
い運転荷重を考慮していることから，本震においても前震を
同じフラジリティが適用可能。 

●緩和設備の損傷の組合せが前震と本震で同じであること，前
震と本震で同じフラジリティ評価が適用可能と想定。 

●本震として 0～820gal を考慮するため，炉心損傷に至る頻度
は１回目の地震（前震）と同じ。 

以上より結果として前震，本震による炉心損傷頻度は，以下の式で表すことができる。 

Ａ／炉年＋ Ｂ／炉年 ＋Ｂ／炉年 

③ 

④ 

⑤ 

0～820gal の地震による累積：Ａ／炉年 

0～820gal の地震による累積：Ｂ／炉年 

（⇒炉心冷却成功） 
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緩和設備は冗長性を有するが，地震ＰＲＡでは冗長設備は同時に損傷すると

して評価しているため，１つの系統が機器損傷し，残りの系統が健全となるケ

ースは考慮せず，１つの設備が損傷する確率で全台の当該設備が損傷に至るも

のとして保守的に評価している。 

そのため，緩和設備の状態について考えられる全ての組合せを抽出し，現行

の地震ＰＲＡでどのように整理されるかを考慮した。なお，以下は２つの系統

で冗長化されている系統の場合について代表して記載する（３つの系統で冗長

化されている場合も同様の整理となる）。 

 
前震及び前震後の本震による緩和設備の状態の組合せを次に示す。 

 

○前震による緩和設備の状態の組合せは，緩和設備の状態（ランダム故障，地震

による機器損傷，健全）の９通りの全ての組合せを考慮。

前震 起因事象発生 
緩和設備の 
ランダム故障 

緩和設備の 
前震による損傷  

※１ 

・前震により必ず起因事象が発生するとして評価するため，

緩和設備の起動失敗は前震でのみ考慮。 

・緩和設備の使命時間における継続運転失敗は前震側で考慮。 

炉心損傷 

（緩和設備の継続運転成功） 

両系とも運転 

（両方の系統とも健全）  
本震 

Ａ系本震による損傷，Ｂ系本震による損傷  

Ａ系本震による損傷，Ｂ系健全  

炉心損傷 

炉心冷却成功 

Ｂ系のみ運転 

（Ａ系ランダム故障）  
本震 

Ｂ系本震による損傷（Ａ系は既に損傷） 

Ｂ系健全（Ａ系は既に故障）  

炉心損傷 

炉心冷却成功 

Ａ系のみ運転 

（Ｂ系ランダム故障）  
本震 

Ａ系本震による損傷（Ｂ系は既に損傷） 

Ａ系健全（Ｂ系は既に故障）  

炉心損傷 

炉心冷却成功 

Ａ系健全，Ｂ系本震による損傷 

Ａ系，Ｂ系ともに健全 

炉心損傷 

炉心損傷 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

※２ 

※２ 

炉心損傷 

③ 

④ 

※1 

Ａ系 Ｂ系

ランダム故障（前震） ランダム故障（前震） ⇒③で整理 Ａ系 Ｂ系

ランダム故障（前震） 前震による機器損傷 ランダム故障（前震） ○（健全） ⇒炉心冷却成功

前震による機器損傷 ランダム故障（前震） ランダム故障（前震） 前震による機器損傷

前震による機器損傷 前震による機器損傷 ⇒④で整理 本震による機器損傷 ランダム故障（前震）

前震による機器損傷 ○（健全） ○（健全） ランダム故障（前震） ⇒炉心冷却成功

○（健全） 前震による機器損傷 本震による機器損傷 本震による機器損傷 ⇒本震による機器損傷として整理

ランダム故障（前震） ○（健全） 本震による機器損傷 ○（健全）

○（健全） ランダム故障（前震） ○（健全） 本震による機器損傷

○（健全） ○（健全） ○（健全） ○（健全） ⇒炉心冷却成功

前
震
に
よ
る
影
響

　④で整理

　④で整理※２

　緩和設備の
　継続運転に成功

　本震による機器損傷として整理

　本震による機器損傷として整理※２

本
震
に
よ
る
影
響

b. 前震後の本震による緩和設備の状態の組合せ 
a. 前震による緩和設備の状態の組合せ 

※２ 

緩和設備の状態は，理論上，上記の組合せが考えられるが，地震ＰＲＡでは冗長設備は

同時に損傷するとして評価するため，片方の系統が機器損傷しもう一方の系統が健全と

なるケースは考慮せず，１つの機器が損傷することで炉心損傷に至るものとして保守的

に評価している。 

本震により炉心損傷に至る

組合せは，前震による組合

せのうち④と整理したもの

と同じとなった。 
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○冗長設備は同時に損傷するとして評価するため，「ランダム故障と地震による

機器損傷」「片方の系統のみ地震により機器損傷」のケースについては，「両

方の系統とも地震により損傷」として整理。 

○緩和設備が「両方の系統ともランダム故障」のケースはランダム故障として

整理。 

○前震後の本震による緩和設備の状態の組合せは，前震後に健全な系統の緩和

設備が本震により損傷するか否かの組合せであり，８通り全ての組合せを想

定。 

○ランダム故障は前震側で考慮しているため，前震と前震後の本震による緩和

設備の状態の組合せについては，「両方の系統ともランダム故障」となる組合

せを除き，前震とその後の本震で同じ組合せとなった。 

○そのため，地震規模を同程度とすると，地震により機器が損傷する確率は前

震と本震で同程度となる。 

 

1.2 本震後の余震を考慮した場合の影響について 

地震ＰＲＡにおいては，本震，余震全体を考慮した計算方法はないことから，

「本震前に前震を考慮した場合」と同様に１回の地震による評価を２回用いる

ことで本震，余震を考慮することとし，影響の検討を行う。 

また，想定する地震規模として，本震及び余震の地震加速度を 0gal から

820gal の全ての地震による影響を考慮して組み合わせる場合，「1.1 本震前に

前震を考慮した場合の影響評価」においても前震及び本震の地震加速度を0gal

から 820gal の全ての地震による影響を考慮して組み合わせていることを踏ま

えると，前震を本震に，本震を余震に読み替えることで同じ影響を評価するこ

ととなる。 

以上より，本震，余震による炉心損傷頻度は， 

Ａ／炉年＋ Ｂ／炉年＋ Ｂ／炉年 

で算出される。 

 

2. 余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出結果 

2.1 Ｓｓ相当までの本震による全炉心損傷頻度の累積の算出結果 

地震ＰＲＡにおいては，本震による影響のみを評価しているが，算出した

Ｓｓ相当（820gal）までの本震による全炉心損傷頻度は 0gal からＳｓ相当で

ある 820galまでの地震による影響を累積した評価であり，緩和設備のランダ

ム故障が重畳することで炉心損傷に至るケースが含まれている。 

Ｓｓ相当までの本震による全炉心損傷頻度の累積は約 3.3×10-7／炉年で

あり，そのうち緩和設備のランダム故障によるものが約 5.5×10-9／炉年，緩

和設備の地震による損傷によるものが約 3.3×10-7／炉年である。 
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2.2 余震，前震を考慮した炉心損傷頻度の算出結果 

2.1項の算出結果を用い，1.1項及び 1.2項の算出式で評価を行った。 

Ａ／炉年＋ Ｂ／炉年＋ Ｂ／炉年 

＝約 5.5×10-9／炉年 ＋ 約 3.3×10-7／炉年 ＋ 約 3.3×10-7／炉年 

＝約 6.6×10-7／炉年 

 

以上の算出結果から，余震，前震を考慮した炉心損傷頻度は約 6.6×10-7／

炉年と非常に低い値となる。 

  

本震 起因事象発生 緩和設備のランダム故障   

緩和設備の地震による損傷  

緩和設備の継続運転成功 

０～８２０ｇａｌの地震による累積：Ａ／炉年 

０～８２０ｇａｌの地震による累積：Ｂ／炉年 

（⇒炉心冷却成功） 

最大加速度０～８２０ｇａｌの全ての地震による影響を考慮 

年
超
過
確
率
（
／
炉
年
）
 

 

８２０ｇａｌ 
最大加速度（ｇａｌ） 
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ＤＢＡによる履歴を考慮しなくてよい理由 

 

6.1～6.4 項において，運転状態Ⅰ～ⅣとＳｓの組合せにおいて適用するとした

許容応力状態ⅣASの適用性について，以下のとおり検討した。 

ＪＥＡＧ４６０１に規定されるⅣAS は，材料の塑性域にわずかに入ることを許

容した許容応力状態であり，ⅣAS における許容応力は，設計引張強さＳｕ又は設

計降伏点Ｓｙに一定の係数を乗じて設定するものである。 

例として，クラス 1容器及びクラスＭＣ容器の許容応力を補足 4－1表及び補足

4－2表に，応力－ひずみ線図と許容応力の関係を補足 4－1図にそれぞれ示す。 

補足 4－1表，補足 4－2表及び補足 4－1図より，ⅣASは，破断延性限界に対し

て十分な余裕を有し，Ｓｓに対する安全機能を損なうおそれのない要件を十分満

足できるものである。 

 

補足 4－1表 クラス１容器の許容応力 

許容応力状態 １次一般膜応力 １次膜応力＋１次曲げ応力 備考 

ⅢAS Min(2/3Su,Sy) 左欄の 1.5倍の値  

ⅣAS 2/3Su 左欄の 1.5倍の値  

 

補足 4－2表 クラスＭＣ容器の許容応力 

許容応力状態 １次一般膜応力 １次膜応力＋１次曲げ応力 備考 

ⅢAS Min(0.6Su,Sy) 左欄のα倍の値(注)  

ⅣAS 0.6Su※1 左欄のα倍の値(注) 
※１不連続な部分

は Min(0.6Su,Sy) 

(注)：αは純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比又は 1.5のいずれ

か小さいほうの値とする。 

 

 

補足 4－1図 応力－ひずみ線図と許容応力の関係 

ⅣAＳの許容値 

ⅢAＳの許容値 

設計応力強さ Sm 

設計降伏点 Sy 

Min(2/3Su,Sy) 

2/3Su 破断 

ひずみ 

設計引張強さ Su 応力 ▼ 

補足４ 
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次に，ⅣAS 相当の応力を生じさせる荷重が繰り返し作用した場合の耐震性への

影響について，発生応力(一次応力)がＳｙを超える場合に生じるひずみ履歴(イメ

ージ図)を補足 4－2図に示し，以下のとおり検討する。 

 

(1) ⅣASは，材料の塑性域にわずかに入ることを許容した許容応力状態である。 

(2) 発生応力が設計降伏点Ｓｙ以下なら残留ひずみは生じない。(０→ａ→０) 

(3) 発生応力ＳＦ(荷重Ｆによる応力)がＳｙを超える場合は，除荷後に残留ひず

みεが生じる。(０→ａ→ｂ→ｃ) 

(4) ２回目以降，荷重Ｆと同等の荷重が生じた場合，１回目と同様の弾性的挙

動を示し，ＳＦが発生する。(ｃ→ｂ) 

(5) (1)により，ⅣAS相当の応力に対して，材料はわずかに塑性域に入る程度で

あり，ⅣAS 相当の応力を生じる荷重が生じた場合，(3)と同様の挙動を示す。 

(6) ２回目以降，同様の荷重が発生したとしても，(4)の挙動を示すことから，

耐震設計においてⅣAS を許容応力状態として適用することにより耐震性は確

保される。 

 

 

補足 4－2図 降伏点を越える場合のひずみ履歴イメージ(一次応力) 

  

ひずみ  ε 

ひずみ増加時：０→ａ→ｂ 

ひずみ減少時：ｂ→ｃ 

（除荷後に残留ひずみ有） 

その後の挙動：ｃ→ｂ 

ＳF         

Ｓy  

１回目の荷重Ｆによる挙動 

・ 

２回目以降の荷重Ｆ 

による挙動 

応 
力 

c 

許容状態Ｄ 
の制限 

a 

b 

 0 
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重大事故シーケンスにおける主要な重大事故等対処施設 

 

防護対象 重大事故シーケンス 
主要な重大事故等対処施設 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉格納容器 雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）残留

熱代替除去系を使用す

る場合 

 

水素燃焼 

― 低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水槽 

残留熱代替除去系 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬式窒素供給装置 

雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）残留

熱代替除去系を使用し

ない場合 

― 低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水槽 

格納容器フィルタベント系 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

所内常設蓄電式直流電源設備 

高圧溶融物放出／格納

容器雰囲気直接加熱 

 

原子炉圧力容器外の溶

融燃料－冷却材相互作

用 

 

溶融炉心・コンクリー

ト相互作用 

逃がし安全弁 

コリウムシールド 

残留熱代替除去系 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬式窒素供給装置 

 

添付資料１ 
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防護対象 重大事故シーケンス 
主要な重大事故等対処施設 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉圧力容器 高圧・低圧注水機能喪

失 

逃がし安全弁 低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水槽 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

格納容器フィルタベント系 

高圧注水・減圧機能喪

失 

逃がし安全弁 代替自動減圧機能 

全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋ＤＧ

失敗）＋ＨＰＣＳ失敗 

逃がし安全弁 所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋ＤＧ

失敗）＋高圧炉心冷却

失敗 

逃がし安全弁 高圧原子炉代替注水系 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋ＤＧ

失敗）＋直流電源喪失 

逃がし安全弁 高圧原子炉代替注水系 

常設代替直流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋ＤＧ

失敗）＋ＳＲＶ再閉失

敗＋ＨＰＣＳ失敗 

逃がし安全弁 所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

崩壊熱除去機能喪失

（取水機能が喪失した

場合） 

逃がし安全弁 常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

所内常設蓄電式直流電源設備 

崩壊熱除去機能喪失

（残留熱除去系が故障

した場合） 

逃がし安全弁 低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水槽 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

格納容器フィルタベント系 
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防護対象 重大事故シーケンス 
主要な重大事故等対処施設 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器外 

原子炉圧力容器 原子炉停止機能喪失 逃がし安全弁 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

ほう酸水注入系 

LOCA 時注水機能喪失 逃がし安全弁 低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水槽 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

格納容器フィルタベント系 

格納容器バイパス 

（インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡ） 

逃がし安全弁 原子炉建物ブローアウトパネル 

使用済燃料プール 想定事故１ ― ― 

想定事故２ ― ― 

原子炉圧力容器 運転停止中 

崩壊熱除去機能喪失 

逃がし安全弁 ― 

運転停止中 

全交流動力電源喪失 

逃がし安全弁 低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水槽 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

運転停止中 

原子炉冷却材の流出 

― ― 

運転停止中 

反応度の誤投入 

― ― 
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地震動の年超過確率 

 

Ｓ２の発生確率 

５×10－４～10－５/年 

Ｓ１の発生確率 

10－２～５×10－４/年 

添付資料２ 
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事故時荷重の組合せの選定における検討の流れ 

 

（備考）重大事故防止設備（設計基準拡張）は，設計基準事故対処設備として設定されている耐震

重要度分類のクラスに従った耐震評価を実施する。 

独立事象 

従属事象 

ＳＡ荷重と地震の組合せの検討の流れについて 

 
 

・ＳＡ施設の耐震性に対する考え方 １． 

・規制基準における要求事項     ２． 

前提条件 

常設耐震重要重大事故防止設備 

又は，常設重大事故緩和設備 

組み合わせる事象は地震の 

従属事象か，独立事象か？ 

（確定論的な考え方を踏まえ，確
率論的な考察も踏まえて設定） 

当該事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，事象による荷重とＳｓ，Ｓｄい

ずれか適切な地震力と組み合わせて

評価する。（※１） 

当該事象による荷重とＳｓに

よる地震力を組み合わせて評

価する。（※２） 

次項で，施設
ごとの検討
内容を説明 

組み合わせるべき荷重に対する発生値と許容値を比較する。その際に用い

る許容限界としては，以下のとおり。 

運転状態Ⅰ～Ⅳと地震の組合せについては，ＤＢと同じ許容限界とし，Ｓ

Ａ（運転状態Ⅴ）と地震の組合せについては，ＳＡ施設として求められる

機能を維持する観点で，許容応力状態を設定し，具体的な許容限界は，島

根２号炉では，ＤＢの規定と同じ許容限界を適用する。 

3. (2), 

(3) 

3. (1) 

：設計方針 

：方針に基づく検討プロセス 

：方針に基づく検討結果 

青：本資料本文での記載箇所 

〈基本全体フロー〉 

※１：確定論的な考え方，確率論的な考察を踏まえ，ＳＡ等は地震独立事象として取り扱う 

※２：確定論的な考え方，確率論的な考察を踏まえ，ＳＡ等は地震独立事象として取り扱う

ことから，従属事象としては考慮しない 

5.1 

添付資料３ 
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ＳＡ荷重と地震の組合せの検討の流れについて 

 全般施設 

（建物・構築物含む） 

 

ＰＣＶバウンダリを 

構成する設備 

ＲＰＶバウンダリを 

構成する設備 

 4.(2) 4.(2) 4.(2) 

施設分類 

検討内容 施設分類ごとに検討 

手順は 4.(3) 

①ＳＡの 
発生確率 

4.(3)① 

 
②地震動の 
年超過確率
の 
考え方 

4.(3)② 

 ③スクリー
ニングの 
判定基準の 
設定 

4.(3)③ 

④ＳｄとＳｓ 
に組み合わ 
せるＳＡの 
継続時間の 
設定 

4.(3)④ 

5.2.1(1) 5.2.2(1) 5.2.3(1) 

5.2.1(2) 5.2.2(2) 5.2.3(2) 

5.2.1(3) 
5.2.2(3) 

5.2.3(2) 

5.2.1(3) 5.2.2(3) 5.2.3(3) 

荷重の組合せ 
の検討結果 
（④を踏ま 
えて総合的， 
工学的判断） 

4.(3)⑤ 

・ＳＡ発生後の最大荷重
とＳｓによる地震力の
組合せを実施 

・許容限界はⅤASとして，
島根２号炉では，ⅣAS

を適用 

5.2.1(4)，6.1 

・ＳＡ後長期(LL)に生じ

る荷重とＳｓによる地
震力，事象発生後以降
の最大となる荷重と 

Ｓｄによる地震力の
組合せを実施 

・許容限界はⅤASとして，

島根２号炉では，ⅣAS
を適用 

5.2.2(4)，6.2 

・ＳＡ後長期(LL)に生じ

る荷重とＳｓによる
地震力，ＳＡ後長期
(L)に生じる荷重と 

Ｓｄによる地震力の
組合せを実施 

・許容限界はⅤAS とし

て，島根２号炉では，
ⅣAS を適用 

5.2.3(4)，6.3 

③の保守性を見込んだ 10－8/炉年と，①と②の値の積により，組合せの目安 
となる継続時間を判断する。 

事故発生時を基点として，10－2年までの期間を地震荷重との組合せが不要な 

短期（運転状態Ⅴ(S)），弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せが必要な 10－2～ 
２×10－1年を長期(L)（運転状態Ⅴ(L)），基準地震動Ｓｓとの組合せが 

必要な２×10－1年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）とする。 

＜施設共通＞ 

 

 

①と②及びＳＡの継続時間との積で荷重の組合せの判断を行う。そのスクリーニン

グの判断基準を島根２号炉では，ＤＢ施設の設計の際のスクリーニング基準である
10－7/炉年に保守性を見込んだ 10－8/炉年と設定 

＜施設共通＞ 

 

JEAG4601に記載のＳ２，Ｓ１の発生確率をＳｓ，Ｓｄに読み替えて適用 
＜施設共通＞ 

炉心損傷頻度の性能目的値（10－4/炉年）を適用 

＜施設共通＞ 
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建物・構築物のＳＡ施設としての設計の考え方 

 

4 項(2)では建物・構築物を全般施設に分類しており，全般施設はＳＡ条件を考慮し

た設計荷重とＳｓによる地震力を組み合わせることとしている。これは，建物・構築

物のＤＢ施設としての設計の考え方が，機器・配管系のそれと同じであり，ＳＡ施設

としての設計については，建物・構築物，機器・配管系ともにＤＢ施設としての設計

の考え方を踏まえることを基本方針としているからである。 

以下では，建物・構築物のＳＡ施設としての設計の考え方について，ＤＢ施設とし

ての設計の考え方も踏まえ，本文の各項ごとに説明する。 

 

(1) 対象施設とその施設分類(3項(1)に対する考え方) 

『重大事故等対象設備について（補足説明資料）「39条地震による損傷の防止添

付資料－1 重大事故等対処施設の網羅的な整理について」』より抽出したＳＡ施設

の建物・構築物を表 1に示す。これら 12 施設は，Ｓｓによる地震力に対して機能

維持が求められている「常設耐震重要重大事故防止設備」，「常設重大事故緩和設

備」のいずれかに該当するため，荷重の組合せ検討の対象施設である。 

 

表 1 ＳＡ施設（建物・構築物）の施設分類 

ＳＡ施設 

（建物・構築物） 

常設耐震重要 

重大事故防止設備 

常設耐震重要 

重大事故防止設備 

以外の常設重大 

事故防止設備 

常設重大事故 

緩和設備 

燃料プール ○ ― ○ 

低圧原子炉代替注

水槽 
○ ― ○ 

第１ベントフィル

タ格納槽遮蔽 
○ ― ○ 

配管遮蔽 ○ ― ○ 

中央制御室遮蔽 ○ ― ○ 

緊急時対策所遮蔽 ― ― ○ 

取水槽 ― ○ ○ 

取水管 ― ○ ○ 

取水口 ― ○ ○ 

原子炉建物原子炉

棟 
― ― ○ 

非常用ガス処理系

排気管 
― ― ○ 

緊急時対策所用燃

料地下タンク 
○ ― ○ 

 

添付資料４ 
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(2) ＤＢ施設としての設計の考え方 

(a) 新規制基準における要求事項 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」の第４条(地震による損傷の防止)には，建物・構築物，機器・配管系の区分

なく，次の事項が規定されている。 

・設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければな

らない。 

・耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそ

れのある地震による加速度によって作用する地震力(以下「基準地震動による

地震力」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 

 

(b) ＪＥＡＧ４６０１の規定内容(2.3項に対する考え方) 

上記の規制要求を踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１－1987において，建物・構築物に

関する荷重の組合せと許容限界については，以下のように規定されている。 

 

【荷重の組合せ】 

・地震力と常時作用している荷重及び運転時(通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時)に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

・常時作用している荷重，及び事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間

その作用が続く荷重と基準地震動Ｓ1による荷重とを組み合わせる。 

 

【許容限界】 

・基準地震動Ｓ1による地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。た

だし，事故時の荷重と組み合わせる場合には，次項による許容限界を適用する。 

・基準地震動Ｓ2による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物が構造物全体として十分変形能力(ねばり)の余裕を有し，終局耐

力に対して安全余裕をもたせることとする。 

 

ここで，ＪＥＡＧ４６０１－1987における建物・構築物の荷重の組合せは，2.3

項に示す機器・配管系の荷重の組合せと同じ考え方に基づいて設定された結果と

して規定されているものである。 

なお，ＪＥＡＧ４６０１－1987において，機器・配管系では運転状態が定義さ

れているが，建物・構築物については，細かな運転状態を設定する必要がないた

め，運転状態は定義されていない。 
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 (3) ＳＡ施設の荷重の組合せと許容限界の設定方針(3.(3)(4)項に対する考え方) 

ＳＡ施設の建物・構築物における荷重の組合せと許容限界の設定方針は，機器・

配管系と同様，ＪＥＡＧ４６０１－1987 のＤＢ施設に対する規定内容を踏まえ，

以下のとおりとする(建物・構築物では，運転状態及びそれに対応した許容応力状

態が定義されていないことから，機器・配管系とは下線部が異なる)。 

 

【ＳＡ施設(建物・構築物)における設定方針】 

・Ｓｓ，Ｓｄと運転状態の組合せを考慮する。 

・地震の従属事象については，地震との組合せを実施する。ここで，Ｓクラス施

設はＳｓによる地震力に対して，その安全機能が保持できるよう設計されてい

ることから，地震の従属事象としてのＳＡは発生しないこととなる。したがっ

てＳＡは地震の独立事象として取り扱う。 

・地震の独立事象については，事象の発生確率，継続時間及びＳｓ若しくはＳｄ

の年超過確率の積等も考慮し，工学的，総合的に組み合わせるかを判断する。

組み合わせるか否かの判断は，国内外の基準等でスクリーニング基準として参

照されている値，炉心損傷頻度及び格納容器機能喪失頻度の性能目標値に保守

性をもたせた値を目安とし，事象の発生確率，継続時間及びＳｓ若しくはＳｄ

の年超過確率の積との比較等により判断する。 

・また，上記により組合せ不要と判断された場合においても，事故後長期間継続

する荷重とＳｄによる地震力とを組み合わせる。 

・許容限界として，ＤＢ施設のＳｓに対する許容限界に加えて，ＳＡ荷重と地震

力との組合せに対する許容限界(機器・配管系の許容応力状態ⅤAS に相当する

もの)を設定する。ここで，島根２号炉では，ＳＡ荷重と地震力との組合せに

対する許容限界は，ＤＢ施設のＳｓに対する許容限界(建物・構築物が構造物

全体として十分変形能力(ねばり)の余裕を有し，終局耐力に対して安全余裕を

もたせることとする)と同じとする。 

 

 (4) 荷重の組合せと許容限界の検討結果(5.2.1 項に対する考え方) 

5.2.1項の全般施設の検討は，建物・構築物に対しても同様に適用される。すな

わち，各項目に対する考え方は以下のとおりとなる。 

ＳＡの発生確率・・・・・・炉心損傷頻度の性能目標値(10－4/炉年)を設定 

継続時間・・・・・・・・・事故発生時を基点として，10－2年までの期間を地

震荷重との組合せが不要な短期（運転状態Ⅴ(S)），

Ｓｄとの組合せが必要な 10－2～２×10－1 年を長

期(L)（運転状態Ⅴ(L)），Ｓｓとの組合せが必要

な２×10－1年以降を長期(LL)（運転状態Ⅴ(LL)）

とする。 

（建物・構築物について，ＳＡ時の荷重条件を踏  

まえ 5.2.1 項(2)b.の分類を設備ごとに検討した

結果を添付４補足資料－１に示す。) 
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地震動の年超過確率・・・・ＪＥＡＧ４６０１の地震動の発生確率(Ｓｓ:５×

10－4/年以下，Ｓｄ:10－2/年以下)を設定 

 

以上から，機器・配管系と同様，ＳＡの発生確率，継続時間，地震動の年超過

確率の積等を考慮した工学的，総合的な判断として，建物・構築物についても，

ＳＡ荷重とＳｓによる地震力を組み合わせることとする。 

 

(5) ＳＡと地震の組合せに対する許容限界の考え方(6.1項に対する考え方) 

(3)の荷重の組合せ方針から，ＳＡ施設(建物・構築物)の各組合せ条件に対する

許容応力状態をＤＢ施設(建物・構築物)と比較して表 2 に示す。なお，表 2 に示

す荷重の組合せケースのうち，他の組合せケースと同一となる場合，又は他の組

合せケースに包絡される場合は評価を省略することになる。 

 

表 2 荷重の組合せと許容限界 

運転状態 
ＤＢ施設 ＳＡ施設 

備考 
Ｓｄ Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

運転時 
許容 

応力度※1 
終局※2 － 終局※2 ＤＢと同じ許容限界とする。 

ＤＢ事故時 

(長期) 
終局※2 － 終局※2 － ＤＢと同じ許容限界とする。 

ＳＡ事故時 － － － 終局※2 

ＳＡ荷重と地震力との組合せ

に対する許容限界として，島

根２号炉では，終局※2とする。 

※１：許容応力度：安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度 

※２：終局:構造物全体として十分変形能力(ねばり)の余裕を有し，終局耐力に対

して安全余裕を持たせていること 

 

添付４補足資料－２に，地震力と組み合わせる荷重を施設ごとに示す。 

いずれの施設も，ＤＢ事故時（長期）の荷重は，結果的に運転時と同じとなり，

表２における「ＤＢ事故時（長期）＋Ｓｄ」は地震力が大きい「運転時＋Ｓｓ」

に包絡されることになる。 

以上より，建物・構築物は，ＰＣＶ，ＲＰＶ以外の機器・配管系と同様に扱う

ことが可能であり，全般施設に分類することができる。 
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添付４補足資料－１ 

 

ＳＡ施設（建物・構築物）のＳＡ時の条件を踏まえた分類 

ＳＡ施設 

（建物・構築物） 

荷重状態 

の分類※ 
分類の根拠 

燃料プール a(b) 

ＤＢ設計では，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重，水圧）及び運転時にお

いては通常時荷重（温度荷重），異常時荷重

（温度荷重）を考慮している。ＳＡ時には，

ＤＢ条件とは異なる異常時荷重（温度荷重）

が作用する。 

低圧原子炉代替注

水槽 
c 

低圧原子炉代替注水槽については，ＤＢ施

設ではない。 

第１ベントフィル

タ格納槽遮蔽 
c 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽について

は，ＤＢ施設ではない。 

配管遮蔽 c 配管遮蔽については，ＤＢ施設ではない。 

原子炉建物原子炉

棟 

中央制御室遮蔽 

b 

ＤＢ設計では，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重）を考慮している。ＳＡ

時においても，荷重条件は変わらないため，

ＤＢ条件を上回る荷重はない。 

緊急時対策所遮蔽 c 
緊急時対策所遮蔽については，ＤＢ施設で

はない。 

取水槽 

取水管 

取水口 

b 

ＤＢ設計では，地盤内に埋設されている構

造物として，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧，水圧）を考慮して

いる。ＳＡ時においても，地盤内でＤＢ条

件を上回るような事象は発生しないため，

ＤＢ条件を上回る荷重はない。 

非常用ガス処理系

排気管 
b 

ＤＢ設計では，常時作用している荷重（固

定荷重）を考慮している。ＳＡ時において

も，荷重条件は変わらないため，ＤＢ条件

を上回る荷重はない。 

緊急時対策所用燃

料地下タンク 
c 

緊急時対策所用燃料地下タンクについて

は，ＤＢ施設ではない。 

※ 荷重状態の分類 

a：ＳＡ条件がＤＢ条件を超える既設施設 

(a) 新設のＳＡ施設の運転によって，ＤＢ条件を超える既設施設 

(b) ＳＡによる荷重・温度の影響によってＤＢ条件を超える既設施設 

b：ＳＡ条件がＤＢ条件に包絡される既設施設 

c：ＤＢ施設を兼ねないＳＡ施設 
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                          添付４補足資料－２ 

 

建物・構築物において地震力と組み合わせる荷重は補足表 2-1のとおりとなる。 

 

補足表 2-1 ＳＡ施設(建物・構築物)において地震力と組み合わせる荷重 

 
運転時 

ＤＢ事故時 

(長期) 
ＳＡ事故時 

組み合わせる地震力 Ｓｓ Ｓｄ Ｓｓ 

許容限界 終局 終局 終局 

Ｓ
Ａ
施
設
（
建
物
・
構
築
物
） 

燃料プール 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

通常時温度荷重 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

ＤＢ長期温度荷重 

固定荷重 

積載荷重 

水圧 

ＳＡ時温度荷重 

低圧原子炉代替

注水槽 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

第１ベントフィ

ルタ格納槽遮蔽 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

配管遮蔽 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

原子炉建物原子

炉棟 

中央制御室遮蔽 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

緊急時対策所遮

蔽 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

固定荷重 

積載荷重 

取水槽 

取水管 

取水口 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧・水圧 

非常用ガス処理

系排気管 
固定荷重 固定荷重 固定荷重 

緊急時対策所用

燃料地下タンク 

固定荷重 

積載荷重 

土圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧 

固定荷重 

積載荷重 

土圧 

 

ＪＥＡＧ４６０１－1987 では，熱応力の扱いとして，終局状態では「熱応力は

考慮しない」と記載されており，原子炉格納容器底部でない基礎マットや燃料プ

ールの解析例においても，地震時荷重と温度荷重は組み合わされていない(参考資

料〔参考 5〕参照)。これを踏まえ，補足表 2-1 から温度荷重を消去すると全ての

荷重組合せケースにおいて，地震力と組み合わせる荷重は常時作用している荷重

(固定荷重，積載荷重，土圧，水圧)のみとなるため，ＤＢ事故時(Ｓｄとの組合せ)

は運転時(Ｓｓとの組合せ)に包絡され，ＳＡ事故時は運転時と同一となる。 
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対象設備，事故シーケンス，荷重条件の網羅性について 

 

ＳＡ荷重の組合せの検討においては，全ての対象設備，事故シーケンス，荷重条

件等を網羅的に検討している。以下では，それぞれについて，その考え方を説明す

る。 

 

(1) 対象設備 

今回のＳＡ荷重の組合せの検討においては，常設耐震重要重大事故防止設備，

常設重大事故緩和設備を対象とし，全ての対象施設を全般施設，原子炉格納容器

バウンダリを構成する設備(以下「ＰＣＶバウンダリ」という。)，原子炉冷却材

圧力バウンダリを構成する設備(以下「ＲＰＶバウンダリ」という。)のいずれか

に分類している。 

 

 

 

(2) 事故シーケンス 

重大事故等対策の有効性を評価する事故シーケンスグループ等は，本発電用原

子炉施設を対象としたＰＲＡの結果を踏まえて，以下のとおり選定されている。

ここには「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」及び「運

転中の原子炉における重大事故」，並びに「運転停止中の原子炉における重大事

故に至るおそれがある事故」を挙げており，考慮すべき全ての事故シーケンスグ

ループ等を挙げている。 

継続時間の検討に当たっては以下の全ての事故シーケンスグループ等から，Ｄ

Ｂ条件を超える事故シーケンスグループ等を抽出し，その条件を超える時間を継

続時間として設定している。 

また，地震と組み合わせるＳＡ荷重としては，全ての事故シーケンスグループ

等における条件を包絡するよう設定している。 

設置許可基準細則 

第３９条 

施設の扱い ＤＢ施設における 

設置許可基準規則 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＤＢ施設における 

技術基準規則 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

設置許可基準規則 

別記２における分類 
JEAG4601 における 

機器・配管系の設備分類 
 

今回の検討 

における分類 
 

全般設備 

クラスＭＣ容器 

(ＰＣＶバウンダリ) 

 

クラス１設備 
(ＲＰＶバウンダリ) 

クラス１設備 

クラスＭＣ容器 

クラス２,３,４設備 機器・配管系 

建物・構築物 

機器・配管系 

建物・構築物 

技術基準 
規則第５条 

設置許可基準 
規則第４条 

上記以外の 
ＳＡ施設 

ＤＢ施設では 
ないＳＡ施設 

 

常設重大事故 
緩和設備 

常設耐震重要 
重大事故 
防止設備 

添付資料５ 

39-4-96



事故シーケンスグループ等 

「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シーケン

スグループ 

高圧・低圧注水機能喪失 

高圧注水・減圧機能喪失 

全交流動力電源喪失 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失 

 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗 

 ＋ＨＰＣＳ失敗 

崩壊熱除去機能喪失 

 取水機能が喪失した場合 

 残留熱除去系が故障した場合 

原子炉停止機能喪失 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

「運転中の原子炉における重大事故」に係る格納容器破損モード 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 残留熱代替除去系を使用する場合 

 残留熱代替除去系を使用しない場合 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

水素燃焼 

溶融炉心・コンクリート相互作用 

「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に係る事故シー

ケンスグループ 

崩壊熱除去機能喪失 

全交流動力電源喪失 

原子炉冷却材の流出 

反応度の誤投入 
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 (3) 設計条件 

耐震評価における考慮すべき荷重条件と組合せはＪＥＡＧ４６０１・補－1984

より，下表のとおり整理されており，地震荷重以外では，以下の荷重を考慮する

こととされている。 

・自重(Ｄ) 

・圧力による荷重(Ｐ) 

・機械的荷重(自重，地震による荷重を除く。)(Ｍ) 

 

ＳＡ施設における上記の荷重と地震荷重の組合せを，下表のとおり整理する。

ＤＢ施設で考慮する荷重(自重，圧力による荷重，機械的荷重)は全て考慮してい

る。 

 

 施設分類 

(ＳＡ) 

(ＤＢ) 

 

荷重の組合せ 

ＲＰＶ 

ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ 

ＰＣＶ 

ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ 
全般施設 

炉心支持 

構造物 
重大事故等クラス２設備 

クラス 

１設備 

クラス 

ＭＣ設備 

クラス 

２設備 

クラス 

３設備 

クラス 

４配管 
その他 

Ｄ
Ｂ
荷
重
の 

組
合
せ 

Ｄ+Ｐ+Ｍ+Ｓｄ ⅢAS ⅢAS － － － － ⅢAS 

Ｄ+ＰD+ＭD+Ｓｄ － － ⅢAS ⅢAS ⅢAS ⅢAS － 

Ｄ+ＰL+ＭL+Ｓｄ ⅣAS ⅢAS － － － － ⅣAS 

Ｄ+Ｐ+Ｍ+Ｓｓ ⅣAS ⅣAS － － － － ⅣAS 

Ｄ+ＰD+ＭD+Ｓｓ － － ⅣAS ⅣAS － ⅣAS － 

Ｓ
Ａ
荷
重
の 

組
合
せ 

Ｄ+ＰRSA(L)+Ｍ+Ｓｄ ⅤAS※2 － － － － － 

ＳＡ施設

ではない 

Ｄ+ＰRSA(LL)+Ｍ+Ｓｓ ⅤAS※2 － － － － － 

Ｄ+ＰPSA+Ｍ+Ｓｄ － ⅤAS※2 － － － － 

Ｄ+ＰPSA(LL)+Ｍ+Ｓｓ － ⅤAS※2 － － － － 

Ｄ+(ＰD
※1又はＰＳＡの 

厳しい方)+Ｍ+Ｓｓ 
－ － ⅤAS※2 ⅤAS※2 ⅤAS※2 ⅤAS※2 

※１：ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設について考慮する。 

※２：ⅤASの許容限界は，ⅣASと同じものを適用する。 
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【記号の説明】 

Ｄ：自重(ＪＥＡＧ４６０１・補－1984では「死荷重」と記載) 

Ｐ：地震と組み合わせるべき圧力荷重，又は最高使用圧力等 

Ｍ：地震，自重以外で地震と組み合わせるべき機械的荷重，又は設計機械荷重等 

ＰL：ＬＯＣＡ直後を除いてその後に生じる圧力荷重 

ＭL：ＬＯＣＡ直後を除いてその後に生じる自重及び地震荷重以外の機械的荷重 

ＰD：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲがある場合に

はこれを含む)，又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

ＭD：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲがある場合に

はこれを含む)，又は当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＰPSA：原子炉格納容器の重大事故発生後の最大圧力荷重 

ＰPSA(LL)：原子炉格納容器の重大事故における長期的な（長期(LL)）圧力荷重 

ＰRSA(L)：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期的な（長期(L)）圧

力荷重 

ＰRSA(LL)：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期的な（長期(LL)）

圧力荷重 

ＰSA：重大事故における運転状態を考慮して設定した設計圧力による荷重 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力，又は静的地震力 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

ⅣAS：JSME S NC1 の供用状態Ｄ相当の許容応力を基準として，それに地震により

生じる応力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 

ⅤAS：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力を基本として，それに地震により

生じる応力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 

 

【ＪＥＡＧ４６０１・補－1984における記載からの読み替え】 

耐震クラスＡｓ  ⇒耐震クラスＳ 

第１種      ⇒クラス１ 

第２種      ⇒クラスＭＣ 

第３種      ⇒クラス２ 

第４種      ⇒クラス３ 

第５種      ⇒クラス４ 

Ｓ１         ⇒Ｓｄ 

Ｓ２         ⇒Ｓｓ 
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継続時間の検討における対象荷重の網羅性について 

 

(1) はじめに 

ＳＡ施設は，ＳＡ施設としての機能要求を考慮した荷重条件により設計する。ま

た，温度条件についても許容値の数値に影響を与える(温度が高くなると許容値が

小さくなる場合がある)ことから，ＳＡ施設としての温度条件を設定する。 

ＳＡ施設のうち，ＤＢ施設を兼ねるものについては，ＤＢ条件とＳＡ条件の包絡

関係により，実際の設計では，以下のように扱うこととしている。 

 

・ＳＡ時の荷重，温度がＤＢ設計条件を上回る場合 

ＤＢ設計条件とは別に，ＳＡ設計条件を設ける。 

・ＳＡ時の荷重，温度がＤＢ設計条件に包絡される場合(※) 

ＳＡ設計条件はＤＢ設計条件で代表させる。 

※「ＳＡ時の荷重，温度がＤＢ設計条件に包絡される」とは，耐震設計にお

いて考慮する全ての荷重及び温度について，ＳＡを考慮した条件がＤＢ設

計条件に包絡される場合を指す。 

 

以下では，ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設を対象に，ＳＡ荷重と地震荷重の組合せ検

討において，検討対象とすべき荷重が網羅されていることを施設分類(全般施設，

原子炉格納容器バウンダリを構成する設備，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る設備)ごとに示す。 

 

(2) 継続時間の検討で対象とする条件(荷重・温度)の網羅性 

a. 全般施設 

【ＤＢ設計条件とＳＡ設計条件の整理】 

全般施設は原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 (現クラス１機器 

(ＪＥＡＧ４６０１においては，第１種機器))と原子炉格納容器バウンダリを構

成する設備(現クラスＭＣ容器(ＪＥＡＧ４６０１においては，第２種容器))以外

の施設となることから，ＤＢ施設としての設計ではＪＥＡＧ４６０１に記載の

「クラス２，３，４(ＪＥＡＧ４６０１においては第３，４，５種)」及び「その

他」の組合せに基づくことになる。したがって，全般施設は運転状態Ⅰ～Ⅲ※1

を考慮して設定した設計用荷重ＰD，ＭD(以下「ＤＢ設計荷重」という。)及び温

度条件とＳｓを組み合わせている。 

このことから，ＳＡ施設としての設計においては，ＳＡ時の荷重がＤＢ設計荷

重を超える場合は，ＳＡ時の荷重をもとに新たに設定した設計荷重(以下「ＳＡ

設計荷重」という。)とＳｓを組み合わせる。また，ＳＡ時の荷重がＤＢ設計荷

重以下の場合は，ＤＢ設計荷重とＳｓとの組合せの評価で代表させる。温度条件

についても同様に扱う。 

添付資料６ 
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※１：ＥＣＣＳ等については運転状態Ⅳ(L)も含む。その理由は以下のとおり。 

ＥＣＣＳ等については，ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 において，運転状

態Ⅳ(L)に対する許容応力状態がⅠA
＊と定められており，ⅠA

＊の定義として

は，「ＥＣＣＳ等のように運転状態Ⅳ(L)が設計条件となっているものに対

する許容応力状態で許容応力状態ⅠAに準ずる。」とされている。 

つまり，ＥＣＣＳ等については，運転状態Ⅰ～Ⅲだけでなく，運転状態

Ⅳ(L)も設計条件となっており，運転状態Ⅰ～Ⅳ(L)を考慮してＤＢ設計条

件(荷重・温度)を設定している。 

なお，ＪＥＡＧ４６０１においては荷重の組合せの考え方は，運転状態

Ⅰ～ⅢとＳ２を，運転状態Ⅳ(L)とＳ１を組み合わせることとなっているが，

実設計においては，設計用荷重であるＰD，ＭD を用いて設計を行うことか

ら，運転状態Ⅰ～Ⅳ(L)を包絡するようにＰD，ＭDを設定し，それらとＳｓ

を組み合わせている。 

ここで，旧指針においては，Ａｓ，Ａ，Ｂ，Ｃクラスというクラス分類

がなされていたことから，Ａクラスの設備においては，Ｓ２との組合せは

実施せず，Ｓ１との組合せにより設計がなされていた。一方，現在の規制

基準においては，Ａｓ，Ａクラスを統合して，Ｓクラスとし，Ｓｓ，Ｓｄ

双方との組合せで設計することとなっていることから，上述のとおり，ＰD，

ＭDとＳｓの組合せを実施することになる。 

 

【継続時間の検討における対象条件の網羅性】 

ＤＢ設計においてＳｓ，Ｓｄとの組合せを行う荷重，温度条件は，「ＤＢ設計

荷重・温度」の一種類であるため，継続時間としてこの条件を超える時間を検討

している。 

 

添付 6－1表 全般施設の荷重組合せで用いる地震以外の荷重と温度条件 

 Ｓｓ Ｓｄ 

ＤＢ荷重・温度 ＤＢ設計荷重・温度 ＤＢ設計荷重・温度 

ＳＡ荷重・温度 

(ＤＢ設計荷重・温度＜ＳＡ時荷重・温度の場合) 

ＳＡ・短期荷重・温度，ＳＡ長期荷重・温度の 

厳しい方 

 

(ＤＢ設計荷重・温度≧ＳＡ時荷重・温度の場合) 

ＤＢ設計荷重・温度 

－ 

 

39-4-101



b. 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備 

【ＤＢ設計条件とＳＡ設計条件の整理】 

ＤＢ設計での組合せでは，ＪＥＡＧ４６０１に記載のとおり，運転状態Ⅰ～Ⅲ

の荷重はＳｓと組み合わせ，また運転状態Ⅳ(L)の荷重はＳｄと組み合わせてい

る。 

ここで，ＰＣＶの運転状態Ⅰ～Ⅲの荷重・温度は通常運転状態と同じ，また，

運転状態Ⅳ(L)（ＬＯＣＡ後長期間経過した状態）の荷重・温度は，運転状態Ⅰ

～Ⅲの条件よりも厳しい条件となっていることから，ＤＢ設計で考慮している荷

重条件は次の２種類となる。 

・運転状態Ⅰ～Ⅲを踏まえて設定した条件：通常運転時圧力・温度 

・運転状態Ⅳ(L)を踏まえて設定した条件：ＬＯＣＡ後の最大内圧・温度 

以上を踏まえ，ＰＣＶのＳＡ施設としての設計においては，組合せを検討する

条件として，以下の２種類を設定し，それぞれの継続時間を考慮して実際の組合

せを設定している。 

・ＳＡ発生後の最大荷重・温度 

・ＳＡ後の長期(LL)における荷重・温度 

 

【継続時間の検討における対象条件の網羅性】 

ＤＢにおいては，以下の組合せに対する設計を行っている。 

・通常運転時圧力+Ｓｓ 

・ＬＯＣＡ後の最大内圧+Ｓｄ 

ＳＡにおける設計条件(組合せ)は，このＤＢ設計条件への包絡性を踏まえ 

① ＳＡ後の長期(LL)荷重+Ｓｓ 

→Ｓｓには，継続時間を考慮して長期(LL)荷重（2×10－1 年以降）を組み

合わせる。 

② ＳＡ発生後の最大荷重（有効性評価結果の最高圧力・最高温度）＋Ｓｄ 

→Ｓｄには，継続時間を考慮して最大となる荷重（有効性評価結果の最高

圧力・最高温度）を組み合わせる。 

 

添付 6－2表 ＰＣＶの荷重組合せで用いる地震以外の荷重と温度条件 

 Ｓｓ Ｓｄ 

ＤＢ荷重・温度 通常運転時圧力・温度 ＬＯＣＡ後の最大内圧・温度 

ＳＡ荷重・温度 ＳＡ後の長期(LL)圧力・温度 

ＳＡ発生後最大荷重 

（有効性評価結果の最高圧

力・最高温度） 

 

39-4-102



c. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備 

【ＤＢ設計条件とＳＡ設計条件の整理】 

ＤＢ設計での組合せではＪＥＡＧ４６０１に記載のとおり，運転状態Ⅰ～Ⅲの

荷重はＳｓと組合せ，また運転状態Ⅳ(L)の荷重はＳｄと組み合わせている。 

ここで，ＲＰＶの運転状態Ⅰ～Ⅲを踏まえて設定される圧力・温度は運転状態

Ⅱ(全給水流量喪失又はタービントリップ)であり，これは運転状態Ⅳ(L)(ＬＯＣ

Ａ後長期間経過した状態)の圧力・温度より高いため，実際の評価では「全給水

流量喪失又はタービントリップ」による圧力・温度とＳｓ，Ｓｄを組み合わせて

評価している。 

 

以上を踏まえ，ＲＰＶのＳＡ施設としての設計においては，組合せを検討する

荷重として，ＳＡ後長期(L)荷重・温度を設定する。ＳＡにおける設計条件（組

合せ）は，このＤＢ設計条件への包絡性を踏まえＳＡ後の長期(LL)荷重とＳｓ，

ＳＡ後の長期(L)荷重とＳｄを組み合わせる方針とする。 

 

【継続時間の検討における対象条件の網羅性】 

ＤＢにおいては，以下の組合せに対する設計を行っている。 

・全給水流量喪失又はタービントリップ+Ｓｓ 

・全給水流量喪失又はタービントリップ+Ｓｄ 

ＳＡにおける設計条件(組合せ)は，このＤＢ設計条件への包絡性を踏まえ 

① ＳＡ後の長期(LL)荷重+Ｓｓ 

→Ｓｓには，継続時間を考慮して長期(LL)荷重（2×10－1 年以降）を組み

合わせる。 

② ＳＡ後の長期(L)荷重（ＳＡ後の最高圧力・温度）＋Ｓｄ 

→Ｓｄには，継続時間を考慮して長期(L)荷重（10－2～2×10－1年）を組み

合わせる。 

 

添付 6－3表 ＲＰＶの荷重組合せで用いる地震以外の荷重と温度条件 

 Ｓｓ Ｓｄ 

ＤＢ荷重・温度 
「全給水流量喪失又はタービ

ントリップ」による圧力・温度 

「全給水流量喪失又はタービ

ントリップ」による圧力・温度 

ＳＡ荷重・温度 ＳＡ後の長期(LL)圧力・温度 ＳＡ後長期(L)圧力・温度 
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(3) ＪＥＡＧ４６０１のアプローチを用いた検討 

本項では，ＤＢ設備における荷重の組合せ（ＪＥＡＧ４６０１）と今回の検討に

て用いたＳＡ荷重の組合せの考え方を整理する。 

a. ＪＥＡＧ４６０１における荷重の組合せ検討のアプローチ 

① 運転状態の発生確率を設定 

② 地震の発生確率を設定 

③ 「運転状態の発生確率」，「地震の発生確率」，「継続時間」の積が 10-7/炉年

になる継続時間を設定 

④ 10-7/炉年となる継続時間における荷重を，地震と組み合わせる条件とする。 

b. 今回の検討に用いたＳＡ荷重の組合せ検討のアプローチ 

① ＳＡ事象の発生確率を設定 

② 地震の発生確率を設定 

③ 「ＳＡ事象の発生確率」，「地震の発生確率」，「継続時間」の積が 10－8/炉年

になる継続時間を設定 

④ 10-8/炉年となる継続時間における荷重を，地震と組み合わせる条件とする。 

  

以上より，③，④で用いた組合せの判定基準は，今回のＳＡ荷重の組合せの検討

（10－8/炉年）の方が，ＪＥＡＧ４６０１における荷重の組合せ検討（10-7/炉年）の

アプローチよりも，保守的な条件となっている。 

 

(4) まとめ 

以上のとおり，各施設のＳＡ荷重と組合せの検討では，Ｓｓ，ＳｄとＳＡ荷重を

適切に考慮しており，ＪＥＡＧ４６０１における検討アプローチよりも保守的な条

件となっている。 

39-4-104



荷重の組合せ表 

 

(1) 記号の説明 

Ｄ：自重（ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 では「死荷重」と記載） 

ＰD：地震と組み合わせるべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲがある場

合にはこれを含む)，又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による

荷重 

ＰPSA：原子炉格納容器の重大事故発生後の最大圧力荷重 

ＰPSA(L)：原子炉格納容器の重大事故における長期圧力(長期(L)) 

ＰPSA(LL)：原子炉格納容器の重大事故における長期圧力荷重（長期(LL)） 

ＰRSA(L)：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期圧力荷重（長期

(L)） 

ＰRSA(LL)：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期圧力荷重（長期

(LL)） 

ＰSA：重大事故における運転状態を考慮して設定した設計圧力による荷重 

Ｍ ：地震及び死荷重以外で地震と組み合わせるべきプラントの運転状態(冷却材

喪失事故後の状態は除く)で設備に作用している機械的荷重(各運転状態に

おけるＰ及びＭについては，安全側に設定された値(最高使用圧力，設計機

械荷重等)を用いてもよい。) 

ＭD：地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲがある場合

にはこれを含む)，又は当核設備に設計上定められた機械的荷重 

ＴD：設計基準対象施設の耐震設計上の設計温度 

ＴPSA：原子炉格納容器の重大事故発生後の最大温度(最高使用温度を用いてもよ

い。) 

ＴPSA(LL)：原子炉格納容器の重大事故における長期温度(最高使用温度を用いても

よい。) （長期(LL)） 

ＴRSA(L)：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期温度(最高使用温

度を用いてもよい。) （長期(L)） 

ＴRSA(LL)：原子炉冷却材圧力バウンダリの重大事故における長期温度（最高使用

温度を用いてもよい。）（長期（LL）） 

ＴSA：重大事故における運転状態を考慮して設定した設計温度 

Ｔa ：重大事故における施設本体の温度及び施設周囲の雰囲気温度を考慮して設

定した温度 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力，又は静的地震力 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

ⅣAS：JSME S NC1 の供用状態Ｄ相当の許容応力を基準として，それに地震により

生じる応力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 

ⅤAS：運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力を基本として，それに地震によ

り生じる応力に対する特別な応力制限を加えた許容応力状態 

 

添付資料７ 
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(2) 荷重の組合せ表 

施設区分 荷重の組合せ 温度条件 
許容応力

状態 
備考 

原子力格納容器バウンダリを構成する設

備(ＰＣＶバウンダリ) 

Ｄ+ＰPSA+Ｍ+Ｓ

ｄ 
ＴPSA ⅤAS※2 

検討項目 

6.2 Ｄ+ＰPSA(LL)+Ｍ

+Ｓｓ 
ＴPSA(LL) ⅤAS※2 

原子炉格

納容器内

のＳＡ施

設 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リを構成する

設備(ＲＰＶ

バウンダリ) 

施設本体 

Ｄ+ＰRSA(L)+Ｍ+

Ｓｄ 
ＴRSA(L) ⅤAS※2 

検討項目 

6.3 Ｄ+ＰRSA(LL)+Ｍ

+Ｓｓ 
ＴRSA(LL) ⅤAS※2 

支持構造物 

Ｄ+ＰRSA(L)+Ｍ+ 

Ｓｄ 
Ｔa ⅤAS※2 

検討項目 

6.4 Ｄ+ＰRSA(LL)+Ｍ

＋Ｓｓ 
Ｔa ⅤAS※2 

全般施設 

施設本体 

Ｄ+(ＰD
※1 又は

Ｐ SA の厳しい

方)+ＭD+Ｓｓ 

Ｔ D
※ 1 又

はＴSA の

厳しい方 

ⅤAS※2 
検討項目 

6.1 

支持構造物 

Ｄ+(ＰD
※1 又は

Ｐ SA の厳しい

方)+ＭD+Ｓｓ 

Ｔa ⅤAS※2 
検討項目 

6.4 

原子炉格納容器外の全般

施設 

施設本体 

Ｄ+(ＰD
※1 又は

Ｐ SA の厳しい

方)+ＭD+Ｓｓ 

Ｔ D
※ 1 又

はＴSA の

厳しい方 

ⅤAS※2 
検討項目 

6.1 

支持構造物 

Ｄ+(ＰD
※1 又は

Ｐ SA の厳しい

方)+ＭD+Ｓｓ 

Ｔa ⅤAS※2 
検討項目 

6.4 

※1 ＤＢ施設を兼ねるＳＡ施設について考慮する。 

※2 ⅤASの許容限界は，ⅣASと同じものを適用する。 
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重大事故時の荷重条件等の妥当性について 

 

(1) はじめに 

重大事故時の耐震評価においては，地震力と重大事故時の原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ（ＲＰＶ）及び原子炉格納容器（ＰＣＶ）にかかる荷重を組み合わせる場合，

耐震評価に用いる圧力・温度は高い方が評価結果は厳しくなる。したがって，重大

事故時の耐震評価における地震力と組み合わせる荷重条件としては，有効性評価結

果の中から事象発生時のＲＰＶ及びＰＣＶにかかる最高圧力及び最高温度を選定

することとし，全ての事故シーケンスグループ等のうち，ＲＰＶ及びＰＣＶの荷重

が最も厳しくなるものを選定することとした。 

選定した事故シーケンスグループ等の有効性評価では，不確かさの影響評価（別

紙１参照）を行っており，解析コードにおける重要物理現象及び解析条件（初期条

件，事故条件，機器条件）に対して，評価項目となるパラメータに与える不確かさ

の影響について評価している。 

有効性評価における解析条件設定は，解析条件及び解析コードの不確かさを考慮

して，現実的な条件を基本としつつ，原則，評価項目となるパラメータに対して余

裕が小さくなるような設定とすることとしており，（別紙２～別紙４参照），耐震

評価に用いるＲＰＶ及びＰＣＶの荷重条件として，有効性評価結果から得られる最

高圧力・温度を用いることとした。 

また，重大事故時の耐震評価において考慮する水位条件等についても有効性評価

結果を踏まえて設定する。 

重大事故時の耐震評価に用いる荷重条件等について，次項以降に示す。 

 

(2) 耐震評価で用いるＲＰＶの荷重について 

ＲＰＶの圧力・温度が最高となる事故シーケンスは，有効性評価で考慮する全て

の事故シーケンスグループ等のうち，「原子炉停止機能喪失」であり，ＡＴＷＳで

考慮する運転中の異常な過渡変化のうち，過渡事象として主蒸気隔離弁の誤閉止の

発生を仮定するとともに，原子炉自動停止機能が喪失する事象であり，緩和措置が

とられない場合には，原子炉出力が維持されるため，原子炉圧力容器が高温・高圧

状態となる。スクラムを前提とした他の事故シーケンスグループ等と比較し，最も

早く原子炉圧力が上昇する事象である。 

「原子炉停止機能喪失」の炉心損傷防止対策は，主として当該事故の発生防止の

ために代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）を備えており，プラント過渡事象が発生し，

通常のスクラム機能が，電気的な故障により喪失した場合に，後備の手段としてＡ

ＲＩを作動させることにより原子炉停止機能を確保することとなる。有効性評価で

は，このＡＲＩの機能に期待せず，最も厳しい過渡事象として主蒸気隔離弁の閉止

を条件とし，これによる原子炉圧力上昇による反応度投入，また，主蒸気隔離弁の

閉止に伴う給水過熱喪失による反応度投入を評価している。これに対し，原子炉出

力を抑制するための代替原子炉再循環ポンプトリップ機能，運転員による原子炉水

位維持操作（自動減圧系の自動起動阻止含む）及びほう酸水注入系による原子炉未

添付資料８ 
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臨界操作により原子炉を未臨界へ移行させることとなる。重大事故時において，Ｒ

ＰＶの耐震評価で考慮する事故シーケンス選定の考え方を添付 8.1 表に示す。 

選定した事故シーケンス「原子炉停止機能喪失」の過渡応答図を添付 8.1図～8.2

図に示す。原子炉圧力は 10 秒以内に代替原子炉再循環ポンプトリップ機能による

原子炉出力の低下により，耐震設計上の設計圧力である 8.28MPa[gage]を下回って

いる。また，冷却材温度も，原子炉圧力の上昇に伴う飽和蒸気温度の上昇により，

耐震設計上の設計温度をわずかに超過するが，原子炉圧力の低下に伴い，同様に低

下する傾向となる。長期的な観点では，事象発生後 10 秒以降，逃がし安全弁によ

る原子炉圧力制御が行われ，原子炉圧力はほぼ一定で推移する。 

事象発生後 11.6 分で運転員がほう酸水注入系によるほう酸水の注入を開始する

ことにより，原子炉出力は崩壊熱レベルまで速やかに低下する。その後，運転員が

原子炉の減圧，除熱及び残留熱除去系による炉心冷却を行うことにより，低温停止

状態に至る。この事故シーケンスにおけるＳＡ発生後の原子炉の最高圧力，原子炉

冷却材の最高温度を添付 8.2表に示す。 

原子炉停止機能喪失の有効性評価における解析条件設定は，解析条件及び解析コ

ードの不確かさを考慮して，現実的な条件を基本としつつ，原則，評価項目となる

パラメータに対して余裕が小さくなるような設定とすることとしている。また，不

確かさの影響評価を行っており，その場合の圧力・温度は添付 8.2 表に示す評価結

果より高くなる。しかしながら，短期荷重の継続時間として考慮する時間設定とし

て，事象発生後に低温停止状態に至る時間を包絡するものとしているため，結果と

して不確かさの重畳の影響はない。 

以上より，事象発生直後の圧力上昇以降，ＲＰＶの圧力・温度は，ＤＢ施設の耐

震設計上の設計圧力・温度を十分に下回る。 

 

添付 8.1表 ＲＰＶの耐震評価で考慮する事故シーケンス選定の考え方 

事故シーケンスと 

選定の考え方 
条件設定の考え方 

原子炉停止機能喪失 

（全事故シーケンスのうち，原子

炉の荷重が最も厳しくなる事故

シーケンスを選定） 

原子炉熱出力，原子炉圧力，炉心流量，給水温度は，最確条件を使

用するが，本事故シーケンスの事象進展に最も影響の大きい，主蒸

気隔離弁の誤閉止を過渡事象として選定するとともに核データ（動

的ボイド係数・動的ドップラ係数）を反応度印加割合が大きくなる

ような保守的な条件として設定している。 

 

 

添付 8.2表 ＲＰＶのＳＡ時の圧力・温度（有効性評価結果） 

 原子炉停止機能喪失 ＤＢ条件 

最高圧力 約 8.98MPa[gage] 8.28MPa[gage] 

最高温度 約 304℃ 298℃ 
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添付 8.1 図 原子炉停止機能喪失に中性子束の時間変化 

（事象発生から50分後まで） 

 

 

添付8.2図 原子炉停止機能喪失における原子炉圧力，原子炉水位（シュラウド外水

位）の時間変化（事象発生から50分後まで） 
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(3) 耐震評価で用いるＰＣＶの荷重について 

原子炉格納容器の荷重条件が最も厳しくなるという点で，最高使用圧力・温度を

超え，さらに継続期間の長い事故シーケンスグループ等を抽出することを目的に，

事故発生後 10-2年（約 3.5日後）以内及び事象発生後 10-2年（約 3.5日後）の圧力・

温度が最も高い事故シーケンスグループ等を抽出した結果，以下の事故シーケンス

が挙げられる。 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除

去系を使用する場合） 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除

去系を使用しない場合） 

なお，有効性評価においては，いずれの事故シーケンスグループ等においても，

事象発生後 10－２年（約 3.5日後）までに格納容器フィルタベント系又は原子炉補機

代替冷却系を用いた残留熱除去系による除熱機能が確保され，格納容器の圧力・温

度条件は最高使用圧力・温度以下に維持される。10－２年（約 3.5 日後）以降の格納

容器圧力については，格納容器内の水素燃焼を防止する観点から原子炉格納容器内

への窒素注入を実施する運用としていることから，一時的に格納容器圧力が最高使

用圧力以下の範囲で圧力上昇する期間が生じるが，上記の除熱機能により，最高使

用圧力以下に抑えられる。 

したがって， 10－２年（約 3.5 日後）以内の温度及び最高使用圧力に基づき，事

故シーケンスグループ等を選定することは妥当である。 

なお，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外の溶

融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」は同じ事故シ

ーケンスにより格納容器破損モードの評価を行っている。これら格納容器破損モー

ドを評価する際には，原子炉圧力容器破損に至るまで炉心損傷を進展させ，その後

に生じうる格納容器破損モードに対する有効性を確認する必要があるため，解析の

前提として，重大事故等対処設備として整備した原子炉への注水機能は使用しない

との前提で評価することで，各々の格納容器破損モードに対して厳しい条件となる

よう保守的な条件設定を行っており，他の事故シーケンス等と比較して前提条件が

異なる（本来は，高圧原子炉代替注水系により炉心損傷回避が可能な事故シーケン

ス）。一方，原子炉格納容器に対する静的な過圧・過温に対する長期の頑健性を確

認するうえでは，原子炉格納容器圧力及び温度は原子炉停止後の崩壊熱と除熱能力

の関係が支配的な要素であることから，「運転中の原子炉における重大事故」に係

る格納容器破損モードとして参照する事故シナリオとして，雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）を代表シナリオとすることは，原子炉圧力

容器破損後のシナリオも考慮していることと等しい。 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）（残留熱代替除去系を使用する場合）」及び「雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」では，大

破断ＬＯＣＡが発生し，流出した原子炉冷却材及び溶融炉心の崩壊熱等の熱によっ
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て発生した水蒸気，炉心損傷に伴うジルコニウム－水反応によって発生した非凝縮

性ガスなどの蓄積により，原子炉格納容器の雰囲気圧力・温度が上昇することにな

る。重大事故時において，ＰＣＶの耐震評価で考慮する事故シーケンス選定の考え

方を添付 8.3表に示す。 

選定した２つの事故シーケンスグループ等について，格納容器圧力及び温度の解

析結果を添付 8.3 図～8.10 図に示す。ＳＡ発生後 10－２年（約 3.5 日後）までに，

原子炉格納容器の圧力及び温度はそれぞれ最高圧力及び最高温度となり，10－２年

（約 3.5日後）以降は，格納容器フィルタベント系又は原子炉補機代替冷却系を用

いた残留熱代替除去系による除熱機能が確保され，最高使用圧力・温度以下に維持

される。残留熱代替除去系を使用する場合における 10－２年（約 3.5 日後）以降の格

納容器圧力については，格納容器内の水素燃焼の防止のため格納容器内への窒素封

入を実施する運用としていることから，一時的に上昇する期間があるが，上記の除

熱機能により最高使用圧力以下に抑えられる。上記の２つの事故シーケンスグルー

プ等における，ＳＡ発生後のＰＣＶの圧力及び温度を添付 8.4表に示す。 

なお，上記の２つの事故シーケンスグループ等の有効性評価では，不確かさの影

響評価を行っており，解析コードにおける重要物理現象及び解析条件（初期条件，

事故条件，機器条件）に対して，評価項目となるパラメータに与える不確かさの影

響について評価している。 

有効性評価における解析条件設定は，解析条件及び解析コードの不確かさを考慮

して，現実的な条件を基本としつつ，原則，評価項目となるパラメータに対して余

裕が小さくなるような設定とすることとしており，また，解析条件や解析コードの

不確かさについては，極端な条件設定とすることは現実的ではないと考えられる。

しかしながら，格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）に

おいて，格納容器圧力の上昇の速度が遅く格納容器スプレイ流量が抑制できるなど，

格納容器フィルタベント系の使用タイミングが遅くなる可能性があることや，格納

容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合）において，重大事故が発

生して 10 時間後から残留熱代替除去系を使用することを想定しているが，準備時

間の遅れ等により残留熱代替除去系の使用開始が遅くなりＰＣＶ圧力が上昇する

可能性がある等，ＳＡ発生後 10－２年以上 2×10－１年未満の期間にＰＣＶの耐震評価

と組み合わせる荷重には不確かさが想定される。 

上記を踏まえると，ＳＡ発生後 10－２年以上 2×10－１年未満の期間における荷重は，

事象進展に応じて変動する可能性があることから，包絡的な荷重条件を耐震評価に

用いるため，添付 8.4表において事象発生後の最大値である，有効性評価結果の最

高圧力・最高温度をＳｄと組み合わせる。 

添付 8.4 表の 2×10-１年後におけるＰＣＶ圧力は，格納容器過圧・過温破損（残

留熱代替除去系を使用する場合）の方が高く，温度は，格納容器過圧・過温破損(残

留熱代替除去系を使用しない場合)の方が高い結果となっており，いずれの事故シ

ーケンスも荷重条件として厳しい側面を持っている。ただし，除熱機能の確保は，

ＳＡ設備である残留熱代替除去系の確保を優先に行うことから，格納容器過圧・過

温破損(残留熱代替除去系を使用しない場合)においても，ベントの停止判断基準が
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整えば，格納容器除熱手段を切り替えることでＰＣＶ温度を低下させることが可能

である。これに加えて，その他の格納容器除熱手段に期待することができる。一例

として，格納容器過圧・過温破損(残留熱代替除去系を使用しない場合)において，

事象発生から約 30 日後に可搬型格納容器除熱系に切り替えた場合のＰＣＶ温度の

推移を添付 8.11 図に示す。可搬型格納容器除熱系に切り替えた以降は，ＰＣＶ温

度は緩やかに低下し，低下傾向が継続する。このように，2×10-１年後におけるＰＣ

Ｖ温度は，格納容器過圧・過温破損(残留熱代替除去系を使用しない場合)において

も，格納容器除熱手段を切り替えることで，格納容器過圧・過温破損(残留熱代替

除去系を使用する場合)と同様の傾向となる。 

以上のことから，ＳＡ発生後 2×10－１年以降の期間において組み合わせる荷重と

しては，格納容器過圧・過温破損(残留熱代替除去系を使用する場合)の 2×10－１年

以降の最高圧力・最高温度をＳｓと組み合わせる。 

 

添付 8.3表 ＰＣＶの耐震評価で考慮する事故シーケンス選定の考え方 

事故シーケンスと 

選定の考え方 
条件設定の考え方 

格納容器過圧・過温破損 

（全事故シーケンスのうち，格納

容器の荷重が最も厳しくなる事

故シーケンスを選定） 

格納容器空間部容積は設計値を，サプレッション・プール水位，初

期格納容器温度は，最確条件を使用するが，格納容器圧力・温度に

対して最も影響の大きい条件である崩壊熱及び外部水源の温度に

ついては，保守的な条件として設定している。 

 

 

添付8.4表 ＰＣＶのＳＡ時の圧力・温度（有効性評価結果） 

 格納容器過圧・過温破損 

(残留熱代替除去系を使用する場合) 

格納容器過圧・過温破損 

(残留熱代替除去系を使用しない場合) 

圧力 温度 圧力 温度 

ＳＡ事象発生

後の最大値 
約 427kPa[gage] 約 181℃※１ 約 659kPa[gage] 約 181℃※１ 

10-2年後 約 317kPa[gage] 約 131℃※２ 約 109kPa[gage] 約 144℃※３ 

２×10-1年後 約 372kPa[gage] 約 62℃※２ 約 26kPa[gage] 約 113℃※３ 

※１：原子炉格納容器バウンダリにかかる温度（壁面温度） 

※２：サプレッション・チェンバの温度 

※３：ドライウェル気相温度 
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添付8.3図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合） 

における格納容器圧力の推移 

 

 

添付8.4図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合） 

における格納容器温度（気相部）の推移 
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添付8.5図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合） 

における格納容器圧力の推移 

 

 

添付8.6図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合） 

における格納容器温度（気相部）の推移 
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添付 8.7図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合） 

における格納容器圧力の推移（長期間解析） 

 

 
添付 8.8図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合） 

における格納容器温度（気相部）の推移（長期間解析） 
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添付 8.9図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合） 

における格納容器圧力の推移（長期間解析） 

 

  

添付 8.10図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）

における格納容器温度（気相部）の推移（長期間解析） 
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添付 8.11図 格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）

において，可搬型格納容器除熱系に切り替えた場合の格納容器温度の推移 

 

 

(4) 地震応答解析モデルの水位条件等について 

重大事故時の耐震評価において考慮する，地震応答解析モデルの水位条件等の考

え方を以下に示す。 

ＲＰＶでは，耐震評価上，重心位置が高い方が地震時の荷重が大きくなる傾向が

あることから，重大事故時における原子炉圧力容器の水位及び燃料状態としては，

冷却材喪失や燃料破損等の状態を考慮せず，ＤＢ時の地震応答解析モデルに考慮さ

れている諸元を適用する。 

ＰＣＶでは，耐震評価上，水位が高い方が地震時の荷重が大きくなる傾向がある

ことから，ＳＡ発生後 10－２年以上 2×10－１年未満の期間に組み合わせる水位条件

としては，事象初期の不確かさ等を考慮して，有効性評価結果の最大値を包絡する

サプレッション・プール水位（約 5.05m）を用いる。また，ＳＡ発生後，外部水源

を用いた注水等によりサプレッション・プール水位が一度上昇すると，長期的にも

水位が低下しない可能性があることから，ＳＡ発生後 2×10－１年以降において組み

合わせるサプレッション・プール水位としても上記の水位（約 5.05m）を用いる。 

原子炉建物の剛性については，コンクリート温度が 100℃を超える高温環境にな

った場合，コンクリート水分逸散による剛性低下が考えられるため，重大事故時の

格納容器温度を考慮し，原子炉建物の剛性を低下させた場合の影響を検討する。 

重大事故時を考慮した地震応答解析モデルにおける水位条件等の考え方を添付

8.5表に示す。また，重大事故時のサプレッション・プールの水位と耐震評価に用

いる水位との関係を添付 8.12図に示す。 
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添付 8.5表 重大事故時を考慮した地震応答解析モデルの水位条件等の考え方 

 条件 
事故シーケンスと 

選定の考え方 
条件設定の考え方 

ＲＰＶ 水位 

（質量） 

全事故シーケンス 

（重心位置が高くなる

ように水位等を選定） 

重大事故時の原子炉圧力容器のモデル化におい

ては，耐震評価上，重心位置が高い方が地震時の

荷重が大きくなる傾向があることから，重大事故

時における原子炉圧力容器の水位及び燃料状態

としては，冷却材喪失や燃料破損等の状態を考慮

せず，ＤＢ時の地震応答解析モデルに考慮されて

いる諸元を適用する。 

ＰＣＶ 水位 

（質量） 

格納容器過圧・過温破損 

（全事故シーケンスの

うち，格納容器水位が最

も厳しくなる事故シー

ケンスを選定） 

重大事故時の原子炉格納容器のモデル化におい

ては，耐震評価上，水位が高い方が地震時の荷重

が大きくなる傾向があることから，重大事故時に

おけるサプレッション・プール水位としては，以

下の事故シーケンスを考慮し，ダウンカマ取付け

部下端位置（約 5.05m）を用いる。 

・格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系

を使用しない場合）（２Pd に到達するまで

に操作を実施しなかった場合（大破断ＬＯＣ

Ａ発生時））で約 5.03m 

 

重大事故時におけるドライウェルの水位として

は，ドライウェル床面＋約１m（ベント開口下端

位置）の水位が形成されることの影響を検討す

る。 

原子炉 

建物 

（ 原 子

炉 本 体

の 基 礎

を含む） 

剛性 格納容器過圧・過温破損 

（全事故シーケンスの

うち，格納容器温度が最

も厳しくなる事故シー

ケンスを選定） 

コンクリート温度が 100℃を超える高温環境に

なった場合，コンクリート水分逸散による剛性低

下が考えられるため，重大事故時の格納容器温度

を考慮し，原子炉建物の剛性を低下させた場合の

影響を検討する。 

なお，原子炉本体の基礎のコンクリートが鋼板で

覆われているため，影響が小さいと考えられる

が，念のため，格納容器温度を考慮し，原子炉本

体の基礎の剛性を低下させる。 

 

サプレッション・プール水位

水位 水量 位置 事故シーケンス等

約4,580m3
ダウンカマ取付け
部下端位置

SAの耐震評価(Ss，Sd)に用いる水位※1

DBの耐震評価(Ss，Sd)に用いる水位※2

約4,550m3 ―
格納容器過圧・過温破損
残留熱代替除去系を使用しない場合
（不確かさケース：２Pdに到達）

約4,410m3
真空破壊弁下端位
置 －0.4m

格納容器過圧・過温破損
残留熱代替除去系を使用しない場合
（ベースケース）

約3,390m3 ―
格納容器過圧・過温破損
残留熱代替除去系を使用する場合

約3,010m3
通常運転範囲の上
限値（H.W.L）

―

※1 SA時の耐震評価にてSsと組み合わせるサプレッション・プール水位を約４mから約5.05mに変更
※2 SA時と同様にDB時の耐震評価に用いるサプレッション・プール水位を約3.7mから約5.05mに変更

サプレッション・プール水位とSA時の耐震評価に用いる水位

約5.05m

約5.03m

約4.9m

約４m

約3.7m

 

添付 8.12図 重大事故時のサプレッション・プール水位と耐震評価に用いる水位との

関係 
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６因子に分解した要因分析※１ 

解析条件（操作条件） 

解析条件（操作条件）の不確かさ 

 

評価項目となるパラメータ 

に対して余裕が大きくなる 

方向か？※２ 

評価項目となるパラメータ 
に与える影響 

解析条件（初期条件，事故条 

件及び機器条件）の不確かさ 

解析コードにおける 

重要現象の不確かさ 

運転員等操作時間 
に与える影響 

訓練実績等 

 

定量的な方法により影響がな

いことを容易に判断 

できるか？※２ 

 

解析条件のうち操作条件か？ 

感度解析により影響を確認 
操作開始時間の遅れを考慮した

条件を設定し感度解析を実施 

操作遅れ等を考慮した 
時間余裕の把握 

 

操作時間余裕はおおむね 

１時間以上か？ 

 
定量的な方法により影響がな

いことを容易に判断 

できるか？ 

定性的な考察により 

影響を確認する 

解析結果等を用いて，

影響の程度を確認する 

比較 

Yes 

Yes 

Yes Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

 

解析上の操作時間 

解析条件(初期条件，事故条件)の不確かさの場合 

① 最確条件※３が解析条件に包含されるもの 

⇒定性的に影響がないことを確認 

※３ プラントパラメー
タの最確条件には実測
値（実績値）を，機器
の最確条件には設計値
を用いる 

解析結果 

最確条件 

※１ 操作の不確かさの要因を以下の 

  ６因子に分解して運転員等操作時間に 

与える影響を分析 

  ・認知 

  ・要員配置 

  ・移動 

  ・操作所要時間 

  ・他の並列操作有無 

  ・操作の確実さ 
 

定性的な考察により 

影響を確認する 

解析結果等を用いて，

影響の程度を確認する 

解析コードにおける重要現象の不確かさの場合 解析条件(操作条件)の不確かさの場合 

※２ 評価項目となるパラメータに対する影響評価の考え方 

① 真値が解析結果に包含されるもの 

⇒定性的に影響がないことを確認 

② 真値が解析結果に包含されないもの 

⇒定量的に影響を確認又は 

感度解析にて影響を確認 

① 解析上の操作時間の余裕があるもの 

⇒定性的に影響がないことを確認 

② 解析上の操作時間の余裕がないもの 

⇒定量的に影響を確認 

又は感度解析にて影響を確認 

② 最確条件が解析条件に対して正負の値を 

取るもの 

⇒厳しい側において定量的に影響を確認 

又は感度解析にて影響を確認 

真値 

解析結果 

解析結果 

真値 

最確条件 
実際の操作時間 

解析上の操作時間 

実際の操作時間 

解析条件 

別紙１ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価フロー 
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要
解
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件
（
原
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炉
停
止
機
能
喪
失
）（

１
／
５

）
 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
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件
設
定
の
考
え
方
 

解
析

コ
ー
ド
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ラ
ン
ト
動
特
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：

Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｙ
 

－
 

初 期 条 件 

原
子
炉
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出
力
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定
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熱
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し
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設
定
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圧
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設
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設
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び
MO
X燃

料
22
8
 体

を
装
荷
し
た
平
衡
サ
イ
ク
ル
末
期
を
設
定
 

核
デ
ー
タ

（
動
的
ボ
イ
ド
係
数
）
 

９
×

９
 燃

料
（

Ａ
型

）
及

び
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 燃
料

22
8 
体

を
装

荷
し

た
平

衡
サ

イ
ク

ル
末

期
時

点
を

1.
25

×
1.
02
 
倍

し

た
値
 

核
デ
ー
タ
（
動
的
ド
ッ
プ
ラ
係
数
） 

９
×

９
 燃

料
（

Ａ
型

）
及

び
Ｍ

Ｏ
Ｘ

 燃
料

22
8 
体

を
装

荷
し

た
平

衡
サ

イ
ク

ル
末

期
時

点
を

0.
9×

0.
99
 
倍
し

た

値
 

格
納
容
器

空
間
容
積
（
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
）
 

7,
90
0m

3  
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
内
体
積
の
設
計
値
（
内
部
機
器
及
び
構
造
物
の
体
積
を
除

い
た
値
）
を
設
定
 

格
納
容
器

空
間
容
積
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
）
 

空
間
部
：

4,
70
0m

3  

液
相
部
：

2,
80
0m

3  

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
内
体
積
の
設
計
値
（
内
部
機
器
及
び
構
造

物
の
体
積
を
除
い
た
値
）
を
設
定
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温

度
 

35
℃
 

通
常
運
転
時
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
の
上
限
値
と
し
て
設

定
 

格
納
容
器

圧
力
 

５
kP

a[
ga
ge
] 

通
常
運
転
時
の
格
納
容
器
圧
力
と
し
て
設
定
 

別
紙
２
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主
要
解
析
条
件
（
原
子
炉
停
止
機
能
喪
失
）（

２
／
５

）
 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件 

起
因
事
象
 

主
蒸
気
隔
離
弁
の
誤
閉
止
 

炉
心
へ
の

反
応
度
印
加
の
観
点
で
厳
し
い
過
渡
事
象
と
し
て
設
定
 

安
全
機
能

等
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定
 

原
子
炉
停
止
機
能
喪
失
 

手
動
で
の
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
失
敗
 

Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備
（
代
替
制
御
棒
挿
入
機
能
）

作
動
失
敗
 

バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
も
含
め
た

す
べ
て
の
制
御
棒
挿
入
機
能
の
喪
失
を
設
定
 

評
価
対
象

と
す
る
炉
心
の
状
態
 

９
×
９
 燃

料
（
Ａ
型
）
及
び
Ｍ
Ｏ
Ｘ
 燃

料
22
8 

体
を
装
荷
し
た
平
衡
サ
イ
ク
ル
末
期
 

サ
イ

ク
ル

初
期

に
比

べ
て
ボ
イ

ド
反

応
度

印
加
割

合
が
大
き

く
，

保
守

的

な
評
価
と

な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
設
定
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
あ
り
 

外
部

電
源

が
あ

る
場

合
，
再
循

環
ポ

ン
プ

は
事
象

発
生
と
同

時
に

ト
リ

ッ

プ
せ

ず
，

原
子

炉
出

力
は
高
く

維
持

さ
れ

る
こ
と

か
ら
，
燃

料
被

覆
管

温

度
，

格
納

容
器

圧
力

及
び
サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水
温

度
上

昇
の

観

点
で
事
象

進
展
が
厳
し
く
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
設
定
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件 

原
子
炉
ス

ク
ラ
ム
信
号
 

主
蒸
気
隔
離
弁
閉
 

－
 

主
蒸
気
隔

離
弁
閉
止
に
要
す
る
時
間
 

３
秒
 

設
計
上
の

下
限
値
（
最
も
短
い
時
間
）
と
し
て
設
定
 

Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ

緩
和
設
備
（
代
替
原
子
炉
再
循
環

ポ
ン
プ
ト

リ
ッ
プ
機
能
）
 

原
子
炉
圧
力
高
（
7.
41
MP
a 

[g
ag
e]
）
信
号
に

よ
り
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
 

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和

設
備

（
代
替
原

子
炉

再
循

環
ポ
ン

プ
ト
リ
ッ

プ
機

能
）

の

設
計
値
と

し
て
設
定
 

逃
が
し
安

全
弁
 

逃
が
し
弁
機
能
 

7.
58
MP
a[
ga
ge
]×

２
個
，
36
7t
/h
/個

 

7.
65
MP
a[
ga
ge
]×

３
個
，
37
0t
/h
/個

 

7.
72
MP
a[
ga
ge
]×

３
個
，
37
3t
/h
/個

 

7.
79
MP
a[
ga
ge
]×

４
個
，
37
7t
/h
/個

 

逃
が
し
安

全
弁
の
逃
が
し
弁
機
能
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

自
動
減

圧
ロ
ジ

ッ
ク

に
よ

る
自

動
減

圧
機
能

付

き
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
原
子
炉
急
速
減
圧
 

作
動
時
間
：
格
納
容
器
圧
力
高
 

（
13
.7
kP
a[
ga
ge
]）

及
び
原
子
炉
水
位
低
（
レ

ベ
ル
１
）
到
達
か
ら

12
0
秒
後
 

逃
が
し
安

全
弁
の
自
動
減
圧
機
能
の
設
計
値
と
し
て
設
定
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主
要
解
析
条
件
（
原
子
炉
停
止
機
能
喪
失
）（

３
／
５

）
 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件 

電
動
機
駆

動
給
水
ポ
ン
プ
 

・
主
蒸
気
隔
離
弁
の
閉
止
に
よ
り
タ
ー
ビ
ン
駆
動
給
水

ポ
ン
プ
が
ト
リ
ッ
プ
し
た
後
，電

動
機
駆
動
給
水
ポ

ン
プ
が
自
動
起
動
す
る
も
の
と
す
る
。
 

・
復
水
器
ホ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
水
位
の
低
下
に
よ
り
電
動
機

駆
動
給
水
ポ
ン
プ
が
ト
リ
ッ
プ
 

電
動
機
駆
動
給
水
ポ
ン
プ
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

原
子
炉
隔

離
時
冷
却
系
 

・
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
２
）
信
号
に
よ
っ
て
自
動

起
動
 

・
注
水
遅
れ
時
間

30
秒
 

・
注
水
流
量

91
m3
/h
（
8.
21
～
0.
74
MP
a[
di
f]

に
お
い

て
），

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

10
0℃

到
達
後
は
停
止
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

        

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
 

・
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
１

Ｈ
）
又
は
格
納
容
器
圧

力
高
（
13
.7
kP
a〔

ga
ge
〕）

信
号
に
よ
っ
て
自
動
起

動
 

・
注
水
遅
れ
時
間

1
7
秒
（
設
計
値
の

30
秒
か
ら
Ｄ
／

Ｇ
の
起
動
遅
れ

13
秒
を
除
い
た
値
）
 

・
注
水
流
量

31
8 
～
1,
05
0m

3 /
h 

（
8.

14
～

1.
38
M
Pa
[d
if
]に

お
い
て
）
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

        

ほ
う
酸
水

注
入
系
 

・
注
水
流
量

16
2L
/分

 

・
ほ
う
酸
濃
度

13
.4
wt
％
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

残
留
熱
除

去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー
ル
水

冷
却
モ
ー
ド
）
 

熱
交

換
器

１
基

あ
た

り
約

９
Ｍ

Ｗ
（

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

52
℃
，
海
水
温
度

30
℃
に
お
い

て
）
 

残
留
熱
除
去
系
の
設
計
値

と
し
て
設
定
 

0
.
0
 

2
.
0
 

4
.
0
 

6
.
0
 

8
.
0
 

1
0
.
0 

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

原子炉圧力（MPa[dif]）

流
量
（

m3
/h

）

 

0
.
0
 

2
.
0
 

4
.
0
 

6
.
0
 

8
.
0
 

1
0
.
0 

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

原子炉圧力（MPa[dif]）

流
量
（

m3
/h

）
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主
要
解
析
条
件
（
原
子
炉
停
止
機
能
喪
失
）（

４
／
５

）
 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 

操 作 条 件 

自
動
減
圧
系
の
自
動
起
動
阻
止
操
作
 

事
象
発
生
５
分
後
 

原
子

炉
停

止
機

能
喪
失

の
確
認

及
び
自

動
減

圧
系
等

の
起
動

阻
止
に

要
す

る

時
間
を
考
慮
し
た
値
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
運
転
操
作
 

事
象
発
生

11
.6

分
後
 

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
の
失

敗
を
確

認
し
た

後
か

ら
，
運

転
員
の

操
作
余

裕
と

し

て
10

分
を
考
慮
し
た
値
 

残
留

熱
除

去
系

（
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・

プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
（
２
系
統
））

運

転
操
作
 

事
象
発
生

11
.6

分
後
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水

温
度
高

（
4
9℃

）
到

達
か
ら

，
運
転

員
の
操

作
余
裕
と
し
て

10
分
を
考
慮
し
た
値
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主
要
解
析
条
件
（
原
子
炉
停
止
機
能
喪
失
）（

５
／
５

）
 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

解
析
コ
ー
ド
 

ホ
ッ
ト
バ
ン
ド
ル
解
析
：
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｔ
 

－
 

初 期 条 件 

燃
料
 

９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
 

９
×
９
燃
料

（
Ａ
型
），

９
×
９
燃
料
（
Ｂ
型
），

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
熱
水
力
特

性
は
ほ
ぼ
同

等
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
代
表
的
に

９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
を
設

定
 

最
小
限
界

出
力
比
（
MC
PR
）
 

1.
25
 

通
常
運
転
時

（
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
を
装
荷
し
た
サ
イ
ク
ル
以
降
に
お
け
る
サ
イ
ク

ル
初

期
か

ら
，

サ
イ

ク
ル

末
期

よ
り

さ
か

の
ぼ

っ
て

炉
心

平
均

燃
焼

度
で

2,
00
0M
Wd
/t

手
前
ま
で
の
期
間
）
の
熱
的
制
限
値
を
設
定
 

燃
料
棒
最

大
線
出
力
密
度
（
ML
HG
R）

 
44
.0
kW
/m
 

通
常
運
転
時
の
熱
的
制
限
値
を
設
定
 

BT
判
定
（
時
刻
）
 

GE
XL

相
関
式
 

－
 

BT
後
の
被
覆
管
表
面
熱
伝
達
率
 

修
正

Do
ug
al
l-
Ro
hs
en
ow

式
 

－
 

リ
ウ
ェ
ッ
ト
相
関
式
 

日
本
原
子
力
学
会
標
準
「
Ｂ
Ｗ
Ｒ
に
お
け
る
過

渡
的

な
沸

騰
遷

移
後

の
燃

料
健

全
性

評
価

基

準
：
20
03
」
に
お
け
る
相
関
式

2 

－
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
す
る
場
合
）

（
１
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

解
析
コ
ー
ド
 

Ｍ
Ａ
Ａ
Ｐ
 

－
 

初 期 条 件 

原
子
炉
熱
出
力
 

2,
43
6M
W 

定
格
原
子
炉
熱
出
力
と
し
て
設
定
 

原
子
炉
圧
力
 

6.
93
MP
a[
ga
g
e]
 

定
格
原
子
炉
圧
力
と
し
て
設
定
 

原
子
炉
水
位
 

通
常
水
位
 

（
気
水
分
離
器
下
端
か
ら
+8
3
㎝
）
 

通
常
運
転
時
の
原
子
炉
水
位
と
し
て
設
定
 

炉
心
流
量
 

35
.6
×
10

3 t
/h
 

定
格
炉
心
流
量
と
し
て
設
定
 

燃
料
 

９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
 

９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
），

９
×
９
燃
料
（
Ｂ
型
）
は
熱
水
力
的
な
特
性
は
同
等
で
あ
り
，

そ
の
相
違
は
燃
料
棒
最
大
線
出
力
密
度
の
保
守
性
に
包
絡
さ
れ
る
こ
と
，
ま
た
，
９

×
９
燃
料
の
方
が
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
よ
り
も

崩
壊
熱
が
大
き
く
，
燃
料
被
覆
管
温
度
上
昇

の
観
点
で
厳
し
い
た
め
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
評
価
は
９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
の
評
価
に

包
絡
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
，
代
表
的
に
９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
を
設
定
 

原
子
炉
停
止
後
の
崩
壊
熱
 

AN
SI
/A
NS
-5
.
1-
19
79
 

（
燃
焼
度

33
GW
d/
t）

 

サ
イ
ク
ル
末
期
の
燃
焼
度
の
ば
ら
つ
き
を
考
慮
し
，
1
0％

の
保
守
性
を
考
慮
し
て
設

定
 

格
納
容
器
空
間
体
積
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

7,
90
0m

3  
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
内
体
積
の
設
計
値
（
内
部
機
器
及
び
構
造
物
の
体
積
を
除
い
た
値
）

を
設
定
 

格
納
容
器
空
間
体
積
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
）
 

空
間
部
：
4,
7
00
m3
 

液
相
部
：
2,
8
00
m3
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
内
体
積
の
設
計
値
（
内
部
機
器
及
び
構
造
物
の
体
積

を
除
い
た
値
）
を
設
定
 

真
空
破
壊
装
置
 

3.
43
kP
a（

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
－
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
間
差
圧
）
 

真
空
破
壊
装
置
の
設
定
値
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

3.
61
m（

NW
L）

 
通
常
運
転
時
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
と
し
て
設
定
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

35
℃
 

通
常
運
転
時
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
の
上
限
値
と
し
て
設
定
 

格
納
容
器
圧
力
 

５
kP
a[
ga
ge
] 

通
常
運
転
時
の
格
納
容
器
圧
力
と
し
て
設
定
 

格
納
容
器
温
度
 

57
℃
 

通
常
運
転
時
の
格
納
容
器
温
度
と
し
て
設
定
 

外
部
水
源
の
温
度
 

35
℃
 

屋
外
貯
水
槽
の
水
源
温
度
と
し
て
実
測
値
及
び
夏
季
の
外
気
温
度
を
踏
ま
え
て
設
定
 

 

別
紙
３
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
す
る
場
合
）

（
２
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件 

起
因
事
象
 

大
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
 

再
循
環
配
管
（
出
口
ノ
ズ
ル
）
の

破
断
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

冷
却

材
流

量
を

大
き

く
見

積
も
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
上
昇
及
び
温
度
上
昇
の
観
点
か
ら
厳

し
い
設
定
と
し
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
接
続
す
る
配
管
の
う

ち
，
口
径
が
最
大
で
あ
る
再
循
環
配
管
（
出
口
ノ
ズ
ル
）
の
両
端
破
断
を
設

定
 

安
全
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定
 

高
圧
注
水
機
能
喪
失
 

低
圧
注
水
機
能
喪
失
 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
 

す
べ
て
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
等
の
機
能
喪
失
を
想
定
し
，

設
定
 

高
圧

注
水

機
能

と
し

て
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

及
び

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の
機
能
喪
失
を
，
低
圧
注
水
機
能
と
し
て
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
及
び
残

留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
の
機
能
喪
失
を
設
定
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

過
圧
及
び
過
温
へ
の
対
策
の
有
効
性
を
総
合
的
に
判
断
す
る
観
点
か
ら
，
プ

ラ
ン

ト
損

傷
状

態
で

あ
る

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

に
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

を
重

畳
す

る
こ
と
か
ら
，
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
設
定
 

水
素
ガ
ス
の
発
生
 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
－
水
反
応
を
考
慮
 

水
の
放
射
線
分
解
等
に
よ
る
水
素
ガ
ス
発
生
に
つ
い
て
は
，
格
納
容
器
圧
力

及
び
温
度
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
慮
し
て
い
な
い
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
す
る
場
合
）

（
３
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件 

原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
信
号
 

事
象

発
生
と
同
時
に
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
 

事
象
発
生
と
同
時
に
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
す
る
も
の
と
し
て
設
定
 

主
蒸
気
隔
離
弁
 

事
象

発
生
と
同
時
に
閉
止
 

主
蒸
気
が
格
納
容
器
内
に
保
持
さ
れ
る
厳
し
い
条
件
と
し
て
設
定
 

再
循
環
ポ
ン
プ
 

事
象

発
生
と
同
時
に
停
止
 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
に
よ
る
ポ
ン
プ
停
止
を
踏
ま
え
て
設
定
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
 

最
大

25
0m

3 /
h
で
注
水
，
そ
の
後
は
炉
心
を

冠
水

維
持
可
能
な
注
水
量
に
制
御
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

           

残
留
熱
代
替
除
去
系
 

循
環

流
量
は
，
全
体
で

15
0m

3 /
h
と
し
，
原

子
炉

注
水

へ
30
m3
/h

，
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
へ

12
0m

3 /
h
に
流
量
を
分
配
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

か
ら

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系
へ
の
伝
熱
容
量
：
約
７

MW
 

（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

水
温

度
：

10
0℃

，
海
水
温
度

30
℃
に
お
い
て
）
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

総
注

入
流
量
：

10
0N
m3
/h
 

・
窒

素
：

99
.9
Nm

3 /
h 

・
酸

素
：

0.
1N
m3
/h
 

ガ
ス

温
度
：
35
℃
 

総
注
入
流
量
は
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度
の
上
昇
抑
制
に
必
要
な
流
量
と
し
て
設
定
 

酸
素
注
入
流
量
は
純
度

9
9
.9
％
を
考
慮
し
て
残
り
全
て
を
酸
素
と
し
て
設
定
 

ガ
ス
温
度
は
気
象
条
件
を
考
慮
し
て
設
定
 

 

0
.
0
 

0
.
5
 

1
.
0
 

1
.
5
 

2
.
0
 

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

原子炉圧力（MPa[gage]）

流
量

（
m3
/h

）
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
す
る
場
合
）

（
４
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 操 作 条 件 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

原

子
炉
注
水
操
作

 
事
象
発
生
か
ら

30
分
後
 

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備

の
起

動
，

受
電

及
び

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常
設
）
の
準
備
時
間
を
考
慮
し
て
設
定
 

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

及
び
残

留
熱

代
替

除

去
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
除
熱
操
作
 

事
象
発
生
か
ら

10
時
間
後
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
の
準
備
時
間
を
考
慮
し
て
設
定
 

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
窒
素
供
給
操
作
 

事
象
発
生
か
ら

12
時
間
後
 

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

の
準

備
完

了
後

の
可

搬
式

窒
素

供
給

装
置

の
準

備
時
間
を
考
慮
し
て
設
定
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
し
な
い
場
合
）

（
１
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

解
析
コ
ー
ド
 

Ｍ
Ａ
Ａ
Ｐ
 

－
 

初 期 条 件 

原
子
炉
熱
出
力
 

2,
43
6M
W 

定
格
原
子
炉
熱
出
力
と
し
て
設
定
 

原
子
炉
圧
力
 

6.
93
MP
a[
ga
g
e]
 

定
格
原
子
炉
圧
力
と
し
て
設
定
 

原
子
炉
水
位
 

通
常
水
位
 

（
気
水
分
離
器
下
端
か
ら
+8
3
㎝
）
 

通
常
運
転
時
の
原
子
炉
水
位
と
し
て
設
定
 

炉
心
流
量
 

35
.6
×
10

3 t
/h
 

定
格
炉
心
流
量
と
し
て
設
定
 

燃
料
 

９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
 

９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
），

９
×
９
燃
料
（
Ｂ
型
）
は
熱
水
力
的
な
特
性
は
同
等
で
あ
り
，

そ
の
相
違
は
燃
料
棒
最
大
線
出
力
密
度
の
保
守
性
に
包
絡
さ
れ
る
こ
と
，
ま
た
，
９

×
９
燃
料
の
方
が
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
よ
り
も
崩
壊
熱
が
大
き
く
，
燃
料
被
覆
管
温
度
上
昇

の
観
点
で
厳
し
い
た
め
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
評
価
は
９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
の
評
価
に

包
絡
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
，
代
表
的
に
９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
を
設
定
 

原
子
炉
停
止
後
の
崩
壊
熱
 

AN
SI
/A
NS
-5
.
1-
19
79
 

（
燃
焼
度

33
GW
d/
t）

 

サ
イ
ク
ル
末
期
の
燃
焼
度
の
ば
ら
つ
き
を
考
慮
し
，
1
0％

の
保
守
性
を
考
慮
し
て
設

定
 

格
納
容
器
空
間
体
積
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

7,
90
0m

3  
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
内
体
積
の
設
計
値
（
内
部
機
器
及
び
構
造
物
の
体
積
を
除
い
た
値
）

を
設
定
 

格
納
容
器
空
間
体
積
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
）
 

空
間
部
：
4,
7
00
m3
 

液
相
部
：
2,
8
00
m3
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
内
体
積
の
設
計
値
（
内
部
機
器
及
び
構
造
物
の
体
積

を
除
い
た
値
）
を
設
定
 

真
空
破
壊
装
置
 

3.
43
kP
a（

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
－
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
間
差
圧
）
 

真
空
破
壊
装
置
の
設
定
値
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

3.
61
m（

NW
L）

 
通
常
運
転
時
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
と
し
て
設
定
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

35
℃
 

通
常
運
転
時
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
の
上
限
値
と
し
て
設
定
 

格
納
容
器
圧
力
 

５
kP
a[
ga
ge
] 

通
常
運
転
時
の
格
納
容
器
圧
力
と
し
て
設
定
 

格
納
容
器
温
度
 

57
℃
 

通
常
運
転
時
の
格
納
容
器
温
度
と
し
て
設
定
 

外
部
水
源
の
温
度
 

35
℃
 

屋
外
貯
水
槽
の
水
源
温
度
と
し
て
実
測
値
及
び
夏
季
の
外
気
温
度
を
踏
ま
え
て
設
定
 

 

別
紙
４
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
し
な
い
場
合
）

（
２
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

事 故 条 件 

起
因
事
象
 

大
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
 

再
循
環
配
管
（
出
口
ノ
ズ
ル
）
の

破
断
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

冷
却

材
流

量
を

大
き

く
見

積
も
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
上
昇
及
び
温
度
上
昇
の
観
点
か
ら
厳

し
い
設
定
と
し
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
接
続
す
る
配
管
の
う

ち
，
口
径
が
最
大
で
あ
る
再
循
環
配
管
（
出
口
ノ
ズ
ル
）
の
両
端
破
断
を
設

定
 

安
全
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定
 

高
圧
注
水
機
能
喪
失
 

低
圧
注
水
機
能
喪
失
 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
 

す
べ
て
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
等
の
機
能
喪
失
を
想
定
し
，

設
定
 

高
圧

注
水

機
能

と
し

て
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

及
び

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の
機
能
喪
失
を
，
低
圧
注
水
機
能
と
し
て
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
及
び
残

留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
の
機
能
喪
失
を
設
定
 

外
部
電
源
 

外
部
電
源
な
し
 

過
圧
及
び
過
温
へ
の
対
策
の
有
効
性
を
総
合
的
に
判
断
す
る
観
点
か
ら
，
プ

ラ
ン

ト
損

傷
状

態
で

あ
る

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

に
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

を
重

畳
す

る
こ
と
か
ら
，
外
部
電
源
が
喪
失
す
る
も
の
と
し
て
設
定
 

水
素
ガ
ス
の
発
生
 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
－
水
反
応
を
考
慮
 

水
の
放
射
線
分
解
等
に
よ
る
水
素
ガ
ス
発
生
に
つ
い
て
は
，
格
納
容
器
圧
力

及
び
温
度
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
慮
し
て
い
な
い
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
し
な
い
場
合
）

（
３
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 機 器 条 件 

原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
信
号
 

事
象
発
生
と
同
時
に
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
 

事
象
発
生
と
同
時
に
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
す
る
も
の
と
し
て
設
定
 

主
蒸
気
隔
離
弁
 

事
象
発
生
と
同
時
に
閉
止
 

主
蒸
気
が
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
保
持
さ
れ
る
厳
し
い
条
件
と
し
て
設
定
 

再
循
環
ポ
ン
プ
 

事
象
発
生
と
同
時
に
停
止
 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
に
よ
る
ポ
ン
プ
停
止
を
踏
ま
え
て
設
定
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
 

最
大

25
0m

3 /
h
で
注
水
，
そ
の
後
は
炉
心
を

冠
水
維
持
可
能
な
注
水
量
に
制
御
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

            

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
 

12
0 

m
3 /
h

に
て

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
ス

プ
レ
イ
 

格
納
容
器
温
度
及
び
圧
力
抑
制
に
必
要
な
ス
プ
レ
イ
流
量
を
考
慮
し
，
設
定
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
 

格
納
容
器
圧
力

42
7k
Pa
[g
ag
e]

に
お
け
る

最
大
排
出
流
量

9.
8k
g/
s
に
対
し

て
，
第
１

弁
の

中
央

制
御

室
か

ら
の

遠
隔

操
作

に
よ

る
全
開
操
作
に
て
原
子
炉
格
納
容
器
除
熱
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
設
計
値
と
し
て
設
定
 

 

0
.
0
 

0
.
5
 

1
.
0
 

1
.
5
 

2
.
0
 

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
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原子炉圧力（MPa[gage]）

流
量
（

m3
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）
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主
要
解
析
条
件
（

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
・
過
温
破
損
）

）
 

（
残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
し
な
い
場
合
）

（
４
／
４
）

 

項
目
 

主
要
解
析
条
件
 

条
件
設
定
の
考
え
方
 

重 大 事 故 等 対 策 に 関 連 す る 操 作 条 件 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

原

子
炉
注
水
操
作
 

事
象
発
生
か
ら

30
分
後
 

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備

の
起

動
，

受
電

及
び

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常
設
）
の
準
備
時
間
を
考
慮
し
て
設
定
 

格
納
容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）
に

よ
る

原
子
炉
格

納
容

器
冷

却
操

作
 

格
納
容
器
圧
力

64
0k
Pa
[g
ag
e]

到
達
時
 

64
0～

58
8k
Pa
[g
ag
e]
の
範
囲
で
維
持
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
到
達
防
止
を
踏
ま
え
て
設
定
 

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

に
よ

る
原

子

炉
格
納
容
器
除
熱
操
作
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
が
通
常
水

位
＋

約
1.
3m

（
真

空
破

壊
装

置
下

端
－

0.
45
m）

到
達
か
ら

10
分
後
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
限
界
圧
力
到
達
防
止
を
踏
ま
え
て
設
定
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島根原子力発電所２号炉における運転状態Ⅴ（ＬＬ）の適切性について 

 

(1) はじめに 

ＳＡ施設は，ＤＢを超え，ＳＡが発生した場合に必要な措置を講じるための

施設であることから，運転状態として従来のⅠ～Ⅳに加え，ＳＡの発生してい

る状態として運転状態Ⅴを新たに定義している。さらに重大事故等の状態が設

計基準事故を超える更に厳しい状態であることを踏まえ，事象発生直後の短期

的に荷重が作用している状態を運転状態Ⅴ（S）とし，一連の過渡状態を除き，

ある程度落ち着いた状態を長期的に荷重が作用している状態として運転状態Ⅴ

（L），Ⅴ（L）より更に長期的に荷重が作用している状態を運転状態Ⅴ（LL）

として定義している。ここでは，島根原子力発電所２号炉において新たに定義

した運転状態Ⅴ（LL）の適切性について示す。 

 

(2) 島根原子力発電所２号炉における格納容器除熱評価 

添付 9.1 表に雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

（残留熱代替除去系を使用する場合）における格納容器圧力・温度の推移を示

す。添付 9.1 表に示すとおり，事故後長期においても格納容器圧力は炉心損傷

に伴い発生した非凝縮性ガスによる影響が支配的となる格納容器圧力まで低下

可能であるものの，格納容器温度は後述(3)に示すＢＷＲの格納容器の特性によ

り，海水温度を設計温度である 30℃とした場合には，格納容器温度はＤＢ耐震

条件 35℃（通常運転状態）まで低下しない。 

 

添付 9.1表 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残

留熱代替除去系を使用する場合）における格納容器圧力・温度の推移 

項目 10-2年後（約 3.5 日後） ２×10-1年後（約 70日後） 
ＤＢ耐震条件 

（Ｓｓ） 

ドライウェル圧力 約 317kPa[gage] 約 372kPa[gage] 
大気圧相当 

（+14kPa） 
サプレッション・チ

ェンバ圧力 

約 308 kPa[gage] 約 358 kPa[gage] 

ドライウェル気相

温度 

約 110℃ 約 48℃ 
57℃ 

サプレッション・チ

ェンバ気相温度 

約 131℃ 約 62℃ 

35℃ 
サプレッション・チ

ェンバ水温度 

約 127℃ 約 57℃ 

サプレッション・チ

ェンバ水位 

約 3.9m 約 3.8m 
HWL（3.66m） 

 

（海水温度は設計温度である30℃を条件とする） 

 

添付資料９ 
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(3) ＢＷＲの格納容器の特性について 

(2)において，事故後長期においてもＢＷＲの格納容器温度は通常温度まで低

下しないことを示したが，これはＢＷＲの格納容器の特性に起因するものであ

る。以下にＰＷＲと比較したＢＷＲの格納容器の特性を示す。 

・ＢＷＲの格納容器には，熱の蓄積場所としてサプレッション・プールが存

在しており，その水温はＰＣＶ評価において考慮されている。このような

大規模なプールがないＰＷＲとは状況が異なる。 

・ＢＷＲではＥＣＣＳが機能喪失する前提では，原子炉への注水及び格納容

器スプレイに外部水源（低圧原子炉代替注水槽等）を使用する。これによ

り通常運転時よりサプレッション・チェンバ水位が高くなることから，こ

れを荷重条件として考慮した場合の影響を確認する必要がある。 

 

上記より，ＢＷＲでは格納容器の特徴を踏まえ，ＰＷＲとは異なり運転状態

Ⅴ（LL）のような更に長期的に荷重が作用している状態を定義し，格納容器内

の条件（温度，圧力，水位）による影響を確認する必要がある。 

なお，長期安定状態における島根原子力発電所２号炉とＰＷＲ（伊方３号炉）

の格納容器除熱手段は，添付9.2表であり，同等の除熱設備を有している。 

 

添付 9.2表 長期安定状態におけるＢＷＲとＰＷＲ（伊方３号炉）の 

格納容器除熱手段 

ＢＷＲ 

（島根 ２号

炉） 

残留熱除去系 

（原子炉補機冷却系） 

残留熱除去系 

（原子炉補機代替冷却系） 

残留熱代替除去系 

（原子炉補機代替冷却系） 

格納容器フィル

タベント系 

ＰＷＲ 

（伊方 ３号

炉） 

余熱除去系 

（余熱除去

冷却器） 

格納容器スプレ

イ再循環 

（格納容器スプ

レイ冷却器） 

仮設格納容器スプレイ再

循環 

（除熱除去冷却器，使用済

燃料ピット冷却器） 

格納容器再循環

ユニットによる

自然循環冷却 

 

(4) まとめ 

島根原子力発電所２号炉はその格納容器の特徴を踏まえ，ＰＷＲ（伊方３号

炉）とは異なる運転状態Ⅴ（LL）のような更に長期的に荷重が作用している状

態を定義する必要があり，ＳＡ時の運転状態Ⅴ（LL）の格納容器内の条件（温

度，圧力，水位上昇）による影響を確認することが適切であると考える。 
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荷重条件として組み合わせるシナリオの選定及びその荷重条件の保守性について 

 

(1) はじめに 

「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」について，雰囲気圧力・温度に

よる静的負荷（格納容器過圧・過温破損）シナリオ「冷却材喪失（大破断ＬＯ

ＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」を荷重条件として組み

合わせるシナリオとして選定し，荷重条件を設定している。 

ここでは，当該シナリオを荷重条件として組み合わせることの適切性及びそ

の荷重条件の保守性について示す。 

 

(2) 荷重条件として組み合わせるシナリオの選定について 

「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」に対して，荷重条件は以下の２

つのシナリオのうち，①格納容器過圧・過温破損シナリオ「冷却材喪失（大破

断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」を荷重条件とし

て組み合わせるシナリオとして選定している。 

① 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）シナリオ：

「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力

電源喪失」 

② ＲＰＶ破損後の格納容器破損モードの評価シナリオ：「過渡事象＋高圧

炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗＋原子

炉注水失敗＋ＤＣＨ発生」 

②のシナリオは，ＲＰＶ破損後の格納容器破損モードを評価するため，重大

事故等対処設備による原子炉注水は実施しないものとして評価しており，本来

は高圧原子炉代替注水系又は低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水

により炉心損傷の回避が可能なシナリオである。また，原子炉注水の失敗によ

って炉心損傷までは事象が進展する前提とした場合においても，事象発生から

60分までに電源復旧及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水を開

始することで，下部プレナムへのリロケーション※１を回避可能である。 

また，炉心損傷頻度及び低圧原子炉代替注水系による下部プレナムへの炉心

のリロケーション回避の失敗確率と，荷重の組合せにおいて用いた考え方を適

用すると，添付10.1表に示すとおり保守性を考慮しても10－８/炉年未満となり，

荷重の組合せの判断目安を下回る。 

上記より，「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」に対して，荷重条

件は格納容器過圧・過温破損シナリオ「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣ

ＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」を選定することが適切である。 

※１：内部事象レベル1.5ＰＲＡにおいても，炉心損傷後の原子炉注水によって

下部プレナムへのリロケーションを回避可能な事故シーケンスを評価し

ている。 

添付資料１０ 
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添付10.1表 ＲＰＶ破損発生と地震動が重畳する頻度 

事故 

シーケンス 

 

過渡事象＋高

圧炉心冷却失

敗＋原子炉減

圧失敗＋炉心

損傷後の原子

炉減圧失敗＋

原子炉注水失

敗＋ＤＣＨ発

生 

 

 

※１：原子力安全委員会「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について」に記載

されている炉心損傷頻度の性能目標値を踏まえ，重大事故等の発生確率と

して 10－４/炉年とした。島根原子力発電所２号炉の炉心損傷頻度は 10－４/

炉年よりも十分に小さいものと評価しており，この値の使用は保守的と考

える。 

※２：事象発生後，低圧原子炉代替注水系により下部プレナムへの炉心のリロケ

ーションを回避可能な時間余裕のうちに，低圧原子炉代替注水系による原

子炉注水の開始に失敗する確率。原子炉減圧，電源復旧，低圧原子炉代替

注水系運転等の失敗確率を組み合わせて算出。 

※３：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984に記載されている地震動の発生確率 S2，S1の

発生確率をＳｓ，Ｓｄに読み替えた。 

※４：弾性設計用地震動Ｓｄを考慮する場合，荷重の組合せの対象期間は事象発

生 1年以降であり，その時点では格納容器圧力・温度は十分低下している。

基準地震動Ｓｓを考慮する場合は，荷重の組合せの対象期間は 20年以降と

さらに長期となる。 

 

(3) 荷重条件の保守性について 

運転状態Ⅴ（L），Ⅴ（LL）に用いる荷重条件は，本文 5.2.2(4)a.に示すよ

うに格納容器過圧・過温破損シナリオ「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣ

ＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の有効性評価結果を用いることとし

ている。 

運転状態Ⅴ（L）に用いる荷重条件は，本文 5.2.2(4)b.に示すように格納容

器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）において，格納容器

圧力の上昇の速度が遅く，格納容器スプレイ流量が抑制できるなど，格納容器

フィルタベント系の使用タイミングが遅くなる可能性があることから，事象発

生後以降の最大となる荷重（有効性評価結果の最高圧力約 659kPa，最高温度

181℃）をＳｄと組み合わせることとしており，保守性を確保している。なお，

RPV 破損の発生頻度 × 
地震動の 

発生確率 

RPV破損発生 

と地震動が重畳 

する頻度 

＝ 

10－４/炉年※１ 

(炉心損傷 

頻度) 

× 

10－２未満※２ 
低圧原子炉代替 

注水系の注水 

による下部プレ 

ナムへの炉心の 

リロケーション 

回避の失敗確率 

10－２/炉年※３ 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

又は 

５×10－４/炉年※３ 
基準地震動 

Ｓｓ 

＝ 
10－８/炉年 

未満 

× 
継続 

時間 

× × 

１年未満※４ 

継続 

時間 

 

20 年未満※４ 
継続 

時間 
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この荷重はＲＰＶ破損後のシナリオ（約 362kPa）の 10－２年後（3.5 日後）にお

ける荷重を包絡している。 

 

運転状態Ⅴ（LL）に用いる荷重条件は，本文 5.2.2(4)b.に示すように除熱能

力の観点から格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合）を

参照している。さらに有効性評価では，格納容器圧力に対して厳しい条件とな

るよう，格納容器漏えい率は考慮しておらず，運転状態Ⅴ（LL）のような長期

間の圧力・温度挙動では，この格納容器漏えい率の考慮の有無の影響は大きく，

十分な保守性を確保している。 

 

(4) まとめ 

上記(2)，(3)より「原子炉格納容器バウンダリを構成する設備」について，

格納容器過圧・過温破損シナリオ「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ

注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」を荷重条件として組み合わせるシナリオ

として選定することは適切であり，また，その荷重条件については保守性が確

保されている。 
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〔参考５〕ＪＥＡＧ４６０１（抜粋）（７／７）（ＪＥＡＧ４６０１－1987 P.427）
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〔参考６〕原子炉格納容器 評価温度・圧力負荷後の耐震性 

 

１. 検討方針 

   評価対象の各部位に対し， 評価温度・圧力（ 200℃ ，２Ｐｄ）負荷時に部

材が弾性域又は塑性域のいずれにあるか，また，除荷後の残留ひずみの有無及

び除荷後の挙動の確認により耐震性への影響を評価する。 

 

２. 検討結果 

残留ひずみの有無及び耐震性への影響有無については， 一次応力のみ考慮す

る部位と一次＋二次応力を考慮する部位に分けて次のとおり判断する。 

評価温度・圧力負荷時に周囲の部材の変形の影響を受けず二次応力を考慮す

る必要がない場合は，一次応力がＳｙを超えるか否かで残留ひずみの有無を確

認する。この場合， 一次応力がＳｙ以下の場合は，除荷後に残留ひずみは生じ

ない（図 1，0 → a → 0 ）。Ｓｙ を超える場合は，除荷後に残留ひずみが生

じる（図 1，0 →  a → b → c ）。 

一次応力は与えられた荷重に対して決定する応力であるため， 同じ荷重が作

用した場合の発生応力は除荷後も同等であり，評価温度・圧力負荷前と同じ弾

性的挙動を示す(図 1，c → b )。また， 設計・建設規格の許容値は荷重を変

形前の断面積で割った公称応力を基に設定されているため（図 2）， 設計・建

設規格の許容値内であれば発生応力を算出する際に変形前の断面積を用いるこ

とに問題ない。 

なお，材料に予めひずみが作用した場合について， 作用した予ひずみ(～ 約

19 % )だけ応力－ ひずみ曲線をシフトしたものと， 予ひずみが作用しない材

料の応力－ ひずみ曲線がほぼ一致するという知見[1]が得られており， 十分小

さな残留ひずみであれば発生応力に与える影響はないと言える。 

地震（許容応力状態ⅣＡＳ）の一次応力の許容応力は，供用状態Ｄの許容応

力の制限内で同等であり，さらに評価温度・圧力負荷前と同様の挙動を示すこ

とから， 耐震性に影響はないと判断できる。 

 

[1] 日本溶接協会「建築鉄骨の地震被害と鋼材セミナー(第 12 回溶接構造用

鋼材に関する研究成果発表会)」 JWES-IS-9701，(1997) 
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図１ 降伏点を越える場合のひずみ履歴イメージ（一次応力） 

 

 
 

図２ 公称応力と真応力について 

 

次に，評価温度・圧力負荷時に周囲の部材の変形の影響を受けるため，局部

的に発生する二次応力を考慮する必要がある場合は，構造不連続部に発生する

二次応力も考慮して，一次＋二次応力で残留ひずみの有無を確認する。一次＋

二次応力がＳｙを超えると塑性域に入るが（図 3（解説 PVB-3112）， 0 → A → 

B），２Ｓｙ以下の場合は除荷時にひずみが減少し，除荷後に残留ひずみは生じ

ない（図 3（解説 PVB-3112），B → C）。また，その後の挙動は図 3の B - C上

の弾性的挙動を示し，これは評価温度・圧力負荷前と同じである。 

地震（許容応力状態ⅣAS）の一次＋二次応力の許容応力は，今回の一次＋二

次応力の許容応力と同等であることから， 地震による外力が加わったとしても

一次＋二次応力の許容応力の制限内であり，さらに評価温度・圧力負荷前と同

様の挙動を示すことから，耐震性に影響はないと判断できる。 

なお，一次応力がＳｙを超える部位については，残留ひずみ有と判断するが，

十分小さな残留ひずみであれば発生応力に与える影響はない。 
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図３ 降伏点を越える場合のひずみ履歴イメージ（一次＋二次応力） 
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〔参考７〕ＤＢ施設を兼ねる主なＳＡ施設等のＤＢＡとＳＡの荷重条件の比較 

施設名称 

地

震

動 

DB条件 SA条件 

備考 
圧力(MPa) 温度(℃) 圧力(MPa) 温度(℃) 

原子炉圧力容器 
Sd 8.28 298 8.28 298 DB条件が SA

条件を包絡 
Ss 8.28 298 8.28 298 

原子炉圧力容器

支持スカート 

Sd － 298 － 298 
原子炉圧力

容器下鏡か

らの入熱を

考慮した温

度 
Ss － 298 － 298 

原子炉圧力容器

基礎ボルト 

Sd － 
【通常時】57 

【LOCA後】171 
－ 181 

 

Ss － 57 － 62 

原子炉格納容器 

Sd 

【D/W】0.327 

【S/C】0.209 

（LOCA条件） 

【D/W】171 

【S/C】104 

（LOCA条件） 

0.659 181 

 

Ss 
-0.014 

（通常運転） 

【D/W】171 

【S/C】104 

（通常運転） 

0.372 62 

原子炉格納容器

配管貫通部 

Sd 

【D/W】0.327 

【S/C】0.209 

（LOCA条件） 

【D/W】171 

【S/C】104 

（LOCA条件） 

0.659 181 

 

Ss 
-0.014 

（通常運転） 

【D/W】171 

【S/C】104 

（通常運転） 

0.372 62 

原子炉格納容器

電気配線貫通部 

Sd 

【D/W】0.327 

【S/C】0.209 

（LOCA条件） 

【D/W】171 

【S/C】104 

（LOCA条件） 

0.659 181 

 

Ss 
-0.014 

（通常運転） 

【D/W】171 

【S/C】104 

（通常運転） 

0.372 62 

高圧炉心スプレ

イポンプ 

Sd － 
100＊1 

 66＊2 
－ － 

 

Ss － 
100＊1 

 66＊2 
－ 

110＊1 

66＊2 

低圧炉心スプレ

イポンプ 

Sd － 
100＊1 

 66＊2 
－ － 

 

Ss － 
100＊1 

 66＊2 
－ 

116＊1 

100＊2 
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施設名称 

地

震

動 

DB条件 SA条件 

備考 
圧力(MPa) 温度(℃) 圧力(MPa) 温度(℃) 

残留熱除去ポン

プ 

Sd － 
185＊1 

 66＊2 
－ － 

 

Ss － 
185＊1 

 66＊2 
－ 

185＊1 

 100＊2 

原子炉補機冷却

水ポンプ 

Sd － 
85＊1 

55＊2 
－ ― 

 

Ss － 
85＊1 

55＊2 
－ 

100＊1 

100＊2 

原子炉補機冷却

系熱交換器 

Sd 1.37 
85＊3 

50＊2 
－ ― 

 

Ss 1.37 
85＊3 

50＊2 
1.37 

85＊1 

50＊2 

原子炉補機海水

ポンプ 

Sd － 50＊1,2 － ― 

 

Ss － 50＊1,2 － 50＊1,2 

＊1：ポンプ取付ボルト，原動機台取付ボルトの耐震評価に使用している値 

＊2：基礎ボルト，原動機取付ボルトの耐震評価に使用している値 

＊3：胴板，脚の耐震評価に使用している値 
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〔参考８〕「重大事故に至るおそれがある事故」に関する補足説明 

1.[重大事故に至るおそれがある事故」とは 

「重大事故に至るおそれがある事故」とは，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計するこ

とを求められる構築物，系統及び機器(＝Ｓクラス施設)がその安全機能を喪

失した場合であって，炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事象

である。 

 

2.耐震重要度分類の考え方 

耐震クラスは以下のように定義されており，安全上重要な施設はＳクラス

に分類される。Ｂ，Ｃクラス施設は，その機能が喪失したとしても，炉心の

健全性に影響を及ぼすおそれがないものとなる。 

そのためＢ，Ｃクラス施設のみが損傷した状態では，重大事故に至るおそ

れがある事故ではなくＤＢＡである。 

Ｓクラス：地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停止

し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射性

物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機

能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，

これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和

し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を

持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要と

なる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波によ

る安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって，

その影響が大きいもの 

Ｂクラス：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳク

ラス施設と比べ小さい施設 

Ｃクラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産

業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

3. Ｂ，Ｃクラス施設の破損による影響について 

 (1) 地震ＰＲＡにおけるＢ，Ｃクラス施設損傷の考慮について 

地震ＰＲＡでは，Ｂ，Ｃクラス施設損傷による過渡事象として「外部電源喪

失」を考慮している。また，Ｂ，Ｃクラス施設の損傷による安全機能への間接

的影響を確認するとともに，さらにプラント・ウォークダウンにおいて重点的

に確認する項目の一つとして確認しており，問題のないことを確認することと

する。 
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(2)設計用荷重への影響 

Ｂ，Ｃクラス施設が破損した場合であっても，Ｓクラス施設である緩

和系が健全であれば，炉心損傷に至ることはない。ＪＥＡＧ４６０１・

補－1984 では，Ｂ，Ｃクラス施設破損により発生する事象を地震従属

事象として整理し，地震との組合せを規定している。この中で，Ｂ，Ｃ

クラス施設破損によるＤＢＡで考慮すべき荷重の影響は，「全給水流量

喪失」「タービントリップ」で代表できるとして整理されている。 

Ｂ，Ｃクラス施設損傷による過渡における荷重は，タービン側破損に

よる主蒸気流量及び給水流量の喪失，電源，制御系故障による原子炉給

水ポンプの停止等が外乱となり発生する。耐震Ｂ，Ｃクラス施設が破損

することによる荷重に対する耐震Ｓクラスへの影響は，JEAG4601・補

-1984 を踏まえて島根２号炉として，「全給水流量喪失」及び「タービ

ントリップ」をもとに設定した設計過渡条件にて評価を行い構造上問題

ないことを確認している。 

 

4.「重大事故に至るおそれがある事故」が地震独立事象であることについての

考察 

Ｓクラス施設が健全であれば安全機能の喪失は起きず，炉心の著しい損傷

に至ることはないので，何らかの要因でＳクラス施設（重大事故等対処設備

含む）が損傷した場合に「重大事故に至るおそれがある事故」が発生するこ

ととなる。ここで，確定論的には，Ｓクラス施設（重大事故等対処設備含む）

はＳｓによって機能喪失することはないことから，「重大事故に至るおそれ

がある事故」はＳｓとの独立事象となる。 

また，確定論的な扱いとは異なり，確率論的な考察では，Ｓクラスである

ＤＢ施設又はＳｓ機能維持である重大事故等対処設備であっても，フラジリ

ティという考え方に基づけば，Ｓｓ以下の地震により機能喪失に至る確率は

存在する。このＳｓ以下の地震によって安全機能が喪失し，「重大事故に至る

おそれがある事故」に至る頻度は極めて小さく，Ｓｓ規模の地震の発生と「重

大事故に至るおそれがある事故」の重畳を考慮する必要はないと判断できる。 
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〔参考９〕重大事故等時の長期安定冷却手段について 

 

重大事故等時の原子炉格納容器除熱としては，原子炉格納容器を最高使用温度

以下に除熱することを基本としている。炉心損傷に至る重大事故等時，残留熱代

替除去系により格納容器内温度は緩やかに低下し約177時間後には，サプレッショ

ン・チェンバ水温度が最高使用温度の104℃を下回る（「重大事故等対策の有効性

評価について「2.1 高圧・低圧注水機能喪失」（別紙１）安定状態の維持につい

て」参照）。 

しかし，残留熱除去系熱交換器が使用できない場合は，残留熱代替除去系が使

用できないため格納容器フィルタベント系により格納容器の除熱を行う。格納容

器フィルタベント系による除熱では，格納容器圧力の低下は早いものの，格納容

器温度の低下は残留熱代替除去系より遅く，サプレッション・チェンバ水温度が

最高使用温度の104℃を下回るのは約587時間後となる（「重大事故等対策の有効

性評価について「2.1 高圧・低圧注水機能喪失」（別紙１）安定状態の維持につ

いて」参照）。 

そのため，格納容器内温度低減対策として残留熱除去系熱交換器が使用できな

い場合の除熱手段を検討した。検討にあたっては事故発生約30日後の崩壊熱が除

熱可能であることを目標とした。重大事故等時において，格納容器フィルタベン

ト系による格納容器除熱を実施している場合，残留熱除去系の補修による原子炉

格納容器の除熱機能を復旧する。また，残留熱除去系の機能回復が長期間実施で

きない場合，可搬ポンプ及び可搬熱交換器を用いた除熱手段である「１．可搬型

格納容器除熱系による格納容器除熱」を構築する。既設設備である残留熱除去系

の使用を優先するが，復旧が困難な場合はこの可搬型格納容器除熱系による除熱

を実施する。本書では，それらの実現可能性と実施した場合の効果について確認

している。 

なお，これらに加え原子炉格納容器を直接除熱することはできないが原子炉圧

力容器を除熱することにより間接的に原子炉格納容器を除熱する「原子炉補機代

替冷却系を用いた原子炉浄化系（以下，ＣＵＷという）による原子炉除熱」を構

築する。ＣＵＷ系による原子炉除熱については〔参考９－補足１〕に示す。 

 

参考１表 重大事故等時における格納容器除熱 

除熱手段 備考 

残留熱代替除去系による除熱  

格納容器フィルタベント系による除熱  

残留熱除去系の補修による除熱復旧  

可搬型格納容器除熱系による格納容器除熱 本資料１．で成立性を示す 

原子炉補機代替冷却系を用いたＣＵＷによる原子

炉除熱 

補足１で成立性を示す 

本表は事故時における除熱手段の配備状況を示すものであり，除熱手段の優先順位を示すものではない 
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1. 可搬型格納容器除熱系による格納容器除熱 

＜実現可能性＞ 

重大事故等時において，格納容器ベントによる格納容器除熱を実施している場

合，残留熱除去系の補修によるサプレッション・プール水冷却モードの復旧を実

施する。また，残留熱除去系の復旧が困難な場合に可搬設備等により構成される

可搬型格納容器除熱系による格納容器除熱を構築する。可搬型格納容器除熱系は，

高圧炉心スプレイ系（以下，ＨＰＣＳという）配管から耐熱ホース・可搬ポンプ

を用いて可搬熱交換器にサプレッション・チェンバのプール水を供給し，そこで

除熱した水を低圧原子炉代替注水系の原子炉注水ラインで原子炉圧力容器に注水

するライン構成であり，可搬設備を運搬・設置する等の作業があるが，長納期品

については事前に準備しておくことにより，１ヵ月程度で系統を構築することが

可能であると考えられる。 

可搬型格納容器除熱系について，可搬ポンプの吸込み箇所は，ＨＰＣＳポンプ

の吸込配管にある「ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵タンク水入口逆止弁」とし，耐熱ホ

ースで接続する構成とする。可搬ポンプの吐出については，耐熱ホースを用いて

原子炉建物大物搬入口に設置する可搬熱交換器と接続する構成とし，可搬熱交換

器の出口側については低圧原子炉代替注水系の原子炉注水配管にある「ＦＬＳＲ

可搬式設備Ａ－注水ライン逆止弁」と耐熱ホースで連結する構成とする。これら

の構成で，可搬ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水を可搬熱交換

器に送水し，そこで除熱した水を原子炉圧力容器に注水する系統を構築する。な

お，可搬熱交換器の二次系については，大型送水ポンプ車により海水を通水でき

る構成とする。 

 

参考１図 可搬型格納容器除熱系の系統概略図 

  

39-4-160



参考２表 可搬型格納容器除熱系構築に必要な作業 

作業 所用時間 

ＨＰＣＳポンプ吸込みラインの逆止弁と低圧原子炉代

替注水系注水ラインの逆止弁の上蓋取り外し，耐熱ホ

ース取付 
これらの作業は，１ヵ月

程度で準備可能と考えて

いる。 
可搬ポンプ準備 

可搬熱交換器準備 

通水試験等 

＜効果＞ 

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において事

象発生後約１ヵ月まで格納容器フィルタベント系による除熱を行った後，可搬型

格納容器除熱系による除熱とした場合の格納容器パラメータ推移を評価した。こ

こで可搬型格納容器除熱系の流量は，事故発生30日後の崩壊熱を上回る  m3/h

とし，格納容器フィルタベント系は微開（流路面積３％開）とするとともに可搬

式窒素供給装置により窒素ガスを100m3/h注入する。 

参考２～４図に格納容器圧力，格納容器気相部温度，サプレッション・チェン

バ水温の推移を示す。参考３図及び参考４図に示すとおり，格納容器気相部温度，

サプレッション・チェンバ水温を低減させることができる。

なお，本評価のように，格納容器フィルタベント系により格納容器圧力が低下

している状態では，格納容器ベント実施時に原子炉格納容器内の非凝縮性ガスが

排出され，原子炉格納容器内は崩壊熱により発生する蒸気で満たされる状態とな

る。こうした状況において除熱系（可搬型格納容器除熱系）の運転を開始する場

合，サプレッション・チェンバ水温が100℃を下回ると，飽和蒸気圧に従い格納容

器圧力は負圧となる可能性がある。よって，可搬型格納容器除熱系の運転を開始

する際には，格納容器フィルタベント系は微開としたうえで，可搬式窒素供給装

置より窒素ガスを注入し，格納容器圧力が負圧とならないよう制御する運用とす

る。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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参考２図 格納容器圧力の推移 

参考３図 格納容器気相部温度の推移 
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参考４図 サプレッション・チェンバ水温の推移 

＜系統成立性評価＞ 

可搬型格納容器除熱系は，事故発生30日後の崩壊熱相当（約3.9MW）を除熱でき

る設計とし，本章ではその系統成立性評価を示す。評価にあたっては「①可搬ポ

ンプのＮＰＳＨ(Net Positive Suction Head)評価」で原子炉建物地下２階に設置

する可搬ポンプの必要ＮＰＳＨが系統圧力損失を考慮して有効ＮＰＳＨを満足す

ることを確認する。次に「②流量評価」で系統圧力損失を考慮して，本系統で確

保可能な系統流量を評価し，その流量で可搬熱交換器による除熱可能な除熱量を

「③除熱量評価」で示し，本系統が事故発生30日後の崩壊熱相当（約3.9MW）を除

熱できることを確認し，系統成立性を示す。 

① ポンプのＮＰＳＨ評価

ポンプがキャビテーションを起こさず正常に動作するためには，流体圧力や吸

込配管圧力損失等により求められる「有効ＮＰＳＨ」が，ポンプの「必要ＮＰＳ

Ｈ」と同等かそれ以上であること（有効ＮＰＳＨ≧必要ＮＰＳＨ）を満足する必

要があり，有効ＮＰＳＨと必要ＮＰＳＨを比較するＮＰＳＨ評価によりポンプの

成立性を確認する。本評価では参考５図の系統構成を想定し，格納容器内圧力（Ｓ

／Ｃ），サプレッション・チェンバのプール水位と可搬ポンプ吸込口レベル間の

水頭差，吸込配管（ＨＰＣＳ常設配管及び耐熱ホース）圧力損失により求められ

る有効ＮＰＳＨと，可搬ポンプの必要ＮＰＳＨを比較することで評価する。有効

ＮＰＳＨの評価式は以下のとおりであり，評価結果は参考３表に示すとおり，ポ

ンプのＮＰＳＨ評価は成立する。
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参考５図 可搬型格納容器除熱系のＮＰＳＨ評価 

参考３表 ＮＰＳＨ評価結果 

項目 ２号炉 設定根拠 

Pa サプレッション・チェン

バ圧力（水頭圧換算値） 

11.6m 安全解析における事故発生30日後

のＳ／Ｃ圧力の水頭圧換算 

Pv 可搬ポンプ入口温度で

の飽和蒸気圧（水頭圧換

算値） 

12.0m 安全解析における事故発生30日後

のＳ／Ｐ水温105℃での飽和蒸気圧 

H Ｓ／Ｐ水位と可搬ポン

プ軸レベル間の水頭差 

3.9m 安全解析における事故発生30日後

のＳ／Ｐ水位（EL.5778）とし，可

搬ポンプ吸込口レベルは原子炉建

物地下２階床上 0.5mを想定し

EL.1800とする。 

ΔH 吸込配管圧損（ＨＰＣＳ

配管） 

ＨＰＣＳストレーナ～耐圧ホース

取付箇所までの配管の圧損（ 

m3/h） 

吸込配管圧損（耐圧ホー

ス） 

可搬ポンプ吸込み側の耐熱ホース

の圧損（      m3/h） 

ＨＰＣＳストレーナ圧

損 

ＨＰＣＳストレーナの圧損 

合計 

有効ＮＰＳＨ 3.1m Pa-Pv+H-ΔH 

必要ＮＰＳＨ 2.0m 可搬ポンプの必要ＮＰＳＨ 

成立性評価 ○ 有効ＮＰＳＨ≧必要ＮＰＳＨ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

39-4-164



② 流量評価

可搬ポンプ及び可搬熱交換器を用いた可搬型格納容器除熱系の系統流量は，後

述する評価により  m3/h以上確保可能であることを確認している。本章では，そ

の評価結果について示す。流量確認方法としては，可搬ポンプの「性能曲線」（揚

程と流量の関係図）と参考１図の系統構成を想定した場合の「システム抵抗曲線」

との交点がポンプの動作点となるため，ポンプの動作点の流量を確認する。その

結果は参考６図に示すとおり，  m3/h以上確保可能であることを確認した。参考

として，系統流量  m3/h時の圧力損失を参考４表に示す。 

参考６図 可搬型格納容器除熱系の流量評価結果 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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参考４表 圧力損失内訳 

除熱手段（評価ルート） ２号炉 

流量 

配管・弁類圧力損失 常設ライン 

耐圧ホース 

可搬熱交換器 

静水頭 水源 EL.5778 

（安全解析における事故発生30日後のＳ／

Ｐ水位） 

注入先 

圧力差 水源 1.4m 

注入先 2.9m 

1.5m 

システム抵抗（圧力損失）

③ 除熱量評価

上述②の評価結果のとおり，可搬型格納容器除熱系の流量は     m3/h以上が確

保可能であることから，その時の系統の除熱量を評価した。 

評価条件は参考５表に示すとおりであり，可搬熱交換器の性能及び大型送水ポ

ンプ車による海水側の条件を踏まえて本系統の除熱量を評価したところ，事故発

生30日後の崩壊熱相当（約3.9MW）を除熱できることを確認した。 

参考５表 可搬熱交換器の除熱量評価条件 

可搬熱交換器 淡水系 １次側入口温度 105℃ 

１次側流量 m3/h 

海水系 海水温度 30℃ 

海水流量 180m3/h 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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参考７図 可搬型格納容器除熱系の除熱量評価図 

以上の「①ポンプのＮＰＳＨ評価」，「②流量評価」，「③除熱量評価」の結果

から，可搬型格納容器除熱系は事故発生30日後の崩壊熱相当（約3.9MW）を除熱す

るための系統流量が確保可能なシステムであることを確認した。 

＜具体的な手順の概要＞ 

（１）可搬型格納容器除熱系の概要

可搬ポンプ，可搬熱交換器を用いた可搬型格納容器除熱系の概要を以下に示す。 

ＨＰＣＳポンプ室（EL.1300）のＨＰＣＳポンプ復水貯蔵タンク水入口逆止弁の

上蓋を取り外し，上蓋フランジに耐熱ホースが接続できる仮蓋を取り付け，その

仮蓋に耐熱ホースを接続する。 

ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵タンク水入口逆止弁に取り付けた耐熱ホースを，ＨＰ

ＣＳポンプ室に設置した可搬ポンプの吸込側フランジに連結し，可搬ポンプ吐出

側フランジに取り付けた耐熱ホースを原子炉建物１階大物搬入口（EL.15300）に

設置した可搬熱交換器の入口側フランジに連結する。また，原子炉建物１階

（EL.15300）のＦＬＳＲ可搬式設備Ａ－注水ライン逆止弁の上蓋を取り外し，上

蓋フランジに耐熱ホースが接続できる仮蓋を取り付け，その仮蓋に耐熱ホースを

接続し，可搬熱交換器出口側フランジに連結する。このように系統を構成するこ

とで，サプレッション・チェンバのプール水を可搬ポンプ及び可搬熱交換器を用

いて原子炉圧力容器に注水することが可能となる。可搬型格納容器除熱系を構成

する耐熱ホース等は，作業時の被ばく線量を考慮した配置に設置する。 

なお，可搬型格納容器除熱系の使用にあたっては，サプレッション・チェンバ

のプール水からの汚染水を通水する前に復水輸送ポンプで非汚染水による水張り

を実施し，可搬部位の健全性確認を行う。参考８図に系統水張りの概要図を示す。 

また，可搬熱交換器の二次系については，屋外に大型送水ポンプ車とホースを

配備して連結し，大型送水ポンプ車を起動することで海水を通水する。 

系統水張りによる健全性確認が完了した後，ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁

を開操作し，低圧原子炉代替注水系から原子炉圧力容器へ注水し循環することに

より除熱する。 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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可搬ポンプ，可搬熱交換器を用いた可搬型格納容器除熱系の除熱可能量は，事

故発生30日後の崩壊熱「約3.9MW」を上回る系統設計とする。 

系統を構成する機器の配置イメージを以下に示す。また，系統を構成する機器

の仕様等は参考６表のとおりである。 

参考８図 復水輸送系を用いた系統水張り概要図 

原子炉建物 

サプレッション・チェンバ

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器 

ドライウェル 

高圧炉心 

スプレイ

ポンプ

MO 

復水貯蔵 

タンク

ストレーナ 

MO 

MO 

A-残留熱除去系より
外部接続口 

MO 

可搬型 

熱交換器 

MO 

移動式 

熱交換 

設備へ 

可搬ポンプ 

低圧原子炉 

代替注水ポンプ 

復水輸送ポンプより 

大型送水ポンプ車 

海 
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参考９図 原子炉建物地下２階 機器配置図 

参考10図 原子炉建物１階 機器配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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参考６表 可搬型格納容器除熱系の機器仕様 

構成機器 仕様等 備考 

可搬機器 

耐熱ホース（フ

レキシブルメタ

ルホース）

※弁接続部の仮

蓋含む 

口径 150A 

圧力 1.6MPa 

温度 450℃ 

口径 100A 

圧力 1.7MPa 

温度 450℃ 

150A：ＨＰＣＳポ

ンプ復水貯蔵タ

ンク水入口逆止

弁～可搬ポンプ

まで 

100A：可搬ポンプ

～ＦＬＳＲ可搬

式設備Ａ－注水

ライン逆止弁

可搬ポンプ 容量 約60m3/h 

全揚程 約86m 

可搬熱交換器 除熱量 

3.9MW以上 

大型送水ポンプ

車 

容量 1,800m3/h 

吐出圧力 

1.4MPa 

既設機器 

復水輸送ポンプ 容量 85m3/h 

全揚程 70m 
－ 

復水輸送系 

※機器図は一般例を示すものである。

※詳細設計に伴い機器仕様の変更が必要な場合は，仕様を変更する。
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（２）作業に伴う被ばく線量

炉心損傷で発生した汚染水はサプレッション・プール水中にあるが，高圧炉心

スプレイ系については，サプレッション・チェンバ側のポンプ入口弁が通常時開

となっているため，ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵タンク水入口逆止弁にはサプレッシ

ョン・プール水が流入していることが考えられる。ただし，高圧炉心スプレイ系

については，運転している場合には炉心損傷を防止でき，運転が停止した後に炉

心損傷に至ることが考えられる。このため，炉心損傷によってサプレッション・

プール水が汚染する段階では，高圧炉心スプレイ系の系統内は流動がない状態で

あり，汚染したサプレッション・プール水が作業エリアに敷設されている配管系

まで流入しないことも考えられる。 

また，ＦＬＳＲ可搬式設備Ａ－注水ライン逆止弁は低圧原子炉代替注水槽を水

源とする低圧原子炉代替注水系で満たされているため直接汚染水に接することは

ない。 

ＨＰＣＳポンプ室内（EL.1300）におけるＨＰＣＳポンプ復水貯蔵タンク水入口

逆止弁付近の雰囲気線量は，格納容器からの漏えいに起因する室内の空間線量率

及び線源配管からの直接線による線量率により約12.8mSv/h となる。〔参考９－

補足２〕 

ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵タンク水入口逆止弁への耐熱ホース接続作業について

は，準備作業，後片付けを含めて作業時間は約10 時間程度（5 人1 班で作業）と

想定しており，遮蔽等の対策を行い，作業員の交代要員を確保し，交代体制を整

えることで実施可能である。 

原子炉建物１階（EL.15300）におけるＦＬＳＲ可搬式設備Ａ－注水ライン逆止

弁付近の雰囲気線量は，格納容器からの漏えいに起因する室内の空間線量率によ

り約3.3mSv/hとなる。〔参考９－補足２〕 

ＦＬＳＲ可搬式設備Ａ－注水ライン逆止弁への耐熱ホース接続作業については，

準備作業，後片付けを含めて作業時間は約10時間程度（５人１班で作業）と想定

しており，遮蔽等の対策を行い，作業員の交代要員を確保し，交代体制を整える

ことで実施可能である。 

原子炉建物大物搬入口における可搬熱交換器配備箇所の雰囲気線量は，格納容

器からの漏えいに起因する室内の空間線量率により約5.2mSv/hとなる。〔参考９

－補足２〕 

可搬熱交換器への耐熱ホース接続作業については，準備作業，後片付けを含め

て作業時間は約10時間程度（５人１班で作業）と想定しており，遮蔽等の対策を

行い，作業員の交代要員を確保し，交代体制を整えることで実施可能である。 
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(３)フランジ部からの漏えい発生時の対応

系統のフランジ部からの漏えい発生等の異常を検知した場合は，直ちに可搬ポ

ンプを停止し復水輸送ポンプからの非汚染水によりフラッシングを実施する。

フラッシングにより現場へのアクセスが可能になった後，増し締め等の補修作

業を実施する。 

非汚染水によるフラッシングの系統イメージを以下に示す。 

参考11図 復水補給水系からの洗浄水ラインを使用したフラッシング 

Ⅰ．可搬型格納容器除熱系の循環運転で使用した弁を全て全閉とする 

Ⅱ．高圧炉心スプレイ系の洗浄水弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁，Ａ－ＲＨＲ注水弁

を開操作し，復水輸送系の水が耐熱ホース，可搬ポンプ及び可搬熱交換器

を経由し，原子炉圧力容器へ流入することで，系統をフラッシングする 

Ⅲ．サプレッション・チェンバのプール水位に影響しない範囲で，空間線量が

下がるまでフラッシングを実施する 

Ⅳ．フラッシングにより漏えいフランジ近辺の空間線量が十分低下した場合，

漏えいフランジ部にアクセスする 

Ⅴ．漏えいフランジの増し締めを行い，系統を復旧する 
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復水貯蔵 
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ストレーナ 

MO 

MO 

A-残留熱除去系より
外部接続口 

MO 

可搬型 

熱交換器 

MO 

移動式 

熱交換 

設備へ 

可搬ポンプ 

低圧原子炉 

代替注水ポンプ 

復水輸送ポンプより 

大型送水ポンプ車 

海 
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〔参考９－補足１〕長期安定性の維持のためにＦＰＣとＣＵＷ補助熱交換器使用

の可能性について 

長期安定性の維持のためにＦＰＣ熱交換器又はＣＵＷ補助熱交換器による格納

容器除熱が可能であるかの検討を行った。ただし，ＦＰＣ熱交換器については，

これを用いて格納容器除熱を実施するラインを構成することで燃料プールの冷却

が行えなくなるため，格納容器除熱としては使用しないこととする。なお，ＦＰ

Ｃ熱交換器を用いてサプレッション・チェンバのプール水を除熱するためには，

ＦＰＣポンプを使用する必要があるが，ＦＰＣポンプは原子炉建物中２階に設置

されており，水源であるサプレッション・チェンバとのレベル差が大きく，ポン

プＮＰＳＨ評価が成立しないため，使用は困難と考えている。一方で，ＣＵＷ補

助熱交換器による格納容器除熱手段については系統成立性が確認できたため使用

可能と判断した。詳細の成立性評価について以下に示す。なお，ＣＵＷ非再生熱

交換器は原子炉補機冷却系の常用負荷に接続されているため，より実現可能性の

高い格納容器除熱系として非常用負荷に接続されているＣＵＷ補助熱交換器を用

いた系統を検討する。 

(1)原子炉補機代替冷却系を用いたＣＵＷ系による原子炉除熱

〈実現可能性〉 

ＣＵＷ系は通常運転中に原子炉冷却材の浄化を行う系統であり，重大事故等時

に原子炉水位の低下（レベル３）により隔離状態になる。 

また，通常は原子炉補機冷却系を冷却水として用いているが，本除熱手段では

原子炉補機代替冷却系を用いることで冷却水を確保する。 

耐熱ホース等はＣＵＷ系では使用する必要がなく，弁操作による系統構成のみ

で運転可能である。 

ＣＵＷ系は原子炉圧力容器が水源であり，ＣＵＷ補助ポンプは原子炉圧力が低

圧時にも冷却材の循環を行うことが可能であるが，大ＬＯＣＡ事象のように原子

炉水位を十分に確保できない場合は運転することができない。 

ＣＵＷ系による原子炉除熱の条件を満たしたうえで，原子炉補機代替冷却系を

用いたＣＵＷ系による除熱可能量は事故発生30日後の崩壊熱「約3.9MW」を上回る。 
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図１ 原子炉補機代替冷却系を用いたＣＵＷ系による原子炉除熱 系統概要図 

図２ 原子炉補機代替冷却系（ＣＵＷ除熱ライン） 系統概要図 
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＜効果＞ 

除熱量は事故発生30日後の崩壊熱「約3.9MW」を上回ることから「１．可搬型格

納容器除熱系による格納容器除熱」の参考２～４図にて示した同等の除熱効果が

得られる。 

＜系統成立性評価＞ 

原子炉補機代替冷却系を用いたＣＵＷ系による原子炉除熱は，事故発生30日後

の崩壊熱相当（約3.9MW）を除熱できることとし，本章ではその系統成立性評価を

示す。評価にあたっては「①ＣＵＷ補助ポンプのＮＰＳＨ(Net Positive Suction 

Head)評価」で原子炉建物地下１階に設置されているＣＵＷ補助ポンプの必要ＮＰ

ＳＨが系統圧力損失を考慮して有効ＮＰＳＨを満足することを確認する。次に「②

流量評価」で系統圧力損失を考慮して，本系統で確保可能な系統流量を評価する。

このとき，ＣＵＷ補助ポンプについては基本的に通常運転時と使用条件が変わら

ないため定格流量は確保可能であり，改めて評価する必要はない。一方で，従来

流路として考慮していなかった常用系ラインを通水することとなる原子炉補機代

替冷却水ポンプについては流量評価を行い，その流量で原子炉補機代替冷却系に

よる除熱可能な除熱量を「③除熱量評価」で示し，本系統が事故発生30日後の崩

壊熱相当（約3.9MW）を除熱できることを確認し，系統成立性を示す。 

①ＣＵＷ補助ポンプのＮＰＳＨ評価

ポンプがキャビテーションを起こさず正常に動作するためには，流体圧力や吸

込配管圧力損失等により求められる「有効ＮＰＳＨ」が，ポンプの「必要ＮＰＳ

Ｈ」と同等かそれ以上であること（有効ＮＰＳＨ≧必要ＮＰＳＨ）を満足する必

要があり，有効ＮＰＳＨと必要ＮＰＳＨを比較するＮＰＳＨ評価によりポンプの

成立性を確認する。本評価では図３の系統構成を想定し，原子炉圧力，原子炉水

位とＣＵＷ補助ポンプ軸レベル間の水頭差，吸込配管圧力損失により求められる

有効ＮＰＳＨと，ＣＵＷ補助ポンプの必要ＮＰＳＨを比較することで評価する。

有効ＮＰＳＨの評価式は以下のとおりであり，評価結果は表１に示すとおり，ポ

ンプのＮＰＳＨ評価は成立する。
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図３ ＣＵＷ系による原子炉除熱のＮＰＳＨ評価 

表１ ＮＰＳＨ評価結果 

項目 ２号炉 設定根拠 

Pa 原子炉圧力 13.2m 安全解析における事故発生3

0日後の原子炉圧力（0.028MP

a）の水頭圧換算値

Pv ＣＵＷ補助ポンプ入口温

度での飽和蒸気圧力（水

頭圧換算） 

12.0m 安全解析における事故発生

30日後の原子炉冷却材温度

（105℃）の飽和蒸気圧 

H 原子炉水位とＣＵＷ補助

ポンプ軸レベル間の水頭

差 

原子炉水位は「原子炉水位低

（レベル３）（EL.29840）」

とし，ポンプ軸レベルはEL. 

 とする。 

ΔH 吸込配管圧損（ＣＵＷ配

管） 

定格流量228m3/h時のポンプ

吸込配管圧損 

有効ＮＰＳＨ Pa-Pv+H-ΔH 

必要ＮＰＳＨ ＣＵＷ補助ポンプの必要Ｎ

ＰＳＨ 

成立性評価 ○ 有効ＮＰＳＨ＞必要ＮＰＳ

Ｈ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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② 流量評価

原子炉補機代替冷却系を用いたＣＵＷ系による原子炉除熱の，原子炉補機代替

冷却系の系統流量は，後述する評価により  m3/h以上確保可能であることを確

認している。本章では，その評価結果について示す。 

流量確認方法としては，原子炉補機代替冷却水ポンプの「性能曲線」（揚程と

流量の関係図）と図２の系統構成を想定した場合の「システム抵抗曲線」との交

点がポンプの動作点となるため，ポンプの動作点の流量を確認する。その結果は

図４に示すとおり，ポンプ動作点が  m3/h以上であることから，本系統流量は 

m3/h以上確保可能であることを確認した。 

参考として，系統流量  m3/h時の圧力損失を表２に示す。 

図４ ＣＵＷ系による原子炉除熱 原子炉補機代替冷却系 系統流量評価結果 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表２ 圧力損失内訳 

除熱手段（評価ルート） ２号炉 

流量 

配管・弁類圧力損失 常設ライン 

淡水ホース 

代替熱交換器 

静水頭 水源 － 

注入先 － 

0（閉ループ） 

圧力差 水源 － 

注入先 － 

0（閉ループ） 

システム抵抗（圧力損失）

③ 除熱量評価

上述②の評価結果のとおり，ＣＵＷによる原子炉除熱の,原子炉補機代替冷却系

系統流量は     m3/hが確保可能であることから，系統の除熱量を評価した。 

評価条件は表３に示すとおりであり，ＣＵＷ補助熱交換器及び移動式代替熱交

換設備の性能，大型送水ポンプ車による海水側の条件を踏まえて本系統の除熱量

を評価したところ，事故発生30日後の崩壊熱相当（約3.9MW）を除熱できることを

確認した。 

表３ 移動式熱交換設備の除熱量評価条件 

移動式代替熱交換設備 

淡水系 
淡水側入口温度 ℃ 

淡水側流量 m3/h 

海水系 
海水温度 30℃ 

海水流量 780m3/h 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図５ ＣＵＷ系による原子炉除熱の除熱量評価図 

以上の「①ポンプのＮＰＳＨ評価」，「②流量評価」，「③除熱量評価」の結

果から，原子炉補機代替冷却系を用いたＣＵＷ系による原子炉除熱は事故発生30

日後の崩壊熱相当（約3.9MW）を除熱するための系統流量が確保可能なシステムで

あることを確認した。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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〔参考９－補足２〕作業エリアの線量評価について 

各作業エリアにおける線量評価は「格納容器からの漏えいに起因する室内の線

量率」と「線源配管からの直接線による線量率」の寄与を合わせて評価するもの

とする。 

 

１．評価の方法 

（１）格納容器からの漏えいに起因する線量率 

原子炉棟内の線量率は，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温）」において，格納容器ベントを実施した場合の事故発生30日後の原子炉建

物内の放射能量を考慮し，サブマージョンモデルにより計算する。格納容器から

漏えいした放射性物質は原子炉棟内に一様に分散しているものとし，原子炉棟内

から環境中への漏えいはないものとして計算した。表１に各作業エリア空間容積

を示す。 

 

            
  

 
    (   

    )       

ここで， 

 ：外部被ばくによる放射線量率（Gy/h）※１ 

※１ Gyから Svへの換算係数は１とする。 

         ：サブマージョンモデルによる換算係数(
         

        
) 

 

  ：原子炉建物内の存在量（Bq：ガンマ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 

 ：原子炉建物内の空間容積（101,000m３） 

  ：γ線エネルギ（0.5MeV/dis） 

μ：空気に対するγ線のエネルギ吸収係数（3.9×10-3/m） 

 ：評価対象エリアの空間と等価な半球の半径（m） 

  ：評価対象エリアの空間容積（m3） 

  √
    

 π

 
 

 

表１ 各作業エリア空間容積 

作業エリア 作業エリアの空間容積ＶＦ（ｍ３） 

ＨＰＣＳポンプ室 600 

大物搬入口 3800 

原子炉建物１階(ＦＬＳＲ可搬式設備 

操作対象弁付近) 
1000 
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（２）線源配管からの直接線による線量率

図１に示すとおり，炉心損傷により発生する汚染水は，格納容器貫通部とサプ

レッション・プール側一次隔離弁までの配管に存在することになるため，当該配

管は線源となる。線源配管からの直接線による線量率は，必要な遮蔽対策を実施

することによって，約10mSv/h以下に低減させる。線量率はＱＡＤコードを用いて

図１中の評価モデルの体系により評価を実施した。表２に線源配管からの直接線

の寄与を10mSv/h以下とするために必要な鉛遮蔽の厚さを示す。 

図１ 線量評価概念図 

表２ 線量率評価条件及び必要な鉛遮蔽体厚さ 

作業エリア 線源（Ｓ／Ｐ～隔

離弁までの配管長

さ） 

線源から評価点ま

での距離 

線源配管からの直

接線による線量率

を10mSv/h以下に

するために必要な

鉛遮蔽厚さ 

ＨＰＣＳポンプ室 約3.3ｍ 約2.9ｍ 約8cm 
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２．評価結果 

「１．評価方法」に基づき，各作業エリアにおける線量率を評価した。表３に

各作業エリアにおける線量率を示す。 

表３ 各作業エリアにおける線量率 

作業エリア 格納容器からの

漏えいに起因す

る線量率 

線源配管からの直

接線による線量率 

合計線量率 

ＨＰＣＳポンプ室 約2.8mSv/h 約10mSv/h 約12.8mSv/h 

大物搬入口 約5.2mSv/h －※１ 約5.2mSv/h 

原子炉建物１階(Ｆ

ＬＳＲ可搬式設備 

操作対象弁付近) 

約3.3mSv/h －※１ 約3.3mSv/h 

※１：線源配管が存在しないため，考慮不要
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〔参考９－補足３〕窒素ガス制御系 系統概要図 

可搬型格納容器除熱系をインサービスする場合は，格納容器ベントを微開とし，

窒素ガス制御系の窒素ガス供給装置あるいは可搬式の窒素供給装置により窒素ガ

スを注入し格納容器除熱による格納容器圧力低下を抑制する。図１に窒素ガス制

御系の窒素ガス供給装置により窒素ガスを格納容器に注入する系統の例を示す。 

図１ 窒素ガス制御系 系統概要図 
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添付資料－１ 

重大事故等対処施設の網羅的な整理について

 



 

添付資料－１ 

 

重大事故等対処施設の網羅的な整理について 

 

１．重大事故等対処施設について，以下に該当する設備を網羅的に抽出して，重大事故等対

処設備の条文ごとに整理したものを表１に示す。 

 

■設置許可基準規則第三章にて定められる以下の重大事故等対処設備 

・第43条 アクセスルートを確保するための設備 

・第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・第45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・第46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・第47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・第48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・第49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・第50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・第53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

・第54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・第55条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・第56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

・第57条 電源設備 

・第58条 計装設備 

・第59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

・第60条 監視測定設備 

・第61条 緊急時対策所 

・第62条 通信連絡を行うために必要な設備 

■設置許可基準規則第43条から第62条で要求されている設備が機能を発揮するために必要な

系統（水源から注水先まで，流路を含む）の設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

■重大事故等発生時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事故等対処設備 

■技術的能力審査基準で設置を要求されている設備 
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２．第 39条本文「第 2.1.2.2.2表重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類」，第 39条

補足説明資料 39-1「重大事故等対処設備の設備分類」及び補足説明資料 39-4添付資料４

「表１ ＳＡ施設（建物・構築物）の施設分類」について，以下の図１のフローにて抽出

する。 

 

 
 

図１ 重大事故等対処設備の抽出フロー 

建物・構築物に該当するか 

直接支持構造物，間接支持構造物を除く
設備を抽出 

（実用発電用原子炉の設置，運転等に関
する規則別表第二に記載の種類ごとに

並び替え） 

補足説明資料 39-1 

「重大事故等対処設備の設備分類」に記載 

補足説明資料 39-4 

添付資料４「表１ ＳＡ施設（建

物・構築物）の施設分類」に記載 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

以下に該当するか 

・常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設
重大事故防止設備 

・常設耐震重要重大事故防止設備 

・常設重大事故緩和設備 

・常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

本文「第 2.1.2.2.2 表重大事故等対処設備 

（主要設備）の設備分類」に記載 

島根原子力発電所２号炉の施設 

以下に該当するものを直接支持構造物，間接支持構造物含め網羅的に抽出（表１） 

 ・設置許可基準規則第 43 条から第 62 条で要求されている設備（当該設備が機能を発揮するために

必要な系統（水源から注水先まで，流路を含む）を含む） 

 ・重大事故等発生時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事故等対処設備 

 ・技術的能力審査基準で設置を要求されている設備 

該当しない 

該当する 

記載しない 
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備

分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
43

条
 
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
確
保

〔
主
要
設
備
〕
 
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
44

条
 
緊
急
停
止
失
敗
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備

 

代
替
制
御
棒
挿

入
機
能
に
よ
る

制
御
棒
緊
急

 

挿
入
 

〔
主
要
設
備
〕
 

Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備
 

（
代
替
制
御
棒
挿
入
機
能
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

制
御
室
建
物

 

原
子
炉
建
物

 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

制
御
棒
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

制
御
棒
駆
動
機
構
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
水
圧
制
御
ユ
ニ
ッ
ト

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

〔
流
路
〕
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 
平
均
出
力
領
域
計
装
 

58
条
に
記
載
 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

原
子
炉
再
循
環

ポ
ン
プ
停
止
に

よ
る
原
子
炉
出

力
抑
制
 

〔
主
要
設
備
〕
 
Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備
（
代
替
原
子
炉
再
循
環

ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

制
御
室
建
物

 

原
子
炉
建
物

 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 
平
均
出
力
領
域
計
装
 

58
条
に
記
載
 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

ほ
う
酸
水
注
入

 

〔
主
要
設
備
〕
 

ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

〔
流
路
〕
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

差
圧
検
出
・
ほ
う
酸
水
注
入
系
配
管
 

（
原
子
炉
圧
力
容
器
内
部
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

〔
注

入
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設

備
に
記
載
 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 
平
均
出
力
領
域
計
装
 

58
条
に
記
載
 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

出
力
急
上
昇
の

防
止
 

〔
主
要
設
備
〕
 
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
 

46
条
に
記
載
 

代
替
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備

分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
45

条
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

 

高
圧

原
子

炉

代
替

注
水

系

に
よ

る
原

子

炉
の
冷
却

 

〔
主
要
設
備
〕
 
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
 

〔
流
路
〕
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
蒸
気
系
）

 

配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

主
蒸
気
系
 
配
管
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
（

蒸
気

系
）

 

配
管

・
弁

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等

の
支
持
構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（

注
水

系
）

 
 

配
管

・
弁

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留

熱
除

去
系

 
 

配
管

・
弁

・
ス

ト
レ

ー
ナ

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
（

注
水

系
）

 

配
管

・
弁

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
浄
化
系
 
配
管
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

給
水
系
 
配
管
・
弁
・
ス
パ
ー
ジ
ャ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

蓄
電
池
 

57
条
に
記
載
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た
め

の
設
備
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ

ン
ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

 

機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 
Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

高
圧

原
子

炉

代
替

注
水

系

に
よ

る
原

子

炉
の
冷
却

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ

ン
ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

 

機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

58
条
に
記
載
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

可
搬
型
計
測
器
 

原
子

炉
隔

離

時
冷

却
系

に

よ
る

原
子

炉

の
冷
却

 

〔
主
要
設
備
〕
 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

〔
流
路
〕
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
蒸
気
系
）
 

 

配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

主
蒸
気
系
 
配
管
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
注
水
系
）
 

 

配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
浄
化
系
 
配
管
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

給
水
系
 
配
管
・
弁
・
ス
パ
ー
ジ
ャ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

  

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

原
子

炉
隔

離

時
冷

却
系

に

よ
る

原
子

炉

の
冷
却

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｂ
－
11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
23
0V
 系

蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

・
Ｂ
－
11
5V
 系

充
電
器
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
23
0V
 系

充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

所
内
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た

め
の
設
備
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

〔
計
装
設
備

〕
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
系

に

よ
る

原
子

炉

の
冷
却

 

〔
主
要
設
備
〕
 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

〔
流
路
〕
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 
 

配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ
・
ス
パ
ー
ジ
ャ

 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
 

57
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
系

に

よ
る

原
子

炉

の
冷
却

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
計
装
設
備
〕
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

ほ
う

酸
水

注

入
系

に
よ

る

進
展
抑
制

 

ほ
う
酸
水
注
入
系
 

44
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
46

条
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
 

逃
が

し
安

全

弁
 

〔
主
要
設
備
〕
 

逃
が
し
安
全
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

逃
が
し
安
全
弁
逃
が
し
弁
機
能
用
ア
キ
ュ
ム

レ
ー
タ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

主
蒸
気
系
 
配
管
・
ク
エ
ン
チ
ャ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｂ
－
11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
Ｂ
－
11
5V
 系

充
電
器
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）

 

57
条
に
記
載
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ

ン
ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

 

機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電

の
た
め
の
設
備
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

〔
計
装
設
備
〕
 
原
子
炉
圧
力
 

58
条
に
記
載
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子

炉
減

圧

の
自
動
化

 

〔
主
要
設
備
〕
 

代
替
自
動
減
圧
ロ
ジ
ッ
ク
（
代
替
自
動
減
圧

機
能
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

制
御
室
建
物
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

制
御
室
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

代
替
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

制
御
室
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

原
子

炉
減

圧

の
自
動
化

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
計
装
設
備
〕
 

原
子
炉
圧
力
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

可
搬

型
直

流

電
源

に
よ

る

減
圧

 

〔
主
要
設
備
〕
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

SR
V
用
電
源
切
替
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

主
蒸

気
逃

が

し
安

全
弁

用

蓄
電

池
に

よ

る
減
圧

 

〔
主
要
設
備
〕
 
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
 

（
補
助
盤
室
）
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

逃
が

し
安

全

弁
窒

素
ガ

ス

供
給
系

 

〔
主
要
設
備
〕
 
逃
が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系
 
 

配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

逃
が
し
安
全
弁
逃

が
し

弁
機

能
用

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 
Ａ
Ｄ
Ｓ
用
Ｎ

２
ガ
ス
減
圧
弁
二
次
側
圧
力
 

58
条
に
記
載
 

Ｎ
２
ガ
ス
ボ
ン
ベ
圧
力
 

イ
ン

タ
ー

フ

ェ
イ

ス
シ

ス

テ
ム

LO
CA
 隔

離
弁

 

〔
主
要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
系
注
水
弁
（

MV
22
2-
5A
,5
B,
5C

） 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基

準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
注
水
弁
（
MV
22
3
-2
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

58
条
に
記
載
 

原
子

炉
建

物

燃
料

取
替

階

ブ
ロ

ー
ア

ウ

ト
パ
ネ
ル

 

〔
主
要
設
備
〕
 
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ

ネ
ル
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
47

条
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

 

低
圧
原
子

炉
代

替
注
水
系

（
常

設
）
に
よ

る
原

子
炉
の
冷
却

 

〔
主
要
設
備
〕
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

56
条
に
記
載
 

〔
流
路
〕
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

〔
計
装
設
備
〕
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

低
圧
原
子

炉
代

替
注
水
系

（
可

搬
型
）
に

よ
る

原
子
炉
の
冷
却

 

〔
主
要
設
備
〕
 
大
量
送
水
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

56
条
に
記
載
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 
Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
系
（
可

搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
の
冷
却

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
流
路
〕
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の

設
備
に
記
載
 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

燃
料
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

〔
計
装
設
備
〕
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

低
圧
炉
心

ス
プ

レ
イ
系

に
よ
る

低
圧
注
水

 

〔
主
要
設
備
〕
 
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

〔
流
路
〕
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 
 

配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ
・
ス
パ
ー
ジ
ャ

 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 

残
留
熱
除

去
系

（
低
圧
注

水
モ

ー
ド
）
に

よ
る

低
圧
注
水

 

〔
主
要
設
備
〕
 
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
除

去
系

（
原
子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー

ド
）
に
よ

る
原

子
炉
停
止

時
冷

却
 

〔
主
要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
 

配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ
・
ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
再
循
環
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

残
留
熱
除

去
系

（
原
子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー

ド
）

に
よ

る
原

子
炉
停
止

時
冷

却
 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

原
子
炉
補

機
冷

却
系
（
原

子
炉

補
機
海
水

系
を

含
む
。
）

 

〔
主
要
設
備
〕
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
熱
交
換
器
 

〔
流
路
〕
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
サ
ー
ジ
タ
ン
ク

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
 

配
管
・
弁
・
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

〔
計
装
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

非
常
用
取

水
設

備
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

取
水
管
 

取
水
槽
 

低
圧
原
子

炉
代

替
注
水
系

（
常

設
）
に
よ

る
残

存
溶
融
炉

心
の

冷
却

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 

（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
の
冷

却
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

低
圧
原
子

炉
代

替
注
水
系

（
可

搬
型
）
に

よ
る

残
存
溶
融

炉
心

の
冷
却

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 

（
可
搬
型
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
48

条
 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
 

原
子
炉
補
機
代

替
冷
却
系
に
よ

る
除
熱

 

〔
主
要
設
備
〕
 
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
附
属
設
備
〕
 
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
ス
ト
レ
ー
ナ

 
可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕

 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
サ
ー
ジ
タ
ン
ク

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留

熱
除

去
系
熱
交
換
器

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水
源
〕

 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う

ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 
取
水
管
 

取
水
槽
 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

〔
計
装
設
備
〕
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
た
だ
し
，
本
系
統
機
能
に
お
い
て
は
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ
ン
ト
系

に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の

減
圧
及
び
除
熱

 

〔
主
要
設
備
〕
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器

 

圧
力
開
放
板
 

〔
附
属
設
備
〕
 

遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構
 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格
納
槽
遮
蔽
 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

配
管
遮
蔽
 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

52
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

   

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ
ン
ト
系

に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の

減
圧
及
び
除
熱

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
流
路
〕

 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
 
配
管

 ・
弁
 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

窒
素
ガ
ス
制
御
系
 
配
管
・
弁
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
 
配
管
・
弁
 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

52
条
に
記
載
 

〔
排
出
元
〕

 
原
子
炉
格
納
容
器
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ

ン
バ
，
真
空
破
壊
装
置
を
含
む
）
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ

設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納

容
器

フ

ィ
ル

タ
ベ

ン

ト
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納

容
器

内
の

減

圧
及
び
除
熱

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電

源
設
備
〕
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち

，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た
め
の
設

備
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

〔
計

装
設
備
〕
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ

 （
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度

  

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
58

条
に
記
載
（
た
だ
し
，
本
系
統
機

能
に
お
い
て
は
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち

，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

 

原
子

炉
停

止

時
冷
却

 

〔
主

要
設
備
〕
 
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

47
条
に
記
載
（
う
ち

，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
・
ス
ト

レ
ー
ナ
・
ジ
ェ

ッ
ト
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
再
循
環
系
 
配
管
・
弁
 

〔
注

水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

残
留

熱
除

去

系
（
格
納
容
器

冷
却
モ
ー
ド
）

に
よ

る
原

子

炉
格

納
容

器

内
の
冷
却

 

〔
主

要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

49
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ

 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
 

〔
注

水
先
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

残
留

熱
除

去

系
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水

冷
却

モ

ー
ド
）
に
よ
る

サ
プ

レ
ッ

シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン

バ
・
プ
ー
ル
水

の
冷
却

 

〔
主

要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

49
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ

 

〔
注

水
先
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

原
子

炉
補

機

冷
却
系
（
原
子

炉
補

機
海

水

系
を
含
む
。
）
 

〔
主

要
設
備
〕
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

取
水
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
 

配
管
・
弁
・
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 

タ
ー
ビ
ン
建
物

 

取
水
槽
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
サ
ー
ジ
タ
ン
ク

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電

源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に

記
載
 

〔
計

装
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
 

58
条
に

記
載
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出
口
温
度
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能

 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

高
圧

炉
心

ス

プ
レ

イ
補

機

冷
却
系
（
高
圧

炉
心

ス
プ

レ

イ
補

機
海

水

系
を
含
む
。
）
 

〔
主

要
設
備
〕
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

取
水
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
 
 

配
管
・
弁
・
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 

タ
ー
ビ
ン
建
物

 

取
水
槽
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
 

サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電

源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

 

機
 

57
条
に

記
載
 

非
常

用
取

水

設
備

 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

取
水
管
 

取
水
槽
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 
Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
49

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

格
納
容
器
代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
常
設
）
に
よ

る
原
子
炉
格
納

容
器
内
の
冷
却

 

〔
主
要
設
備
〕
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止

設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

56
条
に
記
載
 

〔
流
路
〕
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注

水
先
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の

他
の

設
備

に
記

載
 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納
容
器
代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
常
設
）
に
よ

る
原
子
炉
格
納

容
器
内
の
冷
却

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
計
装
設
備
〕
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

58
条
に
記
載
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

58
条
に
記
載
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ

）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

格
納
容
器
代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
可
搬
型
）
に

よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
冷

却
 

〔
主
要
設
備
〕
 
大
量
送
水
車
 

可
搬

型
重

大
事

故
防

止
設

備
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
付
属
設
備
〕
 
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬

型
重

大
事

故
防

止
設

備
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

56
条
に
記
載
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注

水
先
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の

他
の

設
備

に
記

載
 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納
容
器
代
替

ス
プ

レ
イ

系

（
可
搬
型
）
に

よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
冷

却
 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

〔
計
装
設
備
〕
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

58
条
に
記
載
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ

）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

残
留
熱
除
去
系

（
格
納
容
器
冷

却
モ
ー
ド
）
に

よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
冷

却
 

〔
主
要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注

水
先
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

58
条
に
記
載
（
た
だ
し
，
本
系
統
機
能
に
お
い
て
は
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ

）
 

残
留
熱
除
去
系

（
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル

水
冷

却
モ

ー

ド
）
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器

内
の
冷
却

 

〔
主
要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
 

〔
流
路
〕
 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注

水
先
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

残
留
熱
除
去

系

（
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル

水
冷
却
モ
ー

ド
）
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器

内
の
冷
却
 

(つ
づ
き

) 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

58
条
に
記
載
（
た
だ
し
，
本
系
統
機
能
に
お
い
て
は
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ

）
 

原
子
炉
補
機
冷

却
系
（

原
子
炉

補
機
海
水
系
を

含
む
。

）
 

〔
主
要
設
備
〕
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器
 

〔
流
路
〕
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
 

配
管
・
弁
・
海
水
ス
ト
レ
ー
ナ
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
サ
ー
ジ
タ
ン
ク

 

〔
電
源
設
備
〕
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

〔
計
装
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

非
常
用
取
水
設

備
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

取
水
管
 

取
水
槽
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
50

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

格
納

容
器

フ

ィ
ル

タ
ベ

ン

ト
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納

容
器

内
の

減

圧
及
び
除
熱

 

〔
主
要
設
備
〕
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

圧
力
開
放
板
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
 
配
管

 ・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽

 

原
子
炉
建
物

 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

窒
素
ガ
ス
制
御
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

52
条
に
記
載
 

〔
附
属
設
備
〕
 

遠
隔

手
動

弁
操

作
機

構
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
格

納
槽

遮
蔽

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽

 
Ｓ
ｓ
 

○
 

 

配
管

遮
蔽

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

○
 

 

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
 

52
条
に
記
載
 

〔
排
出
元
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ

ン
バ
，
真
空
破
壊
装
置
を
含
む
）
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

57
条
に
記
載
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納
容
器
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン

ト
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納

容
器
内
の
減

圧
及
び
除
熱

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

57
条

に
記
載
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た
め
の

設
備
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

〔
計
装
設
備
〕
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
 

58
条

に
記
載
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納

容
器

フ

ィ
ル

タ
ベ

ン

ト
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納

容
器

内
の

減

圧
及
び
除
熱

 

〔
つ
づ
き
〕

 

〔
計
装
設
備
〕
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

残
留

熱
代

替

除
去

系
に

よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の

減
圧

及
び

除

熱
 

〔
主
要
設
備
〕
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
附
属
設
備
〕
 
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
ス
ト
レ
ー
ナ

 
可

搬
型

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水
源
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 
取
水
管
 

取
水
槽
 

〔
流
路
〕
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
 
配
管
・
弁

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
配
管
・
弁
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 
サ
ー
ジ
タ
ン
ク

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
・
ス
ト
レ
ー
ナ

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
 
配
管
・
弁
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 
配
管
・
弁

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 
原
子
炉
格
納
容
器
 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

 

39-添付1-26



表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

残
留

熱
代

替

除
去

系
に

よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の

減
圧

及
び

除

熱
 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

〔
計

装
設
備
〕
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流

量
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
51

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

 

ペ
デ

ス
タ

ル

代
替

注
水

系

（
常
設
）
に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
下

部

へ
の

注
水
 

〔
主
要
設
備
〕
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水
源
〕

 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

〔
流
路
〕

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕

 
原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

〔
計
装
設
備
〕
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納

容
器

代

替
ス

プ
レ

イ

系
（
可
搬
型
）

に
よ

る
原

子

炉
格

納
容

器

下
部

へ
の

注

水
 

〔
主
要
設
備
〕
 

大
量
送
水
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水
源
〕

 
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

56
条
に
記
載
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

〔
流
路
〕

 

残
留
熱
除
去
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕

 
原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納

容
器

代

替
ス

プ
レ

イ

系
（
可
搬
型
）

に
よ

る
原

子

炉
格

納
容

器

下
部

へ
の

注

水
〔
つ
づ
き
〕

 

〔
計
装
設
備
〕
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

ペ
デ

ス
タ

ル

代
替

注
水

系

（
可
搬
型
）
に

よ
る

原
子

炉

格
納

容
器

下

部
へ
の
注
水

 

〔
主
要
設
備
〕
 
大
量
送
水
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水
源
〕

 
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

56
条
に
記
載
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

〔
流
路
〕

 
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注
水
先
〕

 
原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う

ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

ペ
デ

ス
タ

ル

代
替

注
水

系

（
可
搬
型
）
に

よ
る

原
子

炉

格
納

容
器

下

部
へ
の
注
水

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

〔
計
装
設
備
〕
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

溶
融

炉
心

の

落
下

遅
延

及

び
防
止

 

高
圧

原
子

炉
代
替
注
水

系
 

45
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
 

44
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 

（
常
設
）
 

47
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 

（
可
搬
型
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

  

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類

 
適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
52

条
 
水
素
爆
発
に

よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

 

窒
素

ガ
ス

代

替
注

入
系

に

よ
る

原
子

炉

格
納

容
器

内

の
不
活
性
化

 

〔
主
要
設
備
〕
 
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

窒
素
ガ
ス
代
替
注
入
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注

入
先
〕
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

〔
計
装
設
備
〕
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ

）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納

容
器

フ

ィ
ル

タ
ベ

ン

ト
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納

容
器

内
の

水

素
ガ

ス
及

び

酸
素

ガ
ス

の

排
出

 

〔
主
要
設
備
〕
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 
第

1
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器
 

圧
力
開
放
板
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度

 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ

 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

〔
附
属
設
備
〕
 

遠
隔

手
動

弁
操

作
機

構
 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
格

納
槽

遮
蔽

 
50

条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

配
管

遮
蔽

 
50

条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
 
配
管
・
弁

 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 
窒
素
ガ
ス
制
御
系
 
配
管
・
弁
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
 
配
管
・
弁
 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
排

出
元
〕
 

原
子

炉
格

納
容

器
（

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

，
真

空
破

壊
装

置
を

含
む

）
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納

容
器

フ

ィ
ル

タ
ベ

ン

ト
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納

容
器

内
の

水

素
ガ

ス
及

び

酸
素

ガ
ス

の

排
出

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備

 

・
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

 

・
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
軽

油
タ

ン
ク

 

・
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
サ

ー
ビ

ス
タ

ン
ク

 

・
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

可
搬

型
代

替
交

流
電

源
設

備
 

・
高

圧
発

電
機

車
 

・
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
軽

油
タ

ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
 

代
替

所
内

電
気

設
備

 

・
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

 

・
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

 

・
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
 

・
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

接
続

プ
ラ

グ
盤

 

・
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

・
Ｓ

Ａ
１

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

・
Ｓ

Ａ
２

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

・
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

 

・
重

大
事

故
操

作
盤

 

常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

 

・
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
 
系

蓄
電

池
 

・
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
 
系

充
電

器
 

可
搬

型
直

流
電

源
設

備
 

・
高

圧
発

電
機

車
 

・
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
 
系

充
電

器
 

・
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
軽

油
タ

ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
 

常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

へ
の

給
電

の

た
め

の
設

備
 

・
常

設
代

替
交

流
電

源
設

備
 

・
可

搬
型

代
替

交
流

電
源

設
備

 

39-添付1-33



表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

     

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

格
納

容
器

フ

ィ
ル

タ
ベ

ン

ト
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納

容
器

内
の

水

素
ガ

ス
及

び

酸
素

ガ
ス

の

排
出

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料

補
給

設
備

 

・
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
軽

油
タ

ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

〔
計
装
設
備
〕
 

ス
ク

ラ
バ

容
器

水
位

 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

ス
ク

ラ
バ

容
器

圧
力

 

ス
ク

ラ
バ

容
器

温
度

 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）

 

水
素

濃
度

及

び
酸

素
濃

度

の
監
視

 

〔
主
要
設
備
〕
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン

ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

水
素
濃
度
及

び
酸
素
濃
度

の
監
視

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設

備
〕
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
非
常
用
高
圧
母
線
Ｄ
系
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，

重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類

 
適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
53

条
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

 

静
的
触
媒
式

水
素
処
理
装

置
に
よ
る
水

素
濃
度
抑
制

 

〔
主

要
設
備
〕
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
 

そ
の
他
の

設
備
に
記
載
 

〔
電

源
設
備
〕
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た
め
の

設
備
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

原
子

炉
建

物

内
の

水
素

濃

度
監
視

 

〔
主

要
設
備
〕
 
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電

源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
非
常
用
高
圧
母
線
Ｄ
系
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

  
 

Ｓ
Ａ
機
能

 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
54

条
 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ
イ
系

 

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
及

び
ス
プ
レ
イ

 

〔
主
要

設
備
〕
 

大
量
送
水
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
付
属

設
備
〕
 
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水

源
〕
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

56
条
に
記
載
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

〔
流

路
〕
 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
注

水
先
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
 

（
サ
イ
フ
ォ
ン
防
止
機
能
を
含
む
。）

 
そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

〔
電
源

設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ

ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料

貯

蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装

設
備
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

（
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却
設
備
を

含
む
）

 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ
イ
系

 

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

及
び
ス
プ
レ
イ

 

〔
主
要

設
備
〕
 

大
量
送
水
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
付
属

設
備
〕
 
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
水

源
〕
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

56
条
に
記
載
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

〔
流

路
〕
 

ホ
ー
ス
・
弁
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注

水
先
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
 

（
サ
イ
フ
ォ
ン
防
止
機
能
を
含
む
。）

 
そ
の
他
の
設
備
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類

 
適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

燃
料
プ
ー
ル
ス

プ
レ
イ
系

 

（
可
搬
型
ス
プ

レ
イ
ノ
ズ
ル
）

に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
へ
の
注
水

及
び
ス
プ
レ
イ

（
つ
づ
き
）
 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）

 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

（
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却
設
備
を

含

む
）
 

大
気
へ
の
放
射

性
物
質
の
拡
散

抑
制

 

〔
主
要
設
備
〕
 
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

55
条
に
記
載
 

放
水
砲
 

〔
流
路
〕
 

ホ
ー
ス
 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

55
条
に
記
載
 

燃
料
プ
ー
ル
の

監
視

 

〔
主
要
設
備
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防

止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防

止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

（
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却
設
備
を

含

む
。）

 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防

止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン

ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
 

57
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類

 
適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

燃
料
プ
ー
ル
の

監
視

 

（
つ
づ
き
）
 

〔
電
源
設
備
〕
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）

 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
充
電
器
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

・
非
常
用
高
圧
母
線
Ｄ
系
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類

 
適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

燃
料
プ
ー
ル
の

監
視

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設

代

替
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た
め
の
設
備

 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

57
条
に
記
載
 

燃
料
プ
ー
ル
冷

却
系
に
よ
る

燃

料
プ
ー
ル
の
除

熱
 

〔
主
要
設
備
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ
ン
プ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
熱
交
換
器
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
付
属
設
備
〕
 
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
ス
ト
レ
ー
ナ

 
可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
注

水
先
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
 

そ
の
他
設
備
に
記
載
（
う

ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

〔
流
路
〕
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
 
配
管
・
弁

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 配

管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
  
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 
ス
キ
マ
・
サ
ー
ジ
・
タ
ン

ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 
デ
ィ
フ
ュ
ー
ザ

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
・
接
続
口
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う

ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 
取
水
管
 

取
水
槽
 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン

ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
非
常
用
高
圧
母
線
Ｃ
系
 

・
非
常
用
高
圧
母
線
Ｄ
系
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯

蔵
タ

ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

〔
計
装
設
備
〕
 
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）

 
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類

 
適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
55

条
 
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

 

大
気
へ
の
放
射

性
物
質
の
拡
散

抑
制

 

〔
主
要
設
備
〕
 
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

放
水
砲
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

海
洋
へ
の
放
射

性
物
質
の
拡
散

抑
制

 

〔
主
要
設
備
〕
 

放
射
性
物
質
吸
着
材
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

小
型
船
舶
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

航
空

機
燃
料
火

災
へ
の

泡
消
火
 

〔
主
要
設
備
〕
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

放
水
砲
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

泡
消
火
薬
剤
容
器
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
56

条
 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

重
大
事
故
等
収

束
の
た
め
の
水

源
 

〔
主
要
設
備
〕
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

○
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ほ
う

酸
水

貯
蔵

タ
ン

ク
 

44
条
に
記
載
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

―
 

（
代
替

淡
水
源
）
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

構
内
監
視
カ
メ
ラ
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

屋
上
）
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

58
条
に
記
載
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

水
の
供
給

 

〔
主
要
設
備
〕
 

大
量
送
水
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

大
量
送
水
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
付
属
設
備
〕
 
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

取
水
口
 

そ
の
他
の

設
備
に
記
載
 

取
水
管
 

取
水
槽
 

〔
電
源
設
備
〕
 

燃
料
補
給
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

57
条
に
記
載
 

〔
計
装
設
備
〕
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

58
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
57

条
 
電
源
設
備
 

常
設
代
替
交
流

電
源
設
備
に
よ

る
給
電

 

〔
主
要
設
備
〕
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
燃
料
流
路
〕
 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
配
管
・
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
（
ガ
ス

タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油

タ
ン
ク
～
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
）
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

   

―
 

 

［
電
路
］
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
～
非
常
用
高
圧
母
線

Ｃ
系
及
び
Ｄ
系
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
～
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン

タ
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
～
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン

タ
～
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
電
路

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
～
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン

タ
～
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
電
路

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
～
高
圧
発
電
機
車
接

続
プ
ラ
グ
収
納
箱
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
～
原
子

炉
補
機
代
替
冷
却
系
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類

 
適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

常
設
代
替
交
流

電
源
設
備
に
よ

る
給
電

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
計
装
設
備
〕
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

58
条
に

記
載
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

可
搬
型
代
替
交

流
電
源
設
備
に

よ
る
給
電

 

〔
主
要
設
備
〕
 

高
圧
発
電
機
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

Ｂ
－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
基
礎
 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
燃
料
流
路
〕
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
ド
レ

ン
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持

構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
電
路
〕
 

高
圧
発
電
機
車
～
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ

グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
西
側
）
電
路

 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子

炉
建
物
西
側
）
～
非
常
用
高
圧
母
線
Ｃ
系
及

び
Ｄ
系
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
～
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ

グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
南
側
）
電
路

 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子

炉
建
物
南
側
）
～
非
常
用
高
圧
母
線
Ｃ
系
及

び
Ｄ
系
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
～
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ

ラ
グ
盤
電
路
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
～
非
常
用

高
圧
母
線
Ｃ
系
及
び
Ｄ
系
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

可
搬
型
代
替
交

流
電
源
設
備
に

よ
る
給
電
 

（
つ
づ
き
）
 

〔
電
路
〕
 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子

炉
建
物
西
側
）
～
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
電

路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子

炉
建
物
南
側
）
～
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
電

路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
～
Ｓ
Ａ
１

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
セ
ン
タ
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
建
物
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

58
条
に

記
載
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

所
内
常
設
蓄
電

式
直
流
電
源
設

備
に
よ
る
給
電

 

〔
主
要
設
備
〕
 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
路
〕
 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
及
び
充
電
器
～

 

直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
充

電

器
～
直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
及
び
充
電

器

～
直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備

等
の
支
持
構
造
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
及
び
充
電
器
～
直

流

母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

58
条
に

記
載
 

Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

常
設
代
替
直
流

電
源
設
備
に
よ

る
給
電

 

〔
主
要
設
備
〕
 
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
路
〕
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
及
び
充
電
器
～
直

流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

58
条
に
記
載
 

可
搬
型
直
流
電

源
設
備
に
よ
る

給
電

 

〔
主
要
設
備
〕
 

高
圧
発
電
機
車
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
充
電
器
（
常
用
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

Ｂ
－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
基
礎
 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造

物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
燃
料
流
路
〕
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

ド
レ
ン
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
電
路
〕
 

高
圧
発
電
機
車
～
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ

グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
西
側
）
電
路

 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子

炉
建
物
西
側
）
～
直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

可
搬
型
直
流
電

源
設
備
に
よ
る

給
電
（
つ
づ
き
）
 

〔
電
路
〕
 

高
圧
発
電
機
車
～
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ

ラ
グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
南
側
）
電
路

 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原

子
炉
建
物
南
側
）
～
直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
～
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
電
路

 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
～
 

直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 

Ｂ
-1
15
V
系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

58
条
に
記
載
 

Ｂ
１
-1
15
V
系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
電
圧

 

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）
母
線
電
圧

 

代
替
所
内
電
気

設
備
に
よ
る

給

電
 

〔
主
要
設
備
〕
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

充
電
器
電
源
切
替
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

重
大
事
故
操
作
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

代
替
所
内
電
気

設
備
に
よ
る
給

電
（
つ
づ
き
）
 

〔
主
要
設
備
〕
 

非
常
用
高
圧
母
線
Ｃ
系
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
高
圧
母
線
Ｄ
系
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

58
条
に
記
載
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

非
常
用
交
流
電

源
設
備

 
〔
主
要
設
備
〕
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 

Ｂ
－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
基
礎
 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

Ｂ
－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
基
礎
 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
デ
イ
タ
ン

ク
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
デ
イ
タ
ン
ク
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

非
常
用
交
流
電

源
設
備

 

（
つ
づ
き
）
 

〔
燃
料
流
路
〕
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
移
送
系

 

配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 

Ｂ
－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
基
礎
 

原
子
炉
建
物
 

タ
ー
ビ
ン
建
物
 

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
(タ

ー

ビ
ン
建
物
～
排
気
筒
) 

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
(Ｂ

－

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵
タ

ン
ク
～
原
子
炉
建
物
) 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

  

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
燃
料
移
送
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 

原
子
炉
建
物
 

タ
ー
ビ
ン
建
物
 

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
(タ

ー

ビ
ン
建
物
～
排
気
筒
) 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
路
〕
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
～
非
常
用
高

圧
母
線
Ｃ
系
及
び
Ｄ
系
電
路
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
～
非
常
用
高
圧
母
線
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
系
電
路

 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

58
条
に
記
載
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

非
常
用
直
流
電

源
設
備

 
〔
主
要
設
備
〕
 

Ａ
－
11
5V

系
蓄
電
池
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構

造
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ａ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
蓄
電
池
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止

設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
蓄
電
池
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ａ
－
11
5V

系
充
電
器
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

非
常
用
直
流
電

源
設
備

 

(つ
づ
き

) 

〔
主
要
設
備
〕
 

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
充
電
器

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ａ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
充
電
器

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
充
電
器

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持

構
造
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
路
〕
 

Ａ
－
11
5V

系
蓄
電
池
及
び
充
電
器
～
直
流

母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
及
び
充
電
器
～
直
流

母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
充
電

器
～
直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
及
び
充
電
器

～
直
流
母
線
電
路
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
及
び
充
電
器

～
直
流
母
線
電
路

 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ａ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
蓄
電
池
及
び
充

電
器
～
直
流
母
線
電
路

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
蓄
電
池
及
び
充

電
器
～
直
流
母
線
電
路

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
計
装
設
備
〕
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧

 

58
条
に
記
載
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧

 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

燃
料
補
給
設
備

 

〔
主
要
設
備
〕
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

Ｂ
－
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
基
礎
 

排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

 
可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備

 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
燃
料
流
路
〕
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

ド
レ
ン
弁

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

軽
油
タ
ン
ク
基
礎
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備

 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
燃

料
補
給

先
〕
 

大
量
送
水
車
 

47
条
，
49

条
，
51

条
，

54
条
，
56

条
に
記
載
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

47
条
，
50

条
，
54

条
，

55
条
，
56

条
に
記
載
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

52
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
58

条
 
計
測
設
備
 

原
子
炉
圧
力
容

器
内
の
温
度

 
〔
主
要
設
備
〕
 
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
圧
力
容

器
内
の
圧
力

 
〔
主
要
設
備
〕
 

原
子
炉
圧
力
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
圧
力
容

器
内
の
水
位

 
〔
主
要
設
備
〕
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
圧
力
容

器
へ
の
注
水
量

 
〔
主
要
設
備
〕
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
格
納
容

器
へ
の
注
水
量

 
〔
主
要
設
備
〕
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
流
量
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
温
度

 
〔
主
要
設
備
〕
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

物
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
圧
力

 
〔
主
要
設
備
〕
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ

）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
水
位

 
〔
主
要
設
備
〕
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
水
素
濃

度
 

〔
主
要
設
備
〕
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
放
射
線

量
率

 

〔
主
要
設
備
〕
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

未
臨
界
の
維
持

又
は
監
視

 
〔
主
要
設
備
〕
 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

中
間
領
域
計
装
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

平
均
出
力
領
域
計
装
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

最
終
ヒ
ー
ト
シ

ン
ク

の
確

保

（
残
留
熱
代
替

除
去
系
）

 

〔
主
要
設
備
〕
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ

）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流

量
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

最
終
ヒ
ー
ト
シ

ン
ク

の
確

保

（
格
納
容
器
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン
ト

系
）

 

〔
主
要
設
備
〕
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ

ニ
タ
 
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持

構
造
物
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度

 
可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

最
終
ヒ
ー
ト
シ

ン
ク
の
確
保

 

（
残
留
熱
除
去

系
）

 

〔
主
要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
バ
イ

パ
ス

の
監

視

（
原
子
炉
圧
力

容
器

内
の

状

態
）

 

〔
主
要
設
備
〕
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
圧
力
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
バ
イ

パ
ス

の
監

視

（
原
子
炉
格
納

容
器

内
の

状

態
）

 

〔
主
要
設
備
〕
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
バ
イ

パ
ス
の
監
視

 

（
原
子
炉
建
物

内
の
状
態
）

 

〔
主
要
設
備
〕
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

水
源
の

確
保
 

〔
主
要
設
備
〕
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ

ン
プ
格
納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

原
子
炉
建
物
内

の
水
素
濃
度

 
〔
主
要
設
備
〕
 
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
酸
素
濃

度
 

〔
主
要
設
備
〕
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
の

監
視

 
〔
主
要
設
備
〕
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持

構
造
物
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）

 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）（

燃
料
プ

ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却
設
備
を
含
む
。）

 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

発
電
所
内
の

 

通
信
連
絡

 
〔
主
要
設
備
〕
 
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
 

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

温
度
，
圧
力
，

水
位
，
注
水
量

の
計
測
・
監
視

 

〔
主
要
設
備
〕
 
可
搬
型
計
測
器
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

そ
の
他
 

〔
主
要
設
備
〕
 

Ａ
Ｄ
Ｓ
用
Ｎ

２
ガ
ス
減
圧
弁
二
次
側
圧
力
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｎ
２
ガ
ス
ボ
ン
ベ
圧
力
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

（
設
計
基
準
拡
張
）

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建

物
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

そ
の
他
 

（
つ
づ
き
）

 
〔
主
要
設
備
〕
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
格

納
槽
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
１
－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
電
圧

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ａ
－
11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｂ
－
11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）
母
線
電
圧

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
蓄
電
池
電
圧
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

上
記

計
測

設
備

の
電
源

 
〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

57
条
に
記
載
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

・
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

・
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

・
充
電
器
電
源
切
替
盤
 

・
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

・
重
大
事
故
操
作
盤
 

・
非
常
用
高
圧
母
線
Ｃ
系
 

・
非
常
用
高
圧
母
線
Ｄ
系
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

上
記

計
測

設
備

の
電
源

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｂ
－
11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
23
0V
 系

蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

・
Ｂ
－
11
5V
 系

充
電
器
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
23
0V
 系

充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

57
条
に
記
載
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V
 系

充
電
器
 

・
23
0V
 系

充
電
器
（
常
用
）
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
デ
イ
タ
ン

ク
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
デ
イ
タ
ン
ク
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

上
記

計
測

設
備

の
電
源

 

（
つ
づ
き
）

 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
 

・
Ａ
－
11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｂ
－
11
5V
 系

蓄
電
池
 

・
Ｂ
１
－
11
5V
 系

蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）

 

・
23
0V
 系

蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
 

・
Ａ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
蓄
電
池

 

・
Ｂ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
蓄
電
池

 
57

条
に
記
載
 

所
内
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替

直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た
め
の
設
備

 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
へ
の
給
電
の
た
め
の

設
備
 

・
非
常
用
交
流
電
源
設
備
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能

 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考
 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
59

条
 
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
 

居
住
性
の
確
保

 

〔
主
要
設
備
〕
 

中
央
制
御
室
遮
蔽
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

制
御
室
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

○
 

 

中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

再
循
環
用
フ
ァ
ン
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

チ
ャ
コ
ー
ル
・
フ
ィ
ル
タ
・
 

ブ
ー
ス
タ
・
フ
ァ
ン
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
チ
ャ
コ
ー
ル
・
 

フ
ィ
ル
タ
・
ユ
ニ
ッ
ト
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装
置
 

（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
 

62
条
に
記
載

 
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置
 

（
中
央
制
御
室
待
避
室
）
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

中
央
制
御
室
差
圧
計
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
制
御
室
建
物

 
―
 

―
 

 

待
避
室
差
圧
計
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
制
御
室
建
物

 
―
 

―
 

 

酸
素
濃
度
計
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

中
央
制
御
室
換
気
系
 
ダ
ク
ト
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

廃
棄
物
処
理
建
物

 

制
御
室
建
物

 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装
置
 

（
配
管
・
弁
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物

 
Ｓ
ｓ
 

―
 

 

中
央
制
御
室
換
気
系
 
弁
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

廃
棄
物
処

理
建
物
 

制
御
室
建
物

 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
伝
送
路
〕
 

無
線
通
信
設
備
 

（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
 

62
条
に
記
載

 
衛
星
電
話
設
備
 

（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

居
住
性
の
確
保

 

（
つ
づ
き
）

 
〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
（
た
だ
し
，
本
系
統
機
能
に
お
い
て
は
，
重
大
事
故
防
止
設
備
，
重
大
事
故
緩
和

設
備
又
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
）

 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

照
明
の
確
保

 

〔
主
要
設
備
〕
 
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

57
条
に
記
載

（
た
だ
し
，
本
系
統
機
能
に
お
い
て
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）

）
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

被
ば
く
線
量
の

低
減

 

〔
主
要
設
備
〕
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
フ
ァ
ン
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ

ネ
ル
閉
止
装
置
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
流
路
〕
 

前
置
ガ
ス
処
理
装
置
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

後
置
ガ
ス
処
理
装
置
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
 
配
管
・
弁
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

タ
ー
ビ
ン
建
物
 

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
（
タ
ー

ビ
ン
建
物
～
排
気
筒
）
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

 

―
 

 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
管
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

建
物
・
構
築
物
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
排
気
筒
 

Ｓ
ｓ
 

○
 

 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
） 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設

備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

被
ば
く
線
量
の

低
減
（
つ
づ
き
） 

〔
電
源
設
備
〕
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
60

条
 
監
視
測
定
設
備
 

放
射
線
量
の
代

替
測
定

 

〔
主
要
設
備
〕
 
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
伝

送
路
〕
 

デ
ー
タ
表
示
装
置
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

放
射
性
物
質
の

濃
度
の
代
替
測

定
 

〔
主
要
設
備
〕
 

可
搬
式
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ベ
イ
・

メ
ー
タ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
・
メ
ー
タ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

気
象
観
測
項
目

の
代
替
測
定

 

〔
主
要
設
備
〕
 
可
搬
式
気
象
観
測
装
置
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
伝

送
路
〕
 

デ
ー
タ
表
示
装
置
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

放
射
線
量
の
測

定
 

〔
主
要
設
備
〕
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
・
メ
ー
タ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

小
型
船
舶
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
伝

送
路
〕
 

デ
ー
タ
表
示
装
置
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

放
射
性
物
質

の

濃
度

の
測

定

（
空
気
中

，
水

中
，
土
壌
中
）

及
び
海
上
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

 

〔
主
要
設
備
〕
 

可
搬
式
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ベ
イ
・

メ
ー
タ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
・
メ
ー
タ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

α
・
β
線
サ
ー
ベ
イ
・
メ
ー
タ
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

小
型
船
舶
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

モ
ニ

タ
リ

ン

グ
・
ポ
ス
ト
の

代
替
交
流
電
源

か
ら
の
給
電

 

〔
主
要
設
備
〕
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

57
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
61

条
 
緊
急
時
対
策
所
 

居
住
性
の
確
保

 

〔
主
要
設
備
〕
 

緊
急
時
対
策
所
遮
蔽
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

○
 

 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ

ト
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

緊
急
時
対
策
所
正
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ

）
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

酸
素
濃
度
計
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

差
圧
計
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
緊
急
時
対
策
所
 

―
 

―
 

 

可
搬
式
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
 

60
条
に
記
載
 

〔
流
路
〕
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
装
置
用
可
搬
型
ダ

ク
ト
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
装
置
（
配
管
・
弁

）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

緊
急
時
対
策
所
正
圧
化
装
置
可
搬
型
配
管
・

弁
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

緊
急
時
対
策
所
正
圧
化
装
置
（
配
管
・
弁
）

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
 

61
条
（
電
源
の
確
保
）
に
記
載
 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
 

緊
急
時
対
策
所
 発

電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤

 

緊
急
時
対
策
所
 低

圧
母
線
盤
 

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

必
要
な
情
報
の

把
握

 
〔
主
要
設
備
〕
 
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
 

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
 

62
条
に
記
載
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

通
信
連
絡
 

（
緊
急
時
対
策

所
）
 

〔
主
要
設
備
〕
 

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
 

62
条
に
記
載
 

無
線
通
信
設
備
（
携
帯
型
）
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
 

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す

る
通
信
連
絡
設
備
 

〔
伝

送
路
〕
 

無
線
通
信
装
置
 

62
条
に
記
載
 

無
線
通
信
設
備
（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
 

衛
星
通
信
装
置
 

衛
星
電
話
設
備
（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
 

有
線
（
建
物
内
）（

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
），

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
に
係
る
も
の
）

 

有
線
（
建
物
内
）（

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ

ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
に
係
る
も
の
）

 

有
線
（
建
物
内
）（

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
に
係
る

も
の
）
 

〔
電
源
設
備
〕
 

緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
 

61
条
（
電
源
の
確
保
）
に
記
載
 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
 

緊
急
時
対
策
所
 発

電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤

 

緊
急
時
対
策
所
 低

圧
母
線
盤
 

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

電
源
の
確
保

 
〔
主
要
設
備
〕
 

緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

緊
急
時
対
策
所
 
発
電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

○
 

 

緊
急
時
対
策
所
 
低
圧
母
線
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設

備
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

電
源
の
確
保

（
つ
づ
き
）

 

〔
流
路
〕
 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

〔
電
路
〕
 

緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
～
 

緊
急
時
対
策
所
 
低
圧
母
線
盤
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

―
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

第
62

条
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

発
電
所
内
の
通

信
連
絡

 

〔
主
要
設
備
〕
 

有
線
式
通
信
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

制
御
室
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

無
線
通
信
設
備
（
携
帯
型
）
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

制
御
室
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
 

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
廃
棄
物
処
理
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
伝

送
路
〕
 

無
線
通
信
設
備
（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

衛
星
電
話
設
備
（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

無
線
通
信
装
置
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

有
線
（
建
物
内
）（

有
線
式
通
信
設
備
，
無

線
通

信
設
備
（
固
定
型
），

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）

に
係
る
も
の
）
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

制
御
室
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

有
線
（
建
物
内
）（

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示

シ
ス

テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
に
係
る
も
の
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン

ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
 

57
条
に
記
載
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 
 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

発
電
所
内
の
通

信
連
絡

 

〔
つ
づ
き
〕

 

〔
電
源
設
備
〕
 

緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
 

61
条
（
電
源
の
確
保
）
に
記
載
 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
 

緊
急
時
対
策
所
 低

圧
母
線
盤
 

緊
急
時
対
策
所
 発

電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤

 

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

発
電
所
外
の
通

信
連
絡

 

〔
主
要
設
備
〕
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
制
御
室
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

 

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す

る
通
信
連
絡
設
備
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
緊
急
時
対
策
所
 

―
 

―
 

 

デ
ー
タ
伝
送
設
備
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
) 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
緊
急
時
対
策
所
 

―
 

―
 

 

〔
伝

送
路
〕
 

衛
星
電
話
設
備
（
屋
外
ア
ン
テ
ナ
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

衛
星
通
信
装
置
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）

 
緊
急
時
対
策
所
 

―
 

―
 

 

有
線
（
建
物
内
）（

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）

に
係
る
も
の
）
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
建
物
 

廃
棄
物
処
理
建
物
 

制
御
室
建
物
 

緊
急
時
対
策
所
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

 

有
線
（
建
物
内
）（

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
，
デ
ー

タ
伝
送
設
備
に
係
る
も
の
）
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

電
気
計
装
設
備
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
緊
急
時
対
策
所
 

―
 

―
 

 

〔
電
源
設
備
〕
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン

ク
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
 

57
条
に
記
載
（
た
だ
し
，
本
系
統
機
能
に
お
い
て
は
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
又
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
）

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

・
高
圧
発
電
機
車
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

 

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当
 

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

発
電
所
外
の
通

信
連
絡

 

〔
つ
づ
き
〕

 

〔
電
源
設
備
〕
 

緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
 

61
条
（
電
源
の
確
保
）
に
記
載
 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
 

緊
急
時
対
策
所
 低

圧
母
線
盤
 

緊
急
時
対
策
所
 発

電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤

 

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
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表
１
 
Ｓ
Ａ
設
備
の
整
理
結
果

 

Ｓ
Ａ
機
能
 

分
類
 

設
備
名
称

 
直
接
支
持
構
造
物
 

間
接
支
持
構
造
物
 

建
物
・
構
築
物
 

（
○
：
該
当

－
：
該
当
な
し
）
 

備
考

 

適
用
範
囲
 

Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲

 
Ｓ
Ａ
設
備
分
類
 

適
用
範
囲
 

検
討
用
 

地
震
動
 

そ
の
他
の
設
備

 

重
大

事
故

時
に

対

処
す

る
た

め
の

流

路
又

は
注

水
先

，

注
入

先
，

排
出

元

等
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

原
子
炉
圧
力
容
器

支
持
ス
カ
ー
ト
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 

原
子
炉
圧
力
容
器
ペ
デ
ス

タ
ル

Ｓ
ｓ
 

―
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

機
器
・
配
管
等
の
支
持
構
造
物

 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備

 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

 
原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

―
 

燃
料
プ
ー
ル
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

○
 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

原
子
炉
建
物
 

Ｓ
ｓ
 

○
 

非
常
用
取
水
設
備

 

取
水
口
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

Ｓ
ｓ
 

○
 

取
水
管
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

Ｓ
ｓ
 

○
 

取
水
槽
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

―
 

―
 

―
 

Ｓ
ｓ
 

○
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41条 火災による損傷の防止 

 

目次 

 

41-1 重大事故等対処施設における火災防護に係る基準規則等への適合性につい

て 

41-2 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について 

41-3 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設に係る火災区域又は火災

区画の設定について 

41-4 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の火災感知設備に

ついて 

41-5 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の消火設備につい
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重大事故等対処施設における火災防護に係る 

基準規則等への適合性について 

1. 概 要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則（以下「設置許可基準規則」という。）」第四十一条では，重大事故等対処施

設に関する火災による損傷防止について，以下のとおり要求されている。 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要

な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、

火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。 

設置許可基準規則第四十一条の解釈には，以下のとおり，重大事故等対処施設

に関する火災による損傷防止の適用に当たっては，設置許可基準規則第八条第一

項の解釈に準じるよう要求されている。 

第４１条（火災による損傷の防止） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるものとする。 

設置許可基準規則第八条第一項の解釈には，以下のとおり，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災防護に係る審査

基準」という。）に適合することが要求されている。 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施

設の安全性が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な

機能（火災の発生防止、感知及び消火並びに火災による影響の軽減）を有する

ことを求めている。 

また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が

安全機能を損なわないことを求めている。 

したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発

電用原子炉施設に対して必要な措置が求められる。 

２ 第８条について、別途定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防

護に係る審査基準」（原規技発第1306195号（平成２５年６月１９日原子力規制

委員会決定））に適合するものであること。 
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次章以降では，島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設に対して講じる

内部火災防護対策が，火災防護に係る審査基準に適合していることを示す。 

 

2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について 

火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及び消火設備の設

置をそれぞれ要求している。 

 

2.1.  基本事項 

[要求事項] 

(1)  原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造

物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区

域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火

災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有

する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設

置される火災区域 

     （参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認す

ること。また、上記事項に記載されていないものについては、

JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足

されているか否かを確認することができないものもあるが、その点につい

ては詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。 

 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求で

あることを考慮すると，重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築

物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す火災区域

又は火災区画の分類に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれ

を考慮した火災防護対策を講じる。 

なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には，これらの知見

を反映した火災防護対策に取り組んでいく。 

 

(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケーブ

ルを火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとする。 

重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防護対策については，

火災防護計画に定めて実施する。 

（補足 41-2） 
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(2) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，ガスタービン

発電機建物，緊急時対策所等の建物内と屋外の重大事故等対処施設を設置す

るエリアについて，重大事故等対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮し

て，火災区域及び火災区画を設定する。 

建物内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基

づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離して火災防護対策を実施す

るために，重大事故等対処施設を設置する区域を「(1) 火災防護対象機器及

び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基

準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域は，３時間以上の耐火能

力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚であ

る123mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により３時間以

上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火隔壁，貫通部シール，防

火扉，防火ダンパ）により隣接する他の区域と分離する。 

屋外については，海水ポンプ，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，Ａ－非

常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料移送ポンプを設置する火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に

関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用する。また，他の区域と分

離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域

を「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構

築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域とし

て設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮して，

資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う。本管理

については，火災防護計画に定める。 

また，火災区画は，建物内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処

施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。 

 （補足 41-3） 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

（８条－別添１－資料１） 
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2.1.1.  火災発生防止 

2.1.1.1.  発電用原子炉施設内の火災発生防止 

 

[要求事項] 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護

対策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災

区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講ずること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講ずる

こと。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない

場合は、この限りでない。 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損

なうことがないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施

すこと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発

火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞

留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・

計装品は防爆型とすること。また、着火源となるような静電気が溜まるおそ

れのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。

ただし、災害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよ

うに、水素を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいする

おそれのある場所には、その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発す

ること。 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉

の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ず

ること。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護

継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の

防止する設計であること。 
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（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、

高圧ガス保安法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、

発火性又は引火性気体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が

含まれる。 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会

「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン

（平成１７年１０月）」に基づいたものとなっていること。 

 

重大事故等対処施設は，以下のとおり，火災の発生を防止するための対策を講

じる。 

 

(1) 火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域又は火災区画には，以下の火災発生防止対策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険物

のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定

められる水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性で

ある「水素ガス」を対象とする。 

 

① 漏えいの防止，拡大防止 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設

置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置する

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

建物内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性又は

引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シール

構造の採用により漏えいの防止対策を講じる設計とするとともに，堰等を

設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とす

る。 

なお，機器の軸受には潤滑油が供給されており加熱することはない。万

一，軸受が損傷した場合には，当該機器は過負荷等によりトリップするた

め，軸受は異常加熱しないこと，オイルシールにより潤滑油はシールされ

ていることから，潤滑油が漏えいして発火するおそれはない。（第41-1-1

表，第41-1-1図，第41-1-2図） 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備からの
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漏えいの有無については，日常の油保有機器の巡視により確認する。 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備に対す

る拡大防止対策を添付資料１に示す。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油及

び燃料油を内包する設備については，漏えい防止対策を講じているととも

に，添付資料１に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，火災防

護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

第41-1-1表 重大事故等対処施設を設置する火災区域内等における 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備の 

漏えい防止，拡大防止対策 

 

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃

料油を内包する設備のある建物等 
漏えい防止，拡大防止対策 

原子炉建物 堰 

タービン建物 堰 

廃棄物処理建物 堰 

海水ポンプエリア 堰 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域 堰 

ガスタービン発電機建物 堰 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 堰 

ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域 堰 

緊急時対策所地下タンク設置区域 堰 
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第 41-1-1図 溶接構造，シール構造による漏えい防止対策概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-2図 堰による漏えい拡大防止対策概要図 
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○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

建物内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性又は

引火性物質である水素ガスを内包する設備は，溶接構造等による水素ガス

の漏えいを防止する設計とする。 

なお，充電時に水素ガスが発生する蓄電池については，機械換気を行う

とともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより，水素ガス

の漏えい拡大を防止する設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備からの漏えいの

有無については，日常の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する

設備の巡視により確認する。 

 

・水素ガスボンベ 

「⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用ガスボンベは，ボンベ

使用時に，作業員がボンベ元弁を開操作し，通常時は元弁を閉とする運

用とするよう設計する。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガス

を内包する設備については，漏えい防止対策を講じているとともに，「③ 

換気」に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。 

  

○ 発火性又は引火性物質を内包するその他の設備 

建物内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画におけ

る，発火性又は引火性物質を内包するその他の設備として，通信用のＰＨ

Ｓ,スピーカー，予備ＵＰＳ等に付属するリチウムイオン電池がある。こ

れらの電池は発火性又は引火性物質の内包量は少量であることから，火災

防護計画にしたがって可燃物管理を行う。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質を内包するその

他の設備については，発火性又は引火性物質の内包量が少ないこと，可燃

物管理を行うことから，十分な保安水準が確保されているものと考える。 

 

② 配置上の考慮 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設

置する火災区域」に対して要求していることから，該当する発火性又は引火

性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備，発火性又は引火性物質であ

る水素ガスを内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の考慮につ

いて以下に示す。 
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○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災

により，重大事故等に対処する機能が損なわれないよう，発火性又は引火

性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，

壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の配置

状況を補足41-3の添付資料1に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の火災により，重

大事故等に対処する機能が損なわれないよう，発火性又は引火性物質であ

る水素ガスを内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配

置上の考慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の配置状況を補

足 41-3の添付資料 1に示す。 

 

以上より，火災区域又は火災区画内に設置する発火性又は引火性物質で

ある潤滑油又は燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である

水素ガスを内包する設備については，重大事故等に対処する機能がすべて

損なわれないよう配置上の考慮がなされていることから，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。 

 

  ③ 換気 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設

置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置する

火災区域又は火災区画に対する設備の換気について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置

する火災区域を有する建物等は，火災の発生を防止するために，原子炉棟

送風機及び排風機等の空調機器による機械換気を行う設計とする。また，

屋外の火災区域（海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設

置区域，ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域，緊急時対策所用燃料

地下タンク設置区域，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア）につい

ては自然換気を行う設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する建物内の発火性又は引火性物質である

潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する換気設備を添付資料１に示す。 

添付資料１において，重大事故等対処施設（詳細は補足41-2参照）の発
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火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，耐震Ｓク

ラス又は基準地震動によっても機能を維持（以下「Ｓｓ機能維持」という。）

する設計とし，かつ2.1.1.1(1) ①「漏えいの防止，拡大防止」に示すよ

うに漏えい防止対策を実施するため，基準地震動によっても油が漏えいす

るおそれはないこと，潤滑油を内包する設備については万一，機器故障に

よって油が漏えいしても，重大事故発生時の原子炉建物内の最高温度（潤

滑油を内包する機器が設置された管理区域ではIS-LOCA発生時に約100℃，

燃料油を内包する機器が設置された非管理区域では約40℃）と比べても引

火点が十分高く（参考資料１参照），火災が発生するおそれは小さいこと

から，これらの機器を設置する場所の換気設備の耐震性は，Ｓｓ機能維持

とする設計とはしない。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又

は燃料油を内包する設備については，機械換気又は自然換気ができる設計

とすること，発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設

備の換気設備については機能が喪失しても，重大事故等対処施設へ影響を

及ぼすおそれは小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合している

ものと考える。 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電池及

び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止

するために，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画については非常用所内電源，常設代替交流電源設備又は緊急

時対策所用発電機からも給電できる送風機及び排風機等による機械換気

を行う設計とする。（第41-1-2表） 

・蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気を行う設計とする。

特に，重大事故等対処施設である主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室），

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池を設置する火災区域又は

火災区画は，常設代替交流電源設備からも給電できる非常用母線に接続さ

れる耐震Ｓクラス又はＳｓ機能維持設計の排風機による機械換気を行うこ

とによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

緊急時対策所の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，緊急時対策

所用発電機から給電できるＳｓ機能維持設計の換気設備，ガスタービン発

電機建物の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，ガスタービン発電

機から給電できるＳｓ機能維持設計の換気設備による機械換気を行うこと

によって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。第41-1-3図

に緊急時対策所，ガスタービン発電機建物の単線結線図を示す。 
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・水素ガスボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火

災区画は，常用電源から給電される原子炉棟送風機及び排風機による機械

換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計す

る。 

 

第41-1-2表 水素ガスを内包する設備を設置する場所の換気設備 

 

水素ガスを内包する設備を設置する場所 換気設備 

設備 
耐震 

クラス 
設備 

供給 

電源 

耐震 

クラス 

Ａ－115V系蓄電池 S 

中央制御室 

送風機，排風機 
非常用 S 

Ｂ－115V系蓄電池 S 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） S 

ＳＡ用115V系蓄電池 S 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） S 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 S 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 S 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池

（補助盤室） 
-(Ss) 中央制御室送風機 非常用 S 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 S 
HPCS電気室 

送風機，排風機 
非常用 S 

格納容器内雰囲気モニタ校正用

水素ガスボンベ 
C 

原子炉棟 

送風機，排風機 
常用 C 

２号緊急用直流115Ｖ蓄電池 -(Ss) 
２号-G/B蓄電池室 

送風機 
緊急用 

Ss機能

維持 

予備緊急用直流115V蓄電池 -(Ss) 
予備-G/B蓄電池室 

送風機 
緊急用 

Ss機能

維持 

緊急時対策所直流115Ｖ蓄電池 C(Ss) 

緊急時対策所 

蓄電池室換気空調

系送風機 

緊急時 

対策所用 

Ss機能

維持 
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（緊急時対策所） 

 

 

（ガスタービン発電機建物） 

 

第41-1-3図 緊急時対策所，ガスタービン発電機建物の単線結線図 
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発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区

域は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう送風機及び排風機で

換気されるが，送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため，動

的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度計校正用水素ガスボンベは，設備の仕様

上，ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度以下である4%以下とすることができ

ないが，常時，建物外に保管し，校正作業も火災区域外にて行う運用とする。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを

内包する設備については，機械換気ができる設計としていること，蓄電池室

の換気設備については，非常用所内電源，常設代替交流電源設備又は緊急時

対策所用発電機より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保

していること，その他の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設

備については，設備の原子炉建物内への持込みを管理し，使用状態を監視す

ること，換気設備の機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さ

いことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

④ 防爆 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設

置する火災区域」に対して要求していることから，爆発性の雰囲気を形成す

る恐れのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について以下に示

す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物

質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は， 2.1.1.1(1)「① 漏えいの

防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，シール構造の採用により潤

滑油又は燃料油の漏えいを防止するとともに，万一，漏えいした場合を考

慮し，堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大するこ

とを防止する設計とする。 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，これらの引火点

は設備が設置された火災区域又は火災区画の重大事故発生時の原子炉建

物内の最高温度(潤滑油を内包する機器が設置された管理区域では

IS-LOCA発生時に約100℃，燃料油を内包する機器が設置された非管理区域

では約40℃)よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性

の蒸気となることはない。 

引火点等の確認結果を参考資料１に示す。 

また，燃料油である軽油を内包するディーゼル発電機及びディーゼル発

電機燃料デイタンクを設置する火災区域又は火災区画については，非常用
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電源から給電される送風機及び排風機で換気する。 

なお，全交流動力電源喪失時には，これらの設備は重大事故等に対処す

る機能は要求されない。 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包するガスタービン発電機及びガ

スタービン発電機用サービスタンクを設置するエリアについては，ガスタ

ービン発電機より給電する換気設備で換気する。また，ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク，緊急時対策所用燃料地下タンク及びガスタービン発電機

用軽油タンクは屋外に設置されており，可燃性の蒸気が滞留することはな

い。 

したがって，潤滑油又は燃料油が爆発性雰囲気を形成するおそれはない。 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物

質である水素ガスを内包する設備は，2.1.1.1(1)「① 漏えいの防止，拡

大防止」に示したように，溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防

止する設計とする。また，2.1.1.1(1)「③ 換気」で示したように機械換

気を行う設計とするとともに，水素ガスボンベについては使用時を除き元

弁を閉とする運用とする。 

したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及

び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならないため，

当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆

型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備

に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施す。 

以上より，発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備

及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災

区域又は火災区画は，爆発性雰囲気とならず，防爆型の電気・計装品を使用

する必要はない。 

⑤ 貯蔵

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求

であることを考慮すると，重大事故等対処施設を設置する火災区域における

発火性又は引火性物質の貯蔵に対して要求していることから，該当する火災

区域に設置される貯蔵機器について以下に示す。 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，重

大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質である潤

滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，ガスタービン発電機用サービスタンク
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（２基），ガスタービン発電機用軽油タンク，緊急時対策所用燃料地下タン

ク，ディーゼル発電機燃料デイタンク（３基）及びディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク（６基）がある。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タンク容量（約560m3）に対して，

ガスタービン発電機を７日間連続運転するために必要な量（約360m3）及び

可搬型設備を７日間連続運転するために必要な量を考慮した容量を貯蔵す

る設計とする。ガスタービン発電機用サービスタンクは，タンク容量（約

7.9m3）に対して，ガスタービン発電機を２時間以上連続運転するために必

要な量（約4.2m3）を考慮した容量を貯蔵する設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，タンク容量（約45m3）に対して，緊急

時対策所用発電機を７日間連続運転するために必要な量（約3.6m3）を考慮

した容量を貯蔵する設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，タンクの容量（約16 

m3）に対して，非常用ディーゼル発電機を８時間連続運転するために必要な

量（約12.95 m3）を考慮し，貯蔵量が約13.9 m3～約15.6 m3となるよう管理

し，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，タンク

の容量（約９m3）に対して，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を８時間

連続運転するために必要な量（約7.42 m3）を考慮し，貯蔵量が約8.0 m3～約

8.8 m3となるよう管理し，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクについては，タンクの容量（６基合計約

810 m3）に対して，６基で非常用ディーゼル発電機２台と高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機１台を７日間連続運転するために必要な量（約700 m3）

を考慮して管理値を定め，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質であ

る水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボ

ンベがあり，これらのボンベは供給単位である容器容量47リットルのボンベ

に，各々の計器の校正頻度（1回／１カ月）及び計器不具合等の故障対応を

想定した上で１運転サイクルに必要な量，さらに事故後，ガスボンベを交換

せずに一定期間（90日間）連続監視できるよう校正に必要な量を考慮し貯蔵

する設計とする。 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引

火性物質を貯蔵する機器については，運転に必要な量にとどめて貯蔵してい

ることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区

域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して要

求していることから，該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気

又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「2.1.1.1 

(1)④防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気を発生するおそれはない。 

また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない

運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する

作業場所において，換気，通風，拡散といった措置を行うとともに，建物の送

風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

さらに，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉

じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆

発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素

中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性

の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

以上の設計により，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出するた

めの設備を設置する必要はなく，電気・計装品を防爆型とする必要はない。 

一方，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気がたまる恐れが

ある設備を設置しない設計とする。 

なお，火災区域内で電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る

電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施

しており，静電気が溜まるおそれはない。 

 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備，及

び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置し

ない設計とすることから，火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されない

ものと考える。 

 

(3) 発火源への対策 

発電用原子炉施設には金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備外部

に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。 

また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，高温部分が他の可燃

物を加熱しないように配置すること，保温材で覆うこと等により，可燃性物質

との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。（第41-1-3表） 

 

以上より，発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生する設備を設置しな

いこと，高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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第41-1-3表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

 

高温となる設備 最高使用温度 過熱防止対策 

主蒸気系配管 302℃ 保温材設置 

圧力容器バウンダリ 302℃ 保温材設置 

ほう酸水注入系配管 302℃ 保温材設置 

残留熱除去系配管 302℃ 保温材設置 

高圧炉心スプレイ系配管 302℃ 保温材設置 

原子炉隔離時冷却系機器，配管 302℃ 保温材設置 

原子炉浄化系配管 302℃ 保温材設置 

所内蒸気系，所内蒸気戻り系配管 214℃ 保温材設置 

原子炉給水系配管 302℃ 保温材設置 

 

(4) 水素ガス対策 

本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求してい

ることから，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する水素ガス

対策について以下に示す。 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域

又は火災区画は，2.1.1.1(1) ①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は溶接構造等とするこ

とにより雰囲気への水素の漏えいを防止するとともに，2.1.1.1(1) ③「換気」

に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下とな

るように設計する。また，水素ガスの漏えいを検知できるように水素濃度検知

器等を設置する設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水素

ガスが発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち込ま

ないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検知器を設置し，水素ガス

の燃焼限界濃度である４vol%の1/4以下の濃度にて中央制御室に警報を発する

設計とする。（第41-1-4図） 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災

区画については，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，通

常時は元弁を閉とする運用とし，2.1.1.1(1)③「換気」に示す機械換気により

水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。さらに，格納容器雰囲気モ

ニタ校正用水素ガスボンベを設置する部屋の上部に水素濃度検知器を設置し，

水素ガスの燃焼限界濃度である４vol%の１／４以下の濃度にて中央制御室に

警報を発する設計とする。(第41-1-4表) 
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以上より，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する

火災区域又は火災区画は水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように機械換気

を行うとともに，水素ガス漏えいによって水素濃度が燃焼限界濃度以上となる

可能性があるものについては，漏えいが発生した場合は中央制御室に警報を発

する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと

考える。 

 

第41-1-4表 水素濃度検知器の設置状況 

 

水素を内包する設備を設置する場所 水素ガス検出方法 

SA用バッテリ室 

水素濃度検知器を設置 

A-バッテリ室 

B-バッテリ室 

230Vバッテリ室 

HPCSバッテリ室 

格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボ

ンベ室 

ガスタービン発電機建物蓄電池室 

緊急時対策所蓄電池室 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-4図 蓄電池室内の水素濃度検知器の設置状況 

 

 

         

水素濃度検知器（蓄電池室の例）   水素濃度検知器（拡大） 
 
        

 

中央制御盤（警報発報） 水素濃度検出装置 
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(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における，水素

ガスの蓄積防止対策としては，一般社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配

管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成17

年10月）」に基づき，水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止対策の

対象箇所については，ガイドラインに基づき，第41-1-5図のフローに従い選定

したものである。なお，ガイドライン制定以前に経済産業省指示文書｢中部電

力㈱浜岡原子力発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策

について（平成14年5月）｣を受け，余熱除去系配管破断の類似箇所を抽出した

結果，該当する箇所は確認されなかった。（第41-1-5表，第41-1-6図） 

蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，蓄電池を設置する

火災区域又は火災区画は，2.1.1.1(4)「水素ガス対策」に示すように，雰囲気

への水素ガスの漏えいを防止するとともに，機械換気を行うことによって水素

濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

 

以上より，放射線分解等による水素ガスの蓄積防止対策を実施していること

から，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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第41-1-5図 水素ガス対策の対象選定フロー

START 

原子炉内で水の放射線分

解によって生成される水

素と酸素が滞留する可能

性があるか 

水蒸気が凝縮され，水素と

酸素濃度が上昇（蓄積）す

る箇所か 

詳細評価 

蓄積・構造強度等について

詳細評価を実施して健全

性が担保されるか 

対応措置 対応不要 

＜ステップ１＞ 

＜ステップ２＞ 

＜ステップ３＞ 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

141 箇所 

4 箇所 
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第41-1-5表 放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況 

対策箇所 対策内容 対策実施根拠 実施状況 

原子炉圧力容器 

ヘッドスプレイ 

配管 

 

タービングランド

蒸気系安全弁入口

配管（３箇所） 

・原子炉圧力容器ヘッ

ドスプレイ配管に

ベント配管を追設 

 

・タービングランド蒸

気系安全弁入口配

管にベントライン

配管を設置 

(一社) 火力原子力発電技術協会 

｢BWR 配管における混合ガス（水素･

酸素）蓄積防止に関するガイドライ

ン｣（平成 17 年 10 月） 

実施済 

該当なし － 

経済産業省指示文書｢中部電力㈱

浜岡原子力発電所第１号機の余

熱除去系配管破断に関する再発防止

対策について｣（平成 14 年 5 月） 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-6図 ベント配管の設置例 
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(6) 過電流による過熱防止対策 

発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以

下に示す。 

電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因する

過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器により故障回

路を早期に遮断する設計とする。 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設の電気系統における保護継

電器及び遮断器の設置箇所を示す。（第41-1-7図，第41-1-8図） 

 

以上より，発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実

施していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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2.1.1.2. 不燃性・難燃性材料の使用 

［要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統

及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合

であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を

有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物

のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないもの

を使用すること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、

チャコールフィルタについては、この限りでない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用する

こと。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他

の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機

器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤

等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、

また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有しているこ

とが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又はIEEE1202 
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本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であ

ることを考慮すると，重大事故等対処施設に対する不燃性材料及び難燃性材料の

使用を要求していることから，これらの対応について以下(1)～(6)に示す。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は，以下のいずれかの

設計とする。 

・ 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替

材料」という。）を使用する設計とする。 

・ 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して

他の重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための

措置を講じる設計とする。 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，

ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，

火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，

炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。

（第41-1-9図） 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の

使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎にさらさ

れることはなく，これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設

備を構成する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれはないこと

から不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。また，金

属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス），並びに金属に覆わ

れた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも他の重大事故等

対処施設を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料

又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

また，内部溢水対策で使用している止水材についても難燃性のものを使用す

る設計とする。水密扉の止水パッキンは，自己発火性がないこと，水密扉は常

時閉運用であり扉外周部に設置されたパッキンは扉本体から押えつけられて

いる状態であるため大半は外部に露出していないこと，水密扉は通行部である

ため周囲に可燃性物質を内包する設備がないこと，当該構成材の量は微量であ

ることから，他の構築物，系統又は機器に火災を生じさせるおそれは小さいも

のの，火災発生防止の観点から難燃性の止水パッキンを使用する設計とする。 

なお，重大事故等対処施設が設置されている火災区域又は火災区画に設置さ

れる，油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器は，基準地震動によ

っても油が漏えいしないよう耐震補強していることから，重大事故等対処施設

が設置されている火災区域又は火災区画において，地震随伴による火災の発生

の可能性は低いと考える。 
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以上より，重大事故等対処施設の主要な構造材は不燃性材料を使用している

こと，これ以外の構築物，系統及び機器は基本的に不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計としていること，一部，配管のパッキン類やポンプ及び弁等の

駆動部の潤滑油（グリス），盤内部に設置された電気配線は不燃性材料又は難

燃性材料ではない材料を使用しているものがあるが，発火した場合でも他の重

大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないことを確認し

ていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-9図 主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況 

               

  

   

 

ポンプ 配管及び支持構造

物 

 

ダクト 

電源盤 ケーブルトレイ 電線管 
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(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧器

及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計

とする。（第41-1-10図） 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋

内の変圧器及び遮断器は，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-10図 屋内の遮断器の例 

 

(3) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自己消火性

（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合は

IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とす

る。難燃ケーブルの使用状況を添付資料２に示す。 

以上より，重大事故等対処施設の機能を有する構築物，系統及び機器に使用

するケーブルについては，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え

る。 

 

 

 

 

真空遮断器の例 

（メタクラ） 

 

気中遮断器の例 

（ロードセンタ） 

気中遮断器の例 

（コントロールセンタ） 

気中遮断器の例 

（ブレーカ） 

変圧器の例 
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(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備

のフィルタは，チャコールフィルタを除き下表に示すとおり「JIS L 1091（繊

維製品の燃焼性試験方法）」又は「JACA No.11A-2003（空気清浄装置用ろ材燃

焼性試験方法指針（公益社団法人 日本空気清浄協会））」（試験概要は添付

資料３）を満足する難燃性材料を使用する設計とする。（第41-1-6表，第41-1-11

図） 

難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料３に示す。 

なお，下表に示すフィルタはコンクリート製の室内又は金属製の構造物内に

設置しており，フィルタ周辺には可燃物はなく，運用面での管理を実施するこ

とから火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。 

 

運用管理の概要 

換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とする。 

①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。 

②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを禁止する。 

③火気取扱い禁止エリアとする。 

④但し，当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気（溶接機）を使用す

る場合は，当該空調の系統隔離（全停止），近傍のフィルタ全数を取り外

し室外に搬出し火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。 

 

換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。 

①チャコールフィルタは，固体廃棄物として処理を行うまでの間ドラム缶で

収納し保管する。 

②HEPAフィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，不燃シートに包ん

で保管する。 

 

上記運用については，火災防護計画で定めるとともに，関連する社内マニュ

アルに反映することとする。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，チ

ャコールフィルタを除く換気空調設備のフィルタは難燃性のフィルタを使用

することとしていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと

考える。 
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第41-1-6表 重大事故等対処施設を構成する 

構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備のフィルタ 

 

フィルタの種類 

（チャコールフィルタ以外） 
材質 性能 

プレフィルタ 不織布 難燃性 

低性能フィルタ 
ガラス繊維 難燃性 

グラスファイバー 難燃性 

中性能フィルタ 

不織布 難燃性 

グラスファイバー 難燃性 

ガラス繊維 難燃性 

高性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 

HEPAフィルタ グラスファイバー 難燃性 

デミスタフィルタ SUS304 不燃性 

平型フィルタ ガラス繊維 難燃性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-11図 ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室の概要 
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 (5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に対する保温材は，ロ

ックウール，ガラス繊維，ケイ酸カルシウム，パーライト，金属等，平成12

年建設省告示第1400号に定められたもの，建築基準法の不燃材料認定品，又は

建築基準法に基づく試験により不燃性材料であることを確認したものを使用

する設計とする。保温材の使用状況を添付資料４に示す。 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器に対する保

温材には不燃性材料を使用していることから，火災防護に係る審査基準に適合

しているものと考える。 

 

(6) 建物内装材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器を設置する建物の内装

材は，ケイ酸カルシウム等，建築基準法で不燃性材料として認められたものを

使用する。また，中央制御室の床のカーペットは，消防法施行令第四条の三に

基づき，第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎性能を有すること

を確認した材料を使用する。 

一方，管理区域の床には耐放射線性及び除染性を確保すること，一部の非管

理区域の床には防塵性を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁には耐放射

線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として難燃性材料であるコー

ティング剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は，旧建設省告示1231

号第２試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された

塗料であること，不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること，加熱源

を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと，原子炉格納容器内を含む建物

内に設置する安全機能を有する機器等は不燃性材料又は難燃性材料を使用し

周辺には可燃物がないことから，当該コーティング剤が発火した場合において

も他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。 

このため，耐放射線性，除染性，防塵性及び耐腐食性を確保するためにコン

クリート表面及び原子炉格納容器内の床，壁に塗布するコーティング剤には，

旧建設省告示1231号第２試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難

燃性が確認された塗料を使用する設計とする。建物内装材の使用状況を添付資

料５に示す。 

以上より，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器を設置する

建物の内装材について，耐腐食性，耐放射線性，除染性又は防塵性を確保する

ため，一部，不燃性材料ではないコーティング剤を使用するが，発火した場合

においても他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さ

いことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と考える。 
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2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止 

［要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器

に火災が発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計で

あること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設

置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止するこ

と。なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193 号（平成25 年6 月

19 日原子力規制委員会決定））に従うこと。 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，

網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無にかかわ

らず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発

電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処施設に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑り・土石流については，それぞれの現

象に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護

することで火災の発生を防止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大事故等対処施設は

侵入防止対策により影響を受けない設計とする。 

洪水，凍結，降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響に

ついては，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から

発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火

災が発生する自然現象ではない。 

したがって，落雷，地震及び竜巻（風（台風）含む。）について，これらの現

象によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計と

する。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 

(1) 落雷による火災の発生防止

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止

するため，地盤面から高さ20mを超える建築物には建築基準法に基づき「JIS A 

4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」又は「JIS A 4201 建築物等の雷保護」

に準拠した避雷設備（避雷針，架空地線，棟上導体等）の設置及び接地網の布

41-1-32



 

 

設を行う設計とする。なお，これらの避雷設備は，基準地震動に対して機能維

持可能な建物又は排気筒に設置する設計とする。 

また，送電線については架空地線を設置するとともに，「2.1.1.1 発電用原

子炉施設の火災発生防止 (6)過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障

回路を早期に遮断する設計とする。（第41-1-12図，第41-1-13図） 

 

以上より重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火災の

発生防止対策を実施する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に

適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-12図 避雷設備の設置例（排気筒） 

 

 

避雷針 
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【避雷設備設置箇所】 

・原子炉建物（棟上導体，避雷針）

・廃棄物処理建物（棟上導体）

・排気筒（避雷針）

・緊急時対策所（水平導体，避雷針）

・ガスタービン発電機建物（避雷針，水平導体）

第 41-1-13図 避雷設備の設置対象建物等 
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緊急時対策所（避雷針） 

ガスタービン発電機建物（避雷針） 

廃棄物 

処理建物 

原子炉建物 



(2) 地震による火災の発生防止

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設

置するとともに，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するよう，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従

い耐震設計を行う設計とする。 

また，重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震Ｂクラス，Ｃクラ

ス機器等は，基準地震動により油が漏えいしないよう設計する。

以上より，重大事故等対処施設は，地震による火災の発生防止対策を実施す

る設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 

(3) 竜巻（風（台風）含む。）による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台風）含む。）発生

を考慮し，竜巻防護対策設備の設置や固縛等により，火災の発生を防止する設

計とする。 

以上より，屋外の重大事故等対処施設は，竜巻（風（台風）含む。）による

火災の発生を防止対する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に

適合しているものと考える。 

(4) 森林火災による火災の発生防止

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する

森林火災の影響評価）を行い，森林火災による原子炉施設への延焼防止対策と

して発電所敷地内に設置した防火帯（評価上必要とされる防火帯幅19.5mに対

し，幅約21mを確保）で囲んだ内側に配置することで，火災の発生を防止する

設計とする。 
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2.1.2. 火災の感知，消火 

2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火 

[要求事項] 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を

有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災

感知及び消火を行える設計であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環

境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を

感知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器

及びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設

置すること。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止す

るための方策を講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２

３条第４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項に

おいて求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器

及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１

７号）第１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以上の方法に

より設置すること。

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計である

こと。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

（参考） 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号

を発すること）を防止するための方策がとられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状態で燃焼が進行す

る無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞれ設置することと

は、例えば、熱感知器と煙感知器のような感知方式が異なる感知器の組合

せや熱感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知器のような組合

せとなっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定す

ることができる受信機が用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度

や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いら
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れていること。 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合

は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器

が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシ

ステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように

当該システムが適切に設置されていること。 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であ

ることを考慮すると，以下のとおり，重大事故等に対処するために必要な機能を

有する構築物，系統及び機器に対して，以下のとおり早期の火災感知及び消火を

行える設計とする。 

(1) 火災感知設備

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火

災を早期に感知するために設置する設計とする。 

（補足41-4） 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，以

下を踏まえた設計とする。 

① 火災感知器の環境条件等の考慮

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，

取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙する

こと等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取付面高さ等の環境

条件や予想される火災の性質を考慮して，アナログ式の煙感知器及び熱感知

器を設置する設計とする。 

なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規則第23条に基づく

設置範囲にしたがって設置する設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する火災感

知器設備については，感知器を一つずつ特定できる機能を有する設計とする。 

② 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置

火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況（温度，煙濃度）を監視し，

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ

式で，かつ火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式

の煙感知器と熱感知器を基本として設置する設計とする。炎感知器は，非ア

ナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じ
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た時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，ア

ナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象

（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」ものと定義し，

非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視することはでき

ないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができ

る」ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域又は

火災区画を示す。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっている

ため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は

困難である。このため，アナログ式の光電分離型煙感知器及び非アナロ

グ式の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影

響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の

波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できるこ

とから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線

３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３

つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，

建物内に設置していることから，外光があたらず，高温物体が近傍にな

い箇所に設置することで誤作動を防止する設計とする。 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概要

を第 41-1-14図，第 41-1-15図に示す。 

第 41-1-14図 原子炉建物オペレーティングフロアの炎感知器の設置概要 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 41-1-15図 光電分離型煙検出設備の設置概要 

○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化してお

り，火災が発生する可能性がない。しかしながら，運転中の原子炉格納容

器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナロ

グ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，原子炉格納容器内

の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作

動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取替える設計とす

る。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様，

アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

○ 屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルについて，屋外の露出電線管布

設等となる部分については，ケーブル布設区域全体の火災を感知する必

要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は

壁から 

0.6m以上 

7m 以下 
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天井高さ：H 

監視距離 

5～100m 

以下 

水平距離の間隔は 

14m 以下となるよ

う設置する。 

光電分離型煙検出設備の設置

高さは，光軸高さが以下となる

ように設置する。 

0.8H≦Ho≦H 

光電分離型煙検出設備 

受光部 

受光部 受光部 

送光部 送光部 

送光部 平面図 

断面図 

光電分離型 
煙検出設備 

光軸 

41-1-39



困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非

アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲

に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の

波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できるこ

とから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線

３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３

つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，

屋外仕様を採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考

慮し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特有の波長帯のみ

を感知することで誤作動を防止する設計とする。 

屋外のその他の部分については，火災の発生するおそれがないようケ

ーブルを埋設して布設する設計とする。 

○ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発

電機排気管室は，区域全体を感知する必要があるが，火災による煙は周囲

に拡散するため，煙感知器による火災感知は困難であることから，ディー

ゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室全体の

火災を感知するために，アナログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナログ

式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検

知に影響を及ぼす死角がないように設置する。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知

した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，

屋内に設置する場合は外光があたらず，高温物体が近傍にない箇所に設置

することとし，屋外に設置する場合は屋外仕様を採用する設計とする。屋

外設置の場合は外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設けるこ

とにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止

する設計とする。 
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一方，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条件等を考慮し，上記

とは異なる火災感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

○ 蓄電池室

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上

昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，か

つ固有の信号を発する異なる感知方式の煙感知器及び熱感知器を設置す

る設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしながら，蓄電池室

内には蒸気を発生する設備等はなく，換気空調設備により安定した室内環

境を維持していることから，蒸気等が充満するおそれはなく，非アナログ

式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気空調設備に

より安定した室温（最大40℃）を維持していることから，火災感知器の作

動値を室温より高めの80℃と一意に設定する非アナログ式の熱感知器で

あっても誤作動する可能性は低い。 

このため，水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点から，防爆型の

非アナログ式火災感知器を設置する設計とする。 

○ ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域

屋外のガスタービン発電機用軽油タンク設置区域は，区域全体を感知す

る必要があるが，火災による煙は周囲に拡散するため，煙感知器による火

災感知は困難であること，また降水等の浸入により火災感知器の故障が想

定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非

アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を監視範囲に火災の検知

に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知

した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，

外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災

発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とす

る。 

また，ガスタービン発電機用軽油タンクについては，これらの感知器に

よって火災が感知できる範囲に設置する。感知器の感知範囲と設備の設置

場所の関係を補足41-4の添付資料３に示す。 
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○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対策所用燃料地

下タンク設置区域

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急

時対策所用燃料地下タンク設置区域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙

感知器による火災感知は困難である。加えて，タンク室内の空間部は燃料

の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。このため，タン

ク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非ア

ナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）を設置する設計

とする。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，

アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」

（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知し

た場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，

屋外仕様を採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮

し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感

知することで誤作動を防止する設計とする。また，屋外仕様（防爆型）の

熱感知器は非アナログ式であるが，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク最高

使用温度（約66℃）及び緊急時対策所用燃料地下タンク最高使用温度（約

40℃）を考慮した温度を設定温度（約80℃）とすることで誤作動防止を図

る設計とする。 

感知器設置の概要を第4-1-16図に示す。 

第 41-1-16図 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの火災感知器の設置概要 
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○ ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，屋外であるため，区域

全体の火災を感知する必要があるが火災による煙は周囲に拡散し煙感知

器による火災感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形成す

るおそれがあること，また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定さ

れることから，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア全体の火災を

感知するために，非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非ア

ナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監

視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とす

る。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)を把握できることから，

アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」

(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した

場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，屋

外仕様を採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，

遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知す

ることで誤作動を防止する設計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格納槽内の区域

であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるた

め，万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早期に検知できるよう，非ア

ナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設

置する設計とする。 

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，Ｂ－非常

用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同空間であり，引火性又は発

火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため，Ｂ－非常用ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，

火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非ア

ナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。

○ 海水ポンプエリア

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及び煙は周囲に拡

散し，熱感知器及び煙感知器による火災感知は困難であること，また降水

等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，海水ポンプエ

リア全体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器
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（赤外線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）

を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計

とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知

した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，

屋外仕様を採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮

し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感

知することで誤作動を防止する設計とする。 

○ 主蒸気管室

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となることから，アナ

ログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故

障が想定される。このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を主

蒸気管室外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計と

する。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置す

る設計とする。熱感知器は非アナログ式であるが，作動温度を周囲温度よ

り高い温度で作動するものを選定することで誤作動防止を図る設計とす

る。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃物がなく，

さらに可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とし，火災が発生するお

それはないことから，火災感知器を設置しない，若しくは発火源となる可燃

物が少なく火災により重大事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれはないこ

とから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

○ 機器搬出入用ハッチ室

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置さ

れておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，通常

コンクリートハッチ等にて閉鎖されていること，また，機器搬出入用ハッ

チ室内に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，通路の火災感知器にて感知が可能である。

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計と

する。 

41-1-44



○ 格納容器所員用エアロック

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源となる可燃物が設

置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，

通常時（プラント運転中）は，ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素

ガスが封入され雰囲気が不活性化されていること，また，エアロック内に

充電部をなくすよう照明の電源を「切」運用としていることから，火災が

発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感知器にて感知が

可能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器を設置しない設

計とする。 

○ 燃料プール

燃料プールについては，内部が水で満たされており，火災が発生するお

それはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設計とする。 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属によ

り構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物について

は流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えに

くいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

③ 火災感知設備の電源確保

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は

全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの70

分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設

計とする。  

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設

備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源

より供給する設計とする。 
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④ 火災受信機盤

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の

火災受信機盤は，以下のとおりである。 

火災受信

機盤 

配置場所 電源供給 監視エリア 作動した火災感

知器を 1 つずつ

特定できる機能 

総合操作

盤 
補助盤室 

非常用電源から受電す

る。さらに，全交流動力

電源喪失時に常設代替

交流電源から電力が供

給されるまでの約70分

間電力を供給できる容

量を有した蓄電池を設

ける。 

○建物内（原子炉建物，

タービン建物，廃棄物

処理建物，制御室建

物，緊急時対策所，ガ

スタービン発電機建

物） 

○蓄電池室，主蒸気管

室，海水ポンプエリ

ア，ディーゼル発電機

燃料移送ポンプエリ

ア，ディーゼル発電機

給気消音器フィルタ

室，ディーゼル発電機

排気管室，ディーゼル

発電機燃料貯蔵タン

ク設置区域，緊急時対

策所用燃料地下タン

ク設置区域，Ｂ－非常

用ディーゼル発電機

燃料移送系ケーブル

トレンチ，原子炉建物

オペレーティングフ

ロア，ガスタービン発

電機用軽油タンク設

置区域，屋外の重大事

故等対処設備用ケー

ブル布設エリア 

有り 

副防災盤 中央制御室 

また，受信機盤は，構成されるアナログ式の受信機により以下のとおり，

火災発生場所を特定できる設計とする。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１

つずつ特定できる設計とする。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの

発生が想定されるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域等に設置

する非アナログ式の防爆型の熱感知器，及び主蒸気管室内の非アナログ

式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定で

きる設計とする。
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○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室及び

補助盤室に設置し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナ

ログ式の熱感知器及び煙感知器が接続可能であり，１つずつ特定できる

設計とする。ただし，誤作動防止として起動時の窒素ガス封入後に受信

機にて作動信号を除外する運用とする。 

○ 屋外の海水ポンプエリア及び重大事故等対処設備用ケーブル布設エリ

アを監視する非アナログ式の炎感知器，アナログ式の熱感知カメラの感

知エリアを１つずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメ

ラ火災受信機盤においては，火災発生場所はカメラ機能による映像監視

（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計とする。 

○ 屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発

電機排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱

感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設

計とする。

○ 屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアを監視する非ア

ナログ式の炎感知器，非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動

した火災感知器を 1つずつ特定できる設計とする。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知

器が接続可能であり，作動した炎感知器を１つずつ特定できる設計とす

る。

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びＢ－非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する非アナログ式

の防爆型の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を 1つず

つ特定できる設計とする。

また，火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるものを使用する設

計とする。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，機能に異常がな

いことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験を実施できるも

のを使用する。

・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常が

ないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，煙等の火災を模擬

した試験を定期的に実施できるものを使用する。

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する

火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮し

た火災感知器の設置，異なる感知方式を組み合わせた火災感知器の設置，非常

用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一
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部，非アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。

また，受信機盤については，作動した感知器を１つずつ特定できる機能を有す

る設計とする。これらにより，火災感知設備については，十分な保安水準が確

保されているものと考える。 
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(2) 消火設備

[要求事項] 

(2) 消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流出

流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及

び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の

消火剤を備えること。

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。

d.移動式消火設備を配備すること。

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設

計であること。

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び

機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設

置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火

災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自

動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火

活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設

備を設置すること。

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及

びその出入通路に設置すること。

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、

以下に掲げるところによること。

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設

計であること。

b.2時間の最大放水量を確保できる設計であること。

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場合には、隔離弁等

を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であ

ること。

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含む

おそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であるこ

と。
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③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げるところによるほ

か、固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警

報を吹鳴させる設計であること。

（参考） 

(2) 消火設備について

①－ｄ   移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第８３条第３号を踏ま

えて設置されていること。

①－ｇ   「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温

停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため

複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの

火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源

を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することが

ないことをいう。

①－ｈ－１ 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火

設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるよう

に設計されていること。

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消

火設備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①－ｈ－２ 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガ

ス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式

消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がい

る場所には、ハロン1301を除きガス系消火設備が設けられていないことを

確認すること。 

②－ｂ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力で

の最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定

式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。

なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米国原子力規制委員会

（NRC）が定めるRegulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide 

1.189では、1,136,000リットル（1,136㎥）以上としている。 

消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 

消火設備は，以下を踏まえた設計とする。 

（補足41-5） 

41-1-50



なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場の

制御盤の警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。 

消火設備は以下を踏まえて設置する設計とする。 

① 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設

備

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設

備は，火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満及び放射線の影響に

より消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計

する。 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，「(b)

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる場

所として選定する。 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画の選定

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画におい

て，消火活動が困難とならないところを以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

とはならないものとする。 

○ 中央制御室

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災

感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であるこ

と，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容

量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画として選定する。（添付資料６） 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室

は，固有の信号を発する異なる感知方式の感知器（煙感知器と熱感知器），

及び中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能な全域ガス消火

設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。 
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○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉

格納容器内の空間体積（約 7,900m3）に対して，パージ用排風機の容量

が 25,000m3/hであり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対策所用燃料

地下タンク設置区域

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対策所用燃料地

下タンク設置区域は，屋外に設置されており，煙が大気に放出されるこ

とから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定す

る。なお，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク室内には乾燥砂が，緊急時

対策所用燃料地下タンク室内にはコンクリートが充てんされており，タ

ンク室内の火災の発生は防止できる。

○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区

域又は火災区画

補足 41-5 の添付資料 11 に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少

なくすることで煙の発生を抑える設計とすること及び屋外と通じている

ことから，煙の充満又は放射線の影響により消火困難とはならない箇所

として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持込まな

いよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資機材等の

可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシートによる養生を実施

し，火災発生時の延焼を防止する。 

なお，可燃物の状況については，重大事故等対処施設以外の構築物，

系統及び機器も含めて確認する。 

なお，屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリアについては，以

下に示す通り，消火活動が困難とならない場所として選定する。 

○ 屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルは，屋外の一部においては火災

の発生するおそれがないようケーブルを埋設して布設する。その他の屋

外箇所については電線管又はケーブルトレイに布設するが，屋外のため，

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものと

する。 
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(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火

災区域又は火災区画に設置する消火設備

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固定

式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏

まえハロン化物消火剤とする。 

第 41-1-17図に全域ガス消火設備の概要を示す。本消火設備を自動起動

とする場合は，単一の感知器の誤作動によって消火設備が誤動作すること

のないよう，煙感知器及び熱感知器のいずれか２つ以上の動作をもって消

火する設計とする。さらに，中央制御室からの遠隔手動起動又は現場での

手動起動による消火を行うことができる設計とする。 

なお，全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，火災防

護に係る審査基準「2.2.1 (1)①」に基づき設置が要求される「固有の信

号を発する異なる感知方式の感知器」とする。 

 

第 41-1-17図 全域ガス消火設備の概要 

ガス圧信号 

制御回路部 

手動起動信号（中央制御室） 

手動起動信号（現場） 

電気信号 

起動用ガス容器 

ユニット
ガスボンベ 

防護エリア 

容器弁 

：AND回路 ：OR回路 ：煙感知器 ：熱感知器 
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ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設計

とする。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは，火災発生時の煙の充満又は放

射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，

煙の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブルトレイ）に対して

は自動又は手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設

置し消火を行う設計とし，これ以外の可燃物については量が少ないこと

から消火器で消火を行う設計とする。 

なお，局所ガス消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏まえ

ハロゲン化物消火剤とする。設備の概要図を第 41-1-18 図に示し，具体

的な設備の詳細は補足 41-5に示す。局所ガス消火設備のうち，ケーブル

トレイの消火設備については，消火対象空間の形状が特殊であるため，

実証試験により設計の妥当性を確認する。 

 

第 41-1-18図 局所ガス消火設備の概要 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器のみを設置する火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属に

より構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物につ

いては流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。 

圧力スイッチ 

中央制御室 

監視盤 

ガスボンベ 

動作検出信号 

消火配管 火災感知チューブ 

消火ノズル 

不燃材シート 

ケーブルトレイ

ケーブル
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(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画に設置する消火設備

○ 中央制御室

火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となら

ない中央制御室は，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は設置せず，

消火器で消火を行う設計とする。中央制御室の制御盤内の火災について

は，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室

は，火災に関する系統分離の観点から，中央制御室からの手動操作によ

り早期の起動も可能な全域ガス消火設備を設置する設計とする。 

○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格

納容器の空間体積（約 7,900m3）に対して，パージ用排風機の容量が

25,000m3/h であることから，煙が充満しないため，消火活動が可能であ

る。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設

計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器につい

ては，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を

配備する設計とする。設置位置については，原子炉格納容器内の各フロ

アに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定める

ところの 20m以内の距離に配置する。 

また，原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動中においては，原子

炉格納容器内から消火器を移動し，原子炉格納容器全体漏えい率検査及

び起動時における窒素置換完了までの間，原子炉格納容器内の１フロア

分の消火器を所員用エアロック室に配置し，残りの消火器は所員用エア

ロック室近傍に配置する。

原子炉格納容器内の火災発生時には，初期消火要員，自衛消防隊員が

建物内の消火器を持って現場に向かうことを定め，定期的に訓練を実施

する。 

原子炉格納容器での消火栓による消火活動を考慮し，所員用エアロッ

ク室に，必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検において，火気作業，

危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理手順に

従って，消火器を配備する。 
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○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は火災区

画については，消火器で消火を行う設計とする。 

これらの火災区域又は火災区画に対する消火器の配備については，消

防法施行規則第六，七条に基づき，各フロアの床面積から算出される必

要量の消火器を建物通路部に設置することに加え，可燃物の少ない火災

区域又は火災区画の入口扉の近傍に配備する設計とする。 

○ 屋外の火災区域又は火災区画

屋外の火災区域又は火災区画については，消火器又は移動式消火設備

により消火を行う設計とする。 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮

消火用水供給系の水源は，２号炉廻り消火系に補助消火水槽（約200m3）

を２基，44m盤消火系に44m盤消火タンク（約150m3）を２基，45m盤消火系

に45m盤消火タンク（約150m3）を２基，サイトバンカ建物消火系にサイト

バンカ建物消火タンク（約45m3）を２基及び50m盤消火系に50m盤消火タン

ク（約150m3）を２基設置し，多重性を有する設計とする。（第41-1-19図） 

消火用水供給系の消火ポンプは，２号炉廻り消火系，44m盤消火系，45m

盤消火系，サイトバンカ建物消火系及び50m盤消火系に対して電動機駆動

消火ポンプを２台ずつ設置し，多重性を有する設計とする。なお，消火ポ

ンプについては外部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう，非常用

電源より供給する設計とする。 

第41-1-19図 消火用水供給系の概要（補助消火水槽の例） 
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③ 系統分離に応じた独立性の考慮

本要求は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における

消火設備への要求であることを考慮すると，常設重大事故等対処設備と設計

基準事故対処設備，又は可搬型重大事故防止設備と常設重大事故防止設備・

設計基準事故対処設備が単一の火災によって，同時に機能喪失することがな

いよう，区分分離や位置的分散を図る設計とする。これらの設備がある火災

区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は，以下に示すとおり，上記

の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。 

なお，補足説明資料「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

指針について」参考資料２に示すとおり，常設重大事故防止設備については

設計基準事故対処設備と位置的分散を図る設計とする。また，可搬型重大事

故防止設備についても常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備と位置

的分散を図る設計とする。これらの機器が設置される火災区域又は火災区画

に対する消火設備として固定式消火設備，消火器，移動式消火設備のいずれ

かを用いる設計とし，それぞれの消火設備は基準地震動に対する耐震性を確

保するとともに，互いに独立し影響しない設計とする。 

固定式消火設備の消火エリアについては重大事故防止設備とその代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備を独立して設置し，電源についても各

固定式消火設備にバッテリーを配備し，異なる消火エリアで同時に固定式消

火設備が機能喪失しない設計とする。加えて上記のとおり，重大事故防止設

備（常設，可搬）についてはその代替する機能を有する設計基準対処設備と

必要な位置的分散を図り，異なる消火エリアに設置することで固定式消火設

備を共用しない設計とする。ただし，重大事故防止設備とその代替する機能

を有する設計基準対処設備が選択弁方式による固定式消火設備で共用する

場合は，第41-1-20図に示すとおり消火に必要なボンベと容器弁の数に対し

て１本多くボンベと容器弁を独立して設けることにより，容器弁が単一故障

した場合であっても必要な消火剤量が確保され，同時に機能を喪失すること

のない設計とする。また，容器弁の作動信号についても動的機器の単一故障

により同時に機能を喪失しない設計とする。 

なお，静的機器である消火配管については，24時間以内の単一故障想定は

不要であり，また，基準地震動で損傷しないよう設計するため，多重化しな

い設計とする。 

また，消火器については各フロアの床面積に対して消防法施行規則第六，

七条にて要求される容量を通路部に配置することに加えて，消火活動を行う

各火災区域又は火災区画内外に別途１本以上を配備し，単一故障により必要

量を下回らない設計とする。 

移動式消火設備については，屋外の消火設備として用いる設計とする。屋

外に配置されたディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及びガスタービン発電機

用軽油タンクが設計基準対処設備と常設重大事故防止設備を兼ねる設備で
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あること，可搬型重大事故防止設備である電源車がともに屋外に設置されて

いることから，複数の独立した移動式消火設備（消防自動車）を配備し， 同

時に消火設備の機能が喪失しない設計とする。 

以上により，消火設備の系統分離に応じた独立性を確保し，動的機器の単

一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。 

○系統分離対応の自動消火設備は，消火困難対応の消火設備と共用する。

○自動消火設備の耐震性は，消火対象機器の耐震性に応じて設定する。

第 41-1-20図 系統分離に応じた独立性を考慮した全域ガス消火設備の概要図 

容器弁 

選択弁 

区分Ⅰ 

３時間耐火壁 

ハロン濃度を確保するために

必要なボンベ

容器弁の単一故障を考慮して，ボ

ンベを 1 本以上設置する

選択弁の単一故障を考慮して， 

選択弁を多重化する。 

区分Ⅰ 
区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅱ 

１時間隔壁等 

全域ガス消火設備 

原子炉の安全停止に必要な機器 可燃物 
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④ 火災に対する二次的影響の考慮

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する全域ガ

ス消火設備は，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎，

熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的

影響が，火災が発生していない重大事故等対処施設に及ばない設計とする。 

また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火ガス放出エリアとは別

のエリアに設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しな

いよう，ボンベに接続する安全弁等によりボンベの過圧を防止する設計とす

る。 

局所ガス消火設備（消火剤はFK-5-1-12）は，電気絶縁性の高いガスを採

用するとともに，ケーブルトレイ内に消火剤を留めることで，火災の火炎，

熱による直接的な影響のみならず，煙，断線及び爆発等の二次的影響が，火

災が発生していない重大事故等対処施設に及ばない設計とする。 

また，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室に設

置する全域ガス消火設備についても，電気絶縁性が高く，人体への影響が小

さいハロン1301を採用するとともに，ケーブルトレイ消火設備について，ケ

ーブルトレイ内に消火剤をとどめることで，火災の火炎，熱による直接的な

影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発

生していない重大事故等対処施設に及ばない設計とする。 

⑤ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する全域ガ

ス消火設備並びに局所ガス消火設備については，消防法施行規則第二十条並

びに試験結果に基づき単位体積当たり必要な消火剤を配備する設計とする。

特に，複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は，複数の消火対象

場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以上とする。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則第六

～八条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑦ 消火用水の最大放水量

の確保」に示す。 

⑥ 移動式消火設備の配備

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第

八十三条第三号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の資機

材を備え付けている化学消防自動車（１台，泡消火薬剤500 L／台，水槽1,300L

／台），小型動力ポンプ付水槽車（１台，水槽5,000L／台），1,000Lの泡消

火薬剤を配備する設計とする。（第41-1-21図） 

自衛消防隊は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）に24時間待機しているこ

とから，速やかな消火活動が可能である。 
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自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第１保管エリアには，化学消防自

動車（１台），小型動力ポンプ付水槽車（１台），泡消火薬剤（1,000 L）

を配備する。第１保管エリアは地盤支持力が安定しているエリアであること

に加え，化学消防自動車等は基準地震動に対して転倒しない設計とすること

から，地震時においても速やかな消火活動が可能である。（第41-1-22図) 

第41-1-21図 移動式消火設備の例 

化学消防自動車 泡消火薬剤 

小型動力ポンプ付水槽車 
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第41-1-22図 移動式消火設備の配置の概要 
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⑦ 消火用水の最大放水量の確保

消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火栓である。屋内及

び屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関す

る基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足

するよう，２時間の最大放水量（120m3）を確保する設計とする。 

・消防法施行令第十一条の要求

屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130ℓ/min×2 時間

＝31.2m3 

・消防法施行令第十九条の要求

屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350ℓ/min×2 時間

＝84.0m3

従って，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓必要水量の

総和となり，31.2m3＋84.0m3＝115.2m3≒120m3 

⑧ 水消火設備の優先供給

消火用水供給系は，復水輸送系，所内ボイラ，海水電解装置等へ送水する

ラインと接続されているが，隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水

供給系の供給を優先する設計とする。また，水道水系等と共用する場合には，

隔離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する

設計とする。なお，水道水系とは共用しない設計とする。（第41-1-23図） 

 

第 41-1-23図 消火用水供給系の優先供給の概略図 

補助消火水槽 
消火設備 

他系統供給へ 
MO MO 

消火ポンプ 

隔離弁 
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⑨ 消火設備の故障警報

消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，下表に示すとおり電源断

等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。(第41-1-7表) 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現

場の制御盤警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行

う。 

第 41-1-7表 消火設備の主な警報 

設備 主な警報要素 

消火 

ポンプ 
電動機駆動 

・電動機トリップ ・電動機過負荷

・母線低電圧

全域ガス 

消火設備 
ハロン 1301消火設備

・火災検知

・設備異常

（電源故障，断線，短絡，地絡等） 

局所ガス

消火設備 
FK-5-1-12消火設備※ ・ガス放出

※：火災検知については火災区域に設置された感知器又は消火設備のガス

放出信号により中央制御室に警報発報。また，作動原理を含め極めて

単純な構造であることから故障は考えにくいが，誤作動についてはガ

ス放出信号により確認可能。
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⑩ 消火設備の電源確保 

消火用水供給系のうち，電動駆動消火ポンプは，外部電源喪失時でも起動

できるように非常用電源から電源を確保する設計とし，外部電源喪失時にお

いても消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。 

(第41-1-24図) 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する全域ガ

ス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよう，非常用電源，常

設代替交流電源設備又は緊急時対策所用発電機から受電するとともに，設備

の作動に必要な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。 

なお，ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，動作に電源が不要な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41-1-24図 消火設備の電源確保の概要 

 

⑪ 消火栓の配置 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓

は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条（屋

外消火設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径25mの範囲を考

慮して配置し，屋外は消火栓から半径40mの範囲における消火活動を考慮し

て配置することによって，全ての火災区域又は火災区画の消火活動に対処で

きるように配置する設計とする。 

（補足41-5 添付資料９，10） 

 

 

蓄電池 
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⑫ 固定式消火設備等の職員退避警報

固定式消火設備である全域ガス消火設備は，動作前に職員等の退出ができ

るように警報または音声警報を吹鳴し、20秒以上の時間遅れをもってガスを

放出する設計とする。（第41-1-25図） 

局所ガス消火設備のうちケーブルトレイに設置するものについては，消火

剤に毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水素ガスは延焼防止シートを設

置したケーブルトレイ内に留まり，外部に有意な影響を及ぼさないため，設

備動作前に退避警報を発しない設計とする。 

  

第41-1-25図 全域ガス消火設備（ハロン1301）の職員退避警報装置の例 

⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることから，

汚染された液体の管理されない状態で管理区域外への流出を防止するため，

管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに，各フロアの建物内

排水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計とする。 

万一，流出した場合であっても建物内排水系から系外に放出する前にサン

プリングを実施し，検出が可能な設計とする。 

⑭ 消火用非常照明

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，

移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間（最大約１時間

程度（中央制御室での感知後，建物内の火災発生場所に到達する時間約10分，

消火活動準備約30～40分（訓練実績）））に加え消火継続時間20分を考慮し

て，８時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。

（第41-1-26図） 

消火用非常照明器具の配置を添付資料７に示す。 

視覚警報装置 音響警報装置 
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第 41-1-26図 消火用非常照明の設置例 

以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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2.1.2.2.  地震等の自然現象への対策 

[要求事項] 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が

設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し

Sクラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがない

ことが要求されるところであるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震

動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の

機能が維持されることについて確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることの

ないよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象として

は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無にか

かわらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，

発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処施設に影響を与

えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計

とし，落雷については，「2.1.1.3(1) 落雷による火災の発生防止」に示す対策

により，機能を維持する設計とする。 

凍結については，「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計

とする。風（台風）に対しては，「(2) 風水害対策」に示す対策により機能を維

持する設計とする。地震については，「(3) 地震対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，洪水，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響及び

生物学的事象については，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策につ

いて」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策

について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 
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(1) 凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知設備，消火設備は，島根原子力発電所において考慮

している最低気温-8.7℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備，消火

設備を設置する設計とする。 

屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図る設計とする。 

屋外消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常はブロー弁を常時開に

して消火栓本体内に水が排水され，消火栓を使用する場合には屋外消火栓バル

ブを回転させブロー弁を閉にして放水可能とする不凍式消火栓※１を採用する

設計とする。（第41-1-27図～第41-1-29図） 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，凍結防止対策を実施する設計とす

ることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

 

※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず，常に給水を止

めることなく，管や機器内に滞留する凍結前の水を自動的に管外に排水さ

せ，凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けているもの。 

 

 

 

第41-1-27図 屋外消火栓配置図
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第 41-1-28図 屋外消火配管への保温材設置状況 

第 41-1-29図 不凍式消火栓の構造及び概要 

【排水弁の動作について】 

消火栓を使用する場合は弁体が上

に上がり，スプリングによりレバ

ーが押し上げられるので，排水弁

が閉まる。 

消火栓の使用を停止する場合は，

弁体が下がるため，レバーが押し

下げられ，排水弁が開き，消火栓

内の水が排水される。 
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(2) 風水害対策

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ等の機器は，風

水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，壁及び扉に対して

浸水対策を実施した建物内に配置する設計とする。（第41-1-30図） 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても，風水害に対してその性

能が著しく阻害されることがないよう，原子炉建物，制御室建物等の建物内に

配置する設計とする。 

また，屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感知器の予備を保有

し，万一，風水害の影響を受けた場合には，早期に取替えを行うことにより当

該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，

雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，風水害対策を実施する設計とする

ことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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２号炉周辺平面図 

第41-1-30図 消火ポンプ設置エリアの浸水対策 

補助消火水槽 

補助消火ポンプ室 

EL 15m（地上面） 

２号炉 

平面図 立面図 
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(3) 地震対策

① 地震対策

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及

び消火設備は，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機能を維持できる

設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置される，油を

内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器は，以下のいずれかの設計と

することにより，地震によって耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器が機能

喪失しても重大事故等対処施設の機能喪失を防止する設計とする。 

・ 基準地震動により油が漏えいしない。

・ 基準地震動によって火災が発生しても，重大事故等対処施設に影響を

及ぼすことがないよう，基準地震動に対して機能維持する固定式消火設

備によって速やかに消火する。

・ 基準地震動によって火災が発生しても，重大事故等対処施設の機能に

影響を及ぼすことがないよう隔壁等により分離する。

② 地盤変位対策

屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時における地盤変位に

対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮し地盤沈下による建屋と周

辺地盤との相対変位を考慮する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブル継手

を採用することで，地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する設計とす

る。（第41-1-31図） 

さらに，万一屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて屋

内消火栓へ消火水の供給ができるよう，建物に連結送水口を設置する設計と

する。 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び地盤変位対策を実施す

る設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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第41-1-31図 地盤変位対策の実施例 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について

上記の自然現象を除き，島根原子力発電所２号炉で考慮すべき自然現象につ

いては，2.1.1.3.で記載のとおり，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，

火山の影響，生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知

及び消火の機能，性能が阻害された場合には，原因の除去又は早期の取替，復

旧を図る設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や代替消火設備の配備

等を行い，必要な性能を維持することとする。 

トレンチ化

フレキシブル継手 連結送水口 

屋外消火配管の地上化 屋外消火配管のトレンチ化 
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2.1.2.3. 消火設備の破損，誤動作又は誤操作への対策 

[要求事項] 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作

又は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設

備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能への影響について「原

子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。 

 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下

の溢水を想定することとしている。 

ａ. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

ｂ. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置

される系統からの放水による溢水 

ｃ. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水 

 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢

水として、以下が想定されていること。 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水 

 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤は電

気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設備の破損，誤作動又は誤操作により

消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えないため，火災区域又は火

災区画に設置するガス消火設備には，ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガス消火

設備及び局所ガス消火設備を選定する設計とする。 

なお，ディーゼル発電機は，ディーゼル発電機室に設置する全域ガス消火設備

の破損，誤作動又は誤操作によりハロゲン化物消火剤が放出されることによる負

触媒効果を考慮しても機能が喪失しないよう，外部から給気を取り入れる設計と

する。 

消火設備の放水等による溢水等に対しては，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影

響がないよう設計する。 

 

以上より，固定式ガス消火設備については，設備の破損，誤作動又は誤操作に

よっても電気及び機械設備に影響を与えないこと，消火設備の放水等による溢水

等に対しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないことを確認していること

から，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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2.2. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

［要求事項］ 

3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項

火災防護対策の設計においては、2. に定める基本事項のほか、安全機能を

有する構築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講ず

ること。 

（参考） 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策とし

て、NRC が定めるRegulatory Guide 1.189 には、以下のものが示されている。 

(1) ケーブル処理室

① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。 

② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9 m、高さ1.5 m 分離すること。

(2) 電気室

電気室を他の目的で使用しないこと。

(3) 蓄電池室

① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。

② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにす

ること。

③ 換気機能の喪失時には中央制御室に警報を発する設計であること。

(4) ポンプ室

煙を排気する対策を講ずること。

(5) 中央制御室等

① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置す

ること。

② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りで

はない。

なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３によること。 

(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備

消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講ずること。 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備

① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、

隔離できる設計であること。

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物

処理設備に回収できる設計であること。

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び

HEPAフィルタなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵するこ

と。

④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講ずること。
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以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対策

を実施する。 

(1) ケーブル処理室

ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計とするが，消火活動

のため２箇所の入口を設置し，ケーブル処理室内においても消火要員による消

火活動を可能とする。（第 41-1-32図） 

なお，ケーブル処理室の同一区域内には，異なる区分のケーブルトレイが布

設されているため，IEEE384 に基づき，互いに相違する系列の間で水平方向

0.9m，垂直方向 1.5mを最小分離距離として設計する。 

さらに，ケーブル処理室は，中央制御室及び補助盤室の制御盤フロア下に設

け，ケーブルを布設する構造であるが，中央制御室及び補助盤室の制御盤直下

は狭隘であり，互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルは近接して布設さ

れており，区域による区分分離ができないことから，火災の影響軽減のための

対策として，全域ガス消火設備及び１時間の耐火能力を有する隔壁（耐火ラッ

ピング）により分離する設計とする。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2) 電気室

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

(3) 蓄電池室

蓄電池室は，以下のとおり設計する。 

・蓄電池室には，蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置し

ない設計とする。（第41-1-33図）

・蓄電池室の換気設備は，一般社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計

指針（SBA G 0603-2001）」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量以上

となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を2vol%以下の

約0.8vol%程度に維持する設計とする。（第41-1-8表）

・蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報する設

計とする。

・常用系の蓄電池は，耐震クラスＣの要求であるが，基準地震動Ssに対して

機能維持を確保し，非常用系の蓄電池と同様の信頼性を確保している。

・常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用系の蓄電池が非常用系の蓄電

池に影響を及ぼすことがないよう，位置的分散が図られた設計とするとと

もに，電気的にも２つ以上の遮断器により切り離される設計とする。

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（１／９） 
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第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（２／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（３／９） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（４／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（５／９） 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（６／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（７／９） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（８／９） 

第 41-1-33図 蓄電池の設置状況（９／９） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第41-1-8表 蓄電池室の換気風量 

蓄電池室 
必要換気風量 

[m3/h] 

空調換気風量 

[m3/h] 

A-バッテリ室 370 600 

B-バッテリ室 370 820 

230Vバッテリ室 2148 4000 

SA用バッテリ室 358 380 

HPCSバッテリ室 150 200 

ガスタービン発電機建物蓄電池室 716 2400 

緊急時対策所蓄電池室 239 600 

(4) ポンプ室

重大事故等対処施設に該当するポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙

の充満により消火困難な場所には，消火活動によらなくても迅速に消火でき

るよう固定式消火設備を設置する。 

なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために運転員や消防隊

員がポンプ室に入る場合については，消火直後に換気してしまうと新鮮な空

気が供給され，再発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保し

た上で，可搬型の排煙装置を準備し，扉の開放や換気空調系，可搬型排煙装

置により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する

設計とする。 

(5) 中央制御室等

中央制御室は以下の通り設計する。

・中央制御室と他の火災区域又は火災区画の換気空調系の貫通部には，防

火ダンパを設置する設計とする。

・中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足す

るカーペットを使用する設計とする。

(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，ラックに燃料

を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること，及びステンレス鋼の中

性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，気中に設置している設備（ピット構造で上部

は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，消火活動により消火水が噴霧

され，水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確保され

る設計とする。 
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(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以下のとおり設計す

る。 

・ 放射性廃棄物処理設備，放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域の管

理区域用換気設備は，環境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタ

を通して排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換気設備は，放

射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，風量調整ダンパを閉止し，

隔離できる設計とする。

・ 放水した消火水の溜り水は，建物内排水系により液体放射性廃棄物処理

設備に回収できる設計とする。

・ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，濃縮廃液は，固体廃棄物と

して処理を行うまでの間，金属製のタンクで保管する設計とする。

・ 放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物として処理する

までの間，ドラム缶に収納し保管する設計とする。

・ 放射性物質を含んだＨＥＰＡフィルタは，固体廃棄物として処理するま

での間，不燃シートに包んで保管する設計とする。

・ 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において，冷却が必要

な崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設

計とする。
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2.3. 火災防護計画について 

[要求事項] 

2. 基本事項

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職

員の体制を含めた火災防護計画を策定すること。

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認する

こと。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及

びJEAG4607-2010 を参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足さ

れているか否かを確認することができないものもあるが、その点については

詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。 

火災防護計画について 

１．原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計

画を策定していること。 

２．同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防

護を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要

な手順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織

体制は下記に関する内容を含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。

３．同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護する

ため、以下の３つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を

考慮した適切な火災防護対策が含まれていること。 

① 火災の発生を防止する。

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。

③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温

停止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する

構築物、系統及び機器を防護する。

４．同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の

発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概

要が記載されていること。
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発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対

策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子炉施設の

安全機能を有する構築物，系統及び機器については，火災の発生防止，火災の早

期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な

火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については，火災

の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定め，その他の

発電用原子炉施設については，消防法等に基づき設備等に応じた火災防護対策を

行うことについて定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等について

定める。 

(1) 火災防護計画の策定

火災防護計画は，以下の項目を含めて策定する。

①火災防護に係る責任及び権限

②火災防護に係る体制

③火災防護に係る運営管理(要員の確保を含む)

④火災発生時の消火活動に係る手順

⑤火災防護に係る教育訓練・力量管理

⑥火災防護に係る品質保証

火災防護計画は，島根原子力発電所保安規定に基づく社内規程として定める。

火災防護活動に係わる具体的な要領，手順については，火災防護計画及び関連

文書として定めるほか，関連する規程に必要事項を定め，適切に実施する。 

(2) 責任と権限

火災防護計画における責任と権限の所在を第41-1-9表に示す。

管理職は火災防護について十分に認識し，発電所職員が火災防護計画の記

載事項を理解し遵守できるよう，教育等を実施する責任を有する。島根原子

力発電所の作業に従事する当社及び協力企業の全ての職員は，以下の責任を

有する。 

・火災発生時における対応手順を把握する。

・作業区域においては火災の危険性を最小限にするような方法で作業を行う。 

・火災発見時においては迅速な報告を行うとともに初期消火に努める。

・火災発生のおそれに対する修正処置を行う。また，火災発生のおそれに対す

る修正措置ができない場合は，状況を報告する。

・火災防護設備の不適切な使用，損傷及び欠落を発見した場合には，報告する。 

・作業区域における非常口や消火設備（固定式消火設備，消火器，消火栓）の

位置を把握する。
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第41-1-9表 責任と権限（１） 

 

職 務 業 務 分 担 

所 長 

 島根原子力発電所における防火管理の総轄 

 防火・防災管理者の選任 

 火元責任者の選任（建物の区域毎） 

 当社管理の建物のうち，協力会社に貸与している建

物の火元責任者の確認（１回／年） 

防火・防災管理者 

（所長が選任する者） 

 消防計画の立案 

 消防訓練の実施 

 消防用設備・器材の点検及び整備 

 火気の使用又は取扱いに関する許可及び監督 

 発電所敷地内及びその周辺における協力会社の防

火管理に関する指導等 

 年度防火・防災管理業務実施計画の作成及び実績報

告 

 防火扉の点検 

 消防機関と定期的な協議の実施 

 その他防火管理上必要な業務 

副防火・防災管理者 

（所長が選任する者） 

 防火・防災管理者の補佐及び不在時の任務代行 

火 元 責 任 者 

（建物の区域毎に選任） 

 火気使用場所のパトロ－ル 

 火気使用に関する指導・監督 

 消防用設備設置箇所等の確認 

 担当箇所への氏名掲示 

 活動記録の作成及び防火管理者への報告 

 その他，火災防止に必要な事項 

火 元 責 任 者 

（火気を使用して行う工事に関

して選任） 

 火気使用許可申請書の内容確認 

 火気使用場所のパトロ－ル 

 火気使用に関する指導・監督 

 消防用設備設置箇所等の確認 

 その他，火災防止に必要な事項 

危険物保安監督者 
 防火管理者に協力し，施設の安全な運営と火災時の

消火活動についての助言 
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第41-1-9表 責任と権限（２） 

業 務 分 担 

品質保証部長  火気使用の許可申請及び完了報告 

 消防用設備停止の許可申請及び完了報告 

 防火扉開放の許可申請及び完了報告 

課長（品質保証） 

総務課長 

技術部長 

課長（技術） 

課長（燃料技術） 

課長（核物質防護） 

課長（建設管理） 

廃止措置・環境管理部長 

課長（放射線管理） 

課長（廃止措置総括） 

発電部長 

課長（第一発電） 

課長（第二発電） 

保修部長 

課長（保修管理） 

課長（保修技術） 

課長（電気） 

課長（３号電気）課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（原子炉） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（建築） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト） 

原子力人材育成センター所長※  教育訓練の総括（保安教育の総括含む） 

※：電源事業本部（原子力管理）の所属員を示す。 

課長（保修管理）の業務 

・火災防護及び火災防止業務の実施主管

・防火管理委員会事務局

・消防用設備停止許可申請書等の確認
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(3) 文書・記録の保管期間

火災防護計画に係る業務における文書・記録の管理について，保管責任者，

保管場所，保管期間を火災防護計画に定める。 

(4) 消防計画の作成

防火・防災管理者は，消防法に基づき防火・防災管理業務について必要な事

項を定め，火災の予防及び火災・大規模地震・その他の災害による人命の安全，

被害の軽減，二次的災害発生防止を目的とした消防計画を作成し，公設消防へ

届出する。 

また，消防計画の作成は，保安規定に基づき定められる火災防護計画の中で

管理する。 

(5) 自衛消防組織の編成及び役割

島根原子力発電所では，火災及び地震等の災害発生に備えて，被害を最小限

にとどめるため，自衛消防組織を編成し，火災防護計画にその役割を定める。

なお，要員に変更があった際はその都度更新する（第41-1-34図～第41-1-36

図，第41-1-10表）。 

第41-1-34図 自衛消防組織体制 

社内外通報連絡 

【火災対策本部】 

本部長（発電所長） 

副本部長 

本部員 

連絡責任者／連絡担当者 

技術統括 プラント 

監視統括 

支援統括 復旧統括 情報統括 広報統括 

【自衛消防隊】 

自衛消防隊長 

○初期消火要員

○消火班

 支
援
班

警
備
班

 プ
ラ
ン
ト
監
視
班

   技
術
班

放
射
線
管
理
班 

   情
報
管
理
班

通
報
班

    報
道
班

対
外
対
応
班

原子炉主任技術者 

電気主任技術者 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者

廃止措置主任者 
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※：夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に，火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員 

第41-1-35図 自衛消防隊編成（発電関連設備） 

発見者 当直長 公設消防 

消防チーム班長 

消防チーム班員（５） 運転員（２） 

連絡責任者 

現場確認及び 

初期消火を指示 

連絡

連絡 通報

連絡連絡

自衛消防隊長 

自衛消防隊副隊長 

消火班長 

消火班員※ 
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※：夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に，火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員 

 

第41-1-36図 自衛消防隊編成（その他区域） 

案内所員 当直長 公設消防 

消防チーム班長 

消防チーム班員（５） 

運転員（２） 

連絡責任者 
必要により 

現場確認を指示 

連絡 

連絡 

通報 

連絡 

自衛消防隊長 

自衛消防隊副隊長 

消火班長 

消火班員※ 

連絡 
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第41-1-10表 自衛消防隊編成 

構成 所属等 役割 

自衛消防隊長 

（１） 

【平日昼間】 

① 保修部課長（保修管理） 

② 保修部課長（保修技術） 

③ 保修部課長（建築）

【夜間・休日昼間】 

自衛消防隊専属の宿直者 

① 自衛消防隊の責任者

② 消火活動全体の指揮

③ 当直長への消火活動の情報提供・プラント

情報の共有

④ 公設消防窓口（プラント状況・消火活動の

情報提供）

初期消火要員 

（11） 

当直長（１） 

① 公設消防への通報

② 消防チーム等への連絡

③ 運転員への初期消火指示

④ プラントの情報提供，消火活動の情報共有

（当直長は，現場での消火活動のメンバーに

属さない） 

運転員（２） 

① 火災現場での消火活動

② 火災現場での消火戦略検討

③ 火災現場（屋内）への公設消防誘導・説明

④ 放射線量測定

連絡責任者（１） 関係者への連絡 

誘導員（１） 火災発生現場（構内全域）への公設消防誘導 

消防チーム（６） 屋内・屋外での消火活動 

消火班 

（８） 

班長（１） 

班員（７） 

【参集状況に応じ，班長が役割分担を指名】 

① 消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用） 

② 緊急時対策本部への情報連絡

③ 火災発生現場での情報収集・記録

（ ）内は人数 
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(6) 消火活動の体制

① 初期消火要員の配備

a. 課長（保修管理）は，初期消火要員の役割に応じた体制を構築し，10名

以上の要員を常駐させる。なお，実際の消火活動にあたる人員は必ず10名

以上でなければならないものではなく，火災の規模や場所（例えば管理区

域内）により適切に対応できる人数で対応する。初期消火要員の役割及び

力量表の例を第41-1-11表，第41-1-12表に示す。 

b. 課長（保修管理）は，火災発生時の初期消火要員の火災現場への参集に

ついて，通報連絡体制を定める。通報連絡体制の例を第41-1-37図に示す。 

② 消火活動に必要な資機材

課長（保修管理）は，消火活動に必要な資機材を配備する。

消防資機材一覧表の例を第41-1-13表に示す。

a. 化学消防自動車の配備

化学消防自動車は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第１保管エ

リアに１台配備する。課長（保修管理）は，化学消防自動車の日常点検（毎

日），消防艤装部点検（半年毎），車両点検（３ヶ月毎）及び車検（２年

毎）の点検結果を確認する。 

b. 小型動力ポンプ付水槽車の配備

小型動力ポンプ付水槽車は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第

１保管エリアに１台配備する。課長（保修管理）は，小型動力ポンプ付水

槽車の日常点検（毎日），消防艤装部点検（半年毎），車両点検（３ヶ月

毎）及び車検（２年毎）の点検結果を確認する。 

c. 泡消火薬剤の配備

発電所におおむね１時間の泡放射（400 L 毎分を同時に２口）が可能な

泡消火薬剤（1,500L）を自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第１保管

エリアに配備し，維持・管理する。訓練を実施する場合は，1,500Lを下回

らないようあらかじめ泡消火薬剤を配備する。また，消火活動で使用した

場合は遅滞なく補給する。 

d. その他資機材の配備

消火活動に必要な化学消防自動車及び泡消火薬剤以外のその他資機材を

配備し，維持・管理する。 
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第41-1-37図 通報連絡体制（例）（１） 
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第41-1-37図 通報連絡体制（例）（２） 
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第41-1-37図 通報連絡体制（例）（３） 
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第41-1-11表 初期消火要員に必要な力量及び教育訓練 

職務 必要な力量 教育訓練 

自衛消防隊長 

消火班長 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識 

 自衛消防業務講習を５年以内に修

了していること 

消火班員（発電部） 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 

 火災初期対応教育訓練を３年以内

に受講していること 

消火班員（保修部） 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 

 消火班（保修部）火災対応教育を３

年以内に受講していること 

 消火班（保修部）消防訓練を３年以

内に受講していること 

消防チーム班長 

消防チーム班員 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 

 消防チーム火災対応教育を３年以

内に受講していること 

 消防チーム現場レイアウト教育を

３年以内に受講していること 

 消防チーム消防訓練を３年以内に

受講していること 

41-1-97



第41-1-12表 初期消火要員の教育訓練内容 

教育・訓練名称 内容 対象者 

火災初期対応 

教育訓練 

 火災対応手順に関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 
消火班（発電部） 

消火班（保修部） 

火災対応教育 

 消火班の位置付け及び役割 

 火災発生時の対応手順 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，防火服，現

場指揮所設営資機材等）の配置及び使用方法 

消火班（保修部） 

消火班（保修部） 

消防訓練 

 消防装備（防火服，空気呼吸器）の装着訓練 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，可搬式消防

ポンプ，消火ホース，トランシーバー等）の取扱訓

練 

消火班（保修部） 

消防チーム 

火災対応教育 

 消火班の位置付け及び役割 

 火災発生時の対応手順 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，防火服等）

の配置及び使用方法 

消防チーム 

消防チーム 

現場レイアウト

教育 

 火災現場へのアクセス方法，消火設備の配置，設備

（電気設備，危険物内包設備等）の配置についての

現場教育 

消防チーム 

消防チーム 

消防訓練 

 消防装備（防火服，空気呼吸器）の装着訓練 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，可搬式消防

ポンプ，消火ホース，トランシーバー等）の取扱訓

練 

消防チーム 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(7) 火災対策本部の設置

火災対策本部は，本部長が管理事務所２号館２階の緊急時対策所に置くも

のとし，情報の収集，所内への放送等，職員の人命安全のための避難誘導を

最重点とした態勢を整え，「自衛消防隊編成表」（第41-1-10表）に定める任務

を行う。現場指揮所は，自衛消防隊長が火災発生付近の建物入り口等に設置

するよう指示するものとし，「自衛消防隊編成表」（第41-1-10表）に定める初

期消火活動の指揮・公設消防の対応及び発電所本部との情報連絡を行う。 

現場指揮所の指揮は自衛消防隊長があたる。公設消防の現場指揮所が設置

された場合には，自衛消防隊現場指揮所は，火災対策本部との連絡要員を除

き公設消防の指示に従いその指揮下に入る。公設消防の現場指揮所との窓口

は自衛消防隊長とする。 

(8) 火災発生時の対応

① 火災対応手順の制定

a. 所長は，発電所構内での火災発生に備え，火災対応手順及び消火戦略

（Pre-Fire Plan）を定めるとともに，維持・管理を行う。 

(ⅰ) 火災対応手順には，以下を含める。 

・役割と権限

・消火体制と連絡先

・複数同時火災発生時の対応

(ⅱ) 消火戦略には，以下を含める。 

・消防隊員の入室経路と退去経路

・消防隊員の配置（指揮者位置，確認位置等）

・安全上重要な構造物，系統，機器の設置場所

・火災荷重

・放射線，有害物質，高電圧等の特別な危険性（爆発の可能性含む）

・使用可能な火災防護設備（例：固定式消火設備，消火器，消火栓等）

・臨界その他の特別な懸念のための，特定の消火剤に対する使用制限と代替

手段

・固定式消火設備，消火栓，消火器の配置

・手動消火活動のための給水

・消火要員が使用する通信連絡設備

・個別の火災区域の消火対応手順

・外部火災（変圧器，森林火災等）の対応

② 火災発生時の注意事項

所長は，火災発生時の注意事項として以下の項目を定める。

a. 通報連絡

b. 火災現場での活動に向けた準備
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c. 消火活動

(a) 初期消火活動

(b) 自衛消防隊到着以降の消火活動

d. 公設消防への対応

(a) 公設消防への報告

(b) 公設消防の装備（管理区域での汚染区分に応じた装備をあらかじめ定

める）

(c) 火災現場及び現場指揮本部での指揮命令系統の統一

(d) 公設消防の汚染検査

(e) 負傷者対応

e. 避難活動

(a) 避難周知

(b) 作業員等の把握

(c) 避難誘導

f. 自衛消防隊の召集

(a) 平日勤務時間

(b) 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

③ 中央制御室制御盤内の消火活動に関する注意事項

中央制御室制御盤内で火災が発生した場合の消火活動については，中央制

御室に常駐する運転員が実施することとする。具体的な消火手順については，

消火戦略に以下の事項を定める。 

a. 消火設備

中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭

素消火器を使用して，消火を行う。 

b. 消火手順

・火災が発生した場合，運転員は受信機盤により，火災が発生している区域・

部屋を特定するとともにプラント運転状況を監視する。 

・消火活動は２名で行い，１名は直ちに至近の二酸化炭素消火器を準備し，

火災発生箇所に対して，消火活動を行う。もう１名は，予備の二酸化炭素

消火器の準備等を行う。

・制御盤内での消火活動を行う場合は，セルフエアセットを装着して消火活

動を行う。

・中央制御室主盤及び中央制御室裏盤への移動は，距離が短いことから，短

時間で移動して，速やかに消火活動を実施する。

・中央制御室の火災発生時の煙を排気するために排煙装置を配備する。また，

排煙装置の起動手順を定める。 
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④ 火災鎮火後の処置

当直長は，公設消防からの鎮火確認を受けたのち，設備状態の確認を行い，

設備保守箇所へ点検依頼を行う。設備保守箇所は火災後の設備健全性確認を

行う。 

(9) 原子炉格納容器内の火災防護対策

原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰

囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。 

一方で窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止

に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到

達していない期間もあることを踏まえ，「2.1.3.1.(2)②原子炉格納容器内に

対する火災の影響軽減のための対策」及び資料８に示す火災防護対策及び以

下のとおり運用を行うことを火災防護計画に定める。 

・原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み期間・可

燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容器内への持込み可燃物の

仮置きは禁止とするが，やむを得ず仮置きする場合には，不燃シートで覆

う又は金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。

・原子炉格納容器内での点検等で火気作業を実施する場合は，火災防護計画

にて定める管理手順に従って実施する。

・原子炉格納容器内での火災発生に対して，原子炉格納容器内への入退域箇

所や，原子炉格納容器内外の消火器・近傍の消火栓・通信連絡設備の位置，

原子炉格納容器内の安全系設備やハザードの位置を明記した消火戦略を

作成する。

(10) 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域に対する火災防護

対策

① 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域

重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域については，重

大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器を火

災から防護することを目的として，適切に火災区域を設定し，火災発生防

止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

特に火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書

として定め，これを実施する。 

・建物内に設置される重大事故等対処施設である常設重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備は，火災によって重大事故等に対処する機能が同時に

喪失しないよう，設計基準対象施設の配置を考慮して火災区域に設置する。 

・屋外の重大事故等対処施設については，火災によって重大事故等に対処す

る機能が同時に喪失しないよう配置上の考慮を行う。
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・屋外の常設重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処設備は，発電所

敷地外からの火災による延焼を防止するため，原則，発電所敷地内に設定

した防火帯で囲んだ範囲の内側に防火帯と重複しないように配置する。な

お，モニタリング・ポストは防火帯の外側に配置するが代替の可搬式モニ

タリング・ポストを内側に配置する。

・屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附属設備を含めて

火災区域に設定する。

・上記で設定した火災区域の境界付近は，可燃物を置かない管理を実施する

とともに，周辺施設又は植生との離隔，周辺の植生区域の除草等の管理を

実施する。

・上記で設定した火災区域については，点検に係る資機材等の可燃物の仮置

きを禁止する。

・重大事故等対処施設（屋外に設定した火災区域，緊急時対策所を含む。）

への屋外アクセスルートを定める。

・屋外アクセスルート及びその周辺については，地震発生に伴う火災の発生

防止対策（可燃物・危険物管理等）及び火災の延焼防止対策（変圧器等火

災対策，防油堤設置等）を行う。

・屋外アクセスルート近傍で設備の新設や補修工事を実施する場合には，火

災発生の影響を考慮すること，必要な評価（外部火災影響評価）を実施す

ることを火災防護計画及びその関連文書に定める。

・屋外の火災区域での火災発生に対して，火災発生区域への入退域箇所やア

クセスルート，敷地内の消火栓，消火器，消火用水源の位置等を明記した

消火戦略を作成する。 

② 可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の火災防護対策

可搬型重大事故等対処設備は，建物内及び屋外に「保管」されており，

建物内については基準規則第８条，第41条に基づき設定した火災区域に保

管する。 

特に屋外の可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の火災防護対

策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書として定め，これを

実施する。 

・可搬型重大事故等対処設備には危険物である燃料油や可燃物を含むものが

あることから，その保管場所については，「危険物の規制に関する政令」

で要求される空地のない対象設備は，同令「屋外タンク貯蔵所」とみなし，

同令第十一条第一項第二号で要求される空地の幅を参考にして，保管エリ

アの敷地境界から３ｍ以上の幅の空地を確保する。（第41-1-38図）

・分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については，火災によって重

大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう，分散配置して保管する。 
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・可搬型重大事故等対処設備は，設計基準対象施設及び常設重大事故等対処

施設に対して，可搬型重大事故等対処設備からの火災又は設計基準対象施

設若しくは常設重大事故等対処施設からの火災により必要な機能が同時

に喪失しないよう，十分な離隔を取った上で保管する。

・可搬型重大事故等対処設備は，設備間に３ｍの離隔距離を取って保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備は，竜巻（風(台風)含む）による火災において

も重大事故等に対処する機能が喪失しないよう，配置上の考慮を行う。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，その周囲に側溝を設け

ることによって，可搬型重大事故等対処設備から潤滑油，燃料油が漏えい

した場合には漏えいの拡大防止を図る設計とする。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，火災発生防止の観点か

ら巡視を行うこと，巡視により潤滑油，燃料油の漏えいを発見した場合に

は，吸着マット，土嚢等を使用し漏えいの拡大防止対策を図ることを，火

災防護計画の関連図書に定める。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所の境界付近には可燃物を置かない管

理を実施するとともに，保管場所内の潤滑油及び燃料油を内包する機器は，

樹木等の可燃物に隣接する場所には配置しない等の保管場所外への延焼

防止を考慮する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，点検に係る資機材等の

可燃物の仮置きを禁止する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，区域全体の火災を感知

するために，炎感知器及び熱感知カメラを設置する。（第41-1-39図）

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所の火災感知器は，故障時に早期に取

替えられるよう予備を保有する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所での火災発生に対して，火災発生区

域への入退域箇所やアクセスルート，敷地内の消火栓，消火器，消火用水

源の位置等を明記した消火戦略を作成する。

・可搬型重大事故等対処設備の主要構造材には，不燃性材料を使用する設計

とするが，不燃性材料及び難燃性材料，代替材料の使用が技術上困難な可

搬型ホース等については，金属製のコンテナ等に収納し，火災の発生を防

止する。使用時は，周囲に可燃物がないよう設置するとともに，使用時に

定期的な状態確認等，火災発生防止のための配慮を行う。

・可搬型重大事故等対処設備に使用するケーブルは，原則，難燃ケーブルを

使用する。難燃ケーブルを使用しない可搬型重大事故等対処設備について

は，保管時においては通電せず，金属製のコンテナに保管する。使用時は，

周囲に可燃物がないよう設置するとともに，通電時に温度が異常に上昇し

ないことの確認等，火災発生防止のための配慮を行う。

・可搬型重大事故等対処設備は，転倒防止対策により，地震による火災の発

生を防止する。
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・重大事故等対処設備保管場所の消火のため，消火器を設置する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所の消火器は，地震時の損傷防止のた

めの転倒防止対策を実施する。

屋外の可搬型重大事故等対処設備のリストを第41-1-14表に示す。 

第41-1-14表 屋外の可搬型重大事故等対処設備一覧表 

名称 

ホイールローダ

大量送水車 

ホース

移動式代替熱交換設備 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

大型送水ポンプ車 

可搬型ストレーナ 

可搬式窒素供給装置 

放水砲 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス

小型船舶 

泡消火薬剤容器 

高圧発電機車 

タンクローリ

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

可搬式モニタリング・ポスト 

可搬式気象観測装置 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 

緊急時対策所空気浄化装置用可搬型ダクト 

緊急時対策所正圧化装置可搬型配管・弁 

緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 
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第41-1-38図 可搬型重大事故等対処設備の保管場所（例） 

第41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図（１／４） 

3m 以上 

3m 以上 

3m 以上 

3m 以上 

可搬型重大事故等対処設備 
空地確保範囲 可搬型重大事故等対処設

備保管場所 
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第41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図（２／４） 

第41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図（３／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第41-1-39図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図（４／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(11) 消防法に基づく危険物施設予防管理・活動業務 

所長は，消防法に基づき危険物災害予防規程を作成し，市町村長へ届出す

る。所長は，危険物保安監督者に対し，危険物災害予防規程に基づき危険物

施設の保安業務の実施を指導する。 

危険物災害予防規程には，危険物施設の保安業務を以下のとおり定める。 

・危険物施設の保安関係者に対する教育 

・危険物施設における訓練 

・巡視・点検 

・運転・操作 

・危険物の取扱い作業・貯蔵 

・危険物施設の補修 

・非常時の措置 

・油漏えい時の対処方法 

・消防機関との連絡 

・立入検査 

 

危険物施設の適用範囲の例を「危険物製造所等許可施設一覧表」（第41-1-15

表）に示す。 
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第41-1-15表 危険物製造所等許可施設一覧表(１) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第41-1-15表 危険物製造所等許可施設一覧表(２) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(12) 消防法に基づく届出対象施設でない危険物貯蔵設備の管理

防火・防災管理者は，消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない

危険物貯蔵設備について，貯蔵する危険物の種類，数量を管理する。 

消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危険物貯蔵設備の範

囲の例を第41-1-16表に示す。 

第41-1-16表 屋外の危険物貯蔵設備 

号炉 設備名 危険物の種類 数量 

1号炉 起動変圧器 絶縁油 45.200kL 

1号炉 予備変圧器 絶縁油 9.850kL 

2号炉 起動変圧器 絶縁油 23.500kL 

2号炉 主変圧器 絶縁油 77.000kL 

2号炉 所内変圧器 絶縁油 19.460kL 

3号炉 主変圧器 絶縁油 141.000kL 

3号炉 所内変圧器 絶縁油 20.300kL 

3号炉 補助変圧器 絶縁油 36.300kL 

共用 第２予備変圧器 絶縁油 15.000kL 

共用 海水電解装置変圧器 絶縁油 7.340kL 

1号炉 水素ガスボンベ庫 水素ガス 70m3 

2号炉 水素ガスボンベ庫 水素ガス 140m3 

3号炉 ガスボンベ庫 水素ガス 1,500m3 

共用 高圧ガス貯蔵所 水素ガス 1,155m3 

2号炉 水素ガストレーラー 水素ガス 12,086m3 

共用 サイトバンカ プロパン庫 LPガス 1,500kg 

共用 3号所内ボイラ プロパン庫 LPガス 200kg 

共用 4号所内ボイラ プロパン庫 LPガス 100kg 

3号炉 
補助ボイラ 

プロパンガスボンベ庫 
LPガス 100kg 
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(13) 内部火災影響評価

所長は，内部火災影響評価の手順及び実施頻度を定め，内部火災影響評価

を定期的に実施し原子炉の高温停止及び低温停止が達成，維持できることを

確認する。 

(14) 外部火災影響評価

所長は，外部火災影響評価条件を定期的に確認する。評価結果に影響があ

る場合は，発電所敷地内外で発生する火災が安全施設へ影響を与えないこと，

及び火災の二次的影響に対する適切な防護対策が実施されていることを確

認するために，外部火災影響評価の再評価を実施する。 

(15) 防火管理

① 防火監視

防火・防災管理者は，可燃物の持込み状況，防火扉の状態，火災の原因と

なり得る，過熱や引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め，

防火監視を実施する。防火監視の結果，過熱や引火性液体の漏えい等が確認

された場合には，改善を指示する。 

② 持込み可燃物の管理

所長は，火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的と

した，持込み可燃物の運用管理手順を定め，その管理状況を定期的に確認す

る。持込み可燃物の運用管理手順には，発電所の通常運転に関する可燃物，

保守や改造に使用するために持ち込まれる可燃物（一時的に持ち込まれる可

燃物を含む）の管理を含む。 

持込み可燃物管理における，火災の発生防止・延焼防止に関する遵守事項

は以下のとおり。 

・発電用原子炉施設内の各火災区域又は火災区画の耐火障壁の耐火能力，設

置されている火災感知器，消火設備の情報から社内管理基準（持込み可燃

物管理要領）を定め，火災区域又は火災区画に持ち込まれ１日以上仮置き

される可燃物と火災区域又は火災区画の既存の可燃物の火災荷重の総和を

評価し，その管理基準を超過しないよう，電算機のシステムにより持込み

可燃物を管理する。

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置を禁止する。

・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ

ルがない場所に可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属

箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。 

・火災区域又は火災区画での作業に伴い，火災防護対象機器及び火災防護対

象ケーブル近傍に作業上必要な可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置

くとともに，休憩時や作業終了時には火災防護対象機器及び火災防護対象
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ケーブル近傍から移動する。

・持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑えることで，火災発生時の煙の

充満等により消火活動が困難とならない設計としている火災区域又は火災

区画は，火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区

域又は火災区画を維持するよう，可燃物の仮置きを禁止する。

なお，定期検査中の放射線管理資機材等の設置，工事用仮設分電盤設置，工

事用ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材を設置する場合には，防火

監視の強化，可燃性の資機材から６m（火災防護に係る審査基準2.3.1項(2)b

で示される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止といった措置を行

い，火災の発生防止・延焼防止に努めることを持込み可燃物の運用管理手順

に定める。

③ 火気作業管理

防火・防災管理者は，火気作業における火災発生防止及び火災発生時の規

模の局限化，影響軽減を目的とした火気作業管理手順について定め，発電所

構内における火気作業管理状況を定期的に確認する。火気作業管理手順には，

以下を含める。 

・火気作業における作業体制

・火気作業前の確認事項

・火気作業中の留意事項（火気作業時の養生，消火器等の配備，監視人の配

置等）

・火気作業後の確認事項（火気作業終了後30分経過した時点における残火確

認等）

・安全上重要と判断された区域における火気作業の管理

・火気作業養生材に関する事項

・仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限

・火気作業に関する教育

・作業以外の火気取扱について（喫煙，暖房等）

火気使用時の養生については，不燃シート・不燃テープを用い，確実に隙

間のない養生を行うことを定める。 

なお，建物内の火気作業を除く作業で使用する養生シート及び汚染防止用

のシートには，難燃シート及び難燃テープを使用することを定める。 

④ 危険物の保管及び危険物取扱作業の管理

所長は，危険物に起因する火災発生の防止を目的とし，発電所の通常運転

に関する危険物の保管や取扱，保守や改造における危険物の保管及び取扱作

業の管理について手順を定めるとともに，発電所構内における危険物の管理

状況を定期的に確認する。 

危険物管理手順には，以下を含める。 
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・危険物の保管及び取扱に関する運用管理 

・危険物取扱作業における作業体制 

・危険物取扱作業前の確認事項 

・危険物取扱作業中の留意事項 

・危険物取扱作業後の確認事項 

・安全上重要と判断された区域における危険物の保管及び取扱作業の管理 

・危険物取扱に関する教育 

 

⑤ 有機溶剤の取扱い 

火災区域において有機溶剤を使用する場合は，火災発生防止の観点から滞

留を防止するため，建物の機械換気に加え作業場所の局所排気を行うことを

定める。 

 

⑥ 防火管理の適用除外項目 

防火管理で要求される事項を作業環境・物理的条件から満足できない場合，

火災防護設備が作業により機能低下又は喪失する場合には，作業者及び当社

はその作業内容及び防火措置の必要性について検討・確認し，あらかじめ防

火措置を定め必要な申請書を作成し，防火・防災管理者の承認を得た後，工

事を実施できるものとする。 

 

⑦ 火災防護設備に関する要求の適用除外 

火災防護計画には，火災防護設備に関する要求の適用除外に関する事項を

定める。 

 

⑧ 火災防護設備の損傷に対する代替措置基準 

火災防護計画には，火災防護設備が損傷した場合の代替措置に関する事項

を定める。 

  

(16) 火災防護設備の維持管理 

① 火災区域の維持管理 

・屋内の火災区域を構成する耐火壁，防火戸，貫通部等の火災防護設備の管

理は社内規程に則り管理を行う。 

・屋外の火災区域（ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域等）は資機材

管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行うとともに，火

災区域周辺の除草を行う。 

・火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性がある工事を実施す

る場合には，火災影響評価を行い，火災による影響を考慮しても多重化さ

れたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持できることを確認するとともに，変更管理を行う。 
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・可燃物が少ない火災区域又は火災区画について，設備を追加設置（常設）

する場合は，可燃物の仮置き禁止を前提に管理対象としている可燃物と合

算し，一般的な10型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火災の

消火能力単位：７）の消火性能試験におけるガソリン量42L（約1,300MJ）

とほぼ同等の可燃物量1,000MJ，等価火災時間0.1時間のいずれも超えない

ように管理する。

② 火災防護設備の維持管理

火災防護設備の維持管理は「2.3.(21)火災防護設備の保守管理」に示すと

おり社内規程に則り維持管理を行う。 

③ 防火帯の維持管理

防火・防災管理者は，森林火災が発生した場合の延焼を防止する防火帯の

管理については，以下のとおり実施する。 

a. 防火帯上の駐車禁止等の措置

防火帯上に駐車場を設定しない。また，可燃物を有する設備を設置しない。 

b. 防火帯の巡視点検

防火帯上に可燃物等が無いこと及び異常等が無いことの確認について，防

火帯の日常点検を実施する。日常点検において，防火帯の損傷等の異常を確

認した場合，補修作業を実施する。 

(17) 森林火災等の敷地外火災発生時の延焼防止対策

森林火災の延焼を防止するために,防火帯を設置する。防火帯は,火災防護

対象機器を原則防護するように設定する（防火帯の外側となる設備は,送電

線,通信線及び放射能監視設備）。防火帯は,発電所設備及び駐車場の配置状

況を考慮し,干渉しないように設定する。防火帯の設定にあたっては,モルタ

ル吹付け等を行い,可燃性物質がない状態を維持管理する。万一,敷地外の森

林から出火し,敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合は,連絡責任者か

らの連絡により自衛消防隊が出動し,予防散水等の延焼防止措置を行う。敷

地内の植生に延焼した場合は,消火活動を行う。予防散水を含む森林火災の

対応の手順については，消火戦略に定める。 

なお，敷地内の植生へ延焼した場合であっても,適切な防火帯幅を確保し

ており,原子炉建物等の重要施設へ延焼せず,安全機能が損なわれることは

ないことを，外部火災影響評価にて確認している。 

(18) 航空機落下等による発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策

発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策については別途定める社内文書

に基づいて対応する。 
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(19) 教育・訓練

① 防火・防災教育の実施

防火・防災管理者及びその代行者等は，消防機関等が行う講習会及び研修

会等に参加するとともに，自衛消防組織に配備される要員をはじめとする職

員等に対し防火・防災に関する教育を計画的に実施し，記録及び報告書を各

教育訓練の主管箇所が保管する。 

② 消防訓練の実施

防火・防災管理者は，消火対応の力量を維持するために，訓練を計画的に

実施する。防火・防災管理者は，火災防護活動に係わる訓練の年間計画を作

成する。自衛消防隊に係る教育訓練の例を第41-1-17表に示す。 
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第41-1-17表 自衛消防隊に係る教育訓練 

教育・訓練名称 内容 対象者 実施頻度 

総合消防訓練 

・公設消防と自衛消防隊との連携を考慮

した総合的な火災対応訓練（本部組織

設置訓練を含む）

発電所員 １回／年 

自衛消防隊 

連携訓練 

・自衛消防隊の連携向上を目的として，

火災確認から鎮圧までを一連で実施

する訓練

自衛消防隊 ６回／年 

火災初期対応 

教育訓練 

・火災対応手順に関する知識

・消火活動に関する知識・技能

消火班 

（発電部） 
１回／年 

消火班（保修部） 

火災対応教育 

・消火班の位置付け及び役割

・火災発生時の対応手順

・消防設備及び資機材（消火器，消火栓，

防火服，現場指揮所設営資機材等）の

配置及び使用方法 

消火班 

（保修部） 
２回／年 

消火班（保修部） 

消防訓練 

・消防装備（防火服，空気呼吸器）の装

着訓練

・消防設備及び資機材（消火器，消火栓，

可搬式消防ポンプ，消火ホース，トラ

ンシーバー等）の取扱訓練

消火班 

（保修部） 
１回／月 

消防チーム 

火災対応教育 

・消火班の位置付け及び役割

・火災発生時の対応手順

・消防設備，資機材（消火器，消火栓，

防火服等）の配置及び使用方法

消防チーム 
１回／

班・年 

消防チーム 

現場レイアウト教育 

・火災現場へのアクセス方法，消火設備

の配置，設備（電気設備，危険物内包

設備等）の配置についての現場教育

消防チーム 
１回／

班・年 

消防チーム 

消防訓練 

・消防装備（防火服，空気呼吸器）の装

着訓練

・消防設備及び資機材（消火器，消火栓，

可搬式消防ポンプ，消火ホース，トラ

ンシーバー等）の取扱訓練

消防チーム 
１回／

班・月 

実火訓練 ・実火に対する消火訓練（社外訓練） 自衛消防隊 １回／年 
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③ 初期消火要員に対する訓練（運転員） 

a. 防火・防災管理者は，「初期消火要員に必要な力量及び教育訓練」（第

１-13表）に基づく初期消火要員として運転員の力量が確保されているこ

とを確認するために，社内マニュアルに基づき作成する当該年度の運転

員の教育・訓練の実施結果を年１回確認する。 

b. 中央制御室制御盤内での火災を想定し，二酸化炭素消火器の取扱いに関

する教育並びに訓練を行うとともに，制御盤内で消火活動を行う場合は，

セルフエアセットを装着することからセルフエアセットの取扱いに関す

る訓練を行う。 

c. 原子炉格納容器内での消火活動を迅速に行うため，原子炉格納容器内火

災に対する消火戦略を予め作成し，迅速に消火活動ができるよう定期的

に訓練を行う。 

④ 初期消火要員に対する訓練（委託員） 

a. 課長（保修管理）は，委託消防員の業務に係る仕様書において，調達要

求事項が社内マニュアルに従って明確に記載されていることを確認する。 

b. 防火・防災管理者は，初期消火要員として委託員の力量が確保されてい

ることを確認するために，委託先の教育・訓練の実施報告書を半期ごと

に確認する。 

⑤ 自衛消防隊（消火班）に対する教育 

防火・防災管理者は，自衛消防隊（消火班）に対して，以下に関する訓

練を計画的に実施する。 

・消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用） 

・現場整理（現場交通整理・火災現場保存） 

・資機材搬送（消火活動資機材の運搬） 

・情報連絡（発電所本部への情報連絡・現場での情報収集・記録） 

・救護（負傷者の救護・引き渡しまでの応急手当） 

⑥ 一般職員に対する教育 

防火・防災管理者は，原子力発電所の当社一般職員に対して，以下に関す

る教育を計画的に実施する。 

・火災防護関連法令，規程類等 

・火災発生時における対応手順 

・可燃物及び火気作業に関する運営管理 

・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 

⑦ 協力会社に対する教育 

防火・防災管理者は，原子力発電所に従事する協力会社に対して，作業員

に以下に関する教育を実施するよう指導する。 

・火災発生時における対応手順 

・可燃物及び火気作業に関する運営管理 

・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 
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⑧ 定期的な評価

a. 課長（保修管理）は，消火活動に必要な体制について，総合的な訓練と

実際の消火活動の結果を年１回以上評価して，より適切な体制となるよ

うに見直しを行う。

b. 前項の評価の際には，社内の講評，消防機関等の外部機関からの指導事

項等を踏まえて行う。

(20) 火災防護システムとその特徴

① 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持するための機能の確保を目的

とした火災の発生防止，火災の感知及び消火，火災による影響の軽減の各

対策について，火災防護計画の関連図書に定める。

② 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域，可搬型重大事故

等対処施設に対する火災の発生防止，火災の感知及び消火の各対策につい

て，火災防護計画の関連図書に定める。

(21) 火災防護設備の保守管理

火災防護設備の性能及び信頼性は，当該設備に施す検査，試験及び保守に依

存することを認識した上で，プラント設備だけでなく消火器具等消防設備も含

めて，すべての火災防護設備が確実に機能するように維持する必要がある。そ

のため，防火・防災管理者は，設備を適切に維持管理するために設備担当箇所

の課長に対し，指導・監督する。 

設備担当箇所の課長は，火災防護設備の検査や試験及び保守について，社内

マニュアルに従い，適切に保守管理を行う。保守管理にあたっては，社内マニ

ュアルに基づき適切に保全重要度を設定する。 

設備担当箇所の課長は，社内マニュアルに基づき保全の重要度に応じた保全

計画の策定を行う。なお，火災防護設備の補修，取替え及び改造の実施にあた

っては，社内マニュアルに基づき，火災防護システムとその特徴を踏まえ必要

に応じて設計計画を作成し，権限者の承認を得る。 

火災防護設備の保全工事等の計画及び実施にあたっては，社内マニュアルに

基づき，発注先に対しての要求事項の明確化等，保全工事等の計画について具

体化し，計画に従い，実施する。 

火災防護設備は，社内マニュアルに基づき点検・補修等の結果から所定の機

能を発揮し得る状態にあることを確認・評価する。火災防護設備の点検・補修

で不適合が生じた場合には，社内マニュアルに基づき，前述の確認・評価の結

果を踏まえて実施すべき点検等の方法，実施頻度及び時期の是正処置並びに予

防処置を講じる。 

火災防護設備の保全の有効性評価及びフォローアップについては，社内マニ

ュアルに基づき，火災防護設備に対する点検の妥当性，保全計画の妥当性等を

確認する。また，評価の結果，改善が必要なものが確認された場合は，これを
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改善する。 

火災防護設備については，社内マニュアルに基づき，火災防護設備に対する

保守管理の妥当性を評価する。また，評価した結果に基づき，必要に応じて保

守管理の改善案を作成する。 

(22) 固定式消火設備に係わる運用

固定式消火設備に係わる運用について，以下のとおり定める。

防火・防災管理者は，この運用を作業員に周知するとともに，現場に掲示

する。固定式消火設備の操作は，基本的に初期消火要員（運転員）が行う。 

① 全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備

全域ガス消火設備で使用するガスはハロン1301であり，設備動作に伴う人

体への影響はないが，全域ガス消火設備の動作時には，当直長は区域内の作

業員等を退避させる。 

全域ガス消火設備の設置区域については，起動時に扉が開状態では消火剤

が流出することから，全域ガス消火設備が設置されていること，及び設置区

域に設置された扉を「閉」運用とすることを現場に明記する。 

局所ガス消火設備は，原子炉建物オペレーティングフロアにケーブルトレ

イを対象に設置することから，消火対象の設備との識別や，設置場所の明示

を行う。 

局所ガス消火設備で使用するガスは，FK-5-1-12であり，設備動作に伴う

人体への影響はないが，局所ガス消火設備の動作時には，当直長は動作エリ

アの作業員等を退避させる。

(23) 火災防護計画の継続的改善

防火・防災管理者は，火災防護計画の継続的改善を図るため，火災防護活

動を定期的に評価し，火災防護計画が有効に機能していることを確認すると

ともに，結果に応じて必要な措置を講じる。 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設

における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の 

拡大防止対策について 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，ポンプ等の油内包機器から漏えいした潤滑

油又は燃料油の拡大防止対策について示す。 

2. 要求事項

漏えいの拡大防止措置は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に

係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 火災発生

防止」の2.1.1に基づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.1 火災発生防止 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護

対策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講ずること。

① 漏えいの防止、拡大防止

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講ずるこ

と。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合

は、この限りでない。 

3. 漏えい拡大防止対策について

重大事故等対処施設を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器

のうち，耐震Ｓクラスの機器は，基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保

できており，また，耐震Ｂ，Ｃクラスの機器については，基準地震動により損壊

しないよう耐震性を確保する設計とする。 

さらに，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等

の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合については，機器の周

囲に設置した堰，又は機器周辺のドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し，

漏えい油の拡大を防止する対策を講じる。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内

包機器の油保有量と堰の容量を第１表に示す。 

また，堰の設置状況を第１図に示す。
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第１表 火災区域内の油内包機器と堰の容量 

※１：原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器，放射性物質の貯蔵又
は閉じ込め機能を有する機器，重大事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づ
く火災防護対策が必要な機器であり，耐震ＳクラスまたはＳｓ機能維持設計の機器 

※２：タービン○○等の○○はISO粘度グレードを示す一般名称（但し，NKSオイルについては規格
番号）一般名称で分類されていないものは製品名を記載 

※３：一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載
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第１図 堰の設置状況 

堰 

凡例 
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設

における難燃ケーブルの使用について 
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

難燃ケーブルの使用について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の要求に

基づき，重大事故等対処施設に使用するケーブルについて，調査結果を以下に示

す。 

2. 難燃ケーブルの要求事項

「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項を以下に示す。 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有す

るもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、

系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な

場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全

機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止する

ための措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコ

ーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は

機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 
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(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせ

ず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有し

ていることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又はIEEE1202 

 

 

3. 難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法 

従来から，島根原子力発電所では実用上可能な限り難燃ケーブルの使用を要求

してきている。 

「火災防護に係る審査基準」では，難燃ケーブルの使用にあたり，自己消火性

の実証試験（UL 垂直燃焼試験）等による確認が追加されたことから，以下のフ

ローに基づき対象箇所を選定し，ケーブル使用状況及び試験状況について調査，

確認を行った。 

なお，ケーブルの試験方法の概要については，第１表～第３表に示す。 
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「重大事故等対処施設」 

絶縁体・シースの組合せ毎にリスト化 

「要求試験合格品か」 

・UL垂直燃焼試験

・IEEE383 or IEEE1202

「代替材料の使用が技

術上困難か」 

「他の重大事故等対処施設，安全

機能を有する機器等に対して，火

災の発生を防止するための措置

を講じているか」 

①「使用可」

難燃ケーブル 

②「使用可」

難燃同等ケーブル 

「使用不可」 

ケーブル取替

対象外 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 
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第１表 ケーブルの UL 垂直燃焼試験の概要 

試験装置概要 

試験内容 

・試料を垂直に保持し，20度の角度でバーナの炎をあてる。

・15秒着火，15秒休止を 5回繰り返し，試料の燃焼の程度を調

べる。

燃焼源 ・チリルバーナ

バーナ 

熱量 

・2.14MJ/h

使用燃料 ・工業用メタンガス

判定基準 

・残炎時間が 60秒を超えないこと。

・インジケータの燃焼程度が 25％未満であること。

・落下物により脱脂綿が燃焼しないこと。
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第２表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 

試験装置概要 

試験内容 

・バーナを点火し，20 分経過後バーナの燃焼を停止し，

そのまま放置してケーブルの燃焼が自然に停止したなら

ば試験を終了する。 

燃焼源 ・リボンバーナ

バーナ熱量 ・70,000BTU/H（73.3MJ/h）

使用燃料 ・天然ガス若しくはプロパンガス

判定基準 

・バーナを消火後，自己消火した時のケーブルのシース及

び絶縁体の損傷長さが 1800mm未満であること。

・３回の試験のいずれも上記を満足すること。
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第３表 IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験の概要 

試験装置概要 

燃焼室 

寸法 2,438×2,438×3,353mm 

壁伝熱性能 6.8W/（m2K）以下 

換気量 0.65±0.02m3/s 

風速 1m/s以下 

火 源 
燃料ガス調質 25±5℃ Air露点 0度以下 

バーナ角度 20度上向き 

試 料 プレコンディショニング 18℃以上，３時間 

判定基準 シース損傷距離 1,500mm以下 

20° 

305mm(12in) 

2438mm(96in) 

76mm(3in) 

リボンバーナー

ケーブルトレイ

ケーブル
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4. ケーブルの難燃性適合状況 

重大事故等対処施設に使用するケーブルについて，絶縁体とシースの組合せ毎

にリスト化を行い，それぞれについて調査を行った。第４表にケーブルの難燃性

適合状況を示す。 

 

第４表 ケーブルの難燃性適合状況（１／２） 

分類 No. 絶縁体 シース 
UL垂直 

燃焼試験 

IEEE383 

or 

IEEE1202 

フロー 

結果 

高圧 

ケーブル 

動力 

ケーブル 

1 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

低圧 

ケーブル 

2 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

3 シリコンゴム ガラス編組 ○ ○ ① 

4 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム 
○ ○ ① 

計装・制御 

ケーブル 

5 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

6 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム 
○ ○ ① 

7 シリコンゴム ガラス編組 ○ ○ ① 

8 ポリエチレン ポリ塩化ビニル ○ ○ ① 

制御 

ケーブル 

9 シリコンゴム ガラス編組 ○ ○ ① 

10 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム 
○ ○ ① 

11 難燃性ビニル 難燃性ビニル ○ ○ ① 

計装 

ケーブル 

12 架橋ポリエチレン 
エチレン 

酢酸ビニル 
○ ○ ① 

同軸 

ケーブル 

13 架橋ポリエチレン 
難燃性 

架橋ポリエチレン 
○ ○ ① 

14 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

15 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

架橋ポリエチレン

(同軸心（高圧）) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心) 

難燃性ビニル ○ ○ ① 
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第４表 ケーブルの難燃性適合状況（２／２） 

※１：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載

分類 No. 絶縁体 シース
UL垂直 

燃焼試験 

IEEE383 

or 

IEEE1202 

フロー

結果

同軸 

ケーブル

計装 

ケーブル

16 

難燃性ビニル（単心

光コード） 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

低煙害ビニル ○ ○ ① 

17 発泡ポリエチレン 難燃ポリエチレン ○ ○ ① 

18 
耐放射線性架橋 

ポリオレフィン 

耐放射線性架橋難燃

ポリオレフィン 
○ ○ ① 

19 ポリエチレン 難燃ポリ塩化ビニル ○ ○ ① 

TPケーブル 20 ポリエチレン 難燃ポリエチレン ○ ○ ① 

光ファイバケーブル 21 FRP※１ 難燃性ビニル ○ ○ ① 
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4.1．自己消火性を確認する実証試験 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設に使用しているケーブル

の自己消火性について，UL 垂直燃焼試験の結果を第５表に示す。 

第５表 UL垂直燃焼試験結果（１／２） 

分類 No. 絶縁体 シース

残炎 

時間 

[秒]※１ 

インジケ

ータの燃

焼[％]※１ 

脱脂綿

の燃焼

有無※１ 

合否 試験日 

高圧 

ケーブル

動力 

ケーブル

1 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.6.26 

低圧 

ケーブル

2 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.7.03 

3 シリコンゴム ガラス編組 17 0 無 合格 2013.6.26 

4 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
0 0 無 合格 2013.6.26 

計装・制御 

ケーブル

5 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1 0 無 合格 2013.6.20 

6 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
2 0 無 合格 2013.6.26 

7 シリコンゴム ガラス編組 0 0 無 合格 2013.6.20 

8 ポリエチレン ポリ塩化ビニル 1 0 無 合格 2018.8.28 

制御 

ケーブル

9 シリコンゴム ガラス編組 0 0 無 合格 2013.6.20 

10 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
2 0 無 合格 2013.6.26 

11 難燃性ビニル 難燃性ビニル 0 0 無 合格 2014.7.20 

計装 

ケーブル

12 架橋ポリエチレン 
エチレン

酢酸ビニル 
3 0 無 合格 2014.7.2 

同軸 

ケーブル

13 架橋ポリエチレン 
難燃性 

架橋ポリエチレン 
4 0 無 合格 2013.6.20 

14 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.6.26 

15 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

架橋ポリエチレン

(同軸心（高圧）) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

難燃性ビニル 0 0 無 合格 2015.4.9 

※１：試験結果の最も厳しい結果を記載
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第５表 UL垂直燃焼試験結果（２／２） 

分類 No. 絶縁体 シース 

残炎 

時間 

[秒]※１ 

インジケ

ータの燃

焼[％]※１ 

脱脂綿

の燃焼

有無※１ 

合否 試験日 

同軸 

ケーブル 

計装 

ケーブル 

16 

難燃性ビニル（単

心光コード） 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心) 

低煙害ビニル 6 0 無 合格 2015.4.9 

17 発泡ポリエチレン 難燃ポリエチレン 0 0 無 合格 2017.12.12 

18 
耐放射線性架橋 

ポリオレフィン 

耐放射線性架橋難

燃ポリオレフィン 
2 0 無 合格 2019.1.31 

19 ポリエチレン 
難燃ポリ 

塩化ビニル 
0 0 無 合格 2018.2.26 

TPケーブル 20 ポリエチレン 難燃ポリエチレン 1 0 無 合格 2014.2.26 

光ファイバケーブル 21 FRP※２ 難燃性ビニル 0 0 無 合格 2014.5.23 

※１：試験結果の最も厳しい結果を記載 

※２：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載 
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4.2．延焼性を確認する実証試験 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設に使用しているケーブル

の延焼性について，光ファイバケーブルを除き，IEEE383 std1974 又はこれを基

礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第139 号 原子力発電所用電線・ケーブルの

環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験

の結果を第６表に示す。なお，光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験

については4.3.項に示す。 

第６表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験結果（１／２） 

分類 No. 絶縁体 シース
損傷距離 

[mm] ※1

（参考） 

残炎時間

[秒] ※1 

合否 試験日 

高圧 

ケーブル

動力 

ケーブル

1 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
650 265 合格 1979.2.20 

低圧 

ケーブル

2 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1000 0 合格 1979.3.15 

3 シリコンゴム ガラス編組 470 0 合格 1979.5.30 

4 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
850 0 合格 1979.3.16 

計装・制御 

ケーブル

5 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1150 0 合格 1979.3.15 

6 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
690 0 合格 1979.3.16 

7 シリコンゴム ガラス編組 780 0 合格 1979.5.30 

8 ポリエチレン ポリ塩化ビニル 1580 20 合格 2018.8.28 

制御 

ケーブル

9 シリコンゴム ガラス編組 780 0 合格 1979.5.30 

10 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
690 0 合格 1979.3.16 

11 難燃性ビニル 難燃性ビニル 800 0 合格 2014.7.26 

計装 

ケーブル

12 架橋ポリエチレン 
エチレン

酢酸ビニル 
1240 330 合格 2014.7.3 

同軸 

ケーブル

13 架橋ポリエチレン 
難燃性 

架橋ポリエチレン 
1070 0 合格 2014.7.9 

14 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1730 0 合格 2014.7.15 

※１：試験結果の最も厳しい結果を記載
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第６表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験結果（２／２） 

分類 No. 絶縁体 シース
損傷距離 

[mm] ※1

（参考） 

残炎時間

[秒] ※1 

合否 試験日 

同軸 

ケーブル

計装 

ケーブル

15 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

架橋ポリエチレン

(同軸心（高圧）) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

難燃性ビニル 970 0 合格 2015.4.9 

16 

難燃性ビニル（単心

光コード） 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

低煙害ビニル 1190 0 合格 2015.4.9 

17 発泡ポリエチレン 難燃ポリエチレン 910 0 合格 2019.1.28 

18 
耐放射線性架橋 

ポリオレフィン 

耐放射線性架橋難燃

ポリオレフィン 
1170 0 合格 2019.1.31 

19 ポリエチレン 
難燃ポリ 

塩化ビニル 
1080 12 合格 2018.2.23 

TPケーブル 20 ポリエチレン 難燃ポリエチレン 1430 0 合格 2012.2.23 

※１：試験結果の最も厳しい結果を記載
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4.3．光ファイバーケーブルの延焼性を確認する実証試験 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設に使用している光ファイ

バケーブルの延焼性について，IEEE1202 std1991の垂直トレイ燃焼試験の結果を

第７表に示す。 

第７表 IEEE1202 Std 1991 垂直トレイ燃焼試験結果 

分類 No. 絶縁体 シース
損傷距離 

[mm] ※1

（参考） 

残炎時間

[秒] ※1 

合否 試験日 

光ファイバケーブル 21 FRP※２ 難燃性ビニル 1130 0 合格 2011.1.18 

※１：試験結果の最も厳しい結果を記載

※２：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載
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島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設

における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況に

ついて 
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添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

１．不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況 

【２号炉】 

機器名称 フィルタの種類 材質 性能 

Ａ，Ｂ－非常用電気室 

外気処理装置 

プレフィルタ 不織布 難燃性 

中性能フィルタ 不織布 難燃性 

高圧炉心スプレイ電気室 

外気取入口 
プレフィルタ 不織布 難燃性 

高圧炉心スプレイ電気室 

外気処理装置 

プレフィルタ 不織布 難燃性 

中性能フィルタ 不織布 難燃性 

中央制御室空気調和装置 中性能フィルタ 不織布 難燃性 

中央制御室非常用再循環 

処理装置 
高性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 

中央制御室外気処理装置 高性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 

RHRポンプ室冷却機 プレフィルタ 不織布 難燃性 

HPCSポンプ室冷却機 プレフィルタ 不織布 難燃性 

RCWポンプ・熱交換器室冷却機 プレフィルタ 不織布 難燃性 

ディーゼル発電機給気消音器 プレフィルタ 不織布 難燃性 

【緊急時対策所】 

機器名称 フィルタの種類 材質 性能 

空気浄化フィルタユニット HEPAフィルタ グラスファイバー 難燃性 

常用換気空調系外気処理装置 

低性能フィルタ ガラス繊維 難燃性 

中性能フィルタ ガラス繊維 難燃性 

デミスタフィルタ SUS304 不燃性 

蓄電池室換気空調系外気処理

装置 

低性能フィルタ ガラス繊維 難燃性 

中性能フィルタ ガラス繊維 難燃性 

デミスタフィルタ SUS304 不燃性 

緊急時対策所空気浄化送風機

ユニット

平型フィルタ ガラス繊維 難燃性 

中性能フィルタ ガラス繊維 難燃性 

【ガスタービン発電機建物】 

機器名称 フィルタの種類 材質 性能 

ガスタービン発電機用 

吸気用外気処理装置 
低性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 

Ｇ／Ｂ外気処理装置 
低性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 

中性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 
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２．JACA No.11A-2003の試験概要について 

JACA No.11A-2003 の難燃性確認試験については第１図の試験装置を用いて，

60秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし，燃焼速度，残炎・残じん

時間，溶融滴下物による発火の有無，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価を

行うものである。 

第１図 JACA No.11A-2003 試験概要図 

３．JIS L 1091 の試験概要について 

JIS L 1091 の難燃性確認試験については第２図の試験装置を用いて，120 秒

間供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，残炎時間，残じん時間，燃焼距

離を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。 

第２図 JIS L 1091 試験概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設 

における保温材の使用状況について 
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添付資料４ 

 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

保温材の使用状況について 

 

1. はじめに 

島根原子力発電所２号炉において，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の要求に

基づき，重大事故等対処施設に使用する保温材について，不燃性材料の使用状況

を確認した結果を示す。 

 

2. 要求事項 

保温材については，「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発生防止」の2.1.2

に基づき実施することが要求されている。保温材の要求事項を以下に示す。 

 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統

及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合

であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を

有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用す

ること。 

 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコ

ーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は

機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 
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3. 保温材の不燃性材料使用状況

重大事故等対処施設に対する保温材は，「保温設計基準」にて不燃性材料を要

求している。 

不燃性の保温材は，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められた※１もの，建

築基準法の不燃材料認定品，又は建築基準法に基づく試験により不燃性材料であ

ることを確認したものとした。 

第１表に保温材の使用状況例を示す。 

第１表 保温材の使用状況例 

項 目 使用材料 

建設省告示第1400号に定められたもの ケイ酸カルシウム，金属 等

建築基準法の不燃材料認定品 ロックウール，パーライト 等

建築基準法に基づく試験により確認したもの ウレタン

※１＜ 平成12年建設省告示第1400号（不燃材料を定める件）＞

・建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第九号の規定に基づき，不燃

材料を次のように定める。

・建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第108条の２各号（建築物の

外部の仕上げに用いるものにあっては，同条第一号及び第二号）に掲げ

る要件を満たしている建築材料は，次に定めるものとする。

一  コンクリート

二 れんが 

三 瓦 

四 陶磁器質タイル 

五 繊維強化セメント板 

六 厚さが３mm以上のガラス繊維混入セメント板 

七 厚さが５mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 

八 鉄鋼 

九 アルミニウム

十 金属板 

十一 ガラス 

十二 モルタル

十三 しっくい 

十四 石 

十五 厚さが12mm以上のせっこうボード 

(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。) 

十六 ロックウール

十七 グラスウール板 
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添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設

における 

建物内装材の不燃性について 
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添付資料５ 

 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

建物内装材の不燃性について 

 

1. はじめに 

島根原子力発電所２号において重大事故等対処施設を設置する建物の内装材

に対する不燃性材料の使用について示す。 

 

2. 要求事項 

建物内装材への不燃性材料の使用は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1

火災発生防止」の2.1.2に基づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統

及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合

であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を

有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコ

ーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は

機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 
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3. 建物内装材における国内規制内容

建物の天井，壁，床に使用する内装材は，出火時の急速な火災拡大を防止する

ための防火規制が定められている。 

火災拡大には，天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与は小さいことから，

国内規制では第１表のとおり「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異なる。 

天井材及び壁材については建築基準法により，また，床材については消防法に

より規制されている。 

第１表 規制内容比較 

建築基準法 

（第三十五条の二） 

消防法 

（第八条の三） 

規制の種類 内装制限 防炎規制 

規制の対象 壁材，天井材 
床材 

（じゅうたん等） 

規制適合品の分類 

不燃材料 

準不燃材料 

難燃材料 

防炎物品 

認定(確認)の方法 
・試験による大臣認定

・仕様規定
試験による認定 

4. 建物内装材の不燃性について

「3. 建物内装材における国内規制内容」を踏まえ，建築基準法における不燃

材料，準不燃材料及び消防法における防炎物品として防火性能を確認できた材料

を「火災防護に係る審査基準」に適合する「不燃性材料」とする。 

また，国内規定に定められる防火要求において，試験により確認できた材料を

「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る審査基準2.1.2ただし書きの適用。）。 

なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技術上困難な場合で，

不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤については，不燃性材料の適用外と

する。（火災防護に係る審査基準2.1.2ただし書き及び（参考）の適用） 

以上より，内装材の不燃性を第１図のフローに基づき確認する。 
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第１図 内装材の適合性判定フロー 

 

5. 内装材の認定，仕様規定の確認（ルートⅠ） 

設計図書及び現場確認により，内装材における防火規制上の仕様規定への適合

を確認した。 

なお，中央制御室の床のタイルカーペット及び緊急時対策本部の床のビニル系

タイルは，消防法施行規則第四条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の

防炎性能試験を実施し，性能を満足したものであり国が登録したものを使用して

いる。 

 

6. 試験による内装材の適合性判定（ルートⅡ） 

内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認できない材料に

ついては，建築基準法第二条一項九号又は消防法施行令第四条の三に基づく試験

により，不燃性材料の防火性能と同等以上（「代替材料」）であることを確認す

る。 

国内規制 

認定品※１ 

機能要求 

かつ 

不燃基材※３ 

不燃性材料表面の

コーティング剤 

（不燃性材料同等） 

その他材料 

剥ぎ取り，取替え 

不燃性材料 

ルートⅠ ルートⅣ ルートⅢ 

該当 

非該当 

該当 

非該当 

※１：建築基準法上及び消防法上の認定品 

（建築基準法上の仕様規定品含む） 

※２：建築基準法上及び消防法上の試験合格品 

※３：不燃材料表面に塗布されたコーティング剤 

国内試験 

合格品※２ 

代替材料 

（不燃性材料同等） 

ルートⅡ 

該当 

非該当 

END 

START 
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7. 不燃基材の仕様確認（ルートⅢ）

管理区域の床，壁には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理区域の一

部の床には防塵性を確保することを目的として，コーティング剤を塗布する設計

としている。このコーティング剤は，旧建設省告示 1231 号第２試験又は建築基

準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料であることに加え，不

燃性材料に塗布されていることを確認することで，火災防護に係る審査基準

2.1.2 の（参考）に基づく「不燃材料表面のコーティング剤は，他の構築物，系

統又は機器において火災が生じるおそれが小さい」に該当することから，不燃性

材料の適用外とする。 

8. 内装材の不燃性判定結果

「5.内装材の認定，仕様規定の確認」より，建物内装材については不燃性材料

又はこれと同等であることを確認した。（第２表） 

また，第２表に示す以外の内装材を設ける場合については，「6．試験による内

装材の適合性判定」，「7．不燃基材の仕様確認」に基づく設計とする。 

第２表 内装材使用状況一覧 

建物 部屋名称 部位 内装仕様 

制御室建物 中央制御室 

壁 コンクリート＋塗装仕上

天井 コンクリート＋塗装仕上

床 タイルカーペット

緊急時対策所 緊急時対策本部 

壁 
コンクリート＋塗装仕上＋不

燃吸音ボード

天井 コンクリート

床 ビニル系タイル 
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添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室の排煙設備について 
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添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室の排煙設備について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）では，中央制御室のような運転員が常駐する

エリアには，火災発生時の煙を排気するため，排煙設備を設置することが要求さ

れていることから，重大事故等対処施設である中央制御室に以下のとおり排煙設

備を配備する。 

2. 要求事項

火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」の2.2.1 では，火災時に

煙の充満等により消火活動が困難なところには，自動消火設備又は手動操作によ

る固定式消火設備の設置が要求されている。一方，重大事故等対処施設である中

央制御室については，通常運転員や職員が駐在しており，火災時に煙が充満しな

ければ迅速に消火活動が可能であることから，排煙設備を設置する。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及

び消火を行える設計であること。 

(2)消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構

築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火災時に煙

の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又

は手動操作による固定式消火設備を設置すること。
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3. 排煙設備

中央制御室の煙を排気するため，建築基準法等に準じて排煙設備を配備する。 

以下に排煙設備の仕様を示す。

3.1 中央制御室 

(1) 排煙容量

中央制御室の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六条の三」に準じて，

以下の排煙容量とする。 

排煙容量：約186m3/min（11,150 m3/h） 

中央制御室床面積：約75m2（防煙区画のうち床面積最大部） 

建築基準法における排煙容量の算出 

中央制御室防煙区画数：８区画 

最大区画床面積   ：約75m2 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝75×2＝150m3/min 

【建築基準法の要求排煙容量】 

120m3/min以上で，かつ，防煙区画部分の床面積1m2につき1m3（２以上の防

煙区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積の

最大のものの床面積1m2につき2m3） 

(2) 排煙設備の使用材料

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮して

以下の材料を使用する。 

・排煙機：鋼製

・ダクト：亜鉛鉄板

(3) 起動装置

排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍

に手動起動装置を設置する。 

(4) 電源

排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源より供給する。
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添付資料７ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設 

における消火用非常照明器具の配置図 
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添付資料７ 

 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 

 

1. 概 要 

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移動

及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間に加え，消火継続時間20

分を考慮して，１時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具（以下「蓄電池内

蔵型照明」という。）を設置する。 

なお，火災以外の非常時も考慮し８時間以上点灯できる容量の蓄電池内蔵型照

明としている。 

蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。 
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蓄電池内蔵型照明（壁掛け型）仕様 

出力電圧 DC 12V（LED 灯光器） 

出力電流 DC 0.5A（LED 灯光器） 

保護回路 遮断器（AC 6A） 

内蔵電池 小型鉛蓄電池 

非常照明動作時間 満充電時 8時間 

付属ＬＥＤ照明仕

様 
LED輝度：1440lm（720lm×2灯） 

入力電圧 AC 100V 

内蔵電池充電方式 定電圧方式 

充電電圧 最大 DC 15V（補充電の場合 DC13～13.5V） 

充電電流 3A以下 

消火用非常照明（壁掛け型）の設置例 

蓄電池 
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参考資料１ 

 

 

島根原子力発電所２号炉の 

重大事故等対処施設における潤滑油 

又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の 

温度について 
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参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

潤滑油又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度について 

1. はじめに

重大事故等対処施設を設置する火災区域内にある油内包設備に使用している

潤滑油及び燃料油は，その引火点が油内包機器を設置する環境温度よりも高く，

機器運転時の温度よりも高いため，可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確

認した。 

2. 潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度

火災区域内に設置する油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 200～

260℃であり，各火災区域の環境温度（空調設計上の上限値である室内設計温度：

約 40～66℃）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 75～

105℃）に対し大きいことを確認した。 

第１表に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点，環境温度及

び機器運転時の温度を示す。 

第１表 主要な潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度 

潤滑油品種 潤滑油内包機器 
引火点 

[℃] 

環境温度 

[℃] 

機器運転時の 

温度[℃] 

タービン 56
残留熱除去ポンプ 

248 66 85 

タービン 68 252 66 85 

タービン 32 原子炉補機冷却ポンプ 240 55 75 

タービン 56 原子炉再循環ポンプ 248 65 85 

ディーゼル機関用油 ディーゼル発電設備 260 45 85 

冷凍機油 中央制御室冷凍機 200 40 85 

タービン 32 低圧原子炉代替注水ポンプ 240 60 75 

タービン 500 ガスタービン発電機 246 50 105 

3. 燃料油の引火点及び環境温度

ガスタービン発電機では燃料油として軽油を使用している。

運転中はパッケージ換気ファンによりガスタービンを冷却しているため，外気

温 40℃の時，換気出口では空気温度が 70℃近くになるが，ガスタービンの燃料

供給部分付近の空気は，エンジンの放熱量と換気流量のバランスより，軽油の引

火点 45℃以下となる。 

また，燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を超えたとしても，火災区域内

は大量の空気により換気されているため可燃濃度に達しない。 
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41-2

火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について 

1. 概 要

重大事故等対処施設は，一部，設計基準対象施設でもある施設があることから，

本資料では，火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設

置許可基準規則」という。）第八条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の

火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に基づ

き実施する施設と，設置許可基準規則第四十一条に基づき実施する施設に分類す

る。 

設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す。 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれ

ないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知す

る設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設

備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機

能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が

起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわな

いものでなければならない。 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要

な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、

火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。 

2. 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設

火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設として，常設重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備及び当該設備に使用しているケーブルを火災防護対象

とする。重大事故等対処施設のうち一部の施設については，設計基準対象施設と

して火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設でもある。 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設として火災防護に係る審査基準

上の火災防護対象となる施設は，審査基準に基づき火災による損傷の防止を行っ

ていることから，ここでは，設置許可基準規則第四十一条に基づき火災による損

傷の防止を行う重大事故等対処施設（施設に使用しているケーブルを含む。）と，
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火災防護に係る審査基準に基づき火災による損傷の防止を行う施設を分類する。 

2.1. 重大事故等対処施設 

火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を添付資料１に示す。重大事

故等対処施設のうち，金属製の接続口，配管等やコンクリート製の構造物等は熱

影響の小さい不燃性材料で構成されている。これらの不燃材で構成された機器に

ついては添付資料１に示すとおり，構成材の特性や火災による機能への影響等を

踏まえた上で，適切に火災防護対策を行う設計とする。ただし，金属製の配管等

においても一部で内部の液体の漏えいを防止するため不燃性でないパッキン類

が装着されている。パッキン類についてはフランジ取付状態を模擬した耐火試験

において接液したシート面に大幅な温度上昇が生じず，機能に影響しないことを

確認している。（８条-別添1-資料1-参考資料5） 

なお，添付資料１に示す火災防護対象機器等は，補足説明資料の「共-1 重大

事故等対処設備の設備分離等」から抽出しており，重大事故等対処施設の主要設

備及び一部の付帯設備を記載しているが，これら以外の付帯設備も火災防護対象

とする。 

今後，重大事故等対処施設の対象が追加となった場合は，他の重大事故等対処

施設と同様の火災防護対策を実施することとする。 

設置許可基準規則第四十一条のみで

火災の損傷の防止を行う重大事故等

対処施設 

重大事故等対処施設でもあり， 

火災防護に係る審査基準上の 

火災防護対象でもある施設 

火災防護に係る審査

基準に基づき火災の

損傷を防止する施設 

重大事故等対処施設 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

重大事故等対処施設一覧表
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉 

重大事故等対処設備一覧表（建物内及び建物外） 

表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

代替制御棒挿入機

能による制御棒緊

急挿入 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御

棒挿入機能） 

44 

① 

制御棒 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

制御棒駆動機構 ② 

不燃材で構成されていること，

火災により電磁弁が機能喪失

するとスクラム動作すること，

万一誤作動，不作動した場合で

あっても電源を切ることによ

りスクラム動作が可能である

ことから系統機能に影響を及

ぼすものではない 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニット
② 

不燃材で構成されていること，

火災により電磁弁が機能喪失

するとスクラム動作すること，

万一誤作動，不作動した場合で

あっても電源を切ることによ

りスクラム動作が可能である

ことから系統機能に影響を及

ぼすものではない 

制御棒駆動水圧系 配管・弁

［流路］ 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉再循環ポン

プ停止による原子

炉出力抑制 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子

炉再循環ポンプトリップ機

能） 

44 ① 

ほう酸水注入 

ほう酸水注入ポンプ 

44 

① 

ほう酸水貯蔵タンク ② 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じないため

火災によって影響を受けない。

またパッキン部からの漏えい

も生じない 

ほう酸水注入系 配管・弁[流

路] 
① 

差圧検出・ほう酸水注入系配

管（原子炉圧力容器内部）［流

路］ 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器[注入先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

出力急上昇の防止 

自動減圧起動阻止スイッチ 

44 

① 

代替自動減圧起動阻止スイッ

チ 
① 

注）：以下の対策を実施する設計とする。 

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（２／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

高圧原子炉代替注

水系による原子炉

の冷却 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

45 

① 

サプレッション・チェンバ[水

源]
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

高圧原子炉代替注水系（蒸気

系） 配管・弁[流路] 
① 

主蒸気系 配管[流路] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉隔離時冷却系(蒸気系）

配管・弁[流路] 
① 

高圧原子炉代替注水系(注水

系） 配管・弁[流路] 
① 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ[流路]
① 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁［流路］ 
① 

原子炉浄化系 配管［流路］ ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

給水系 配管・弁・スパージ

ャ［流路］ 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉隔離時冷却

系による原子炉の

冷却 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

45 

① ※ 

サプレッション・チェンバ[水

源]
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉隔離時冷却系(蒸気系） 

配管・弁[流路] 
① ※ 

主蒸気系 配管[流路] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁・ストレーナ[流路] 
① ※ 

原子炉浄化系 配管[流路] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

給水系 配管・弁・スパージ

ャ[流路] 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器[注水先] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

高圧炉心スプレイ

系による原子炉の

冷却 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 

45 

① ※ 

サプレッション・チェンバ[水

源]
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

高圧炉心スプレイ系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ

[流路] 

① ※ 

原子炉圧力容器[注水先] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（３／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

ほう酸水注入系に

よる進展抑制 
ほう酸水注入系 45 ① 

逃がし安全弁 

逃がし安全弁 

46 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

逃がし安全弁逃がし弁機能用

アキュムレータ
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

主蒸気系 配管・クエンチャ

[流路] 
① 

原子炉減圧の自動

化 

代替自動減圧ロジック（代替

自動減圧機能） 

46 

① 

自動減圧起動阻止スイッチ ① 

代替自動減圧起動阻止スイッ

チ 
① 

可搬型直流電源に

よる減圧 

可搬型直流電源設備 
46 

① 

SRV 用電源切替盤 ① 

逃がし安全弁窒素

ガス供給系 

逃がし安全弁窒素ガス供給系

配管・弁[流路] 
46 

① 

逃がし安全弁逃がし弁機能用 

アキュムレータ[流路]
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

インターフェイス

システム LOCA 隔離

弁

残留熱除去系注水弁 

（MV222-5A，5B，5C） 
46 

① ※ 

低圧炉心スプレイ系注水弁

（MV223-2） 
① ※ 

原子炉建物燃料取

替階ブローアウト

パネル 

原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル
46 ② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧原子炉代替注

水系（常設）による

原子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

47 

① 

低圧原子炉代替注水槽[水源] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧原子炉代替注水系 配

管・弁[流路] 
① 

残留熱除去系 配管・弁[流

路] 
① 

原子炉圧力容器[注入先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧原子炉代替注

水系（可搬型）によ

る原子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系 配

管・弁[流路] 

47 

① 

残留熱除去系 配管・弁[流

路] 
① 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（４／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

低圧炉心スプレイ

系による低圧注水 

低圧炉心スプレイ・ポンプ 

47 

① ※ 

サプレッション・チェンバ[水

源]
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧炉心スプレイ系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ

[流路] 

① ※ 

原子炉圧力容器[注水先] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系（低圧

注水モード）による

低圧注水 

残留熱除去ポンプ 

47 

① ※ 

サプレッション・チェンバ[水

源]
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ[流路]
① ※ 

原子炉圧力容器[注入先] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停

止時冷却 

残留熱除去ポンプ 

47 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ・ジェットポンプ

[流路]

① ※ 

原子炉再循環系 配管・弁[流

路] 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水

系を含む。）※水源

は海を使用 

原子炉補機冷却水ポンプ 

47 

① ※ 

原子炉補機海水ポンプ ① ※ 

原子炉補機冷却系 熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じない。ま

たパッキン部からの漏えいも

生じない 

原子炉補機冷却系 サージタ

ンク[流路]
② 

※ 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じない。ま

たパッキン部からの漏えいも

生じない 

原子炉補機冷却系 配管・

弁・海水ストレーナ[流路] 
① ※
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（５／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

非常用取水設備 

取水口 

47 

② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧原子炉代替注

水系（常設）による

残存溶融炉心の冷

却 

低圧原子炉代替注水系（常設） 47 ① 

原子炉補機代替冷

却系による除熱 

※水源は海を使用

原子炉補機代替冷却系 配

管・弁[流路] 

48 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系 配管・弁

[流路] 
① 

原子炉補機冷却系 サージタ

ンク[流路]
② 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じない。ま

たパッキン部からの漏えいも

生じない 

残留熱除去系熱交換器[流路] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水口 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器フィルタ

ベント系による原

子 炉 格 納 容 器 内

の減圧及び除熱 

第１ベントフィルタスクラバ

容器 

48 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

圧力開放板 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

遠隔手動弁操作機構 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

第１ベントフィルタ格納槽遮

蔽 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

配管遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器フィルタベント系 

配管・弁[流路] 
① 

窒素ガス制御系 配管・弁[流

路] 
① 

非常用ガス処理系 配管・弁

[流路] 
① 

原子炉格納容器（サプレッシ

ョン・チェンバ，真空破壊装

置を含む）[排出元] 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（６／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

原 子 炉 停 止 時 冷

却 

残留熱除去ポンプ 

48 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ・ジェットポンプ［流

路］

① ※ 

原子炉再循環系 配管・弁［流

路］ 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器［注水先］ ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系（格納

容器冷却モード）に

よる原子炉格納容

器内の冷却 

残留熱除去ポンプ 

48 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ［水

源］
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ［流路］
① ※ 

原子炉格納容器［注水先］ ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器スプレイ・ヘッダ［流

路］ 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系（サプ

レッション・プール

水冷却モード）によ

る サ プ レ ッ シ ョ

ン・チェンバ・プー

ル水の冷却

残留熱除去ポンプ 

48 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ［水

源］
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ［流路］
① ※ 

原子炉格納容器［注水先］ ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（７／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水

系を含む。） 

※水源は海を使用

原子炉補機冷却水ポンプ 

48 

① ※ 

原子炉補機海水ポンプ ① ※ 

原子炉補機冷却系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系 配管・

弁・海水ストレーナ[流路] 
① ※ 

原子炉補機冷却系 サージタ

ンク[流路]
② 

※ 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じないため

火災によって影響を受けない。

またパッキン部からの漏えい

も生じない 

高圧炉心スプレイ

補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海

水系を含む。） 

※水源は海を使用

高圧炉心スプレイ補機冷却水

ポンプ 

48 

① ※ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポ

ンプ
① ※ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系

配管・弁・海水ストレーナ [流

路] 

① ※ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系

サージタンク[流路]
② 

※ 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じないため

火災によって影響を受けない。

またパッキン部からの漏えい

も生じない 

高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

非常用取水設備 

取水口 

48 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（８／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

格納容器代替スプ

レイ系（常設）によ

る原子炉格納容器

内の冷却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

49 

①  

低圧原子炉代替注水槽[水源] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧原子炉代替注水系 配

管・弁[流路] 
①  

残留熱除去系 配管・弁[流

路] 
①  

格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容

器内の冷却 

残留熱除去系 配管・弁[流

路] 

49 

①  

格納容器代替スプレイ系 配

管・弁[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系（格納

容器冷却モード）に

よる原子炉格納容

器内の冷却 

残留熱除去ポンプ 

49 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ[水

源] 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ[流路] 
① ※ 

原子炉格納容器[注水先] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路] 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系（サプ

レッション・プール

水冷却モード）によ

る原子炉格納容器

内の冷却 

残留熱除去ポンプ 

49 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ[水

源] 
② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁・ス

トレーナ[流路] 
① ※ 

原子炉格納容器[注水先] ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（９／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水

系を含む。） 

※水源は海を使用 

原子炉補機冷却水ポンプ 

49 

① ※ 

原子炉補機海水ポンプ ① ※ 

原子炉補機冷却系 配管・

弁・海水ストレーナ[流路] 
① ※ 

原子炉補機冷却系 サージタ

ンク[流路] 
② 

※ 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じないため

火災によって影響を受けない。

またパッキン部からの漏えい

も生じない 

原子炉補機冷却系 熱交換器 ② 

※ 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

非常用取水設備 

取水口 

49 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器フィルタ

ベント系による原

子 炉 格 納 容 器 内

の減圧及び除熱 

第１ベントフィルタスクラバ

容器 

50 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

圧力開放板 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器フィルタベント系 

配管・弁[流路] 
①  

窒素ガス制御系 配管・弁[流

路] 
①  

非常用ガス処理系 配管・弁

[流路] 
①  

遠隔手動弁操作機構 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

第１ベントフィルタ格納槽遮

蔽 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

配管遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器（サプレッシ

ョン・チェンバ，真空破壊

装置を含む）［排出元］ 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１０／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

残留熱代替除去系

による原子炉格納

容器内の減圧及び

除熱 

残留熱代替除去ポンプ 

50 

①  

残留熱除去系熱交換器 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ[水

源] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機代替冷却系配管・

弁［流路］ 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系 配管・弁

[流路] 
①  

原子炉補機冷却系サージタン

ク[流路] 
② 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じない。ま

たパッキン部からの漏えいも

生じない 

残留熱除去系配管・弁・スト

レーナ[流路] 
①  

残留熱代替除去系 配管・弁

[流路] 
①  

低圧原子炉代替注水系 配

管・弁[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路] 
① 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水口 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

ペデスタル代替注

水系（常設）による

原子炉格納容器下

部への注水 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

51 

①  

コリウムシールド ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧原子炉代替注水槽[水源] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

低圧原子炉代替注水系 配

管・弁[流路] 
①  

残留熱除去系 配管・弁[流

路] 
①  

格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１１／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容

器下部への注水

コリウムシールド

51 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

残留熱除去系 配管・弁[流

路] 
① 

格納容器代替スプレイ系 配

管・弁[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流

路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

ペデスタル代替注

水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器

下部への注水 

コリウムシールド

51 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

ペデスタル代替注水系 配

管・弁[流路] 
① 

原子炉格納容器[注水先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

溶融炉心の落下遅

延及び防止 

高圧原子炉代替注水系 

51 

① 

ほう酸水注入系 ① 

低圧原子炉代替注水系（常設） ① 

原子炉格納容器内

不活性化による原

子炉格納容器水素

爆発防止 

（窒素ガス制御系） 52 ① 

窒素ガス代替注水

系による原子炉格

納容器内の不活性

化 

窒素ガス代替注入系 配管・

弁[流路] 
52 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器[注入先] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器フィルタ

ベント系による原

子炉格納容器内の

水素ガス及び酸素

ガスの排出 

第１ベントフィルタスクラバ

容器 

52 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

圧力開放板 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

第１ベントフィルタ出口放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ） 
① 

遠隔手動弁操作機構 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

第１ベントフィルタ格納槽遮

蔽 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

配管遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

格納容器フィルタベント系 

配管・弁[流路] 
① 

窒素ガス制御系 配管・弁[流

路] 
① 

非常用ガス処理系 配管・弁

[流路] 
① 

原子炉格納容器（サプレッシ

ョン・チェンバ，真空破壊装

置を含む）[排出元] 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１２／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

水素濃度及び酸素

濃度の監視 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

52 

① 

格納容器水素濃度（Ｂ系） ① 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） ① 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） ① 

静的触媒式水素処

理装置による水素

濃度抑制 

静的触媒式水素処理装置 

53 

① 

静的触媒式水素処理装置入口

温度 
① 

静的触媒式水素処理装置出口

温度 
① 

原子炉建物原子炉棟[流路] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない。 

原子炉建物内の水

素濃度監視 
原子炉建物水素濃度 53 ① 

燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料

プールへの注水及

びスプレイ

常設スプレイヘッダ 

54 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

燃料プールスプレイ系 配

管・弁[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

燃料プール（サイフォン防止

機能を含む。）[注水先] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレ

イノズル）による燃

料プールへの注水

及びスプレイ

燃料プール（サイフォン防止

機能を含む。）[注水先] 
54 ② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

燃料プールの監視 

燃料プール水位（ＳＡ） 

54 

① 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） ① 

燃料プールエリア放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）（SA） 
① 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

(燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。) 

① 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１３／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

燃料プール冷却系

による燃料プール

の除熱 

燃料プール冷却ポンプ 

54 

①  

燃料プール冷却系熱交換器 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

燃料プール［注水先］ ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機代替冷却系 配

管・弁[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系 配管・弁

[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉補機冷却系 サージタ

ンク[流路] 
② 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じない。ま

たパッキン部からの漏えいも

生じない 

燃料プール冷却系 配管・弁

[流路] 
①  

燃料プール冷却系 スキマ・

サージ・タンク[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

燃料プール冷却系 ディフュ

ーザ［流路］ 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水口 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

重大事故等収束の

ための水源 

※水源としては海

も使用可能 

低圧原子炉代替注水槽 

56 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

構内監視カメラ（ガスタービ

ン発電機建物屋上） 
①  

重大事故等収束の

ための水源 
ほう酸水貯蔵タンク 56 ② 

不燃材で構成されており，液体

内包であることから過度な温

度・圧力の上昇は生じないため

火災によって影響を受けない。

またパッキン部からの漏えい

も生じない 

水の供給 

取水口 

56 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１４／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

常設代替交流電源

設備による給電 

ガスタービン発電機 

57 

①  

ガスタービン発電機用軽油タ

ンク 
①  

ガスタービン発電機用サービ

スタンク 
①  

ガスタービン発電機用燃料移

送ポンプ 
①  

ガスタービン発電機用燃料移

送系 配管・弁[燃料流路] 
①  

ガスタービン発電機～非常用

高圧母線Ｃ系及びＤ系電路

［電路］ 

①  

ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ電路［電路］ 
①  

ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ～ＳＡ１コントロ

ールセンタ電路［電路］ 

①  

ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ～ＳＡ２コントロ

ールセンタ電路［電路］ 

①  

ガスタービン発電機～高圧発

電機車接続プラグ収納箱電路

［電路］ 

①  

高圧発電機車接続プラグ収納

箱～原子炉補機代替冷却系電

路［電路］ 

①  
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１５／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

可搬型代替交流電

源設備による給電 

ガスタービン発電機用軽油タ

ンク 

57 

①  

非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク 
① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 
① ※ 

ガスタービン発電機用軽油タ

ンク出口ドレン弁［燃料流

路］ 

①  

高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）～非常

用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路

［電路］ 

①  

高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～非常

用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路

［電路］ 

①  

緊急用メタクラ接続プラグ盤

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路［電路］ 

①  

高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）～ＳＡ

１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路

［電路］ 

①  

高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～ＳＡ

１コントロールセンタ及びＳ

Ａ２コントロールセンタ電路

［電路］ 

①  

緊急用メタクラ接続プラグ盤

～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセン

タ電路［電路］ 

①  
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１６／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

所内常設蓄電式直

流電源設備による

給電 

Ｂ－115V系蓄電池 

57 

①  

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） ①  

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） ①  

ＳＡ用 115V系蓄電池 ①  

Ｂ－115V系充電器 ①  

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） ①  

230V系充電器（ＲＣＩＣ） ①  

ＳＡ用 115V系充電器 ①  

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器

～直流母線電路[電路] 
①  

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

及び充電器～直流母線電路

[電路] 

①  

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及

び充電器～直流母線電路[電

路] 

①  

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電

器～直流母線電路[電路] 
①  

常設代替直流電源

設備による給電 

ＳＡ用 115V系蓄電池 

57 

①  

ＳＡ用 115V系充電器 ①  

ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電

器～直流母線電路[電路] 
①  

可搬型直流電源設

備による給電 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

57 

①  

ＳＡ用 115V系充電器 ①  

230V 系充電器（常用） ①  

ガスタービン発電機用軽油タ

ンク 
①  

非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク 
① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 
① ※ 

ガスタービン発電機用軽油タ

ンクドレン弁［燃料流路］ 
①  

高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）～直流

母線電路［電路］ 

①  

高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～直流

母線電路[電路] 

①  

緊急用メタクラ接続プラグ盤

～直流母線電路［電路］ 
①  
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１７／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

代替所内電気設備

による給電 

緊急用メタクラ 

57 

① 

メタクラ切替盤 ① 

高圧発電機車接続プラグ収納

箱 
① 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 ① 

ＳＡロードセンタ ① 

ＳＡ１コントロールセンタ ① 

ＳＡ２コントロールセンタ ① 

充電器電源切替盤 ① 

ＳＡ電源切替盤 ① 

重大事故操作盤 ① 

非常用高圧母線Ｃ系 ① 

非常用高圧母線Ｄ系 ① 

非常用交流電源設

備 

非常用ディーゼル発電機 

57 

① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機
① ※ 

非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプ 
① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料移送ポンプ
① ※ 

非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク 
① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク
① ※ 

非常用ディーゼル発電機燃料

デイタンク 
① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料デイタンク
① ※ 

非常用ディーゼル発電機燃料

移送系 配管・弁[燃料流路] 
① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料移送系 配管・

弁[燃料流路]

① ※ 

非常用ディーゼル発電機～非

常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路［電路］ 

① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機～非常用高圧母線Ｈ

ＰＣＳ系電路［電路］

① ※ 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１８／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

非常用直流電源設

備 

Ａ－115V系蓄電池 

57 

①  

Ｂ－115V系蓄電池 ①  

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） ①  

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） ①  

高圧炉心スプレイ系蓄電池 ① ※ 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電

池 
①  

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電

池 
①  

Ａ－115V系充電器 ①  

Ｂ－115V系充電器 ①  

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） ①  

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） ①  

高圧炉心スプレイ系充電器 ① ※ 

Ａ－原子炉中性子計装用充電

器 
①  

Ｂ－原子炉中性子計装用充電

器 
①  

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器

～直流母線電路[電路] 
①  

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器

～直流母線電路[電路] 
①  

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

及び充電器～直流母線電路

[電路] 

①  

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及

び充電器～直流母線電路[電

路] 

①  

高圧炉心スプレイ系蓄電池及

び充電器～直流母線電路[電

路] 

① ※ 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電

池及び充電器～直流母線電路

［電路］ 

①  

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電

池及び充電器～直流母線電路

［電路］ 

①  
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（１９／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タ

ンク 

57 

①  

非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク 
① ※ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 
① ※ 

ガスタービン発電機用軽油タ

ンクドレン弁［燃料流路］ 
①  

原子炉圧力容器内

の温度 
原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 58 ①  

原子炉圧力容器内

の圧力 

原子炉圧力 

58 

①  

原子炉圧力（ＳＡ） ①  

原子炉圧力容器内

の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
58 

①  

原子炉水位（ＳＡ） ①  

原子炉圧力容器へ

の注水量 

高圧原子炉代替注水流量 

58 

①  

代替注水流量（常設） ①  

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭

帯域用） 

①  

原子炉隔離時冷却ポンプ出口

流量 
① ※ 

高圧炉心スプレイポンプ出口

流量 
① ※ 

残留熱除去ポンプ出口流量 ① ※ 

低圧炉心スプレイポンプ出口

流量 
① ※ 

残留熱代替除去系原子炉注水

流量 
①  

原子炉格納容器へ

の注水量 

代替注水流量（常設） 

58 

①  

格納容器代替スプレイ流量 ①  

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭

帯域用） 

①  

残留熱代替除去系格納容器ス

プレイ流量 
①  

原子炉格納容器内

の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

58 

①  

ペデスタル温度（ＳＡ） ①  

ペデスタル水温度（ＳＡ） ①  

サプレッション・チェンバ温

度（ＳＡ） 
①  

サプレッション・プール水温

度（ＳＡ） 
①  
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（２０／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

原子炉格納容器内

の圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

58 

① 

サプレッション・チェンバ圧

力（ＳＡ）
① 

原子炉格納容器内

の水位 

ドライウェル水位 

58 

① 

サプレッション・プール水位

（ＳＡ）
① 

ペデスタル水位 ① 

原子炉格納容器内

の水素濃度 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

58 

① 

格納容器水素濃度（ＳＡ） ① 

原子炉格納容器内

の放射線量率 

格納容器雰囲気放射線モニタ

（ドライウェル） 
58 

① 

格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ） 
① 

未臨界の維持又は

監視 

中性子源領域計装 

58 

① 

中間領域計装 ① 

平均出力領域計装 ① 

最終ヒートシンク

の確保（残留熱代替

除去系） 

サプレッション・プール水温

度（ＳＡ）

58 

① 

残留熱除去系熱交換器出口温

度 
① 

残留熱代替除去系原子炉注水

流量 
① 

残留熱代替除去系格納容器ス

プレイ流量 
① 

最終ヒートシンク

の確保（格納容器フ

ィルタベント系） 

スクラバ容器水位

58 

① 

スクラバ容器圧力 ① 

スクラバ容器温度 ① 

第１ベントフィルタ出口放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ） 
① 

最終ヒートシンク

の確保（残留熱除去

系） 

残留熱除去系熱交換器入口温

度 

58 

① ※ 

残留熱除去系熱交換器出口温

度 
① ※ 

残留熱除去ポンプ出口流量 ① ※
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（２１／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

格納容器バイパス

の監視（原子炉圧力

容器内の状態） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

58 

① 

原子炉水位（ＳＡ） ① 

原子炉圧力 ① 

原子炉圧力（ＳＡ） ① 

ドライウェル温度（ＳＡ） ① 

ドライウェル圧力（ＳＡ） ① 

格納容器バイパス

の監視（原子炉建物

内の状態） 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

58 

① ※ 

低圧炉心スプレイポンプ出口

圧力 
① ※ 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

58 

① 

サプレッション・プール水位

（ＳＡ）
① 

原子炉建物内の水

素濃度 
原子炉建物水素濃度 58 ① 

原子炉格納容器内

の酸素濃度 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

58 

① 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） ① 

燃料プールの監視 

燃料プール水位（ＳＡ） 

58 

① 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） ① 

燃料プールエリア放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

① 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。） 

① 

発電所内の通信連

絡 

安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ） 
58 ① 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（２２／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

その他 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次

側圧力 

58 

①  

Ｎ２ガスボンベ圧力 ①  

原子炉補機冷却水ポンプ出口

圧力 
① ※ 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 ① ※ 

ＲＣＷサージタンク水位 ① ※ 

Ｃ－メタクラ母線電圧 ①  

Ｄ－メタクラ母線電圧 ①  

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 ①  

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 ①  

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 ①  

緊急用メタクラ電圧 ①  

ＳＡロードセンタ母線電圧 ①  

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

電圧 
①  

Ａ－115V系直流盤母線電圧 ①  

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 ①  

230V 系直流盤（常用）母線電

圧 
①  

ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池

電圧 
①  
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（２３／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注) 

備考 

※設計基準拡張 

居住性の確保 

中央制御室 

59 

①  

中央制御室待避室 ①  

中央制御室遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

中央制御室待避室遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

再循環用ファン ①  

チャコール・フィルタ・ブー

スタ・ファン 
①  

非常用チャコール・フィル

タ・ユニット 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

無線通信設備（固定型） ①  

衛星電話設備（固定型） ①  

中央制御室差圧計 ①  

待避室差圧計 ①  

中央制御室換気系ダクト[流

路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

中央制御室待避室正圧化装置

（配管・弁）[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

中央制御室換気系 弁[流路] ①  

無線通信設備（屋外アンテナ）

[伝送路] 
①  

衛星電話設備（屋外アンテナ）

[伝送路] 
①  

被ばく線量の低減 

非常用ガス処理系排気ファン 

59 

①  

前置ガス処理装置[流路] ①  

後置ガス処理装置[流路] ①  

非常用ガス処理系 配管・弁

[流路] 
①  

非常用ガス処理系排気管[流

路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉建物原子炉棟[流路] ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル閉止装置 
①  

モニタリング・ポス

トの代替交流電源

からの給電 

常設代替交流電源設備 60 ①  
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（２４／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

居住性の確保 

緊急時対策所 

61 

① 

緊急時対策所遮蔽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

差圧計 ① 

緊急時対策所空気浄化装置

（配管・弁）[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

緊急時対策所正圧化装置(配

管・弁)[流路] 
② 

不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

必要な情報の把握 
安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ） 
61 ① 

通信連絡 

（緊急時対策所） 

無線通信設備（固定型） 

61 

① 

衛星電話設備（固定型） ① 

統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備 
① 

無線通信装置[伝送路] ① 

無線通信設備（屋外アンテナ）

[伝送路] 
① 

衛星通信装置[伝送路] ① 

衛星電話設備（屋外アンテナ）

[伝送路] 
① 

有線（建物内）（無線通信設備

（固定型），衛星電話設備（固

定型）に係るもの）［伝送路］ 

① 

有線（建物内）（安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）

に係るもの）［伝送路］

① 

有線（建物内）（統合原子力防

災ネットワークに接続する通

信連絡設備に係るもの）［伝送

路］ 

① 

電源の確保 

緊急時対策所 発電機接続プ

ラグ盤

61 

① 

緊急時対策所 低圧母線盤 ① 

緊急時対策所用発電機～緊急

時対策所 低圧母線盤[電路] 
① 

緊急時対策所用燃料地下タン

ク 
① 
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表 重大事故等対処施設一覧表（建物内及び建物外）（２５／２５） 

系統機能 主要設備 
関連 

条文 
対策注)

備考 

※設計基準拡張

発電所内の通信連

絡 

無線通信設備（固定型） 

62 

① 

衛星電話設備（固定型） ① 

安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ） 
① 

無線通信設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
① 

衛星電話設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
① 

無線通信装置[伝送路] ① 

有線（建物内）（有線式通信設

備，無線通信設備（固定型），

衛星電話設備（固定型）に係

るもの）［伝送路］ 

① 

有線（建物内）（安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）

に係るもの）［伝送路］

① 

発電所外の通信連

絡 

衛星電話設備（固定型） 

62 

① 

統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備 
① 

データ伝送設備 ① 

衛星電話設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
① 

衛星通信装置[伝送路] ① 

有線（建物内）（衛星電話設備

（固定型）に係るもの）［伝送

路］ 

① 

有線（建物内）（統合原子力防

災ネットワークに接続する通

信連絡設備，データ伝送設備

に係るもの）［伝送路］ 

① 

重大事故時に対処

するための流路又

は注水先，注入先，

排出元等 

原子炉圧力容器 

その他

の設備 

② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉格納容器 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

燃料プール ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉建物原子炉棟 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

非常用取水設備 

取水口 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水管 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

取水槽 ② 
不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 
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41-3 火災による損傷の防止を行う

重大事故等対処施設に係る

火災区域又は火災区画の設定について 
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41-3

火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設に 

係る火災区域又は火災区画の設定について 

1. 概 要

分類された重大事故等対処施設に対し，火災区域又は火災区画を設定する。

設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す。

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれ

ないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知す

る設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設

備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機

能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が

起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわな

いものでなければならない。 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために

必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、

火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。 

2. 重大事故等対処施設における火災区域又は火災区画の設定

重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために，原子炉建物，タービン建

物，廃棄物処理建物，制御室建物，ガスタービン発電機建物，緊急時対策所等の

建物内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，重大事故等対処

施設と設計基準対処施設の配置も考慮して，火災区域又は火災区画を設定する。 
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2.1. 火災区域 

 建物等の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建

物内の区域であり，下記により設定する。 

① 建物毎に，耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一部であって，必要

な耐火能力を有するもの）により囲われた区域を火災区域として設定する。 

② 重大事故等対処施設と設計基準対処設備の配置も考慮して，火災区域を設

定する。

③ 屋外の火災区域（常設代替交流電源設備ケーブル布設エリアを含む）につ

いては，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」において「ただし，

屋外に設置されている設備に対しては，附属設備を含めて火災区域とみな

す。」と記載されていることを踏まえ，他の区域と分離して火災防護対策

を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を設計基準事故対

処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。

2.2. 火災区画 

 「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距離，固定式消火設

備等により分離された火災防護上の区画であり，全周囲を耐火壁で囲まれてい

る必要は必ずしもなく，隔壁や扉の配置状況を目安に火災防護の観点から設定

する。 

また，建物内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準

事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。  

2.3. 火災区域又は火災区画の設定要領 

重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の設定にあたっては，

重大事故等対処施設の設置箇所，建物の間取り，機器やケーブル等の配置，耐火

壁の能力等を総合的に勘案し設定しており，具体的な設定要領を以下に示す。 

(1) 火災区域の設定

補足説明資料 41-2 で分類された機器及び当該機器に接続されるケーブル等

が設置されている建物内及び屋外の区域について，以下のとおり火災区域を設

定する。 

なお，原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物及び制御室建物の火災区

域は，設置許可基準規則第八条に基づき設定した火災区域を適用する。 

① 重大事故等対処施設が設置されている建物について，火災区域として設定

する。

② 建物内で重大事故等対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮して，火災

区域を設定する。

③ 屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附属施設を含め火

災区域を設定する。ガスタービン発電機用軽油タンクについては，防油堤内

を火災区域として設定する。
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屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮して火

災区域内の境界付近に可燃物を置かない管理を実施するとともに，敷地内植生

からの隔離等を講じる範囲を火災区域として設定する。また，火災区域外の境

界付近において可燃物を置かない管理を実施するとともに，周辺施設又は植生

との隔離，周辺の植生区域の除草等の管理を実施する。 

2.4. 火災区域又は火災区画の設定及び重大事故等対処施設の配置 

「2.3. 火災区域又は火災区画の設定要領」にしたがって設定した火災区域又

は火災区画及び重大事故等対処施設の配置を添付資料１に示す。 

なお，屋外の火災区域については，火災防護計画に基づき火災区域を設定する。 

以上から，重大事故等対処施設について，火災防護対策を設置許可基準規則第

八条に基づき実施する施設と，第四十一条に基づき実施する施設とに分類した上

で，火災区域を設定している。よって，設置許可基準規則第四十一条への適合の

ために必要な重大事故等対処施設の抽出並びに火災区域の設定がなされているも

のと考える。 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

重大事故等対処施設の配置図
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41-4 重大事故等対処施設が設置される

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 
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41-4

重大事故等対処施設が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1. 概要

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設への火災の影響を限定

するように，早期に火災を感知するために設置する火災感知設備について，以下

に示す。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における火災感知設備の要求事項を以下に示

す。 
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2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及

び消火を行える設計であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条

件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知で

きるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれ

と同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置すること。

また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を

講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２３条

第４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項において

求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機

に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号）第１２

条から第１８条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置するこ

と。

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

  本資料では，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画への火災感

知設備の設置方針を示す。 
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3. 火災感知設備の概要

島根原子力発電所２号炉において火災が発生した場合に，重大事故等対処施

設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知するために，要求事項

に応じた「火災感知設備」を設置する。

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火災感知器」と，

中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受信機」を含む火災受信機盤等

により構成される。島根原子力発電所２号炉に設置する「火災感知器」及び「受

信機」について以下に示す。 

3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の取付面高さ，火災

感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空気流等の環境条件を考慮して設置す

る。 

島根原子力発電所２号炉内で発生する火災としては，ポンプに内包する油や

ケーブルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想定される箇所はなく，

病院等の施設で使用されている火災感知器を消防法施行規則第23条第４項に従

い設置することにより，十分に火災を感知することが可能である。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画には，基本的に火災発

生時に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置し，その他，蒸

気及びガスの発生により煙感知器が誤作動する可能性のある火災区域又は火災

区画には，熱感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる感知方式の火災感知器」の設置要求を

満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知器又は煙感知器を組み合わせ

て設置する。設置にあたっては，消防法施行規則第23条第４項に従った設置条

件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式とす

る。 

周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を設置することが

適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以下に示す。 

なお，火災感知器と同等の機能を有する機器を選定する場合には，消防法施行

規則第23条第４項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設

備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条から第18条まで

に定める感知性能と同等以上の方法により，機器を設置する。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，建物内に

設置する火災感知器設備については作動した火災感知器を一つずつ特定できる

機能を有する設計とする。 
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○ 蓄電池室

蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生することから，換気空

調設備を設置しており，安定した室内環境を維持しているが，万一の水素濃

度の上昇※１を考慮し，非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の

防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造されていないが，

蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型の煙感知器はアナログ式の煙感知

器と同様に，炎が生じる前の発煙段階から煙の早期感知が可能である。また，

蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型の熱感知器については蓄電池室は

換気空調設備により安定した室内環境（最大室温40℃）を維持していること

から，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度（80℃）を設定

することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を図る。 

※１：蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃度の上昇を防止

する設計である。 

○ ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域

ガスタービン発電機用軽油タンク設置区域は屋外であるため，火災による

煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。 

このため，区域全体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の

炎感知器（赤外線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線

方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する。

これらはそれぞれ誤作動防止対策として以下の機能を有する。 

・炎感知器（赤外線方式） ：

平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）

を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原

理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギー

の波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。

さらに，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されるため屋外仕様

を採用する設計とする。なお，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カ

バーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知すること

で誤作動を防止する設計とする。 

○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対策所用燃料地下タ

ンク設置区域

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対

策所用燃料地下タンク設置区域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器

による火災感知は困難である。加えて，タンク室内の空間部は燃料の気化に

よる引火性又は発火性の雰囲気を形成している。このため，タンク室内の空
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間部に非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋

外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）を設置する設計とする。炎感知

器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有無を連

続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式

と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼

時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報

する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，屋外仕様を採用する

設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設け

ることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防

止する設計とする。また，屋外仕様（防爆型）の熱感知器は非アナログ式で

あるが，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク最高使用温度（約66℃）及び緊急

時対策所用燃料地下タンク最高使用温度（約40℃）を考慮した温度を設定温

度（約80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とする。 

感知器設置の概要を第41-4-1図に示す。 

第41-4-1図 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの火災感知器の設置概要 

乾燥砂 

コンクリート

外部マンホール 

内部マンホール 

防爆型炎感知器 

防爆型熱感知器 

ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
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○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため，

火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による火災感知は困難で

ある。このため，非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）とアナログ式の光

電分離型煙感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように

設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時から炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，

アナログ式と同等の機能を有する。また，外光が当たらず，高温物体が近傍

にない箇所に設置することにより，誤作動防止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な

放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作

動防止を図る設計とする。 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概要を第

41-4-2図，第41-4-3図に示す。

第 41-4-2図 原子炉建物オペレーティングフロアの火災感知器の設置概要 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

41-4-6



第 41-4-3図 光電分離型煙感知器の設置概要 

○屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルについて，屋外の露出電線管又はケ

ーブルトレイへの布設となる部分については，区域全体の火災を感知する必

要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難

である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このた

め，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非アナログ式

の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を，監視範囲に火災の検知に影響を及

ぼす死角がないように設置する設計とする。 

なお，炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，誤作動防止対策

については「燃料地下タンクエリア，海水ポンプエリア及びガスタービン発

電機用軽油タンクエリア」で使用する炎感知器（赤外線方式）と同様である。

屋外のその他部分については，火災の発生するおそれがないようケーブルを

埋設して布設する設計とする。 

壁から 

0.6m以上 

7m 以下 

光軸高さ：Ho 

天井高さ：H 

監視距離 

5～100m 

以下 

水平距離の間隔は 

14m 以下となるよ

う設置する。 

光電分離型煙感知の設置高さ

は，光軸高さが以下となるよう

に設置する。 

0.8H≦Ho≦H 

受光部 

受光部 受光部 

送光部 送光部 

送光部 平面図 

光電分離型 
煙感知器 

光軸 

光電分離型煙感知器 
断面図 
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○ 原子炉格納容器 

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件や予想される

火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる感知方式の感知器として

アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。原子炉格納容器

内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化しており，火災が発生する

ことがない。しかしながら，運転中の原子炉格納容器は閉鎖した状態で長期

間高温かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障する可能性がある。

このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に中

央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速

やかに取り替える設計とする。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様にア

ナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

 

○ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室 

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機

排気管室は，区域全体を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散

するため，煙感知器による火災感知は困難であることから，ディーゼル発電

機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室全体の火災を感知す

るために，アナログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様の

炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす

死角がないように設置する。 

炎感知器（赤外線方式）は誤作動防止対策として以下の機能を有する。 

・炎感知器（赤外線方式）： 

平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）

を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原

理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギー

の波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。

さらに，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されるため屋外仕様

を採用する設計とする。なお，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カ

バーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知すること

で誤作動を防止する設計とする。 

 

○ ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア 

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，屋外であるため，区域全体

の火災を感知する必要があるが火災による煙は周囲に拡散し煙感知器による

火災感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれが

あること，また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから，

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系
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ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア全体の火災を感知するために，非ア

ナログ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防

爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響

を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，

アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物

質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，屋外仕様を

採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバ

ーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤

作動を防止する設計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格納槽内の区域で

あり，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため，

万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ

式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計

とする。 

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，Ｂ－非常用

ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同空間であり，引火性又は発火性

の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため，Ｂ－非常用ディーゼル発

電機燃料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早

期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の

防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

○ 主蒸気管室

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となることから，放射線

の影響により火災感知器の制御回路が故障する可能性がある。さらに，火災

感知器が故障した場合の取替えも出来ない。このため，放射線の影響を受け

にくい非アナログ式の熱感知器を設置する。加えて，放射線の影響を受けな

いよう検出器部位を主蒸気管室外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備

を設置する設計とする。 

主蒸気管室に設置する非アナログ式の熱感知器については，主蒸気管室は

換気空調設備により安定した室内環境を維持していることから，通常の熱感

知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を設定することによって，早期の

火災感知及び誤作動の防止を図る。 
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○ 海水ポンプエリア

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及び煙は周囲に拡散

し，熱感知器及び煙感知器による火災感知は困難であること，また降水等の

浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，海水ポンプエリア全

体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方

式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）を監視範囲に

火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，

アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物

質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，屋外仕様を

採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバ

ーを設けることにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤

作動を防止する設計とする。 

火災感知器の型式毎の特徴等を添付資料１に示す。また，火災感知器の配置

図を添付資料２に示す。 

なお，火災感知器の配置図については，火災防護に係る審査基準に基づき重

大事故等対処施設に対して設置する感知器に加え，設計基準対象施設に対して

設置する感知器も記載している。また，屋外設置となるガスタービン発電機用

軽油タンクについては，これらの感知器によって火災が感知できる範囲に設置

する。感知器の感知範囲と設備の設置場所の関係を添付資料３に示す。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃物がなく，さ

らに可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とし，火災が発生するおそれ

はないことから，火災感知器を設置しない，若しくは発火源となる可燃物が少

なく火災により重大事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれはないことから，消

防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

○ 機器搬出入用ハッチ室

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置され

ておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，通常コ

ンクリートハッチ等にて閉鎖されていること，また，機器搬出入用ハッチ室

内に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，火災が

発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，通路の火災感知器にて感知が可能である。

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計とす

る。 
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○ 格納容器所員用エアロック 

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置

されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，通

常時（プラント運転中）は，ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素ガス

が封入され雰囲気が不活性化されていること，また，エアロック内に充電部

をなくすよう照明の電源を「切」運用としていることから，火災が発生する

おそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感知器にて感知が可

能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器を設置しない設計

とする。 

 

○ 燃料プール 

燃料プールについては，内部が水で満たされており，火災が発生するおそ

れはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設計とする。 

 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機

器のみを設けた火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により

構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物については流

路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいた

め，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

 

3.2. 火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下のとおり，火災発生場所を特定できる設計と

する。 

① アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つず

つ特定できる設計とする。 

② 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生

が想定されるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域等に設置する非ア

ナログ式の防爆型の熱感知器，及び主蒸気管室内の非アナログ式の熱感知器

が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。 

③ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室及び補助

盤室に設置し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の

熱感知器及びアナログ式の煙感知器を 1つずつ特定できる設計とする。ただ

し，誤作動防止として起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用と

する。 
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④ 屋外の海水ポンプエリア及び重大事故等対処設備用ケーブル布設エリアを

監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知カメラが接続可

能であり，感知区域を１つずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感

知カメラ火災受信機盤においては，カメラ機能による映像監視（熱サーモグ

ラフィ）により特定が可能な設計とする。

⑤ 屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機

排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知器が

接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。

⑥ 屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアを監視する非アナログ式

の炎感知器，非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知

器を１つずつ特定できる設計とする。

⑦ 原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器を

１つずつ特定できる設計とする。

⑧ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びＢ－非常用ディー

ゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する非アナログ式の防爆型

の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる

設計とする。

3.3. 火災感知設備の電源について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，全

交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの70分間以

上電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用所内電源

より供給する設計とする。 
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3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

重大事故等対処施設で発生した火災は，中央制御室及び補助盤室に設置され

ている火災感知設備の受信機で監視できる設計とする。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の巡視点検によって，

火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災受信機盤

で確認する。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の火災

受信機盤の概要について第 41-4-1表に示す。 

第 41-4-1表 火災感知設備の火災受信機盤の概要 

火災受信

機盤 

配置場所 電源供給 監視エリア 作動した火災感

知器を 1 つずつ

特定できる機能 

総合操作

盤 
補助盤室 

非常用電源から受電す

る。さらに，全交流動力

電源喪失時に常設代替

交流電源から電力が供

給されるまでの約70分

間電力を供給できる容

量を有した蓄電池を設

ける。 

○建物内（原子炉建物，

タービン建物，廃棄物

処理建物，制御室建

物，緊急時対策所，ガ

スタービン発電機建

物） 

○蓄電池室，主蒸気管

室，海水ポンプエリ

ア，ディーゼル発電機

燃料移送ポンプエリ

ア，ディーゼル発電機

給気消音器フィルタ

室，ディーゼル発電機

排気管室，ディーゼル

発電機燃料貯蔵タン

ク設置区域，緊急時対

策所用燃料地下タン

ク設置区域，Ｂ－非常

用ディーゼル発電機

燃料移送系ケーブル

トレンチ，原子炉建物

オペレーティングフ

ロア，ガスタービン発

電機用軽油タンク設

置区域，屋外の重大事

故等対処設備用ケー

ブル布設エリア 

有り 

副防災盤 中央制御室 
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3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

重大事故等対処施設を防護するために設置する火災感知設備は，第41-4-2表

及び第41-4-3表に示すとおり，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて，機

能を維持できる設計とする。 

第41-4-2表 火災感知設備の耐震設計 

主な重大事故等対処施設 火災感知設備の耐震設計 

低圧原子炉代替注水系 Ｓｓ機能維持 

格納容器フィルタベント系 Ｓｓ機能維持 

常設代替交流電源設備 Ｓｓ機能維持 

第41-4-3表 Ss機能維持を確認するための対応 

火災感知設備 Ss機能維持を確認するための対応 

受信機 加振試験 

感知器 加振試験 

3.6．火災感知設備に対する試験検査について 

アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異常がないことを

確認するために，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するた

めに，消防法施行規則第三十一条の六に基づき，半年に一度の機器点検時及び

１年に一度の総合点検時に，煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する

火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮し

た火災感知器の設置，異なる感知方式を組み合わせた火災感知器の設置，非常

用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一

部，非アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。

また，受信機盤については，作動した感知器を１つずつ特定できる機能を有す

る設計とする。これらにより，火災感知設備については，十分な保安水準が確

保されているものと考える。 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉の 

重大事故等対処施設における 

火災感知器の基本設置方針について 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設における 

火災感知器の基本設置方針について 

1. はじめに

島根原子力発電所 2号炉において，重大事故等対処施設を設置する火災区域又

は火災区画の火災感知器は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境

条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定している。各設置対象火災区

域又は火災区画における火災感知器の基本設置方針及び火災感知器の型式ごと

の原理と特徴を示す。 

2. 要求事項

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」の「2.2 火災の感知・消火」の 2.2.1 に基づき実施することが要求されて

いる。 

  「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の記載を以

下に示す。 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及

び消火を行える設計であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境

条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知

できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこ

れと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置するこ

と。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止するための方

策を講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第23条第

４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項において求

める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機

に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第17号）第12条から

第18条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置すること。
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③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であるこ

と。 

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信

号を発すること）を防止するための方策がとられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状態で燃焼が進行

する無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞれ設置すること

とは、例えば、熱感知器と煙感知器のような感知方式が異なる感知器の

組合せや熱感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知器のよ

うな組合せとなっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定

することができる受信機が用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温

度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用

いられていること。 

 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場

合は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器

が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシ

ステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当

該システムが適切に設置されていること。 
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3.
火
災
感
知
器
の
基
本
設
置
方
針

設
置

対
象
区

域
 

又
は

区
画
 

島
根

原
子
力

発
電
所
2号

炉
に
お

け
る
火

災
感

知
設

備
の
基
本
設
置
方
針
 

具
体
的
 

区
域
 

周
囲

の
環
境

条
件
と
 

感
知

器
の
選

定
方
針
 

種
類
 

ア
ナ

ロ
グ
式

/

非
ア

ナ
ロ
グ

式

非
ア
ナ
ロ
グ
式
 

火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

一
 

般
 

区
 

域
 

通
路

部
・
 

部
屋

等
 

通
路
部
・
 

部
屋
等
 

・
消
防
法
施
行
規
則

に
則
り

煙
感
知

器
と

熱
感

知
器

を
設

置

①
 

煙
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

④
 

熱
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

天
井

高
さ

が
高

く
,
煙

が
拡

散
し

な
い

場
所
 

原
子
炉
建
物
 

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン

グ
フ
ロ
ア

・
天
井
が
高
く
大
空

間
で
あ

り
熱
が

周
囲

に
拡

散
す

る
こ

と
か
ら
熱
感
知

器
に

よ
る
感

知
は
困

難

・
炎
感
知
器
は
非
ア

ナ
ロ
グ

式
で
あ

る
が

,炎
が

発
す
る

赤
外
線
を
感
知

す
る

た
め

,炎
が

生
じ
た

時
点

で
感

知

す
る
こ
と
が
で

き
,火

災
の

早
期

感
知
に

優
位

性
が

あ

る

⑩
 

光
電

分
離
型
 

煙
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

⑦
 

炎
感

知
器
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式

炎
感

知
器
が

存

在
し

な
い
た

め
)

・
炎
感
知
器
は
，
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら

つ
き
を
赤
外
線
に
よ
り
検
出

・
非

ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る

が
，
火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く
，

火
災
の
早
期
感
知
が
可
能

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線

３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発
生
す
る
特
有
な
放
射

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し

た
場
合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤

作
動
防
止
を
図
る

・
建
物
内
に
設
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
外

光
が
あ

た
ら
ず
，
高
温
物
体
が
近
傍
に
な

い
箇
所
に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
，
誤
作

動
防
止
を
図
る

天
井

空
間

が
広

く
,
煙

が
拡

散
す

る
場

所
 

天
井

空
間

が
広

く
,
煙

が
拡

散
す

る
場
所
 

該
当
箇
所
な
し
 

放
射

線
量
が

高
い
場

所
 

原
子
炉
格
納
容
器

※
2

・
プ
ラ
ン
ト
運
転
中

は
高
線

量
環
境

と
な

る
こ

と
か

ら
ア

ナ
ロ
グ
式
感
知

器
を

室
内
に

設
置
す

る
と

故
障

す
る

可
能
性
が
あ
る

。
た

だ
し

,プ
ラ

ン
ト
運

転
中

の
原

子

炉
格
納
容
器
は

窒
素

封
入
に

よ
り
不

活
性

化
し

て
お

り
火
災
の
発
生

の
可

能
性
が

な
い
。

こ
の

た
め

,プ
ラ

ン
ト
運
転
中
は

受
信

機
に
て

作
動
信

号
を

除
外

す
る

・
消
防
法
施
行
規
則

に
則
り

煙
感
知

器
と

熱
感

知
器

を
設

置

④
 

熱
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

①
 

煙
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
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設
置

対
象
区

域
 

又
は

区
画
 

島
根

原
子
力

発
電
所

2号
炉

に
お

け
る
火

災
感

知
設

備
の
基
本
設
置
方
針
 

具
体
的
 

区
域
 

周
囲

の
環
境

条
件
と
 

感
知

器
の
選

定
方
針
 

種
類
 

ア
ナ

ロ
グ
式

/ 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

非
ア
ナ
ロ
グ
式
 

火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

放
射

線
量
が

高
い
場

所
 

主
蒸
気

管
室
 

・
プ
ラ
ン
ト
運
転
中

は
高
線

量
環
境

と
な

る
こ

と
か

ら
ア

ナ
ロ
グ
式
感
知
器
を

室
内
に

設
置
す

る
と

故
障

す
る

可

能
性
が
あ
る
。
 

・
放
射
線
の
影
響
を

受
け
な

い
よ
う

検
出

器
部

位
を

当
該

エ
リ
ア
外
に
配
置
す

る
煙
吸

引
式
検

出
設

備
,及

び
放

射
線
の
影
響
を
受
け

に
く
い

動
作
原

理
を

有
す

る
非

ア

ナ
ロ
グ
式
の
熱
感
知

器
を
設

置
 

③
 

煙
吸

引
式
 

検
出

設
備
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1  

－
 

－
 

⑤
 

熱
感

知
器
 

(接
点

式
) 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
接

点
式

熱
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
煙
感
知
器
以
外
の
動
作
原
理
を
有
す
る
感

知
器
と
し
て
熱
感
知
器
及
び
炎
感
知
器
等

が
あ
る
が
放
射
線
の
影
響
を
受

け
に
く
い

も
の
は
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
接
点
式
熱
感
知

器
し
か
な
い
 

・
主
蒸
気
管
室
は
換
気
空
調
設
備
に
よ
り
安

定
し
た
室
内
環
境
を
維
持
し
て
い
る
こ
と

か
ら
，
通
常
の
熱
感
知
器
と
同
様
，
周
囲

温
度
を
考
慮
し
た
作
動
温
度
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
誤
作
動
防
止
を
図
る
 

屋
外

開
放
エ

リ
ア
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
給

気
消

音
器

フ

ィ
ル

タ
室

，
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

排

気
管
室
 

・
屋
外
開
放
で
あ
る
た

め
,エ

リ
ア

全
体
の

火
災

を
感

知
す

る
必
要
が
あ
る
が

,火
災

に
よ
る

煙
が
周

囲
に

拡
散

し

煙
感
知
器
に
よ
る
火

災
感
知

は
困
難
 

・
エ
リ
ア
全
体
の
火
災

を
感
知

す
る
た
め

に
,ア

ナ
ロ
グ

式

の
熱
感
知
器
及
び
非

ア
ナ
ロ

グ
式
の

炎
感

知
器

を
設

置
 

⑪
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1  

－
 

－
 

⑧
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
炎

感
知

器
が

存
在
し

な
い
た

め
) 

・
炎
感
知
器
は
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら
つ
き

を
赤
外
線
に
よ
り
検
出
 

・
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る
が

,

火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く

,火
災

の
早
期
感
知
が
可
能
 

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線
３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発
生
す
る
特
有
な
放
射
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し
た
場

合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤
作
動

防
止
を
図
る
 

・
外
光
（
日
光
）
か
ら
の
影
響
を
考
慮
し
，

遮
光
カ
バ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
，
誤

作
動
防
止
を
図
る
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設
置

対
象
区

域
 

又
は

区
画
 

島
根

原
子
力

発
電
所

2号
炉

に
お

け
る
火

災
感

知
設

備
の
基
本
設
置
方
針
 

具
体
的
 

区
域
 

周
囲

の
環
境

条
件
と
 

感
知

器
の
選

定
方
針
 

種
類
 

ア
ナ

ロ
グ
式

/

非
ア

ナ
ロ
グ

式

非
ア
ナ
ロ
グ
式
 

火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

屋
外

エ
リ
ア
 

Ａ
－

非
常

用
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃

料
移

送
ポ

ン
プ

エ

リ
ア

，
高

圧
炉

心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃

料
移

送
ポ

ン
プ

エ

リ
ア

，
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯

蔵
タ

ン
ク

設
置

区

域
，

緊
急

時
対

策

所
用

燃
料

地
下

タ

ン
ク
設
置
区
域

・
屋
外
で
あ
る
た
め

,エ
リ

ア
全
体

の
火
災

を
感

知
す

る
必

要
が
あ
る
が

,火
災

に
よ

る
煙
が

周
囲
に

拡
散

し
煙

感

知
器
に
よ
る
火
災
感

知
は
困

難
 

・
エ
リ
ア
全
体
の
火
災

を
感
知

す
る
た
め

に
,非

ア
ナ
ロ

グ

式
の
熱
感
知
器
及
び

非
ア
ナ

ロ
グ
式

の
炎

感
知

器
を

設

置
 

⑫
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
防

爆
型

熱
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
引
火
性
又
は
発
火
性
の
雰
囲
気
を
形
成
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
,
感

知
器

作
動

時
の

爆
発
を
考
慮
し
た
防
爆
型
の
火
災
感
知
器
を

選
定

・
周
囲
温
度
を
考
慮
し
た
作
動
温
度
を
設
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
作
動
防
止
を
図
る

 

⑬
 

防
爆

型
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
炎

感
知

器
が

存
在
し

な
い
た

め
) 

・
炎
感
知
器
は
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら
つ
き

を
赤
外
線
に
よ
り
検
出

・
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る
が

,

火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く

,火
災

の
早
期
感
知
が
可
能
 

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線
３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発

生
す
る
特
有
な
放
射
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し
た
場

合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤
作
動

防
止
を
図
る

・
外
光
（
日
光
）
か
ら
の
影
響
を
考
慮
し
，

遮
光
カ
バ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
，
誤

作
動
防
止
を
図
る

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ

ア
，
重
大
事
故
等
対

象
設

備
用

ケ
ー

ブ

ル
布
設
エ
リ
ア

，
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電

機
用

軽
油

タ
ン

ク

設
置
区
域

・
屋
外
で

あ
る

た
め

，
エ

リ
ア

全
体

の
火

災
を

感
知

す
る

必
要
が
あ

る
が

，
火

災
に

よ
る

煙
が

周
囲

に
拡

散
し

煙
感

知
器
に
よ
る
火
災
感

知
は
困

難

・
エ
リ
ア

全
体

の
火

災
を

感
知

す
る

た
め

に
，

ア
ナ

ロ
グ

式
の
熱
感
知
器
及
び

非
ア
ナ

ロ
グ
式

の
炎

感
知

器
を

設
置
 

⑨
 

屋
外

仕
様
熱
 

感
知
カ

メ
ラ
 

（
赤

外
線
）
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

⑧
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
炎

感
知

器
が

存
在
し

な
い
た

め
) 

・
炎
感
知
器
は
，
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら
つ

き
を
赤
外
線
に
よ
り
検
出

・
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る
が
，

火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く
，
火
災

の
早
期
感
知
が
可
能
 

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線
３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発
生
す
る
特
有
な
放
射
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し
た
場

合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤
作
動

防
止
を
図
る

・
外
光
（
日
光
）
か
ら
の
影
響
を
考
慮
し
，

遮
光
カ
バ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
，
誤

作
動
防

止
を
図
る
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設
置

対
象
区

域
 

又
は

区
画
 

島
根

原
子
力

発
電
所

2号
炉

に
お

け
る
火

災
感

知
設

備
の
基
本
設
置
方
針
 

具
体
的
 

区
域
 

周
囲

の
環
境

条
件
と
 

感
知

器
の
選

定
方
針
 

種
類
 

ア
ナ

ロ
グ
式

/ 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

非
ア
ナ
ロ
グ
式
 

火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

引
火

性
又

は
発

火
性

の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お

そ
れ

が
あ
る

場
所
 

蓄
電

池
室

，
Ｂ

－

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

燃
料

移

送
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
，

Ｂ
－

非
常

用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
燃

料
移

送
ケ

ー

ブ
ル
ト
レ
ン
チ
 

・
充
電
時
に
水
素
発

生
の
お

そ
れ
が

あ
る

蓄
電

池
室

は
,

引
火
性
又
は
発
火
性

の
雰
囲

気
を
形

成
す

る
お

そ
れ

が

あ
る
た
め

,防
爆

型
の
煙

感
知
器

及
び
熱

感
知

器
を

設

置
 

・
Ｂ
－
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア
及
び
Ｂ
－
非
常

用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電

機
燃

料
移

送

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
ン
チ

は
，
格

納
槽
内

の
区

画
で

あ
り

，

引
火
性
又
は
発
火
性

の
雰
囲

気
を
形

成
す

る
恐

れ
が

あ

る
場
所
で
あ
る
た
め

，
万
一

の
軽
油

燃
料

の
気

化
を

考

慮
し
，
防
爆
型
の
煙

感
知
器

及
び
熱

感
知

器
を

設
置
 

②
 

防
爆

型
 

煙
感

知
器
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
防

爆
型

煙
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
引
火
性
又
は
発
火
性
の
雰
囲
気
を
形
成
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め

,感
知
器
作
動
時

の
爆
発
を
考
慮
し
た
防
爆
型
の
火
災
感
知

器
を
選
定
 

・
誤
作
動
を
誘
発
す
る
蒸
気
等
が
発
生
す
る

設
備
が
な
く
，
換
気
空
調
設
備
に
よ
り
安

定
し
た
室
内
環
境
を
維
持
し
て
い
る
こ
と

か
ら
，
蒸
気
等
が
充
満
す
る
お
そ
れ
は
な

く
，
誤
作
動
す
る
可
能
性
は
低
い
 

⑥
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
防

爆
型

熱
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
換
気
空
調
設
備
に
よ
り
安
定
し
た
室
温
を

維
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
火
災
感
知
器

の
作
動
値
を
室
温
よ
り
高
め
の
温
度
に
一

意
に
設
定
す
る
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
熱
感
知

器
で
あ
っ
て
も
誤
作
動
す
る
可
能
性
は
低

い
 

※
1:
こ

こ
で

い
う
「

ア
ナ
ロ
グ
式
」
は
,平

常
時
の
状
況
(温

度
,煙

の
濃

度
)を

監
視

し
,か

つ
,火

災
現

象
(急

激
な

温
度

や
煙

の
濃

度
の
上

昇
)を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
持
つ
も
の
と
定
義
す
る
。
 

※
2:
原

子
炉

格
納
容

器
に
設
置
す
る
火
災
感
知
器
は

,運
転
中
は
信
号
を

除
外
す

る
設

定
と

し
,プ

ラ
ン

ト
停
止

後
に
取

替
を

行
う

。
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○
火
災
感
知
設
備
の
型
式
ご
と
の
原
理
と
特

徴
 

型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

放
射
線
の
影
響
 

概
要
図
 

①
 

煙
感

知
器
 

・
感

知
器

内
に

煙
を

取
り

込
ま

れ
る

と
，

発
光

素
子

の
光

が
煙

に
よ

っ
て

散
乱

し
，

受
光

素
子

に
光

が
あ

た
る

こ
と

で
煙
を
感
知
す
る
。
 

・
炎

が
生

じ
る

前
の

発
煙

段
階

か
ら

の
煙

の
早

期
感

知
が

可
能
で
あ
る
。
 

・
防

爆
型
の
消
防
検
定
品
あ
り
 

【
適

応
高
さ
の
例
】
 

 
20
m
以
下

 
【

設
置
範
囲
の
例
】

※
１
 

 
75
m
2
又
は

15
0m

2
あ
た
り

1
個
 

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間
（

通
路
等

）
 

・
小

空
間
（

室
内
）
 

不
適

切
な
場

所
 

・
ガ

ス
，

蒸
気

等
が

日

常
的

に
発

生
す

る
場

所
 

・
湿

気
が
多

い
場
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的
で

あ
り
，
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

，
急
激

な
煙
濃

度
上
昇

の
把

握
が

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

 

②
 

防
爆

型
 

煙
感

知
器
 

・
煙

を
検

出
す

る
た

め
に

感
知

器
に

イ
オ

ン
室

を
設

け
，

煙
が

イ
オ

ン
室

に
流

入
し

た
と

き
の

イ
オ

ン
電

流
の

変

化
を
火
災
信
号
に
変
換
す
る
こ
と
で

煙
を
感
知

す
る

。
 

・
炎

が
生

じ
る

前
の

発
煙

段
階

か
ら

の
煙

の
早

期
感

知
が

可
能
で
あ
る
。
 

・
全

閉
構

造
で

あ
り

可
燃

性
ガ

ス
又

は
引

火
性

の
蒸

気
が

感
知

器
内

部
に

侵
入

し
て

爆
発

を
生

じ
た

場
合

に
，

爆
発

に
よ

る
火

炎
が

当
該

火
災

感
知

器
の

外
部

の
ガ

ス
又

は
蒸
気
に
点
火
し
な
い
。
 

適
切

な
個
所
 

・
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

所

（
蓄

電
池
室

等
）
 

不
適

な
場
所
 

・
ガ

ス
，

蒸
気

等
が

日

常
的

に
発

生
す

る
場

所
 

・
湿

気
が
多

い
場
所
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的
で

あ
る
が

，
防
爆

型
に

お
い

て
は
，
こ

の
信

号
を
連

続
的

に
処

理
す

る
こ

と
が

可
能

な
シ

ス
テ

ム
が
開

発
さ
れ

て
い
な

い
。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か
ら

放
射

線
に

よ
り

故
障

の
可

能
性

が

あ
る
。
 

 

③
 

煙
吸

引
式
 

検
出

設
備
 

・
感

知
対

象
エ

リ
ア

の
煙

を
フ

ァ
ン

に
よ

っ
て

吸
引

し
て

感
知

器
内

に
取

り
込

む
と

，
感

知
器

内
の

発
光

素
子

の
光

が
煙

に
よ

っ
て

散
乱

し
，

受
光

素
子

に
光

が
あ

た
る

こ
と
で
煙
を
感
知
す
る
。
 

・
炎

が
生

じ
る

前
の

発
煙

段
階

か
ら

の
煙

の
早

期
感

知
が

可
能
で
あ
る
。
 

・
検

出
部

位
を

監
視

対
象

エ
リ

ア
外

に
設

置
す

る
こ

と
が

可
能
で
あ
り
高
放
射
線
エ
リ
ア
に
適
用
可
能
で

あ
る

。
 

適
切

な
箇
所
 

・
高

線
量
エ

リ
ア
 

(
検

出
器

部
位

を
当

エ
リ

ア
外
に

配
置

) 

ア
ナ

ロ
グ
式
 

・
一

般
的

な
ア

ナ
ロ

グ
式
検

知
素
子

及
び

制
御

器
等

を
組

み
合

わ
せ

て
構

成
し
て

い
る
。
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

り
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

,
急

激
な

煙
濃

度
上

昇
の

把

握
が

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て
い
る
が

,検
出

部
位

を
監

視
対

象
エ

リ
ア

外
に

配
置

す
る

こ
と

が
可

能

で
あ

り
高

放
射

線
量

エ
リ

ア
に

適
用

可
能
で
あ
る
。
 

 

 

図
：
煙

吸
引
式

検
出
設
備
構
造
 

図
：
設
置
イ
メ
ー
ジ

 

煙
吸
引
式
検
出
設
備

 監
視
対
象

 
エ
リ
ア

 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
管

 

図
：
防
爆
型
煙
感
知
器
の
外
形

 

（
火
花
や
高
熱
を
発
生
し
な
い

 

本
質
安
全
防
爆
構
造
）

 
図
：
煙
感
知
器
の
原
理

 

図
：
煙
感
知
器

の
原
理

 
図
：
煙
感
知
器
の
外
形
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型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
放
射
線
の
影
響
 

概
要
図
 

④
 

熱
感

知
器
 

・
温

度
検

知
素

子
に

よ
り

感
知

器
周

辺
の

雰
囲

気
温

度
を

感
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
，

温
度

上
昇

し
た

場
合

に
火

災
と

し
て

感
知

す
る
。

【
適

応
高
さ
の
例
】
 

 
8m

以
下
 

【
設

置
範
囲
の
例
】

※
１
 

15
m
2 ～

70
m
2
あ
た
り

1
個
 

適
切

な
場
所
 

・
小

空
間
（

室
内
）

不
適

な
場
所

・
火

災
原

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
，

温
度

上
昇

が
遅

い
と

考

え
ら

れ
る
場

所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

り
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

,
急

激
な

温
度

上
昇

の
把

握
が

可
能

で
あ

る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

⑤
 

熱
感

知
器
 

（
接

点
式
）
 

・
バ

イ
メ

タ
ル

が
受

熱
に

よ
り

反
転

し
て

接
点

が
閉

じ
る

こ
と
で
火
災
と
し
て

感
知
す
る
。

・
炎

が
生
じ

,温
度
上
昇
し
た
場
合
に
火
災
と
し
て

感
知
す

る
。

適
切

な
箇
所
 

・
高

線
量
エ

リ
ア

不
適

な
場
所

・
火

災
源

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
,
温

度
上

昇
が

遅
い

と
考

え
ら

れ
る
場

合

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
感

知
器

か
ら

出
力

さ
れ
る

信
号
は

接
点

の
オ
ン

オ
フ
の

み
で
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

せ
ず

,接
点
方
式
で

あ
る

こ
と

か
ら

放
射

線
の

影
響

を
受

け
に
く
い
。
 

⑥
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

⑫
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

・
温

度
検

知
素

子
に

よ
り

感
知

器
周

辺
の

雰
囲

気
温

度
を

感
知
す
る
。

・
炎

が
生
じ

,温
度
上
昇
し
た
場
合
に
火
災
と
し
て

感
知
す

る
。

・
全

閉
構

造
で

あ
り

可
燃

性
ガ

ス
又

は
引

火
性

の
蒸

気
が

感
知

器
内

部
に

進
入

し
て

爆
発

を
生

じ
た

場
合

に
,
当

該
感

知
器

が
爆

発
圧

力
に

耐
え

,
か

つ
,
爆

発
に

よ
る

火

炎
が

当
該

火
災

感
知

器
の

外
部

の
ガ

ス
又

は
蒸

気
に

点
火

し
な
い
。

適
切

な
箇
所
 

・
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

所
(蓄

電
池

室
等

)
不

適
な

場
所
 

・
火

災
源

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
,
温

度
上

昇
が

遅
い

と
考

え
ら

れ
る
場

合

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

出
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

が
一

定
の

温
度

以
上

に
な

っ
た

時
に

火
災
信

号
を
発

信
す
る

。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
せ
ず

,接
点
方
式
で

あ
る

こ
と

か
ら

放

射
線

の
影

響
を

受
け
に
く
い
。
 

図
：
防
爆
型
熱
感
知
器
の
外
形

 

（
火
花
や
高
熱
を
発
生
し
な
い
本
質
安
全
防
爆
構
造
）

図
：
熱
感
知
器
（
接
点
式
）
の
原
理

 

図
：
熱

感
知
器
（
接
点
式
）
の
原
理

 

図
：
熱
感
知
器
（
接
点
式
）
の
外
形

 

図
：
熱
感
知
器

の
原
理

 
図
：
熱
感
知
器
の
外
形
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型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

放
射
線
の
影
響
 

概
要
図
 

⑦
 

炎
感

知
器
 

・
偏

光
フ

ィ
ル

タ
及

び
受

光
素

子
に

よ
り

炎
特

有
の

波
長

の
赤
外
線
及
び
ち
ら
つ
き
を
検
知
す
る
。

 
・

炎
が

生
じ

た
時

点
で

感
知

す
る

こ
と

か
ら

早
期

の
火

災
感

知
が
可
能
で
あ
る
。
 

・
防

塵
,
防

水
構

造
の

ハ
ウ

ジ
ン

グ
を

有
し

て
お

り
,
屋

外
で

も
使
用
可
能
で
あ
る
。
 

【
適

用
高
さ
の
例
】
 

 
20
m
以
上

 

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間
 

・
小

空
間
 

不
適

切
な
場

所
 

・
構

築
物

等
が

多
く

，
死

角
の

多
い

場
所
 

・
天

井
が

低
く

，
監

視

空
間

が
小
さ

い
場
所
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

る
が

,
炎

感
知

器

に
お

い
て

は
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

シ
ス

テ
ム

が
開

発
さ

れ
て

い
な

い
。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か

ら
放

射
線

に
よ

り
故

障
の

可
能

性
が

あ
る
。
 

 

⑧
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

 
⑬

 

防
爆

型
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

・
偏

光
フ

ィ
ル

タ
及

び
受

光
素

子
に

よ
り

炎
特

有
の

波
長

の
赤
外
線
及
び
ち
ら
つ
き
を
検
知
す
る
。

 

・
炎

が
生

じ
た

時
点

で
感

知
す

る
こ

と
か

ら
早

期
の

火
災

感
知
が
可
能

で
あ
る
。
 

・
防

塵
,
防

水
構

造
の

ハ
ウ

ジ
ン

グ
を

有
し

て
お

り
,
屋

外

で
も
使
用
可
能
で
あ
る
。
 

・
全

閉
構

造
で

あ
り

可
燃

性
ガ

ス
又

は
引

火
性

の
蒸

気
が

感
知

器
内

部
に

進
入

し
て

爆
発

を
生

じ
た

場
合

に
,
当

該
感

知
器

が
爆

発
圧

力
に

耐
え

,
か

つ
,
爆

発
に

よ
る

火
炎

が
当

該
火

災
感

知
器

の
外

部
の

ガ
ス

又
は

蒸
気

に
点

火
し
な
い
。
 

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間
(屋

外
) 

不
適

切
な
場

所
 

・
構

築
物

等
が

多
い

場
所

 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

る
が

,
炎

感
知

器
に

お
い

て
は

,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

シ
ス

テ
ム

が
開

発
さ

れ
て

い
な

い
。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

 

⑨
 

屋
外

仕
様
熱

感
知

カ
メ
ラ

（
赤

外
線
）
 

・
赤

外
線

に
よ

っ
て

対
象

箇
所

が
発

す
る

熱
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
と
ら
え
温
度
を
監
視
す
る
。
 

・
熱

感
知

カ
メ

ラ
か

ら
の

信
号

が
設

定
温

度
（

8
0
℃

：
設

定
値

は
変

更
可

）
を

超
え

る
と

，
受

信
機

は
火

災
と

感
知

し
て
ア
ラ
ー
ム
を
吹
鳴
す
る
。
 

・
熱

サ
ー

モ
グ

ラ
フ

ィ
機

能
等

に
よ

る
火

源
の

特
定

が
可

能
で
あ
る
。
 

・
防

塵
，

防
水

構
造

の
ハ

ウ
ジ

ン
グ

を
有

し
て

お
り

，
屋

外
で
も
使
用
可
能
で
あ
る
。
 

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間
（

屋
外
）
 

不
適

切
な
場

所
 

・
構

築
物

等
が

多
い

場

所
 

ア
ナ

ロ
グ
式
 

・
熱

感
知

カ
メ

ラ
か

ら
出
力

さ
れ
る

信
号

は
連
続

的
で
あ

り
，
受

信
機

で
は

サ
ー

モ
グ

ラ
フ

ィ
画

像
に

よ
り

平
常
時

の
状
態

を
監
視

し
，

急
激

な
温

度
上

昇
の

把
握

が
可

能
で

あ
る

。
な

お
，
受

信
機

は
熱

感
知

カ
メ

ラ
か

ら
の

信
号

が
設

定
値

を
超

え
る

と
火

災
と

感
知

し
て

ア
ラ
ー

ム
を
吹

鳴
す
る

。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か

ら
放

射
線

に
よ

り
故

障
の

可
能

性
が

あ
る
。
 

 

 

遮
光
カ
バ
ー

 

 
 

 

遮
光
カ
バ
ー

 

図
：
炎
感
知
器
の
原
理

 
 

図
：
炎
感
知
器

（
屋
外
仕
様
）

の
概
要

 
 

図
：
炎
感
知
器
の
原
理

 
 

図
：
炎
感
知
器
の
外
形

 
 

図
：
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
る
温
度
監
視
／
火
災
感
知
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型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
放
射
線
の
影
響
 

概
要
図

⑩
 

光
電

分
離
型

煙
感

知
器
 

・
赤

外
光

を
発

す
る

送
光

部
か

ら
そ

れ
を

受
け

る
受

光
部

の
光

路
上

を
煙

が
遮

っ
た

時
の

受
光

量
の

変
化

で
火

災

を
検
出
す
る
。

・
送

・
受
光
部
の
感
知
器
で
公
称
監
視
距
離

5～
10
0ｍ

の
範

囲
を
監
視
で
き
る
。

・
従

来
品

の
煙

感
知

器
の

設
置

が
適

さ
な

い
高

天
井

の
空

間
へ
の
設
置
に
適
す
る
。

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間

・
高

天
井
フ

ロ
ア

不
適

切
な
場

所

・
ガ

ス
，

蒸
気

等
が

恒
常

的
に

発
生

す
る

場
所

・
湿

気
が
多

い
場
所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的
で

あ
り
，
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

，
急
激

な
煙
濃

度
上
昇

の
把

握
が

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か

ら
放

射
線

に
よ

り
故

障
の

可
能

性
が

あ
る
。
 

⑪
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

・
温

度
検

知
素

子
に

よ
り

感
知

器
周

辺
の

雰
囲

気
温

度
を

感
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
，

温
度

上
昇

し
た

場
合

に
火

災
と

し
て

感
知

す
る
。

・
端

子
部

分
が

コ
ー

キ
ン

グ
さ

れ
て

い
る

た
め

，
屋

外
で

も
使
用
可
能
で
あ
る
。

適
切

な
場
所
 

・
小

空
間
（

室
内
）

不
適

な
場
所

・
火

災
原

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
，

温
度

上
昇

が
遅

い
と

考
え

ら

れ
る

場
所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

り
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

,
急

激
な

温
度

上
昇

の
把

握
が

可
能

で
あ

る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

※
１
：
消

防
法
施

行
規

則
第

23
条

で
定

め
る

設
置

範
囲
に
よ
る

図
：
光
電
分
離
型

 
煙
感
知
器
の
原
理

 
図
：
光
電
分
離
型

 
熱
感
知
器
の
外
形

 

図
：
熱
感
知
器

の
原
理

 
図
：
熱
感
知
器
の
外
形
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添付資料２ 

 

 

島根原子力発電所２号炉の 

重大事故等対処施設における火災感知器 

の配置を明示した図面 
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別紙１ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災感知器及び消火設備の部屋別設置状況について 

※１：原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，火災防護
対策が必要な機器であり，耐震 Sクラスまたは Ss機能維持設計 

※２：「－」については消防法又は建築基準法に基づく感知器設置個所
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添付資料３ 

 

 

島根原子力発電所２号炉の 

重大事故等対処施設のうち屋外設備の 

火災感知範囲について 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

火災感知設備の感知範囲（ガスタービン発電機用軽油タンク） 
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41-5 重大事故等対処施設が設置される

火災区域又は火災区画の消火設備について 
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等への影響について 

添付資料５ 島根原子力発電所２号炉における狭隘な場所へのハロン消火剤の有

効性について 

添付資料６ 島根原子力発電所２号炉におけるガス消火設備の消火能力について 

添付資料７ 島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設の消火設備の

必要容量について 

添付資料８ 島根原子力発電所２号炉における消火栓配置図並びに手動消火の対

象となる低耐震クラス機器リスト 

添付資料９ 島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設における屋外

消火栓の配置図 

添付資料10 島根原子力発電所２号炉における移動式消火設備について 

添付資料11 島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設周辺の可燃物

等の状況について 
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重大事故等対処施設が設置される 

火災区域又は火災区画の消火設備について 

1. 概要

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設への火災を早期に消火

するために設置する消火設備について以下に示す。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における消火設備の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造

物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区

域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火

災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及

び消火を行える設計であること。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料１に示す。 
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3. 消火設備について

島根原子力発電所２号炉において，重大事故等対処施設に火災が発生した場合

に，火災を早期に消火するため，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知・

消火」に基づき「消火設備」を設置する。 

3.1. 消火設備の設置必要箇所の選定 

 火災防護に係る審査基準では，「2.2 火災の感知・消火」において，火災時

の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる場所に対する固定

式消火設備の設置を要求している。 

 このことから，消火活動が困難となる場所への消火設備の設置要否を検討す

ることとする。 

  重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備を設置する

火災区域又は火災区画については原則煙の充満により消火活動が困難となる

場所として選定し，煙の影響が考えにくい火災区域又は火災区画については「4. 

消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に検討する。 

また，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は

火災区画のうち，火災により重大事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれが考え

にくい火災区域又は火災区画については「5.火災により重大事故等対処施設へ

影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に

検討する。 

3.2. 消火設備の概要 

3.2.1. 全域ガス消火設備 

全域ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知・消火」

に基づき，火災時の煙の充満又は放射線の影響により消火が困難となる可能

性も考慮し，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設

備を設置する火災区域又は火災区画の早期の消火を目的として設置する。 

具体的には，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響をうける

設備を設置する火災区域又は火災区画であって，火災時に煙の充満又は放射

線の影響により消火が困難となるところに対しては，火災防護に係る審査基

準の「2.2 火災の感知・消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操

作により起動する「全域ガス消火設備」を設置する。全域ガス消火設備の概

要を添付資料２に全域ガス消火設備の耐震設計を添付資料３に示す。 

設置にあたっては火災の直接影響のみならず，二次的影響が重大事故等対

処施設に悪影響を及ぼさないような設計とし，設置した火災区域又は火災区

画に応じて，動的機器の単一故障により，機能を喪失することがないよう重

大事故等対処施設と設計基準対象施設の配置に応じた独立性を備える設計

とする。 

また，建物内設備となることから，凍結，風水害による影響は考えにくく，
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地震に対しては添付資料３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。そ

の他の落雷，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響，生物

学的事象及び森林火災についても建物内に設置する設計とすることから，影

響は考えにくいが，機能が阻害される場合は，原因の除去又は早期取替え，

復旧を図る設計とする。 

全域ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の

作動確認を実施する。 

また，全域ガス消火設備の設置に伴い，消火能力を維持するため，自動ダ

ンパの設置又は空調設備の手動停止による消火剤の流出防止や安全対策の

ための警報装置の設置を行う。さらに，全域ガス消火設備起動時に扉が「開」

状態では消火剤が流出することから，扉を「閉」運用とするよう手順等に定

める。 

また，消火設備起動後には，発電所内に設置している避難誘導灯及び安全

避難通路等により屋外等の安全な場所へ避難することが可能である。 

重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響をうける設備を設置す

る場所の全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも電源が確保できるよう，

非常用電源から受電する。また，外部電源喪失時に代替交流電源設備による

非常用電源の供給が開始されるまでの時間を考慮して70分以上の設備の作

動に必要な容量を有する内蔵型の蓄電池を設置する。 

全域ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭

隘な場所への消火剤（ハロン1301）の有効性を添付資料５に，全域ガス消火

設備の消火能力を添付資料６に示す。 

なお，添付資料４に示すように全域ガス消火設備の動作に伴う人体への影

響はないが，人身安全を考慮し全域ガス消火設備の動作時に退避警報を発信

する設計とする。 

 

3.2.2.局所ガス消火設備 

局所ガス消火設備は，火災時の煙の充満又は放射線の影響により消火が困

難となる可能性も考慮し，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影

響を受ける設備を設置する原子炉建物オペレーティングフロアの早期の消

火を目的として設置する。（添付資料 11） 

具体的には，重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける

設備を設置する原子炉建物オペレーティングフロアのケーブルトレイに対

して，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，自動

又は現場での手動操作により起動する「局所ガス消火設備」を設置する。 

局所ガス消火設備の概要を添付資料２に，局所ガス消火設備の耐震設計を

添付資料３に示す。設置に当たっては火災の直接影響のみならず二次的影響

が重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさないような設計とする。また，建物

内設備となることから凍結，風水害による影響は考えにくく，地震に対して
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は添付資料３に示すとおりの耐震性を確保する設計とする。その他の落雷，

津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響，生物学的事象及び

森林火災についても建物内に設置されており影響は考えにくいが，機能が阻

害される場合は原因の除去又は早期取替，復旧を図る設計とする。 

局所ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の

作動確認を実施する。 

また，局所ガス消火設備の対象に応じて周囲にガスの影響が及ぶ場合は，

安全対策のための警報装置の設置を行う。また，外部電源喪失時にも固定式

消火設備が動作できるよう，電源不要の構成とする。 

局所ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭

隘な場所への消火剤（FK-5-1-12）の有効性を添付資料５に，局所ガス消火

設備の消火能力を添付資料６に示す。 

島根原子力発電所２号炉における各固定式消火設備の消火剤の必要容量

を添付資料７に示す。また，全域ガス消火設備の配置図については，補足説

明資料41-3の添付資料１に示す。 

以上により，消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に対して自動又

は中央制御室からの手動操作により起動する固定式消火設備を設置し，必要

な消火剤の容量を確保すること，火災の二次的影響を考慮した設計とするこ

と，外部電源喪失時にも機能を失わないような設計とすること，故障警報を

中央制御室に吹鳴する設計とすること，作動前に警報を吹鳴させる設計とす

ること，屋内設置により凍結，風水害等に対して消火設備の性能が著しく阻

害されるものではないこと，安全機能を有する機器等の耐震クラスに応じて

耐震性を確保すること， 消火剤の種類は誤動作時の安全機能への影響を考

慮して選定していることから， 火災防護に係る審査基準に適合するものと

考える。 

3.2.3. 消火器及び水消火設備について 

重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響を受ける設備の消火が

早期に行えるよう，消火器，消火栓及び消火活動範囲を踏まえた必要数量の

消火ホースを配置する。優先的な水消火設備の使用が想定される火災区域又

は火災区画にあっては，消火水による重大事故等対処施設への影響を考慮し，

必要な対策を講じる設計とする。 

なお，水消火設備に必要な消火水の容量について，屋内消火栓は消防法施

行令第十一条，屋外消火栓は消防法施行令第十九条に基づき算出した容量と

する。 
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・消防法施行令第十一条の要求

屋内消火栓必要水量 ＝ ２（個の消火栓）×130 l/min×２時間

＝ 31.2m3 

・消防法施行令第十九条の要求

屋外消火栓必要水量  ＝２（個の消火栓）×350 l/min×２時間

＝ 84.0m3 

従って，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓必要水量

の総和となり，31.2m3＋84.0m3 = 115.2m3 ≒120m3 

(1) ２号炉廻り消火系

水消火設備のうち，水源の補助消火水槽については，供給先である屋内消

火栓並びに屋外消火栓に関し２時間以上の放水に必要な水量（120㎥）に対

して十分な水量（A-補助消火水槽：約200㎥，B-補助消火水槽：約200㎥）を

確保している。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定格容量1,200 l/min）

を２台有し，多重性を備えている。ポンプの容量については，消防法施行規

則にて要求される屋内消火栓並びに屋外消火栓の必要流量（150 l/min×２

台＋400 l/min×２台 = 1,100 l/min）に対して十分な容量を有しており，

設置場所についても風水害に対して性能を著しく阻害されないよう止水対

策を施した建物に設置する。（第41-5-1図） 

非常用電源より

2号炉屋内消火栓

屋外消火栓

補助消火水槽
約200m3

電動機駆動消火ポンプ

非常用電源より

補助消火水槽
約200m3

第41-5-1図 ２号炉廻り消火系の概要 

(2) 44m盤消火系

水消火設備のうち，水源の44m盤消火タンクについては，供給先である屋

内消火栓並びに屋外消火栓に関し２時間以上の放水に必要な水量（120㎥）

に対して十分な水量（A-44m盤消火タンク：約150㎥，B-44m盤消火タンク：

約150㎥）を確保している。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定格容量1,170 l/min）

を２台有し，多重性を備えている。ポンプの容量については，消防法施行規
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則にて要求される屋内消火栓並びに屋外消火栓の必要流量（150 l/min×２

台＋400 l/min×２台 = 1,100 l/min）に対して十分な容量を有しており，

設置場所についても風水害に対して性能を著しく阻害されないよう止水対

策を施した建物に設置する。（第41-5-2図） 

非常用電源より

GTG建物屋内消火栓

屋外消火栓

消火タンク
約150m3

電動機駆動消火ポンプ

非常用電源より

消火タンク
約150m3

 

第41-5-2図 44m盤消火系の概要 

 

(3)45m盤消火系 

水消火設備のうち，水源の45m盤消火タンクについては，供給先である屋

外消火栓に関し２時間以上の放水に必要な水量（84㎥）に対して十分な水量

（A-45m盤消火タンク：約150㎥，B-45m盤消火タンク：約150㎥）を確保して

いる。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定格容量840 l/min）

を２台有し，多重性を備えている。ポンプの容量については，消防法施行規

則にて要求される屋外消火栓の必要流量（400 l/min×２台 = 800 l/min）

に対して十分な容量を有しており，設置場所についても風水害に対して性能

を著しく阻害されないよう止水対策を施した建物に設置する。（第41-5-3図） 

非常用電源より

消火タンク
約150m3

電動機駆動消火ポンプ

非常用電源より

消火タンク
約150m3

屋外消火栓

 

第41-5-3図 45m盤消火系の概要 

 

(4)サイトバンカ建物消火系 

水消火設備のうち，水源のサイトバンカ建物消火タンクについては，供給

先である屋内消火栓に関し２時間以上の放水に必要な水量（31.2m3）に対し

て十分な水量（A-サイトバンカ建物消火タンク：約45㎥，B-サイトバンカ建

物消火タンク：約45㎥）を確保している。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定格容量340 l/min）
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を２台有し，多重性を備えている。ポンプの容量については，消防法施行規

則にて要求される屋内消火栓の必要流量（150 l/min×２台= 300 l/min）に

対して十分な容量を有しており，設置場所についても風水害に対して性能を

著しく阻害されないよう止水対策を施した建物に設置する。（第41-5-4図） 

非常用電源より

消火タンク
約45m3

電動機駆動消火ポンプ

非常用電源より

消火タンク
約45m3

サイトバンカ建物
屋内消火栓

第41-5-4図 サイトバンカ建物消火系の概要 

(5)50m盤消火系

水消火設備のうち，水源の50m盤消火タンクについては，供給先である屋

外消火栓に関し２時間以上の放水に必要な水量（84㎥）に対して十分な水量

（A-50m盤消火タンク：約150㎥，B-50m盤消火タンク：約150㎥）を確保して

いる。 

また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ（定格容量1,170 l/min）

を２台有し，多重性を備えている。ポンプの容量については，消防法施行規

則にて要求される屋外消火栓の必要流量（400 l/min×２台 = 800 l/min）

に対して十分な容量を有しており，設置場所についても風水害に対して性能

を著しく阻害されないよう止水対策を施した建物に設置する。（第41-5-5図） 

非常用電源より

消火タンク
約150m3

電動機駆動消火ポンプ

非常用電源より

消火タンク
約150m3

屋外消火栓

第41-5-5図 50m盤消火系の概要 

その他，消防法に基づいたろ過水タンク（１号：約3,000㎥，２号：約3,000

㎥）を水源とする既存消火系を有しており，２号炉廻り消火系のバックアッ

プが可能となる設計としている。また，変圧器消火水槽（約220㎥）を水源

とする消火系を設置している。（第41-5-6図） 
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第41-5-6図 消火系の水源の供給範囲概要図 

また，水消火設備の耐震クラスについては，これまで耐震Ｃクラスとして

整理されているが，火災防護に係る審査基準において消火設備に対して地震

等の自然現象によっても消火の機能，性能が維持される設計であることが求

められている。建物内の重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響

をうける設備が設置される火災区域又は火災区画については，Ｓｓ機能維持

された固定式消火設備が設置され，地震後も消火機能が維持される。 

一部の火災区域又は火災区画については，固定式消火設備を設けていない

が，内包する可燃物量（火災の発生・延焼が考えにくい弁のグリス・計装ラ

ック，金属筐体に覆われた分電盤等を除く）について1,000MJ，等価火災時

間0.1 時間を基準として設け，現場の詳細な調査の結果，添付資料11に示す

とおりいずれの可燃物についても金属製筐体に覆われ，煙が充満しにくく，

可燃物間の相互の延焼防止が図られ大規模な火災や煙が発生しにくい環境

であることを確認しており，消火器による手動消火活動が可能であると考え

る。また，消火器については，基準地震動に対して転倒，破損等しないよう

固縛を行うものとする。添付資料８に配置を示す。 

なお，地震後の手動消火活動への影響を考慮すると，低耐震クラスの油内

包機器からの油漏えい火災又は電源盤からの火災発生が考えられる。重大事

故等対処施設を有する火災区域又は火災区画＊のうち，固定式消火設備を設

けない火災区域又は火災区画とそれらの火災区域又は火災区画に設置され

た低耐震クラス機器について添付資料８に示す。添付資料８に示すとおり，
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低耐震クラス機器については，以下のとおり分類され，また，火災による安

全機能への影響を考慮し，耐震性の確保を行うことから，消火器による手動

消火に影響を与えないと考える。 

① 可燃物量が特に大きく，通常時に発火の可能性が否定できないことか

らＳｓ機能維持された局所固定式消火設備の設置対象としている機器 

② 金属筐体に覆われ，外部への影響が考えにくく，可燃物量が少ない機

器であることから，消火器による手動消火が可能な機器 

③ 使用時のみ電源を入れ，使用中の発火の際は周囲の作業員により初期

消火活動が可能な機器 

④ 屋外の火災区域又は火災区画に設置されており，移動式消火設備によ

る消火活動が可能な機器 

＊リスト上は安全機能を有する火災区域を含む 

 よって，固定式消火設備を設置しない火災区域又は火災区画について，地

震後も消火器による手動消火活動が可能と考えることから，消火機能が維持

される。屋外の火災区域又は火災区画については消火器による手動消火活動

又は移動式消火設備を基準地震動Ssに対して転倒しない設計とすることか

ら，消火機能が維持される。 

以上より，地震後も固定式消火設備，消火器，移動式消火設備によって各

火災区域又は火災区画の消火機能が維持される（第41-5-7図）ことから，水

源・ポンプを含む水消火設備は耐震Ｃクラスとする。 

 ただし，消火配管は，地震時における地盤変位対策として，消火配管の建

物接続部には機械式継手を採用しないこととし，消火配管の地上化及びトレ

ンチ内設置並びに連結送水口の設置を考慮した設計とする。また，消火配管

が屋外設置であることを踏まえ，保温材の取付けや不凍式消火栓の採用とい

った凍結防止の対策を講じる。 

屋外設置された水消火設備の機器が，その他の落雷，津波，洪水，竜巻，

降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響，生物学的事象及び森林火災とい

った自然現象によって機能を阻害される場合は，原因の除去又は早期の取替，

復旧を図る設計とする。 

消火用水供給系は，復水輸送系等と共用する場合には，隔離弁を設置して

遮断する措置により，消火用水供給系の供給を優先する設計とする。なお，

現時点では水道水系等とは共用していない。 

なお，消火栓は，消防法施行令第十一条「屋内消火栓設備に関する基準」

及び消防法施行令第十九条「屋外消火栓設備に関する基準」に基づき，すべ

ての火災区域又は火災区画を消火できるように設置する。屋内の消火栓の配

置を添付資料８に，屋外の消火栓の配置を添付資料９に示す。 

消火器は，消防法施行規則第六条「大型消火器以外の消火器具の設置」及

び消防法施行規則第七条「大型消火器の設置」に基づき設置する。 
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以上により，消火用水供給系について水源の多重化，ポンプの多重化を図

ること，消防法施行令に基づき必要な水量，ポンプ容量を備える設計とする

こと，地震時の地盤変位や風水害，凍結等を考慮した設計とすることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

また，消火栓に関して，全ての火災区域又は火災区画を消火できるように

設置すること，消防法施行令に基づき必要な容量を確保することから，火災

防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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第41-5-7図 重大事故等対処施設を有する火災区域又は火災区画における 

消火設備の耐震性について 

全域ガス消火設備（Ｓｓ） 
耐震Ｂ，Ｃクラス機器のＳｓ時の破損防止 

Yes 

重大事故等対処設備（Ｓｓ）を 

内包する火災区域（区画） 

Yes 

No 

必要量以上の消火器設置（Ｓｓ） 
耐震Ｂ，Ｃクラス機器のＳｓ時の破損防止 
移動式消火設備による消火 

Yes 

局所ガス消火設備（Ｓｓ） No 

No 

内包可燃物量が少量で
発煙により消火活動に
影響を与えないか 

全域ハロン消火設備の 

設置が適する区域か 

火災発生により煙充満の 
おそれがある大規模可燃物 
があるか 
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3.2.4．移動式消火設備について 

移動式消火設備については，化学消防自動車１台を配備し，消火ホース等の

資機材を備え付けている。添付資料10に，移動式消火設備について示す。 

また，消火用水のバックアップラインとして屋外に設置された連結送水口に

移動式消火設備を接続することで，建物内の屋内消火栓に対しても給水が可能

である。 

移動式消火設備については，屋外の重大事故等対処施設を有する火災区域又

は火災区画の消火に用いることから，地震により転倒しない設計とする。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊詰め所（免

震重要棟）に24時間体制で配置している自衛消防隊にて実施する。 

以上より，移動式消火設備を配備していることから火災防護に係る審査基準

に適合しているものと考える。 
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4. 消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方

火災防護に係る審査基準の「2.2.1 (2) 消火設備」では，重大事故等対処施設

を設置する火災区域又は火災区画であって，火災時に煙の充満又は放射線の影響

により消火活動が困難なところには，自動消火又は手動操作による固定式消火設

備の設置が要求されていることから，ここでは「火災時に煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難な火災区域又は火災区画」の選定方針について示す。 

島根原子力発電所２号炉では，補足説明資料41-2「火災による損傷の防止を行

う重大事故等対処施設の分類について」の添付資料１「重大事故等対処施設一覧

表」に記載されている設備等を設置する火災区域又は火災区画は，基本的に「火

災時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところ」として設定す

る。 

ただし，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

かを考慮した結果，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない場所として以下を選定する。これらについては，消火活動により消

火を行う。 

(1) 中央制御室

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及

び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一火災

によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって

排煙が可能であることから，消火活動が困難とならない場所として選定する。 

このため，中央制御室は消火器で消火を行う設計とする。 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室は，固

有の信号を発する異なる感知方式の感知器（煙感知器と熱感知器），及び中央

制御室からの手動操作により早期の起動も可能な全域ガス消火設備（消火剤は

ハロン1301）を設置する設計とする。

(2) 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原子炉格納容器内

の空間体積（約7,900m3）に対してパージ用排風機の容量が約25,000m3/ｈであり，

排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域として

選定する。 

(3) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画

可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，火災源となる可燃物がほとんどな

いこと，持込み可燃物管理により火災荷重及び等価時間を低く抑えることから，

煙の充満により消火活動が困難とならない場所として選定する。（添付資料11） 
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これらの火災区域又は火災区画の消火については，消火器により消火活動を

行う設計とする。 

なお，消火器については，消火器の技術上の規格を定める省令により，各火

災源に対する消火試験にて消火能力が定められる。一般的な10型粉末消火器（普

通火災の消火能力単位：３，油火災の消火能力単位：７）について，消火能力

単位の測定試験時に用いられるガソリン火源（油火災の消火能力単位が７の場

合燃焼表面積1.4m2，体積42L）の発熱速度は，FDTs※1により算出すると3,100kW 

となる。また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，NUREG/CR-6850※2

の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の10％と仮定して算出すると1.8L（燃

焼表面積2.5m2）となるが，いずれの火災区域又は火災区画でもこれを上回る漏

えい火災が想定される潤滑油内包機器はない。 

一方，盤については，NUREG/CR-6850※2 表G-1 に示された発熱速度（98%信頼

上限値で最大1,002kW）を包絡していることを確認した。さらに，これらの火災

区域又は火災区画にケーブルトレイがないことを確認している。 

よって，これらの火災区域又は火災区画に対する消火手段として，消火器が

十分な消火能力を有しているものと考える。また，消火器の配備数としては消

防法施行規則第六，七条に基づき各フロアの床面積から算出される必要消火能

力単位を有する消火器を必要数，建物通路部に設置することに加え，裕度を見

込み可燃物が少ない火災区域又は火災区画の入口扉の内側近傍及び外側近傍に

普通火災の消火能力単位３以上の消火器を２個以上追加で設置する設計とする。

（第41-5-8図） 

なお，火災荷重の基準値である1,000MJについては，消火性能試験におけるガ

ソリン量42L（1,300MJ）とほぼ同等の可燃物量である。また，小型の盤や計装

ラックについても同程度の可燃物量であり，これらの可燃物について瞬間的な

発熱速度を考慮しても十分な消火が可能と考えることから，消火可能な可燃物

量の基準値として設けるものである。 

 

※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard Analysis Methods for the 

U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection Program”, 

NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities, Final Report, 

(NUREG/CR-6850, EPRI 1011989) 
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第41-5-8図 消火活動が困難でない火災区域又は火災区画に対する 

消火器の配置例 

(4) 屋外の火災区域又は火災区画

重大事故等対処施設のうち，火災により機能が影響をうける設備を設置する

屋外の火災区域又は火災区画については，火災が発生しても煙は充満しないこ

とから，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない場所とし

て選定する。 

このため，これらの火災区域又は火災区画は，消火器，消火栓又は移動式消

火設備により消火を行う。 

なお，屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリアについては，以下に

示す通り，消火活動が困難とならない場所として選定する。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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○ 屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア 

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルは，屋外の一部においては火災の

発生するおそれがないようケーブルを埋設して布設する。その他の屋外箇

所については電線管又はケーブルトレイに布設するが，屋外のため，煙の

充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。 

 

（5）ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対策所用燃料地下タン

ク設置区域 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域及び緊急時対策所用燃料地下タ

ンク設置区域は，屋外に設置されており，煙が大気に放出されることから，消

火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画として選定する。 

なお，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク室内には乾燥砂が，緊急時対策所用

燃料地下タンク室内にはコンクリートが充てんされており，タンク室内の火災

の発生は防止できる。 

 

（6）原子炉建物オペレーティングフロア 

原子炉建物オペレーティングフロアは，火災発生時に煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，煙の充満を

発生させるおそれのある可燃物（ケーブルトレイ）に対しては自動又は手動操

作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置する。 

合わせて，原子炉建物オペレーティングフロアは大空間となっているため，

煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域として選定する。 

 

5．火災により重大事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又

は火災区画の考え方 

以下に示す火災区域又は火災区画は，火災により重大事故等対処施設へ影響を

及ぼすおそれが考えにくいことから，消防法又は建築基準法に基づく消火を行う

設計とする。 

(1) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機

器のみを設置する火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構

成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構造物については流路､

バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消

防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。 

 

6. まとめ 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設の火災を早期に消火する

ための消火設備を下表に示す。（第41-5-1表） 
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第41-5-1表 島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設を設置する 

場所の消火設備 

消火設備 消火剤 必要消火剤量 主な消火対象 

全域ガス消火設備 ハロン1301 １m3あたり0.32kg 
煙の充満等により消火活動が困難な

火災区域又は火災区画 

局所ガス消火設備 FK-5-1-12 

１m3あたり 

0.84～1.46kgに開口

補償を見込む 

原子炉建物オペレーティングフロア

のケーブルトレイ 

水消火設備 

（消火栓） 
水 

130L/min以上（屋内） 
全火災区域又は火災区画 

350L/min以上（屋外） 

消火器 粉末等 

消防法施行規則第六，

七条に基づく必要数

に裕度を見込む 

煙の充満等により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画 
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添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋）
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添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(2) 消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流

出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系

統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量

の消火剤を備えること。

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。

d.移動式消火設備を配備すること。

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及

び機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に

設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であるこ

と。

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有

する構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、

火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、

自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設

置される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により

消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式

消火設備を設置すること。

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域

及びその出入通路に設置すること。

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、

以下に掲げるところによること。

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた

設計であること。

b.2時間の最大放水量を確保できる設計であること。

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場合には、隔離弁
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等を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計

であること。 

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含

むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計である

こと。

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げるところによるほ

か、固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警

報を吹鳴させる設計であること。

（参考） 

(2) 消火設備について

①－ｄ   移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第８３条第３号を踏ま

えて設置されていること。

①－ｇ   「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温

停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため

複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの

火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源

を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することが

ないことをいう。

①－ｈ－１ 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火

設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように

設計されていること。

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消

火設備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①－ｈ－２ 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガ

ス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式

消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がい

る場所には、ハロン1301 を除きガス系消火設備が設けられていないことを

確認すること。 

②－ｂ   消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧

力での最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される

固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての2時間は、米国原子力規制委員会

（NRC)が定めるRegulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide 1.189 

では、1,136,000リットル（1,136 m3）以上としている。 
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2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であるこ

と。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が設置さ

れている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷しSクラス機

器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求さ

れるところであるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震動による損傷に伴

う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されること

について確認されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのない

よう、設計に当たっては配置が考慮されていること。 
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備について 
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備について 

1. 設備構成及び系統構成

火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又

は火災区画並びに火災発生により煙の充満のおそれがある大規模可燃物がある

火災区域又は火災区画（原子炉建物オペレーティングフロア）に必要となる固定

式消火設備として，人体，設備への影響を考慮し，「全域ガス消火設備並びに局

所ガス消火設備」を設置する。 

ガス消火設備の仕様の概要を第１表に，単一の部屋に対して使用する専用型の

全域ガス消火設備を第１図に，複数の部屋の火災発生時に当該火災エリアを選択

する，選択型の全域ガス消火設備を第２図に示す。また原子炉建物オペレーティ

ングフロアに設置されているケーブルトレイに使用する局所ガス消火設備を第

３図に示す。 

なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。 

第１表 ガス消火設備の仕様の概要 

項 目 仕 様 

全域 

消火剤 

消火薬剤 ハロン1301

消火原理 燃焼連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備及び人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 火災感知器（複数の感知器のうち２系統の動作信号） 

放出方式 自動起動又は手動起動（中央制御室及び現場） 

消火方式 全域放出方式 

電 源 非常用電源及び蓄電池を盤内に設置 

局所 

消火剤 

消火薬剤 FK-5-1-12 

消火原理 燃焼連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備及び人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 センサーチューブ方式

放出方式 自動起動又は手動起動（現場） 

消火方式 局所放出方式 

電 源 電源不要 
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第１図 全域ガス消火設備の概要（専用型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 全域ガス消火設備の概要（選択型） 

ガス圧信号  

制御回路部 

手動起動信号（中央制御室） 

手動起動信号（現場） 

電気信号 

起動用ガス容器 

ユニット 

ガスボンベ 

 

防護エリア 

容器弁 

：AND回路 ：OR回路 ：煙感知器 ：熱感知器 

 

防護エリア 

電気信号 

起動用ガス容器 

ユニット 

ガスボンベ 

容器弁 

ガス圧信号 

 

防護エリア 

起動用ガス容器 

ユニット 

ガス圧信号 

 

制御回路部 

 

制御回路部 

選択弁 

選択弁 

：AND回路 ：OR回路 ：煙感知器 ：熱感知器 

手動起動信号（中央制御室）  

手動起動信号（現場） 

手動起動信号（中央制御室） 

手動起動信号（現場） 
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第３図 局所ガス消火設備の概要（ケーブルトレイ） 

 

圧力スイッチ 

中央制御室 

監視盤 

ガスボンベ 

動作検出信号 

消火配管 火災感知チューブ 

消火ノズル 

不燃材シート 

ケーブルトレイ 

ケーブル 
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2. 全域ガス消火設備の作動回路

2.1. 作動回路の概要 

消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時における全域ガス消火

設備作動までの信号の流れを第４図に示す。 

自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起動

条件としては，Ａ系の煙感知器または熱感知器のうち１台とＢ系の煙感知器また

は熱感知器のうち１台の両方作動により自動起動する設計とし，誤作動防止を図

っている。（第５図） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災範囲外）での手動操作による消火設

備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時においても，

早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のうち一方の誤

作動，不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう一方の感知

器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発生を確認

した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対応可能な設

計とする。 

第４図 全域ガス消火設備の火災時の信号の流れ 

第５図 全域ガス消火設備起動ロジック
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2.2. 全域ガス消火設備の系統構成 

(1) 全域ガス消火設備（専用型）

専用型は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後，一定時間後に

制御回路部から起動用ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。 

起動用ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，

ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信して，消火ガス

が放出される。 

全域ガス消火設備（専用型）の系統構成を第６図に示す。 

第６図 全域ガス消火設備（専用型）の系統構成 

ガス圧信号 

制御回路部 

手動起動信号（中央制御室） 

手動起動信号（現場） 

電気信号 

起動用ガス容器 

ユニット
ガスボンベ 

防護エリア 

容器弁 

：AND回路 ：OR回路 ：煙感知器 ：熱感知器 
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(2) 全域ガス消火設備（選択型） 

選択型は，複数の部屋に設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回

路部が受信した後，制御回路部から起動用ガス容器ユニットに対して放出電気

信号を発信する。 

起動用ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，

ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して，消火

ガスが放出される。 

全域ガス消火設備の系統構成（選択型）を第７図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７図 全域ガス消火設備の系統構成（選択型） 

 

防護エリア 

電気信号 

起動用ガス容器 

ユニット 

ガスボンベ 

容器弁 

ガス圧信号 

 

防護エリア 

起動用ガス容器 

ユニット 

ガス圧信号 

 

制御回路部 

 

制御回路部 

選択弁 

選択弁 

：AND回路 ：OR回路 ：煙感知器 ：熱感知器 

手動起動信号（中央制御室）  

手動起動信号（現場） 

手動起動信号（中央制御室） 

手動起動信号（現場） 
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3. 局所ガス消火設備の作動回路

3.1. 作動回路の概要 

ケーブルトレイの局所ガス消火設備に対しては火災区域又は火災区画に設

置する感知器とは別に，狭隘なケーブルトレイでも設置可能なセンサーチュー

ブ式の火災感知器を設置し，局所ガス消火設備が作動する設計とする。起動条

件としては，火災周辺のセンサーチューブが溶損することで圧力信号による火

災感知信号を発信し，消火ガスの放出を行う。簡略化された単純な構造である

ことから誤動作の可能性は小さく，万一，誤動作が発生した場合であっても機

器・人体に影響を及ぼさない。センサーチューブ式の局所ガス消火設備のケー

ブルトレイへの適用について，消火性能が確保されていることを別紙１に示す。 

中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計としており，人による火

災発見時においても，現場での手動起動が可能な設計とする。また，誤動作，

不動作により消火設備が自動起動しない場合であっても，火災区域又は火災区

画の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の

発生を確認した場合には，現場での手動起動により消火対応可能な設計とする。 

3.2. 局所ガス消火設備の系統構成 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置されているケーブルトレイに設

置する火災感知器（センサーチューブ）が火災により溶損するとチューブ内部

のガス圧が低下し，容器弁へ圧力信号が伝達される。圧力制御された容器弁が

圧力信号により開動作し，消火ガスが放出される。なお，圧力信号を電気信号

に変換し，消火ガスが放出されたことを中央制御室に警報として発報する。 

局所ガス消火設備の系統構成を第８図に示す。 

第８図 局所ガス消火設備の系統構成 

容器弁 ケーブルトレイ

中央制御室 

ガスボンベ 

ガス圧信号 

電気信号 
火災感知設備 

（センサーチューブ）
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別紙１ 

 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火性能について 

 

1．はじめに 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアにおいては，当

該フロアの可燃物量を考慮し，ケーブルトレイにチューブ式の局所ガス消火設備

を設置する設計とする。以下では，実証試験に基づき，チューブ式の局所ガス消

火設備がケーブルトレイ火災に対して有効であることを示す。 

 

2．チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

チューブ式局所ガス消火設備の概要を第１図に示す。チューブ式局所ガス消火

設備は，ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的に消火剤を放射し有効に消火す

ること等を目的とし，いくつかの国内防災メーカにおいて製造されている。一部

製品については，第１表に示す仕様において，ケーブルトレイ火災を有効に消火

するものであると日本消防設備安全センターから性能評定※を受けている。 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアのケーブルトレ

イに適用するチューブ式局所ガス消火設備についても，上記仕様と同等以上の設

計とし，消火性能を確保する。 

 

※出典：「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，型式記号：IHP-14.5」，

評 27-019 号，（一財）日本消防設備安全センター，平成 27年 9月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 チューブ式局所ガス消火設備の概要図 

50m 

消火ノズルの間隔は一定間隔 検知チューブ 

消火配管 

容器弁 

消火剤ボンベ 

消火ノズル 
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第１表 チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

構成部品 仕様 

消火剤 FK-5-1-12 

検
知
チ
ュ
ー
ブ

材質 ポリアミド系樹脂 

使用環境温度 -20～50℃

探知温度 150～180℃ 

内圧 1.8MPa 

消火配管 軟銅管 

消火ノズル個数 最大８個／セット 

消火剤ボンベ本数 １本／セット 
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3．電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験 

電力中央研究所の研究報告※において，原子力発電所への適用を目的として表１

に示す仕様のチューブ式局所ガス消火設備を用いたケーブルトレイ消火実証試験

を実施し，その結果有効であったことが示されている。 

 

※出典：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」，N14008，

電力中央研究所，平成 26年 11月 

 

以下では，電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示し，島根原子力

発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアのケーブルトレイ消火に有効

となることを示す。 

 

3.1．消火実証試験装置の仕様 

消火実証試験装置の概要と試験条件を第２図及び第２表に示す。実機状態を

模擬するため，消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の２種類としている。

垂直の場合には，火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し，ケーブル布

設方向（鉛直方向）に対して，検知チューブが直交するように一定間隔でＸ字

に検知チューブを配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に布設され

るケーブルが少ない箇所と複数ある箇所が存在するため，試験Ｈ１，Ｖ１では

ケーブルトレイ内のケーブルを１本のみとし，試験Ｈ２，Ｖ２では複数として

いる。着火方法は，過電流であり，電流の大きさはケーブルの許容電流の約６

倍の2,000Ａとしている。 

なお，電力中央研究所における消火実証試験では，チューブ式局所ガス消火

設備を火災防護対策における影響軽減に適用することが考慮されていたため，

ケーブルトレイは金属蓋付とし，さらにその周囲に耐火シートが巻かれた状態

であった。（第３図）島根原子力発電所２号炉においては，チューブ式局所ガス

消火設備を影響軽減対策には適用しないが，原子炉建物オペレーティングフロ

アのケーブルは蓋付ケーブルトレイに布設しているため，電力中央研究所にお

ける消火実証試験の試験条件と同様に，実機施工においてもケーブルトレイ外

部に漏えいしないよう，蓋付ケーブルトレイの周囲を延焼防止シートで覆う設

計とする。延焼防止シートの耐火性を別紙２，延焼防止シートを施工すること

によるケーブルの許容電流低減率への影響を別紙３，延焼防止シートのケーブ

ルトレイへの取付方法を別紙４にそれぞれ示す。 
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第２図 消火実証試験装置の概要 

第２表 消火実証試験の試験条件 

試験名 電流 
トレイ

姿勢
着火管理位置※１ 可燃物 ケーブルトレイ寸法

Ｈ１ 

2000A 

水平 
ケーブルトレイ

端部から 4m

6600V CV 3C150sq 1 本 
幅 1.8m※２×長さ

9.6m×高さ 0.15m Ｈ２ 
6600V CV 3C 150sq 3 本 

6600V CVT 3C 150sq 27 本 

Ｖ１ 

垂直 
ケーブルトレイ

上端部から 4m

6600V CV 3C150sq 1 本 
幅 1.8m※２×長さ

6.0m×高さ 0.25m Ｖ２ 
6600V CV 3C 150sq 3 本 

6600V CVT 3C 150sq 14 本 

※１：過電流による着火位置を管理するため，ケーブルに切り込みを入れている。

※２：島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアに設置するケーブルトレイは最大幅が

0.3m であるため，実機設計よりも試験条件の方がケーブルトレイ内の空間が広くなっている。このた

め，実機設計よりも火災感知及び消火されにくい条件であり，保守的な試験であると考える。 

第３図 消火実証試験用のケーブルトレイ外観 

消火実証試験用のケーブルトレイ 

（金属蓋付で周囲に耐火シートが巻かれている） 
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3.2．消火実証試験の結果 

3.2.1．試験Ｈ１の結果 

第４図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，

通電開始後30分35秒で着火した。着火から16秒後（通電開始後30分51秒後）

にチューブ式局所ガス消火設備（報告書ではFEと呼称）が作動し，消火する

ことが確認された（第５図）。 

第４図 試験Ｈ１における検知チューブ等の配置概要 

第５図 試験Ｈ１における発火・消火時の状態 
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3.2.2．試験Ｈ２の結果 

第６図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，

通電開始後32分29秒で着火した。着火から15秒後（通電開始から32分44秒後）

にチューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された（第７

図）。 

 

 

第６図 試験Ｈ２における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７図 試験Ｈ２における発火・消火時の状態 
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3.2.3．試験Ｖ１の結果 

第８図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，

通電開始後17分６秒で着火した。着火から１分39秒後（通電開始から18分45

秒後）にチューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された

（第９図）。 

第８図 試験Ｖ１における検知チューブ等の配置概要 

第９図 試験Ｖ１における発火・消火時の状態 
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3.2.4．試験Ｖ２の結果 

第10図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，

通電開始後18分14秒で着火した。着火から３分26秒後（通電開始から21分40

秒後）にチューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された

（第11図）。 

 

 

第 10 図 試験Ｖ２における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11図 試験Ｖ２における発火・消火時の状態 

 

以上から，実機を模擬したケーブルトレイの火災について，チューブ式局所ガ

ス消火設備が有効に機能することを確認した。 
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別紙２ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備に使用する

ケーブルトレイカバーについて

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアに設置するケー

ブルトレイ局所ガス消火設備は，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部

に漏えいしないように,ケーブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・

eco）で覆う設計とする（第１図）。ケーブルトレイを覆う延焼防止シートは酸素

指数 60以上であり，消防法上，難燃性又は不燃性を有する材料（酸素指数 26以

上）に指定される※。 

※出典：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成樹脂類の範囲）（指

定数量）」，消防予第 184号，消防庁予防救急課，昭和 54 年 10月 

第１図 延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要 

また，延焼防止シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で IEEE383 Std1974

に基づく垂直トレイ燃焼試験（20分間のバーナ加熱）を実施しても，第２図に示

すとおり，接炎による燃焼や破れ等は発生しないことを確認している※。 

よって，ケーブル火災等により延焼防止シートが接炎する状態になっても，燃

焼や破れ等が生じるおそれがなく，局所ガス消火設備作動後に消火剤が外部に漏

えいすることがないため，局所ガス消火設備の消火性能は維持される。 
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※出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」，シート固定用「結束用ベ

ルト」技術資料・施工要領書」，FT-施要-第 09012号 B，古河電気工業（株）・

（株）古河テクノマテリアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 延焼防止シートの IEEE383 垂直トレイ燃焼試験実施後の状態 

 

延焼防止シートは燃焼や破れ等が

発生していない 
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別紙３ 

延焼防止シート施工に伴うケーブルの 

許容電流低減率の評価について 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアに設置するケー

ブルトレイ局所ガス消火設備は，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部

に漏えいしないように,ケーブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・

eco）で覆う設計とする。延焼防止シートを施工することにより，ケーブルの許容

電流が低下する可能性が考えられることから，以下のとおり許容電流低減率の評

価を実施した。 

1．ケーブル許容電流の評価式

ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱的定数及び周囲

条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流をＩとすると，日本電線工業会規格（JCS 

0168-1）に定められるように，式（１）で表すことができる。 

th

d

nrR

TTT
I


 21 (A) (1) 

Rth：全熱抵抗（℃・cm/W） 

T1：常時許容温度（℃） 

T2：基底温度（℃） 

Td：誘電体損失による温度上昇※（℃） 

n：ケーブル線心数 

r：交流導体抵抗（Ω） 

※：11kV以下のケーブルでは無視できる。 

島根原子力発電所２号炉において，ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火対

象となるケーブルは全て 11kV以下の仕様であることから，誘電体損失による温度

上昇 Tdは無視することができるため，許容電流Ｉは式（２）で表される。 

thnrR

TT
I 21  (A) (2) 

2．延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアで使用する代表

的なケーブル（600V，CV，3C-5.5mm2）について，延焼防止シート施工に伴う許容
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電流低減率を評価する。第１図（ａ）（ｂ）に示すように，ケーブルに延焼防止シ

ートを施工する前及び施工した後の許容電流Ｉ１，Ｉ２は式（３）（４）で表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル 

 

1

21
1

thnrR

TT
I


  (A)            (3) 

Rth1：延焼防止シート施工前の全熱抵抗（℃・cm/W） 

 ここで，Rth1=R1+R2+R3=26.2+23.0+145.5=194.8 

R1：絶縁体の熱抵抗（℃・cm/W） 

R2：シースの熱抵抗（℃・cm/W） 

R3：シースの表面放散熱抵抗（℃・cm/W） 

 

2

21
2

thnrR

TT
I


  (A)            (4) 

Rth2：延焼防止シート施工後の全熱抵抗（℃・cm/W） 

 ここで，Rth2=R1+R2+R4+R5=26.2+23.0+1.9+141.9=193.1 

R4：シートの熱抵抗（℃・cm/W） 

R5：シートの表面放散熱抵抗（℃・cm/W） 

 

延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率をηとすると式（５）で表される。 

 

10011001
2

1

1

2 
























th

th

R

R

I

I
  (%)      (5) 

 

 

（ａ）延焼防止シート施工前 （ｂ）延焼防止シート施工後 

導体 

絶縁体 

シース 

シート 

導体 

絶縁体 

シース 
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ここで，Rth1と Rth2がそれぞれ 194.8（℃･cm/W），193.1（℃･cm/W）であり，式

（６）に示すように，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率はほぼゼロであ

る。 

0100
1.193

8.194
1 














 (%) (6) 

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに延焼防止シートを直接巻いた場合

を想定したものであるが，ケーブルトレイに延焼防止シートを巻いた場合におい

ても，延焼防止シートの熱抵抗は変わらないことから，許容電流低減率に大きな

差異は生じないと考えられる。 

以上から，延焼防止シートを施工してもケーブルの許容電流に影響が生じない

ことを確認した。 
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別紙４ 

 

ケーブルトレイへの延焼防止シートの取付方法について 

 

島根原子力発電所２号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，消火設備作

動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケーブルトレイに延

焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。この延焼防止シー

トは，遮炎性を保つために，シート端部に重ね代を取る等，製造メーカによって

標準的な取付方法が定められている※。延焼防止シートについて，製造メーカの標

準的なケーブルトレイへの取付方法を以下に示す。 

 

※出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」，シート固定用「結束用ベ

ルト」技術資料・施工要領書」，FT-施要-第 09012号 B，古河電気工業（株）・

（株）古河テクノマテリアル 

 

1．材料の仕様 

ケーブルトレイへの延焼防止シート取り付けで使用する材料の仕様を第１表に

示す。 

 

第１表 材料の仕様（※の資料から抜粋） 
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2．標準的な延焼防止シート（プロテコシート）の取付方法 

第１図に示すように，延焼防止処理開始部のケーブルトレイには，熱膨張材を

取り付けたプロテコシート P2・ecoを X-X’断面図のように，シートを 100mm以

上重ね合わせて巻き付ける。延焼防止処置の中間部においては，プロテコシート

P2・ecoを延焼防止処置開始部に対して，シートを 100mm以上重ね合わせて巻き付

ける。 

第１図 延焼防止シートの標準的な巻き付け方法（※の資料から抜粋） 

また，プロテコシートを巻き付け後に，第２図に示すように結束用ベルトを用

いて 300mm間隔で取り付ける。結束用ベルトは，シートの重ね部にも取り付ける。 

第２図 結束用ベルトの標準的な取付方法（※の資料から抜粋） 
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添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備等の耐震設計について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における，地震等の災害に対する要求事項は

次のとおりである。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

島根原子力発電所２号炉における，本要求を満足するための耐震上の設計につ

いて，以下に示す。 

2. 消火設備の耐震設計について

重大事故等対処施設を防護するために設置する全域ガス消火設備，局所ガス消

火設備は，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計と

する。 

具体的な耐震設計は第１表のとおりである。 

また，耐震Ｓクラスの機器等を防護する全域ガス消火設備等に対する耐震設計

方針を第２表に示す。 
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第１表 火災感知設備及び消火設備の耐震設計 

主な重大事故等対処施設 
感知及び消火設備の 

耐震設計 

低圧原子炉代替注水系 Ｓｓ機能維持 

格納容器フィルタベント系 Ｓｓ機能維持 

常設代替交流電源設備 Ｓｓ機能維持 

第２表 全域ガス消火設備等の耐震設計方針 

消火設備の機器 Ｓｓ機能維持を確保するための対応 

容器弁 

選択弁 

制御盤，受信機盤 

感知器 

加振試験による確認 

ボンベラック 

ガス供給配管 

電路 

耐震解析による確認 

3. 複数同時火災の可能性について

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にある耐震Ｂ，Ｃクラス

の油内包機器については，漏えい防止対策を行うとともに，主要な構造材は不燃

性とする。また，使用する潤滑油については，引火点が高い（約200～260℃）た

め，容易には着火しないものと考える。 

さらに，全域ガス消火設備等については，防護対象である重大事故等対処施設

の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とすることから，地震により消火

設備の機能を失うことはない。 

以上のことから，複数同時火災の可能性はないと判断する。 
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ガス消火設備等の動作に伴う 

機器等への影響について
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添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備等の動作に伴う機器等への影響について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ガス消火設備等を設置する。 

ガス消火設備等の消火後及び誤動作時における人体や設備への影響について

評価した。 

2. 使用するハロン系ガスの種類

ガス消火設備に使用するハロン系ガスの種類は以下のとおり。

「ハロン1301」（一臭化三フッ化メタン：CF3Br）

「FK-5-1-12」（ドデカフロオロ-２-メチルペンタン-３-オン：

CF3-CF2-C(O)-CF(CF3)2） 

3. ハロン系ガスの影響について

3.1. 消火後の影響 

3.1.1. 人体への影響 

消火後に発生するガスは，フッ化水素（HF）及びフッ化カルボニル(COF2)，

臭化水素（HBr）等の有毒なものがあるが，消火後の入室時には，ガス濃度の

確認及び防護具を着用するため，人体への影響はない。 

また，通路部においても空間容積が大きく,拡散による濃度低下が想定され

ることや消火後の再入域時には,ガス濃度の確認及び防護具を着用するため,

人体への影響はない。 

3.1.2. 設備への影響 

ガス消火設備のハロン1301が消火後に発生するガスは，電気絶縁性が大きい

ことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等へ

の残留は少ないことから，機器への影響も小さい。 

しかし，仮に，機器等の表面に水分が存在する場合は，腐食性のあるフッ化

水素酸を生成することが想定されることから，必要に応じて，ハロン1301が放

射した機器の不純物検査及び機器の洗浄を行い，不純物による機器への影響が

ないことを確認する。 
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3.2. 誤動作による影響 

3.2.1. 人体への影響 

・全域ガス消火設備が誤作動し，ハロン1301が誤放出された場合の濃度は約５％

であり，これはハロン1301の無毒性最高濃度（NOAEL）※１と同等の濃度である。 

また，ハロン1301が誤放出された場合の濃度（約５％）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度ではない（誤放出後の酸素濃度は20%）ことから酸欠に

もならない。 

※１：人が消火剤にさらされた時，何の変化も観察できない濃度 

 

・沸点が－58℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかるおそれがあるが，ハロ

ン1301の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は小さい。 

 

・FK-5-1-12が誤動作した場合についてはケーブルトレイ内への噴射となり，ケ

ーブルトレイについては上部の開口を閉鎖する。よって，消火ガスは原則トレ

イ内に残留するため，人体への影響はない。 

 

 

以上より，ハロン1301，FK-5-1-12を消火剤とするガス消火設備が誤作動し

ても，人体への影響はない。 

 

 

3.2.2. 設備への影響 

ガス消火設備の消火剤であるハロン1301，FK-5-1-12は，電気絶縁性が大き

いことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等へ

の残留は少ないことから，機器への影響は小さい。 
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添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 
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添付資料５ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 

 

1. はじめに 

火災区域又は火災区画に対して，全域ガス消火設備による全域消火を実施した

場合，ケーブルトレイのようにケーブルを多条に布設する等，狭隘な場所が燃焼

する場合でも有効であることを示す。 

 

2. ハロン消火剤の有効性 

燃焼とは「ある物質が酸素，または酸素を含む物質と激しく化合して化学反応

を起こし，その結果，多量の熱と光を出す現象」とされている。 

燃焼には次の３要素全てが必要となる。 

・可燃物があること。 

・点火源（熱エネルギー）があること。 

・酸素供給源があること。 

そして，燃焼を継続するためには，「連鎖反応」が必要である。 

 

ここで，ケーブルトレイ等ケーブルを多条に布設する狭隘な場所での火災が発

生し，全域ガス消火設備が動作した状況を想定する。 

燃焼しているケーブルは，燃焼を継続するために火災区域又は火災区画内から

酸素を取込もうとするが，火災区域又は火災区画内に一定圧力，消炎濃度で放出

されたハロン消火剤も酸素とともに取込まれることから，ケーブルは消火される。 

逆に，ハロン消火剤とともに酸素も取込まれない場合は、ケーブルの燃焼は継

続しない。 

なお，全域ガス消火設備は，同じガス系消火設備の窒素ガスや二酸化炭素ガス

のように窒息によって消火・消炎するものではなく，化学的に燃焼反応を中断・

抑止することで消火することを原理とする。したがって，全域ガス消火設備は，

狭隘部に消火ガスが到達するよりも，火炎まわりに消火ガスが存在すれば消火効

果が得られることになる。 

局所ガス消火設備によるケーブルトレイ内消火に関しても同様に布設された

内側のケーブルまで周囲の酸素が取り込まれる場合は消火ガスの効果が期待さ

れ，消火ガスが届かない場合はケーブル燃焼自体が継続しないことから，狭隘部

においても有効に作用するものである。 
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添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備の消火能力について 
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添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備の消火能力について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ハロン系の消火剤を用いた

全域ガス消火設備ならびに局所ガス消火設備を設置する。 

ガス消火設備の消火能力及びガス量の妥当性について，評価を実施した。 

2. 全域ガス消火設備におけるハロン1301のガス濃度について

2.1. 消防法で定められたハロン1301の濃度について 

消防法施行規則第二十条第三号では，全域放出方式のハロン消火設備の防護

区画体積1m3当たりの消火剤の量は0.32kg以上と定められている。 

上記消火剤を濃度に換算すると，約5%となる。 

また，ハロン1301のガスの最高濃度は10%以下とする必要がある※１ため，ハ

ロン1301の設計濃度を5～10%とする。

なお，全域ガス消火設備の防護区画に開口部があり，開口部に自動閉鎖装置

を設けない場合は，消防法施行規則に基づき，開口部面積1m2当たりハロン1301

を2.4kg加算する。 

※１：S51.5.22 消防予第６号「ハロン1301 を使用するハロゲン化物消火設備

の取扱いについて」 

2.2. ハロン1301の消火能力について 

消火に必要なハロン濃度は3.4%※２であり，消防法による設計濃度は5%では約

1.47の安全率を有しており，十分に消火可能である。 

※２：n-ヘプタンを用いたカップバーナー法により算出された消炎濃度

（H12.3「ハロン代替消火剤の安全基準の確立に係る調査検討報告書」） 
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3．局所ガス消火設備における FK-5-1-12 のガス濃度について 

3.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について 

ケーブルトレイ火災に適用する FK-5-1-12の局所ガス消火設備については，ト

レイ上面については閉鎖するが，両端部はトレイの構造上開口となる。消防法施

行規則第二十条３号では FK-5-1-12の必要ガス量を 0.84～1.46[kg/m3]と定めて

いる一方，開口補償係数が定められていない。開口補償係数に関しては電力中央

研究所報告「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」

（N14008）にて消防法の必要ガス量に加えて，6.3[kg/m2]の開口補償係数を設定

することで，消火性能が確保されることを試験にて確認していることから，上記

の量を満足するものとする。 

 

4. 島根原子力発電所２号炉への全域ガス消火設備等の適用性について 

島根原子力発電所２号炉の火災として，油内包機器の漏えい油や電気盤及びケ

ーブル等の火災を想定するが，これらの機器は，火力発電所や工場等の一般的な

施設等にも設置されているものであり，原子力発電所特有の消火困難な可燃物は

ない。 

よって，消防法に基づいた上記設計濃度で十分に消火可能である。 
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添付資料７ 

島根原子力発電所２号炉における 

重大事故等対処施設の 

消火設備の必要容量について
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添付資料８ 

島根原子力発電所２号炉における 

消火栓配置図並びに手動消火の対象となる 

低耐震クラス機器リスト 
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第１表 手動消火の対象となる低耐震クラスの油内包機器及び電源盤について 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

固縛(消火器) － 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) － 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) － 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) － 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) － 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) － 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) － 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) 

新燃料検査台 

主巻上制御盤 

補巻上制御盤 

共用保護盤 

補機盤 

横行制御盤 

走行制御盤 

操作盤 

計器盤 

故障表示盤 

ＶＣ制御盤－１ 

ＶＣ制御盤－２ 

天井クレーン電源盤 

共用保護盤 

Ａ－燃料取替機操作室変

圧器盤 

Ｂ－燃料取替機操作室変

圧器盤 

Ａ－機上補助盤 

Ｂ－機上補助盤 

Ａ－機上電源盤 

Ｂ－機上電源盤 

可燃物がほとんどない

ため消火器により対応

可 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

固縛(消火器) 

機上操作盤 

荷重検出制御盤 

固定補助ホイスト制御盤 

回転ジブクレーン制御盤 

炉内燃料シッピング装置

制御盤 

炉内燃料シッピング装置

制御盤 

新燃料検査台制御盤 

チャンネル着脱装置制御

盤

遠隔自動ボルト締付装置

トランス盤

遠隔自動ボルト締付装置

操作盤

スタッドテンショナ制御

盤

Ａ－新燃料検査台操作箱

Ｂ－新燃料検査台操作箱

Ａ－チャンネル着脱装置

操作箱

Ｂ－チャンネル着脱装置

操作箱

Ｒ／Ｂ天井クレーン表示

灯収納箱１

Ｒ／Ｂ天井クレーン表示

灯収納箱２

スプリンクラ散水設備操

作箱

スタッドテンショナ用遮

断器収納箱

原子炉補助エリア天井ク

レーン電源箱

可燃物がほとんどない

ため消火器により対応

可 

固縛(消火器) 

タービン補機制御盤

タービン発電機制御盤

エリア放射線モニタ盤

放射線モニタ記録計盤

排ガス処理制御盤

原子炉温度記録計盤

タービン補助盤

タービンテスト盤

共通盤

２号２２０ｋＶ開閉所電

気盤

監視用テレビ

過渡応答試験盤

Ｎｏ．１ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．２ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．３ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．４ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．５ ＣＲＴ表示装置

運転員が常駐している

ことから消火活動によ

る消火が可能 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

Ａ－循環水ポンプ用電動

機 

Ｂ－循環水ポンプ用電動

機 

Ｃ－循環水ポンプ用電動

機 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 
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添付資料９ 

島根原子力発電所２号炉における 

重大事故等対処施設における屋外消火栓の配置図
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添付資料10 

島根原子力発電所２号炉における 

移動式消火設備について
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添付資料10 

島根原子力発電所２号炉における 

移動式消火設備について 

１．設備概要 

発電所内の火災時の初期消火として，移動式消火設備（化学消防自動車１台，

小型動力ポンプ付水槽車１台）を配備している。 

移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所を第１表に示す。 

化学消防自動車（第１図）は，水槽と泡原液槽を有し，水又は水と泡消火薬剤

とを混合希釈した泡消火及び粉末消火を可能とする。 

小型動力ポンプ付水槽車（第２図）は，5,000Lの容量の水槽を有しており，大

量の消火用水を運搬することができ，化学消防自動車への水補給又は実装してい

る小型動力ポンプによる消火活動が可能である。 

これらの移動式消火設備は，消火栓や貯水槽等から給水し，車両に積載してい

るホースにより約400mの範囲が消火可能である。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊詰め所（免

震重要棟）に24時間体制で配置する専属消防チームにて実施する。 

以上に示した移動式消火設備は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）周辺の地盤

支持力が安定しているエリアに保管しており，基準地震動Ｓｓに対して転倒しな

い設計とすることから，地震時においても速やかな消火活動が可能である。 
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第１表 移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所 

項目 仕様 

車種 化学消防自動車 小型動力ポンプ付水槽車 

消

火

剤 

消火剤 水又は泡水溶液 水 

水槽容量 1,300L 5,000L 

薬槽容量 500L － 

消火原理 冷却及び窒息 冷却 

薬液濃度 ３%又は６% － 

消火剤の特徴 
水：消火剤の確保が容易 

泡水溶液：油火災に極めて有効 
水：消火剤の確保が容易 

消

火

設

備 

適用規格 
消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

放水能力 

2,800L／min以上 

（泡放射については， 

薬液濃度維持のため400～

1,200L／min） 

2,800L／min以上 

放水圧力 0.85MPa 0.85MPa 

ホース長 20m×20本 20m×20本 

水槽への給水 

屋外消火栓 

純水タンク 

ろ過水タンク 

輪谷貯水槽 

輪谷湾（海） 

屋外消火栓 

純水タンク 

ろ過水タンク 

輪谷貯水槽 

輪谷湾（海） 

配備台数 １台 １台 

配備場所 
自衛消防隊詰め所 

（免震重要棟）周辺 

自衛消防隊詰め所 

（免震重要棟）周辺 

第１図 化学消防自動車 第２図 小型動力ポンプ付水槽車 

第３図 泡消火薬剤 1000 リットル 
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添付資料 11 

島根原子力発電所２号炉における 

重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況につ

いて 
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添付資料 11 

島根原子力発電所２号炉における 

重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について 

１．目的 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，基本的には，火災発

生時の煙の充満により消火活動が困難となるものとして選定するが，煙の充満の

おそれがある可燃物（ケーブルトレイ）に対して局所ガス消火設備を設置する設

計とする原子炉建物オペレーティングフロアに加え，「大空間の火災区域又は火

災区画」，「屋外と通じている火災区域又は火災区画」又は「可燃物が少ない火災

区域又は火災区画」は，火災発生時，煙の充満により消火活動が困難とならない

ことから，消火器又は消火栓による消火が可能である。 

したがって，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の現場の状

況を確認し，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又

は火災区画を選定する。 

２．火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区

画の可燃物状況について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙

の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の一覧を第１表

に示す。また，現場の状況を以下に示す。 

なお，これらの火災区域又は火災区画は，発火源となる高温の熱源がないこと，

火災源となる可燃物がほとんどないことに加え，持込み可燃物管理により火災荷

重を低く抑える。持込み可燃物の管理について，具体的には危険物の仮置き禁止，

火災区域又は火災区画に仮置きされる可燃物の種類，量の確認と火災荷重の評価

を行う。火災区域又は火災区画内の仮置きについても，重大事故等対処施設の近

傍には仮置きしないよう管理する。以上の持込み可燃物管理に係わる要領につい

ては，火災防護計画に定める。 
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第１表 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない 

火災区域又は火災区画の一覧 

No 火災区域 部屋名称 
天井高 

（m） 

エリア

容積※１

（m3） 

等価火災

時間※２ 
発熱量※３ 

大空間の

区域 

屋外と通

じている

区域 

可燃物が

少ない 

区域 

1 RX-ALL 

原子炉建物 

オペレーティングフ

ロア※４

8.3 

44,100 ○ ○ 

20.7 

2 RX-B2F-9 
Ａ－非常用ディーゼ

ル発電機室送風機室
10.6 570 ○ ○ ○ ○ 

3 RX-B2F-2 
Ｂ－非常用ディーゼ

ル発電機室送風機室
10.6 660 ○ ○ ○ ○ 

4 RX-B2F-9 

高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機室

送風機室 

10.4 350 ○ ○ ○ ○ 

5 RX-B2F-9 

Ａ－非常用ディーゼ

ル発電機給気消音器

フィルタ室

31.9 110 ○ ○ ○ ○ 

6 RX-B2F-2 

Ｂ－非常用ディーゼ

ル発電機給気消音器

フィルタ室

31.9 120 ○ ○ ○ ○ 

7 RX-B2F-9 

高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機給

気消音器フィルタ室 

13.5 60 ○ ○ ○ ○ 

8 RX-ALL 所員用エアロック室 3.2 40 ○ ○ ○ 

※１：天井高さに基づくエリア容積を示す。

※２：等価火災時間が 0.1時間以下の区域を「○」で示す。

※３：発熱量が 1,000MJ 以下の区域を「○」で示す。

※４：煙の充満のおそれがあるケーブルトレイに対して局所ガス消火設備を設置する。
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(1) 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアには，油内包機器として原子炉建物天井

クレーン，燃料取替機及び新燃料検査台が設置されている。これらは，不燃性

材料又は難燃性材料で構成されており，使用時以外は電源を切る運用としてい

ることから，摩擦，過電流等により火災が発生することはなく，周辺に発火源

となる可燃物もないため，延焼することはない。 

ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイ

に布設しているとともに，ケーブルトレイには局所ガス消火設備を設置してお

り，早期の消火が可能である。 

加えて，可燃物管理によりフロア内の火災荷重を低く抑える。 

なお，原子炉建物天井クレーン，燃料取替機及び新燃料検査台を使用する場

合は，作業員が現場にいるため，火災が発生しても，速やかに消火することが

可能である。 

また，原子炉建物オペレーティングフロアは，大空間の区域であり，火災の

発生時には煙が拡散するため，煙の充満により消火活動が困難とならないこと

から，消火器又は消火栓による消火が可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器 

原子炉建物天井クレーン 

及び燃料取替機 

電線管及び端子箱 RCWサージタンク及び 

計器ラック 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2) Ａ－非常用ディーゼル発電機室送風機室

Ａ－非常用ディーゼル発電機室送風機室には，送風機及び電動機が設置され

ている。これらは，不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物として

は軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆わ

れており，設備外部に燃え広がることはない。その他には可燃物を設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管に布設している。 

また，火山灰対策として，空気取入口には，難燃性材料のプレフィルタを設

置するが，周囲に発火源となる可燃物はなく，火災が発生することはない。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，Ａ－非常用ディーゼル発電機室送風機室は，屋外と通じている区域で

あり，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓によ

る消火が可能である。 

エリアレイアウト

  設置されている機器 

Ａ－非常用ディーゼル発電
機室送風機及び可とう電線管 

Ａ－非常用ディーゼル発電機室送風機 
及び火山灰対策（フレーム） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(3) Ｂ－非常用ディーゼル発電機室送風機室

Ｂ－非常用ディーゼル発電機室送風機室には，送風機及び電動機が設置され

ている。これらは，不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物として

は軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆わ

れており，設備外部に燃え広がることはない。 

その他には可燃物を設置しておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電

線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイに布設している。 

また，火山灰対策として，空気取入口には，難燃性材料のプレフィルタを設

置するが，周囲に発火源となる可燃物はなく，火災が発生することはない。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，Ｂ－非常用ディーゼル発電機室送風機室は，屋外と通じている区域で

あり，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓によ

る消火が可能である。 

エリアレイアウト

  設置されている機器 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機
室送風機及びケーブルトレイ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機室送風機 
及び火山灰対策（フレーム） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室送風機室

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室送風機室には，送風機及び電動機が

設置されている。これらは，不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃

物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金

属で覆われており，設備外部に燃え広がることはない。 

その他には可燃物を設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう

電線管に布設している。 

また，火山灰対策として，空気取入口には，難燃性材料のプレフィルタを設

置するが，周囲に発火源となる可燃物はなく，火災が発生することはない。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室送風機室は，屋外と通じてい

る区域であり，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消

火栓による消火が可能である。 

エリアレイアウト

  設置されている機器 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機室送風機及び可とう電線管 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
室送風機及び火山灰対策（フレーム） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(5) Ａ－非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室

Ａ－非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室には，Ａ－非常用ディー

ゼル発電機給気消音器フィルタが設置されている。これらは，不燃性材料及び

難燃性材料で構成されている。 

その他には可燃物を設置しておらず，可燃物管理により室内の火災荷重を低

く抑える。 

なお，Ａ－非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室は，屋外と通じて

いる区域であり，煙の充満により消火活動が困難とならないことから，消火器

又は消火栓による消火が可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器

Ａ－非常用ディーゼル発電機
給気消音器フィルタ 

Ａ－非常用ディーゼル発電機
給気消音器フィルタ室内 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(6) Ｂ－非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室

Ｂ－非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室には，Ｂ－非常用ディー

ゼル発電機給気消音器フィルタが設置されている。これらは，不燃性材料及び

難燃性材料で構成されている。

その他には可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電

線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイに布設している。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，Ｂ－非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室は，屋外と通じて

いる区域であり，煙の充満により消火活動が困難とならないことから，消火器

又は消火栓による消火が可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器

Ｂ－非常用ディーゼル発電機
給気消音器フィルタ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機
給気消音器フィルタ室内 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(7) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室には，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機給気消音器フィルタが設置されている。これらは，

不燃性材料及び難燃性材料で構成されている。 

その他には可燃物を設置しておらず，可燃物管理により室内の火災荷重を低

く抑える。 

なお，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室は，屋外

と通じている区域であり，煙の充満により消火活動が困難とならないことから，

消火器又は消火栓による消火が可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機給気消音器フィルタ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機給気消音器フィルタ室内 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(8) 所員用エアロック室

所員用エアロック室には，電線管等が設置されている。これらは，不燃性材

料，難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線

管に布設している。

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消

火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器 

所員用エアロック 電線管 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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41-6 重大事故等対処施設が設置される

火災区域又は火災区画の火災防護対策について
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重大事故等対処施設が設置される火災区域又は 

火災区画の火災防護対策について 

 

1. 概要 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画の火災防護対策のうち，「火災区域又は火災区画の設定」「火災感知設備」

「消火設備」について以下のとおり整理を行った。 

 

2. 火災区域又は火災区画の設定について 

重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために，原子炉建物，タービン建

物，廃棄物処理建物，制御室建物，ガスタービン発電機建物，緊急時対策所等の

建物内と，屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，火災区域又は

火災区画を設定した。（補足説明資料 41-3） 

 

3. 火災感知設備について 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災

を早期に感知するために設置する設計とする。（補足説明資料 41-4）） 

 

4. 消火設備について 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早

期に消火するため，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知・消火」に基づ

き「消火設備」を設置する設計とする。（補足説明資料 41-5） 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

重大事故等対処施設が設置される 

火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における重大事故等対処施設が設置される 

火災区域及び火災防護対策一覧表 

【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【代替制御棒挿入機能による制御棒緊
急挿入】 
ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機
能） 
制御棒 
制御棒駆動機構 
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 
制御棒駆動水圧系 配管・弁［流路］ 

44 

R-1F-22
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-24
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-25
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【原子炉再循環ポンプ停止による原子
炉出力抑制】 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポ
ンプトリップ機能）

44 

R-1F-22
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-04
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-05
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【ほう酸水注入】 
ほう酸水注入ポンプ 
ほう酸水貯蔵タンク 
ほう酸水注入系 配管・弁[流路] 
差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉
圧力容器内部）［流路］ 
原子炉圧力容器[注入先] 

44 

R-3F-07
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【出力急上昇の防止】 
自動減圧起動阻止スイッチ 
代替自動減圧起動阻止スイッチ 

44 46条に記載 

【高圧原子炉代替注水系による原子炉
の冷却】 
高圧原子炉代替注水ポンプ 
サプレッション・チェンバ[水源]
高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配
管・弁[流路]
主蒸気系 配管[流路]
原子炉隔離時冷却系(蒸気系）配管・弁
[流路]
高圧原子炉代替注水系(注水系） 配
管・弁[流路]
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ[流
路]
原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁
［流路］
原子炉浄化系 配管［流路］
給水系 配管・弁・スパージャ［流路］
原子炉圧力容器[注水先]

45 

R-B2F-01
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-03
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-31
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【原子炉隔離時冷却系による原子炉の
冷却】 
原子炉隔離時冷却ポンプ 
サプレッション・チェンバ[水源] 
原子炉隔離時冷却系(蒸気系）  
配管・弁[流路] 
主蒸気系 配管[流路] 
原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・
ストレーナ[流路] 
原子炉浄化系 配管[流路] 
給水系 配管・弁・スパージャ[流路] 
原子炉圧力容器[注水先] 

45 

R-B2F-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【高圧炉心スプレイ系による原子炉の
冷却】 
高圧炉心スプレイ・ポンプ 
サプレッション・チェンバ[水源] 
高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレ
ーナ・スパージャ[流路] 
原子炉圧力容器[注水先] 

45 

R-B2F-10 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【ほう酸水注入系による進展抑制】 
ほう酸水注入系 

45 44条に記載 

【逃がし安全弁】 
逃がし安全弁 
逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュム
レータ 
主蒸気系 配管・クエンチャ[流路] 

46 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【原子炉減圧の自動化】 
代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機
能） 
自動減圧起動阻止スイッチ 
代替自動減圧起動阻止スイッチ 

46 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【可搬型直流電源による減圧】 
可搬型直流電源設備 
SRV用電源切替盤 

46 

RW-MB1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-39 
炎感知器 

熱感知カメラ 
移動式消火設備 
又は消火器 

【主蒸気逃がし安全弁用蓄電池による
減圧】 
主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤
室） 

46 RW-1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【逃がし安全弁窒素ガス供給系】 
逃がし安全弁窒素ガス供給系配管・弁
[流路] 
逃がし安全弁逃がし弁機能用 
アキュムレータ[流路] 

46 

R-1F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-24 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【インターフェイスシステム LOCA隔離
弁】 
残留熱除去系注水弁（MV222-5A,5B,5C） 
低圧炉心スプレイ系注水弁（MV223-2） 

46 

R-1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【原子炉建物燃料取替階ブローアウト
パネル】 
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ
ネル 

46 不燃材のため追加対策不要 

【低圧原子炉代替注水系（常設）による
原子炉の冷却】 
低圧原子炉代替注水ポンプ 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 
低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 
残留熱除去系 配管・弁[流路] 
原子炉圧力容器[注入先] 

47 

R-1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

Y-S1-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ
る原子炉の冷却】 
低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 
残留熱除去系 配管・弁[流路] 
原子炉圧力容器[注水先] 

47 

R-1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【低圧炉心スプレイ系による低圧注水】 
低圧炉心スプレイ・ポンプ 
サプレッション・チェンバ[水源] 
低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレ
ーナ・スパージャ[流路] 
原子炉圧力容器[注水先] 

47 

R-B2F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

 

41-6-5



 

 

 

【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【残留熱除去系（低圧注水モード）によ
る低圧注水】 
残留熱除去ポンプ 
サプレッション・チェンバ[水源] 
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ[流
路] 
原子炉圧力容器[注入先] 

47 

R-B2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-03 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー
ド）による原子炉停止時冷却】 
残留熱除去ポンプ 
残留熱除去系熱交換器 
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・
ジェットポンプ [流路] 
原子炉再循環系 配管・弁[流路] 
原子炉圧力容器[注水先] 

47 

R-B2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-10 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系
を含む。）】 
原子炉補機冷却水ポンプ 
原子炉補機海水ポンプ 
原子炉補機冷却系 熱交換器 
原子炉補機冷却系 サージタンク[流路] 
原子炉補機冷却系 配管・弁・海水スト
レーナ[流路] 

47 48条に記載 

【非常用取水設備】 
取水口 
取水管 
取水槽 

47 不燃材のため追加対策不要 

【低圧原子炉代替注水系（常設）による
残存溶融炉心の冷却】 
低圧原子炉代替注水系（常設） 

47 

R-1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

Y-S1-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

41-6-6



【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【原子炉補機代替冷却系による除熱】 
原子炉補機代替冷却系 配管・弁[流路] 
原子炉補機冷却系 配管・弁[流路] 
原子炉補機冷却系 サージタンク[流
路] 
残留熱除去系熱交換器[流路] 
取水口 
取水管 
取水槽 

48 

R-B2F-04
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-06
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-28
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-11
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-05
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-11
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-14
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-09
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-10
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-13
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-20
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-16
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

RW-2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【格納容器フィルタベント系による原
子炉格納容器内の減圧及び除熱】 
第１ベントフィルタスクラバ容器 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 
圧力開放板 
遠隔手動弁操作機構 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 
配管遮蔽 
格納容器フィルタベント系 配管・弁
[流路] 
窒素ガス制御系 配管・弁[流路] 
非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 
原子炉格納容器（サプレッション・チェ
ンバ，真空破壊装置を含む）[排出元]

48 50条に記載 

【原子炉停止時冷却】 
残留熱除去ポンプ 
残留熱除去系熱交換器 
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・
ジェットポンプ［流路］ 
原子炉再循環系 配管・弁［流路］ 
原子炉圧力容器［注水先］ 

48 47条に記載 

41-6-7



【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【残留熱除去系（格納容器冷却モード）
による原子炉格納容器内の冷却】 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

サプレッション・チェンバ［水源］
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］ 
原子炉格納容器［注水先］
格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］

48 49条に記載 

【留熱除去系（サプレッション・プール
水冷却モード）によるサプレッション・
チェンバ・プール水の冷却】
残留熱除去ポンプ
残留熱除去系熱交換器
サプレッション・チェンバ［水源］
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］ 
原子炉格納容器［注水先］

48 49条に記載 

【原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系
を含む。）】 
原子炉補機冷却水ポンプ 
原子炉補機海水ポンプ 
原子炉補機冷却系熱交換器 
原子炉補機冷却系 配管・弁・海水スト
レーナ[流路]
原子炉補機冷却系 サージタンク[流
路]
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ
高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ
高圧炉心スプレイ補機冷却系配管・弁・
海水ストレーナ [流路]
高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタ
ンク[流路]
高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器

48 

R-B2F-04
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-06
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-11
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-05
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-11
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-14
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-15
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-09
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-10
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-13
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-20
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-16
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

RW-2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-24A
炎感知器 

熱感知カメラ 
移動式消火設備
又は消火器 

Y-24B
炎感知器 

熱感知カメラ 
移動式消火設備 
又は消火器 

41-6-8



 

 

 

【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【非常用取水設備】 
取水口 
取水管 
取水槽 

48 不燃材のため追加対策不要 

【格納容器代替スプレイ系（常設）によ
る原子炉格納容器内の冷却】 
低圧原子炉代替注水ポンプ 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 
低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 
残留熱除去系 配管・弁[流路] 
格納容器代替スプレイ・ヘッダ[流路] 
原子炉格納容器[注水先] 

49 

R-1F-13 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

Y-S1-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

Y-S1-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）に
よる原子炉格納容器内の冷却】 
残留熱除去系 配管・弁[流路] 
格納容器代替スプレイ系 配管・弁[流
路] 
格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 
原子炉格納容器[注水先] 

49 

R-1F-13 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【残留熱除去系（格納容器冷却モード）
による原子炉格納容器内の冷却】 
残留熱除去ポンプ 
残留熱除去系熱交換器 
サプレッション・チェンバ[水源] 
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ[流
路] 
原子炉格納容器[注水先] 
格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 

49 

R-B2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-13 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【残留熱除去系（サプレッション・プー
ル水冷却モード）による原子炉格納容器
内の冷却】 
残留熱除去ポンプ 
残留熱除去系熱交換器 
サプレッション・チェンバ[水源] 
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ[流
路] 
原子炉格納容器[注水先] 

49 

R-B2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

41-6-9



 

 

 

【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系
を含む。）】 
原子炉補機冷却水ポンプ 
原子炉補機海水ポンプ 
原子炉補機冷却系 配管・弁・海水スト
レーナ[流路] 
原子炉補機冷却系 サージタンク[流
路] 
原子炉補機冷却系熱交換器 

49 48条に記載 

【非常用取水設備】 
取水口 
取水管 
取水槽 

49 不燃材のため追加対策不要 

【格納容器フィルタベント系による原
子炉格納容器内の減圧及び除熱】 
第１ベントフィルタスクラバ容器 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 
圧力開放板 
格納容器フィルタベント系 配管・弁
[流路] 
窒素ガス制御系 配管・弁[流路] 
非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 
遠隔手動弁操作機構 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 
配管遮蔽 
原子炉格納容器（サプレッション・チェ
ンバ，真空破壊装置を含む）［排出元］ 

50 

R-B2F-31 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-21 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【残留熱代替除去系による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱】 
残留熱代替除去ポンプ 
残留熱除去系熱交換器 
サプレッション・チェンバ[水源] 
原子炉補機代替冷却系配管・弁［流路］ 
原子炉補機冷却系 配管・弁[流路] 
原子炉補機冷却系サージタンク[流路] 
残留熱除去系配管・弁・ストレーナ[流
路] 
残留熱代替除去系 配管・弁[流路] 
低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 
格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 
取水口 
取水管 
取水槽 
原子炉圧力容器[注水先] 
原子炉格納容器[注水先] 

50 

R-B2F-16 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

 

41-6-10



 

 

 

【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【ペデスタル代替注水系（常設）による
原子炉格納容器下部への注水】 
低圧原子炉代替注水ポンプ 
コリウムシールド 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 
低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 
残留熱除去系 配管・弁[流路] 
格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 
原子炉格納容器[注水先] 

51 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

Y-S1-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

Y-S1-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）に
よる原子炉格納容器下部への注水】 
コリウムシールド 
残留熱除去系 配管・弁[流路] 
格納容器代替スプレイ系 配管・弁[流
路] 
格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 
原子炉格納容器[注水先] 

51 

R-2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）によ
る原子炉格納容器下部への注水】 
コリウムシールド 
ペデスタル代替注水系 配管・弁[流路] 
原子炉格納容器[注水先] 

51 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【溶融炉心の落下遅延及び防止】 
高圧原子炉代替注水系 
ほう酸水注入系 
低圧原子炉代替注水系（常設） 

51 44，45，47条に記載 

【窒素ガス代替注水系による原子炉格
納容器内の不活性化】 
窒素ガス代替注入系 配管・弁[流路] 
原子炉格納容器[注入先] 

52 不燃材のため追加対策不要 

【格納容器フィルタベント系による原
子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ
スの排出】 
第１ベントフィルタスクラバ容器 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 
圧力開放板 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ
（高レンジ・低レンジ） 
遠隔手動弁操作機構 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 
配管遮蔽 
格納容器フィルタベント系 配管・弁
[流路] 
窒素ガス制御系 配管・弁[流路] 
非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 
原子炉格納容器（サプレッション・チェ
ンバ，真空破壊装置を含む）[排出元] 

52 50条に記載 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【水素濃度及び酸素濃度の監視】 
格納容器水素濃度（ＳＡ） 
格納容器水素濃度（Ｂ系） 
格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

52 

R-M2F-25
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-27
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【静的触媒式水素処理装置による水素
濃度抑制】 
静的触媒式水素処理装置 
静的触媒式水素処理装置入口温度 
静的触媒式水素処理装置出口温度 
原子炉建物原子炉棟[流路] 

53 R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【原子炉建物内の水素濃度監視】 
原子炉建物水素濃度 

53 

R-1F-13
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-12
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-13
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【燃料プールスプレイ系（常設スプレイ
ヘッダ）による燃料プールへの注水及び
スプレイ】
常設スプレイヘッダ
燃料プールスプレイ系 配管・弁[流路]
燃料プール（サイフォン防止機能を含
む。）[注水先]

54 R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ
イノズル）による燃料プールへの注水及
びスプレイ】
燃料プール（サイフォン防止機能を含
む。）[注水先]

54 R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【燃料プールの監視】 
燃料プール水位（ＳＡ） 
燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
燃料プールエリア放射線モニタ（高レン
ジ・低レンジ）（SA） 
燃料プール監視カメラ（ＳＡ）(燃料プ
ール監視カメラ用冷却設備を含む。) 

54 

R-3F-14
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-19
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【燃料プール冷却系による燃料プール
の除熱】 
燃料プール冷却ポンプ 
燃料プール冷却系熱交換器 
燃料プール［注水先］ 
原子炉補機代替冷却系 配管・弁[流路] 
原子炉補機冷却系 配管・弁[流路] 
原子炉補機冷却系 サージタンク[流
路] 
燃料プール冷却系 配管・弁[流路] 
燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タ
ンク[流路] 
燃料プール冷却系 ディフューザ［流
路］ 
取水口 
取水管 
取水槽 

54 

R-B2F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-06 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-28 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-11 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-11 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-10 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-13 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-20 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-M2F-12 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-16 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01 
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【重大事故等収束のための水源】 
低圧原子炉代替注水槽 
サプレッション・チェンバ 
ほう酸水貯蔵タンク 
構内監視カメラ（ガスタービン発電機建
物屋上） 

56 

R-B2F-31 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【水の供給】 
取水口 
取水管 
取水槽 

56 不燃材のため追加対策不要 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【常設代替交流電源設備による給電】 
ガスタービン発電機 
ガスタービン発電機用軽油タンク 
ガスタービン発電機用サービスタンク 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 
ガスタービン発電機用燃料移送系 配
管・弁[燃料流路] 
ガスタービン発電機～非常用高圧母線
Ｃ系及びＤ系電路［電路］ 
ガスタービン発電機～ＳＡロードセン
タ電路［電路］ 
ガスタービン発電機～ＳＡロードセン
タ～ＳＡ１コントロールセンタ電路［電
路］ 
ガスタービン発電機～ＳＡロードセン
タ～ＳＡ２コントロールセンタ電路［電
路］ 
ガスタービン発電機～高圧発電機車接
続プラグ収納箱電路［電路］ 
高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子
炉補機代替冷却系電路［電路］ 

57 

R-2F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-05  
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-03 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

G-1F-001 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-1F-201 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-3F-001 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-3F-201 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-03 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-39 
炎感知器 

熱感知カメラ 
移動式消火設備
又は消火器 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【可搬型代替交流電源設備による給電】 
ガスタービン発電機用軽油タンク 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン
ク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料貯蔵タンク 
ガスタービン発電機用軽油タンク出口
ドレン弁［燃料流路］ 
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラ
グ収納箱（原子炉建物西側）電路［電路］ 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉
建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ
系電路［電路］ 
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラ
グ収納箱（原子炉建物南側）電路［電路］ 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉
建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ
系電路［電路］ 
高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プ
ラグ盤電路［電路］ 
緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用
高圧母線Ｃ系及びＤ系電路［電路］ 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉
建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ
及びＳＡ２コントロールセンタ電路［電
路］ 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉
建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ
及びＳＡ２コントロールセンタ電路［電
路］ 
緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１
コントロールセンタ及びＳＡ２コント
ロールセンタ電路［電路］ 

57 

R-2F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-05  
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-03 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-3F-001 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-3F-201 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-03 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-15 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-16 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-17 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-39 
炎感知器 

熱感知カメラ 
移動式消火設備 
又は消火器 

Y-70 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-71 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-72 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

【所内常設蓄電式直流電源設備による
給電】 
Ｂ－115V系蓄電池 
Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 
230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 
ＳＡ用 115V系蓄電池 
Ｂ－115V系充電器 
Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 
230V系充電器（ＲＣＩＣ） 
ＳＡ用 115V系充電器 
Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母
線電路[電路] 
Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器
～直流母線電路[電路] 
230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～
直流母線電路[電路] 
ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器～直流
母線電路[電路] 

57 

RW-MB1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-06 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-08 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【常設代替直流電源設備による給電】 
ＳＡ用 115V系蓄電池 
ＳＡ用 115V系充電器 
ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器～直流
母線電路[電路] 

57 

RW-MB1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【可搬型直流電源設備による給電】 
Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 
ＳＡ用 115V系充電器 
230V系充電器（常用） 
ガスタービン発電機用軽油タンク 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン
ク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料貯蔵タンク 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレ
ン弁［燃料流路］
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉
建物西側）～直流母線電路［電路］
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉
建物南側）～直流母線電路[電路]
緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母
線電路［電路］

57 

RW-MB1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-15
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-16
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-17
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-39
炎感知器 

熱感知カメラ 
移動式消火設備 
又は消火器 

Y-70
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-71
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-72
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

【代替所内電気設備による給電】 
緊急用メタクラ 
メタクラ切替盤
高圧発電機車接続プラグ収納箱
緊急用メタクラ接続プラグ盤
ＳＡロードセンタ
ＳＡ１コントロールセンタ
ＳＡ２コントロールセンタ
充電器電源切替盤
ＳＡ電源切替盤
重大事故操作盤
非常用高圧母線Ｃ系
非常用高圧母線Ｄ系

57 

R-2F-04
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-05
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-02
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-03
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

Y-S1-03
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-3F-001
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-3F-201
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【非常用交流電源設備】 
非常用ディーゼル発電機 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 
非常用ディーゼル発電機燃料移送ポン
プ 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料移送ポンプ 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン
ク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料貯蔵タンク 
非常用ディーゼル発電機燃料デイタン
ク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料デイタンク 
非常用ディーゼル発電機燃料移送系 
配管・弁[燃料流路] 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料移送系 配管・弁[燃料流路] 
非常用ディーゼル発電機～非常用高圧
母線Ｃ系及びＤ系電路［電路］ 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路［電
路］ 

57 

R-B2F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-06 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-06 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-15 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-16 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-17 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-70 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-71 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-72 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【非常用直流電源設備】 
Ａ－115V系蓄電池 
Ｂ－115V系蓄電池 
Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 
230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 
高圧炉心スプレイ系蓄電池 
Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 
Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 
Ａ－115V系充電器 
Ｂ－115V系充電器 
Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 
230V系充電器（ＲＣＩＣ） 
高圧炉心スプレイ系充電器 
Ａ－原子炉中性子計装用充電器 
Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 
Ａ－115V系蓄電池及び充電器～直流母
線電路[電路] 
Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母
線電路[電路] 
Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器
～直流母線電路[電路] 
230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～
直流母線電路[電路] 
高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器
～直流母線電路[電路] 
Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充
電器～直流母線電路［電路］ 
Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充
電器～直流母線電路［電路］ 

57 

R-B2F-13 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-06 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-08 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-10 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-11 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【燃料補給設備】 
ガスタービン発電機用軽油タンク 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン
ク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
燃料貯蔵タンク 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレ
ン弁［燃料流路］ 

57 

Y-15 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-16 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-17 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-39 
炎感知器 

熱感知カメラ 
移動式消火設備 
又は消火器 

Y-70 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-71 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

Y-72 
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

【原子炉圧力容器内の温度】 
原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

58 PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【原子炉圧力容器内の圧力】 
原子炉圧力 
原子炉圧力（ＳＡ） 

58 

R-B1F-08 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【原子炉圧力容器内の水位】 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

58 

R-B1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-08 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【原子炉圧力容器への注水量】 
高圧原子炉代替注水流量 
代替注水流量（常設） 
低圧原子炉代替注水流量 
低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 
原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 
高圧炉心スプレイポンプ出口流量 
残留熱除去ポンプ出口流量 
低圧炉心スプレイポンプ出口流量 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 

58 

R-B2F-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-03 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【原子炉格納容器への注水量】 
代替注水流量（常設） 
格納容器代替スプレイ流量 
ペデスタル代替注水流量 
ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流
量 

58 

Y-S1-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-09 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【原子炉格納容器内の温度】 
ドライウェル温度（ＳＡ） 
ペデスタル温度（ＳＡ） 
ペデスタル水温度（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

58 

R-B2F-31 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【原子炉格納容器内の圧力】 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

58 

R-M2F-25 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-27 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【原子炉格納容器内の水位】 
ドライウェル水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ） 
ペデスタル水位 

58 

R-B2F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【原子炉格納容器内の水素濃度】 
格納容器水素濃度（Ｂ系） 
格納容器水素濃度（ＳＡ） 

58 

R-M2F-25 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-27 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【原子炉格納容器内の放射線量率】 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウ
ェル） 
格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッ
ション・チェンバ）

58 

R-B2F-31
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【未臨界の維持又は監視】 
中性子源領域計装 
中間領域計装 
平均出力領域計装 

58 PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

【最終ヒートシンクの確保（残留熱代替
除去系）】 
サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
残留熱除去系熱交換器出口温度
残留熱代替除去系原子炉注水流量
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流
量

58 

R-B2F-31
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-10
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-30
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【最終ヒートシンクの確保（格納容器フ
ィルタベント系）】 
スクラバ容器水位
スクラバ容器圧力
スクラバ容器温度
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ
（高レンジ・低レンジ）

58 

Y-S2-02
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S2-03
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S2-05
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【最終ヒートシンクの確保（残留熱除去
系）】 
残留熱除去系熱交換器入口温度 
残留熱除去系熱交換器出口温度 
残留熱除去ポンプ出口流量 

58 

R-B2F-02
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-03
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-15
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-10
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-30
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【格納容器バイパスの監視（原子炉圧力
容器内の状態）】 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 
原子炉圧力 
原子炉圧力（ＳＡ） 

58 

R-B1F-07
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B1F-08
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【格納容器バイパスの監視（原子炉格納
容器内の状態）】 
ドライウェル温度（ＳＡ） 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

58 

R-M2F-25
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-27
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

PCV 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【格納容器バイパスの監視（原子炉建物
内の状態）】 
残留熱除去ポンプ出口圧力 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

58 

R-B2F-02
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-03
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-09
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-B2F-15
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【水源の確保】 
低圧原子炉代替注水槽水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ）

58 

R-B2F-15
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-02
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【原子炉建物内の水素濃度】 
原子炉建物水素濃度 

58 

R-1F-13
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-22
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-12
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-13
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【原子炉格納容器内の酸素濃度】 
格納容器酸素濃度（Ｂ系） 
格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

58 
R-M2F-25

煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-27
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【燃料プールの監視】 
燃料プール水位（ＳＡ） 
燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
燃料プールエリア放射線モニタ（高レン
ジ・低レンジ）（ＳＡ） 
燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プ
ール監視カメラ用冷却設備を含む。） 

58 

R-3F-14
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-3F-19
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【発電所内の通信連絡】 
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ
Ｓ） 

58 

RW-1F-20 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

TSC-1F-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

TSC-1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【その他】 
ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 
Ｎ２ガスボンベ圧力 
原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 
ＲＣＷ熱交換器出口温度 
ＲＣＷサージタンク水位 
Ｃ－メタクラ母線電圧 
Ｄ－メタクラ母線電圧 
ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 
Ｃ－ロードセンタ母線電圧 
Ｄ－ロードセンタ母線電圧 
緊急用メタクラ電圧 
ＳＡロードセンタ母線電圧 
Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 
Ａ－115V系直流盤母線電圧 
Ｂ－115V系直流盤母線電圧 
230V系直流盤（常用）母線電圧 
ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

58 

B-B2F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-14 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-1F-15 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-04 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-08 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-20 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-2F-23 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01 
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

RW-MB1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-MB1F-07 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-1F-10 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-S1-03 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

G-3F-001 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【居住性の確保】 
中央制御室 
中央制御室待避室 
中央制御室遮蔽 
中央制御室待避室遮蔽 
再循環用ファン 
チャコール・フィルタ・ブースタ・ファ
ン 
非常用チャコール・フィルタ・ユニット 
無線通信設備（固定型） 
衛星電話設備（固定型） 
中央制御室差圧計 
待避室差圧計 
中央制御室換気系ダクト[流路] 
中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁）
[流路] 
中央制御室換気系弁[流路] 
無線通信設備（屋外アンテナ）[伝送路] 
衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路] 

59 

RW-2F-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

RW-2F-02 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01 
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

TSC-1-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【被ばく線量の低減】 
非常用ガス処理系排気ファン 
前置ガス処理装置[流路] 
後置ガス処理装置[流路] 
非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 
非常用ガス処理系排気管[流路] 
原子炉建物原子炉棟[流路] 
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ
ネル閉止装置

59 

R-3F-04
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

R-4F-01
煙感知器 
炎感知器 
熱感知器 

消火器又は 
局所ガス 
消火設備 

【モニタリング・ポストの代替交流電
源からの給電】 
常設代替交流電源設備 

60 57条に記載 

【居住性の確保】 
緊急時対策所 
緊急時対策所遮蔽 
差圧計 
緊急時対策所空気浄化装置（配管・弁）
[流路] 
緊急時対策所正圧化装置(配管・弁)[流
路] 

61 TSC-1F-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【必要な情報の把握】 
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ
Ｓ） 

61 62条に記載 

【通信連絡（緊急時対策所）】 
無線通信設備（固定型） 
衛星電話設備（固定型） 
統合原子力防災ネットワークに接続す
る通信連絡設備 
無線通信装置[伝送路] 
無線通信設備（屋外アンテナ）[伝送路] 
衛星通信装置[伝送路] 
衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路] 
有線（建物内）（無線通信設備（固定型），
衛星電話設備（固定型）に係るもの）
［伝送路］ 
有線（建物内）（安全パラメータ表示シ
ステム（ＳＰＤＳ）に係るもの）［伝送
路］
有線（建物内）（統合原子力防災ネット
ワークに接続する通信連絡設備に係る
もの）［伝送路］

61 62条に記載 
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【系統機能】 
主要設備 

関連
条文 

部屋番号 感知設備 消火設備 

【電源の確保】 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 
緊急時対策所 低圧母線盤 
緊急時対策所用発電機～緊急時対策所 
低圧母線盤[電路] 
緊急時対策所用燃料地下タンク 

61 

TSC-1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

Y-38
熱感知器 
炎感知器 

移動式消火設備 
又は消火器 

【発電所内の通信連絡】 
無線通信設備（固定型） 
衛星電話設備（固定型） 
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ
Ｓ） 
無線通信設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 
衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 
無線通信装置[伝送路] 
有線（建物内）（有線式通信設備，無線
通信設備（固定型），衛星電話設備（固
定型）に係るもの）［伝送路］ 
有線（建物内）（安全パラメータ表示シ
ステム（ＳＰＤＳ）に係るもの）［伝送
路］

62 

RW-1F-20 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

TSC-1F-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

TSC-1F-05 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【発電所外の通信連絡】 
衛星電話設備（固定型） 
統合原子力防災ネットワークに接続す
る通信連絡設備 
データ伝送設備 
衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 
衛星通信装置[伝送路] 
有線（建物内）（衛星電話設備（固定型）
に係るもの）［伝送路］ 
有線（建物内）（統合原子力防災ネット
ワークに接続する通信連絡設備，データ
伝送設備に係るもの）［伝送路］

62 

C-4F-01
煙感知器 
熱感知器 

消火器 

TSC-1F-01 
煙感知器 
熱感知器 

全域ガス 
消火設備 

【重大事故時に対処するための流路又
は注水先，注入先，排出元等】 
原子炉圧力容器 
原子炉格納容器 
燃料プール 
原子炉建物原子炉棟 

その

他の

設備

不燃材のため追加対策不要 

【非常用取水設備】 
取水口 
取水管 
取水槽 

その

他の

設備

不燃材のため追加対策不要 
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